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論 文 要 旨

本論文 は、中高層分譲共同住宅における主 に管理組合の会計報告、区分所有者

および管理会社 の実態調査を通 して、中高層分譲共同住宅 の維持管理 システムを

整備するための基礎的な研究 をまとめた ものであ り、住宅を維持管理 してい くた

めに必要な費用等を考察 している。

本論文は、以下の8章 か ら構成 されてい る。

第1章 「序 論」 においては、共同住宅の成立 と管理問題の変遷、中高層分譲

共同住宅の管理 に関連する法律、本研究の意義、社会的背景、研究 の目的、関連

する既往の研究、用語の定義 などにっいて述べた。

第2章 「居住者の住意識 と維持管理費に対する認識」においては、住宅の選定

理由、永住意識、住宅への満足感 とい った居住者の住宅に対す る意識および住居

管理の意識、管理費 に対す る認識、修繕積立金 に対す る認識 といった居住者 の維

持管理 の意識を明 らかに した。特d`区 分所有者 において維持管理 の意識 の しくみ

は数量化皿類で分析 している。

第3章 「管理組織 と委託管理費の算定方式の実態」 においては、我が国の管理

会社の業務内容 を調査 し、委託管理費 の算定の方式 、修繕積立金 について管理会

社の考 え方 と管理組合への対応について明 らかに した。

あわせて区分所有者 の立場か ら管理費、修繕積立金の金額 の決定 と改定の方法

について検討 した。

第4章 「諸外国における維持管理ための組織 と管理の実態」では、 アメリカ、

旧西 ドイツ、イ ングラン ド、スコッ トラン ド、フランス、イタ リア、韓国な どの

管理会社等 における聞取 り調査にも とついて、管理組織 と管理費、修繕積立金の

積算方法、修繕積立金制度、長期修繕計画の有無 とその内容、管理会社 の業務内

容、管理に関する資格を明 らかに した。そ して我が国に取入れるべき管理方法 と

組織の提案を行 なった。



第5章 「管理組合会計か らみた管理運営の実態 とその問題点」においては、管

理会社 と管理組合の問で締結する管理委託契約書の内容 、管理組合の損益計算:書

の費 目、管理規約 における会計の項目とその運用 の実態 か ら、管理組合会計 にお

ける標準費 目の設定な らびに会計運用 の類型化 を行な った。あわせて管理会社 の

管理組合会計 に対す る考え方、管理組合の理事および理事経験者か らの会計運用

の評価を行ない、管理規約 の整備方法 を提案 した。

第6章 「管理費および修繕積立金 と修繕費支出の実態」 において、修繕費補正

係数 と修繕項 目のコー ドを作成 して、管理費会計 と修繕積立金会計 における収支

実態か ら修繕費 の支出状況、工事 の内容、特 に大規模修繕 における修繕時期 、修

繕周期、費用、資金調達 の方法 について明 らかに した。そ して、実態調査 にもと

'つ いて資金調達の方法の類型化を行 ない
、資金調達 の整備方法を検討 した。

第7章 「長期修繕計画 による計画修繕費の算定とその分析」 においては、長期

修繕計画を収集 して、修繕計画 の作成時期、計画期間、作成者、修繕周期 、修繕

項 目を明 らかにするとともに計画修繕費 を積算 して、実際 に実施 した修繕費 との

整合性を分析 した。

最後 に、第8章 「結 語」において、各章で明 らかにな った主要な事項 を要 ,

約 した上で、① 管理会社の業務 内容 とその役割 、② 管理組織 と制度、③ 管理

組合の会計運用、④ 管理費の収支 とその保管方法、⑤ 大規模修繕 の資金調達の

方法、⑥ 長期修繕計画 の考 え方 、⑦ 居住者の維持管理費への理解 、⑧ 管理組

合の運営 と大規模修繕 に対する情報整備 とい う項 目ごとに中高層分譲共同住宅の

望ま しい維持管理 のための提案 を行なった。
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第璋 序

本章では、中高層分譲共同住宅における維持管理の重要性 を明 らかにす る目的

で、共同住宅の歴史的な成立過程 と維持管理 に関する研究の背景 および意義 を検

討 し、本研究の 目的を明確化す るとともに、研究 の方法 と論文の構成を述べ、本

研究で使用す る用語を定義す るものである。

1.共 同住宅の成立と管理問題

(1)共 同住 宅 の成立

中高層 分譲 共 同住宅 の成 立 は、鉄 筋 コ ンク リー トに おけ る賃 貸 の共 同住 宅 の建

設 か ら始 ま る。我 が 国 にお け る最初 の鉄 筋 コ ンク リー トの共 同住宅 は、1910年 に

東京 に建 て られ た6階 建 て の 「三井 同族 アパ ー ト」 で あ るが 、 ア メ リカの賃 貸 の

共 同住 宅 と異 な り、 ガ ス,電 燈,給 湯,暖 房等 の設備 を設 け られ て いな か った

(文1,2,3)。 そ の後 、1919年 に長崎 港 の離 れ島 であ る端 島(通 称 、軍 艦 島)に

炭坑 住 宅 と して7階 建 ての鉄 筋 コ ンク リー トの共 同住宅 が建 った 。 しか し、 これ

らは一 般人 向 け の住 宅 で はな く給 与住 宅 で あ った。

一 般 人 を対 象 と した最 初 の鉄筋 コンク リー ト造 の共 同住宅 は、東京 市 が1923年

に建 てた労 働者 向 け の 「古石 場 の アパー ト」 で あ る。本格 的な賃 貸共 同住 宅 は 、

1925年 に建 て られ た東 京市 の神 田 お茶 の水 の 「文化 アパー ト」 で あるが 、 これ は

一 般 の サ ラ リー マ ン向 け で はな く
、大 臣,当 時 の大 学教 授,大 会 社 の社長 向 け で

あ り、 その しっ らえ は、す べ て洋室 で浴 室,便 所,家 具 等一 式 が装 備 されて い た。

その後 、一般 人 を対 象 と した共 同住宅 は、1923年 の関東大 震 災の復 興 の ため に

1925年 か ら1932年 の間 に建 て られ た 「同潤会 アパー ト」で 、 その総数 は、東 京市

に13箇 所 、 横浜 市 に2箇 所 で、計2,492戸 で あ った 。 これ らは全 て 鉄筋 コ ンク

リー ト造 で 、水道,電ks,ガ スを設 備 し、各 戸 に水洗 便所,台 所 の流 し,調 理 台,

ダス トシュー ト,鏡 っ き洗 面所 が設 け られ て いた。

「同潤 会 アパ ー ト」 は、横浜 市 にあ る戦 後社 宅 にな った2箇 所 の ほか は全 居 住

者 に分譲 された(文4,5,6)。 それ らは今EI、 建築後60年 以上 を経過 して建 物

z



の老朽化が著 しい。 これ らの うち、すでに建替えたのは中の郷アパー トで、代官

山アパー トや江戸川 アパー トは、建替えの計画中であ る(文7、8)。

戦後 の本格的賃貸共同住宅は、1947年 の芝高輪台の東京都営住宅であ る。その

後、 日本住宅公団(現 住宅 ・都市整備公団) 、が、中層の団地形式 で郊外 に賃貸住

宅を大量 に建て始 めた(文1)。

分譲形態の公的共同住宅 として最初の ものは、1951年 に東京都建築局により建

て られた 「宮益坂 アパー ト」 といえよう。 これは11階 の高層で店舗付 きで あっ

たが、その後、住戸が事務所に転用 され ることが多 くな ったために、宮益坂 ビル

デ ィングと名称を変更 した。

一方、民間の分譲共同住宅 として最初の ものは、1955年 に東京の山手線近 くの

四 ッ谷 コーポラスであ り、 これは会社 の役員を対象 としていた(文8)。

その後 、1961,1962年 には中高層分譲共 同住宅が急速に大量 に建築 され るなど、

中高層分譲共同住宅の第一次建設 ブームを生 じた。 この時期の ものは高額所得者

を対象 に都心 に建て られた豪華な鉄筋 コンクリー ト造 の高層住宅であ り、 エレベ

ータ,1階 には駐車場,管 理人事務所,ロ ビー,レ ス トランなどを備えた、当時

の一般住宅よ りはるかに水準 の高 いものであ った。中高層分譲共同住宅に高級 な

イメー ジを与え るために、その名称をハイッ,コ ープ,レ ジデンス,ヴ ィラ,シ ャ

トーな どと名付けたの もこのころか らである(文1)。

1960年 代後半か ら住戸 の販売価格の低下 と建設戸数の急上昇で、中高層分譲共

同住宅が会社 の管理職を対象 に して都心 に建設 されるよ うになる。 この時期を中

高層分譲共同住宅の第2次 建設 ブームとよぶ。

1970年 か らは、中高層分譲共同住宅 に 「高層住宅購入者への個人融資」とい う

日本住宅金融公庫 の融資制度がで きて、会社員を対象 として3DK中 心の家族 向

けのタイプが供給 され るよ うになった。 この時期を第3次 中高層分譲共同住宅の

建設 ブームとい う。

しか し1973年 の石油 ショックの ため、急速 に中高層分譲共同住宅の販売戸数 は

減少 し、住戸の販売価格を下げるために専有面積 の小 さな住宅が供給 された結果、

1977年 か ら東京都に年当 り5万 戸 とい う大量供給 の第4次 中高層分譲共同住宅の

建設 ブームを起 こした。
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1980年 以降 は地価が全国的 に高騰 したため、敷地面積 に対 して大量の住戸を建

設で きる超高層の分譲共同住宅が増加 した。その後、プール,テ ニスコー ト等の

スポー ッ施設 を併設 した形態の ものが建設 される等、高級な中高層分譲共 同住宅

の分譲が目立 っようにな り、1986年 は、第5次 申高層分譲共同住宅の建設 ブーム

といわれた。

現在では、従来の一般家族向け居住用中高層分譲共同住宅か ら、高級な居住用

タイプのものに加えて、セカ ン ドハ ウス用 の リゾー トタイプ,単 身者用の ワンル

ームタイプ,高 齢者向 けのシルバータイプ等種 々の形態 の ものが供給 され始 めて

いる。また、プール,テ ニスコー トとい った スポーツ施設,ホ テル並みの高度な

生活サー ビスやセキュ リテ ィという付加価値が付 いたタイプも供給 されっっある。

〈2)管 理体制の変遷 と管理組織

我が国の中高層分譲共同住宅における維持管理 の問題を検討す る際、 日本住宅

公団(以 後住宅公団 と略す)が 果 してきた役割 は大 きい。そこで、まず公団住宅

の管理の推移を概観 して、その後、分譲業界および管理業界,行 政,管 理組合の

団体の成立 にっいて年代順 にまとめ る。

「日本住宅公団20年 史」な どの文献(文1,2,9,10,11)に よれば、共 同住

宅 において管理が注 目され るようにな った歴史的過程は次の とお りである。

最初 に、鉄筋 コンク リー トの住宅を、一般的に普及 させたのは住宅公団である。

住宅公団 は、耐火耐震性 に優れたRC造 で、ステンレス流 し,風 呂,ダ イニ ング

キ ッチン,玄 関の シリンダー錠を当初から住戸に備えた、いわゆるDK住 宅を作

りだ した。

住宅公団における管理の時代区分 については、「日本住宅公団20年 史」(文10)

による ものとし、第1期(1956年 か ら1961年),第2期(1962年 か ら1968年),

第3期(1969年 か ら1974年)と 区分す る。

第1期 の管理の時代 く1956年か ら1961年)は 、1955年 に発足 した住宅公団は積

層化 した共同住宅に対する居住経験 もな く、住宅を管理す るに もどの程度居住者

に関与 した らいいのかわか らなか ったようである。

初期の管理方法 としては、公団職員である専任管理人が団地 ごとに常駐 し、専
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任管理人の下 に、管理補助者が住戸約100戸 に1人 の割合で配 置 された。 この

専任管理入は、一般管理業務か ら居住者間の トラブルの解決や日常生活の相談 ま

で、私的な ことも取扱 っていた。なお専任管理人には家賃を扱 うとい うことか ら、

元警察署長 や退職 した教師等がなることが多か った。

一方、管理補助者 は、ホームヘルパーと呼ばれていたのであるが、仕事 の内容

には明確な規定 はな く、各人 にその仕事の内容は任 されたために、管理人の補助

的な役割を果た していたようである。

団地 の規模が大 き くなるにっれて、家賃の徴収 は専任管理人だけでは不可能 に

な り、専任管理人および管理補助者の制度 も1964年 には取止めになった。 このこ

ろの住宅の管理は、組織的な ものでな く、専任管理入の性格や意向 によ って左右

されていたよ うだ。

その後、住宅公団 の管理戸数が増加するにしたがって、サー ビスカー制度 を採

用 した。 この方法 は、大工、電気、配管工 と運転手の4人 で班構成を して、週1

回か ら2回 、団地内を巡 回す るとい うものであった。そ して共用施設を修繕す る

だけでな く、居住者か らの要望があれば、住戸内の修理 まで実施 していた。 これ

は、住戸 の損傷が起 こった時に住宅公団の支社か ら業者へ連絡 して いては、修理

に時間がかか りす ぎるか らである。

専任管理人の制度 を廃止 した後、住宅公団は全国を5支 社 に分 け、その下に

5,000戸 に1ヵ 所の営業所を設置 し、営業所 には、2,500戸 程度 に1人 の管理主任

者を置 いた。住宅公団が直接、実施 しに くい管理業務を担当す るために、1961年

には(株)団 地サー ビスが設立 された。

住宅公団 は、団地の居住者の中か ら管理連絡員を約500戸 に1人 の割で置 き、

管理連絡員 には、日中、団地 にいる時間の長い主婦や高齢者を選任 した。その仕

事内容 は、団地サー ビスへ依頼す る修繕等の申込用紙 を居住者へ配布 し、回収す

ることであ った。サー ビスカーが団地 を廻 った時 に、担当の技術者 が管理連絡員

の住戸 を訪 れ、修繕依頼 のあ った要件 の処置をす るという方法 をとって いた。

第2期 の管理の時代(1962年 か ら1968年)は 、事務処理 の機械化 と集中化を計

り、現地の営業所 に権限を委譲 して、業務の合理化を進めた。

第3期 か ら(1969年 か ら1974年)は 、大営業所方式 に して、行政区画 ごとの広
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域管理業務 に変更 した。その後 、(財)住 宅管理協会を設立 し、住宅改良工事、

増改築やコ ミュニティ管理 、団地の維持管理や環境整備を行 なうことにな った。

以上が公団住宅の管理方法の推移である。次 に民間の中高層分譲共同住宅の管

理 にかかわ る組織 についてまとめてお く。

1966年 に高層住宅の分譲を促進す るために分譲業者12社 が集 まり(社)日 本

高層住宅協会 を設立 した。その後、民間の中高層分譲共同住宅が大量に普及 し始

める1970年 ころか ら管理 に関す る苦情が多 く出てきて、管理問題が社会的 に注 目

され るようになる。管理全般にわたる問題に対処す るために、1969年 には、14

の公団分譲住宅の管理組合が集 まって、日本住宅管理組合連絡協議会が設立 され

た。

この当時、中高層分譲共同住宅 の管理 は、誰が、どの責任 において、何 を管理

してい くのか、管理の範囲はどこか といった ことが明確でなか ったのである。

「マ ンション60年 史」 によると、当時 、我が国の共同住宅 は賃貸 の ものが主

であって、 「大家 と店子」的な意識が強 く残 ってお り、分譲会社側 は 「店子 は大

家 のい うことを聞 くべきだ」 と思 い、区分所有者 は 「大家なんだか らなんで もし

て くれる」 とい う依存意識があったとい う。

そ して、1995年 ごろには中高層分譲共同住宅の増加 にともない、その管理 のあ

り方が区分所有者 と分譲会社の両者 にとって重要 にな ってきた。 これは、管理 に

よって 日常の生活 の快適性が左右 されることが、居住者 に理解 され始めたか らで

ある。

分譲住宅の場合、建物 は区分所有者 の資産であり、管理が適切でないと資産価

値を下げ ることにな り、管理 を しないで放置するとその資産価値 は急速 に低下す

る。 しか し、初期の ころは区分所有者に管理責任があるに もかかわ らず、管理の

方法がわか らなか った。っ まり中高層分譲共同住宅において、新 しい生活のルー

ルと適切な維持管理 システムが社会的 に求め られるよ うになったのである。

1978年 には、建物の維持管理 の研究や維持管理基準 の開発を目的 として(財)

建築保全 センターが、建設省の指導 の もとに建設業界の支援を受 けて設立 された。

このころ分譲会社 と管理会社 の分離が行なわれ、すなわち53譲 会社の管理部門

の独立や専門化 にともなって、(社)高 層住宅協会内の管理部門を独立 させて、
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1979年 に管理業者の団体 として(社)高 層住宅管理業協会 を発足 させた。

(社)高 層住宅管理業協会では、中高層分譲共同住宅の管理問題を解決す る方

法 を研究 し、管理会社 の管理水準を引上げるためのマニュアルを作成 して、会員

である管理会社に多 くの情報や資料 を提供 している。

その後、建設省 は住宅宅地審議会の答 申に もとづ き、中高層共同住宅標準管理

規約書(50戸 か ら100戸 程度の標準的居住 を対象 とした もの)と 中高層共同住宅

標準委託契約書を1982年5月 に通達 と して(文12,13,14)、 管理規約 と管理委託

の問題 を改善す ることを目的とす る。

建設省 は、建物 の取引 に関 して も、中高層分譲共同住宅の管理費 および修繕積

立金の金額を明示す るよ うに、宅地建物業界に対 して指導 した(文15)。

1983年 に 「建物 の区分所有等に関す る法律」の改正が実施 され、同年7月 には、

その改正 にともない建設省は、中高層共同住宅標準管理規約書 と中高層共同住宅

標準委託契約書の改正案 を出 している(文16)。

1984年 には、 リフ ォーム技術の開発のために(財)日 本住宅 リフォームセンタ

ーが設置 され、住宅 の修繕 に関す る情報 の提供等、居住者 に対 しての相談業務を

開始 した。

1985年 には、建物 および付属施設 の老朽度診断のために(社)高 層住宅管理業

協会 の中に保全診断 セ ンターが設立 された。

同年 に管理関係の団体 としては、建設省 の方針 によって(財)マ ンション管理

セ ンターが発足 した(文2)。 そこで は中高層分譲共同住宅の管理 について指導 、

相談事業、大規模修繕の資金の債務保証、管理 の実態研究等を している(文9,17,

18,19,20,21,22,23,24)0

建設省は、管理会社 の育成 と管理水準を高めるために 「中高層分譲共同住宅管

理業者登録規定」を施行 し、 「管理業者登録の要件」 を定 め、その中で 「管理業

務主任者」 という制度 を設 けた(文25)。 その2年 後の1987年 には 「中高層分譲共

同住宅管理業務処理準則」で管理会社 は事務管理業務 を再委託 して はな らない と

告示 した(文26)。

一方 、居住者の団体 といえば、1980年 に民間分譲の管理組合を中心 と して関西

分譲共 同住宅管理組合協議会が設立 され、翌年には、京都府 、滋賀県 に京滋管理
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対策協議会が組織 され、その後、主要な大都市にそれぞれ管理組合連絡協議会が

で きて きている。

1986年 には、建物の技術的な問題 の処理、すなわち建物診断や補修工事監理 の

ために管理組合の団体である関西分譲共同住宅管理組合協議会が 自ら集合住宅維

持管理機構 を発足させた。

翌1987年 には、日本住宅管理組合連絡協議会が関東集合住宅保全相談セ ンター

を同様な目的で設置 した。

1988年 には管理組合の団体が集 まって管理 に関す る情報交換、経験交流、政府

への提案を行 なうために全国マ ンション管理組合団体連絡会を結成 した。それか

ら、次々と各地に管理組合の団体がで き、現在全国で、管理組合の団体が11箇

所組織 されて いる。

行政の側で は、同1988年10月 に建設省 、大都市地方公共団体 を中心 と して管理

にかか る経験交流、情報交換のために大都市民間共同住宅管理対策連絡会議 が設

置 されている(文27,28,29,30)。

2.中 高層分譲共同住宅の管理 に関する法律

管理 に直接かかわ る法律 は、 「建物の区分所有等に関す る法律」(以 後区分所

有法 と略す)で ある。 ここでは、この法律の制定過程、改定の要点 と管理 に関す

るその他 の法律 にっいて、文献(文31～48)を 使用 して述べる。

(1)「 建物の区分所有等に関す る法律」

中高層分譲共同住宅が増加するとともに共用部分の管理が問題 になる。中高層

分譲共同住宅は、建物 を共用部分 と専有部分に分 けて所有す る居住形態 であ る。

そのためには、共用部分を管理す る組織 が必要であるが、そのよ うな組織 は区分

所有法の改正以前 にはなか った。

最初、共同住宅の管理 に関する法律 としては、明治23年 制定 の現行民法の中で

区分所有や共有 に関する規定で定めてお り、その内容 は次 のとおりであった。
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第208条(建 物 の区分所有)1962年4月 削除

数人 にて一棟 の建物 を区分 してその一部 を所有す る時 は建物 およびその

付属物の共用部分はその共有 に属す るものと推定す る。

第251条(共 有物 の変更)

各共有者 は他 の共有者の同意 あるにあらざれば共有物 に変更 を加ふるこ

とをえず。

第253条(管 理費 の負担)

各共有者 はその持分 に応 じ管理 の費用を払いその他共有物 の負担 に任ず。

しか し、中高層の形態である分譲住宅が建設 され ると、民法 の規定では、土地、

建物、施設関係な どの権利関係および管理責任 の範囲を確定することがで きな く

な った。そこで1962年 に民法第208条 の規定 を削除 して、 「建物 の区分所有等 に

関す る法律」を1962年 に共有部分を管理するための法律 として制定 した。

この法律 は37力 条か らな り、第1条 で建物区分所有権 の内容を説 き、第2条

で区分所有権の定義 、第3条 、第4条 で共用部分 を定 めている。

そ して第5条 では、区分所有者 の権利義務を定 め、建物に害を及ぼす ような共

同 の利益に反す る行為 を禁止 している。第6条 では、債権者 の区分所有権 に先取

特権を有するとしてい る。 また第8条 か ら第15条 では、共有部分の共有につい

て、使用方法,持 分比率,共 用部分の変更,管 理方法を定めている。共有者 の債

権 は、特定承継人に対 して も行使で きると規定 してい る。 さらに第17条 か ら第

34条 で は、管理者,集 会の召集 と議決権,管 理規約な ど管理運営の方法を定 め

ている。

その後、中高層分譲共 同住宅 は大規模化 して、店舗付 きな ど複合形態の ものが

建 て られるよ うになったために、旧区分所有法では新たな管理運営上の問題が生

じて きた。それは、敷地の権利関係 の書類、す なわち登記簿が膨大 な量になるこ

と。管理規約の設定,変 更,共 用部分の変更 にっいて区分所有者全員 の同意が必

要 とされていたことであ る。 しか し、中高層化 して建物規模が大 きくなるにっれ

て、区分所有者全員 の合意 を得 ることは困難 になりっっある。

そのため1983年5月 に旧区分所有法を改正 し、管理組合 における管理運営の方
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法、議決の仕方 にっいて大 きく変更を行な った。

新区分所有法 における改正 の要点 は次の とお りである。

① 専有部分 と敷地利用権 を分離 して処分す ることはで きない。(第2条 第5項

建物 の敷地の定義 、同条第6項 敷地利用権 の定義、第5条 規約 による建物 の

敷地)

② 共用部分 の変更および規約 の設定、変更 または廃止 は、区分所有者 および議

決権の2/3以 上 の多数 による決議に もとつ くものとする。(第17条 第1項 共

用部分の変更 、第31条 第1項 規約の設定、変更および廃止)

③ 管理組合における法人格 の取得および解散 は、区分所有者 および議決権 の3/4

以上の多数の決議 により行tdう ことがで きる。(第47条 第1項 か ら第4項 、

第55条)

④ 区分所有者が共同利益 に反す る行為を した場合は、専有部分の使用 の禁止、

また はその区分所有権の競売 を、区分所有者および議決権 の3/4以 上 の多数 の

決議 により請求す ることがで きる(第58条 使用禁止の請求、第60条 占有

者 に対す る引 き渡 し請求)。

⑤ 区分所有建物 の建替 えを要す るに至 った ときは、区分所有者 および議決権 の

4/5以 上の多数 による集会の決議 にもとついて実施で きる(第62条 建替え決

議)。

旧区分所有法の37力 条か ら新区分所有法は70力 条へ と増加 し、管理規約や

集会、管理者 などの制度 について規定が整備 された。 また共 同の利益 に反する行

為 に対す る制裁規定が盛 り込 まれ、管理者 や理事の義務違反 に対 して も罰則規定

が整備 された。

(2)そ の他の管理 に関する法律

管理 に直接かかわるのは 「建物 の区分所有等に関する法律」である。区分所有

法以外の管理に関する法律 は、図1-1の よ うにな る。 これ らは、法定点検 にっ

いての法律である(文22,31,32,46)。

まず建物の定期点検 とは、 「建築基準法一第8条 、第21条 第1項 定期報告

制度」により、共同住宅で3階 建 て以上 または対象床面積300㎡ 以上の特殊建築
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物等 にっいて、敷地,構 造,建 築設備の状態 を3年 間隔で調査 また は検査 して特

定行政庁 に報告す るものである。

消防設備の点検については、 「消防法 一第17条3の3」 に もとつ く点検報告

で、機能点検を6ヵ 月 に1回 、総合点検 を1年 に1回 行な うことにな っている。

専用水道(貯 水槽容量100㎡ 以上)の 水質検査 にっいては.「水道法 一第20条

水質検査」 により、遊離残留塩素の測定 を毎 日行な う。また 「水道法一第19条 、

第34条 の第2項 施設検査」 によ り、専用水道 は水道技術管理者が水道施設 の

検査を1年 に1回 実施 し、簡易専用水道(貯 水槽容量10㎡ 以上)は1年 以内に1

回検査を行な う。

貯水槽の清掃 を 「水道法 一第19条 、第34条 の第2項 」 によ り、水槽の検査

を1年 以内に1回 、定期的に実施す ることを定 めている。

昇降機の定期検査は、 「建築基準法一第12条 第2項 」 の規定 にもとついて、

定期検査報告を1年 間隔で行な う。

また共同住宅で3階 建て以上、または対象床面積300㎡ 以上の特殊建築物 にお

ける建築設備 の定期検査 は、 「建築基準法一第12条 第2項 」に もとつ く定期検

査報告 を、1年 間隔で行わなければな らない。

さらに自家用電気工作物 は、共用部分の電気設備等 に対 し、高圧受電 により電

気 を供給す るために設 置す る。その点検お よび試験 に関 して は、 「電気事業法の

点検一第74条 第2項 、同条第4項 」により、電気工作物 の検査 と維持 を行な う。

月次点検 は1箇 月 ごと、年次点検は6箇 月および1年 ごとで、他 に臨時点検を実

施す るものである。

これ以外に も、安全で、健康的な環境 に保っ目的で 「建築物 における衛生的環

境 の確保に関す る法律」(室 内環境 の点検)、 「労働安全衛生法」、 「国家機関

の建築物等の保全に関す る技術的基準」など法令による各種 の点検整備が、中高

層分譲共同住宅 に対 して義務付 けられている。

販売 に関 しては、(社)宅 地建物公正取引協議会 の 「不動産の表示に関す る公

正競争規約 一第7条50号 」、 「同施行規則 一第2条 」がある。その中で、管理

費を分譲共同住宅の募集における必要記載事項 と定 めており、そこには新規分譲

の場合、一定 の諸費用の月額、一住戸当 りの最低予定額 および最高予定額 を表示
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す ることが定め られている。

ここでいう一定 の諸費用 とは、① 管理人件費 、② 管理手数料、③ 管理運営

事務費、④ 公租公課、⑤ 街路灯その他の共用電燈電気量
、⑥ ガス、給水施設、

建物の区分所有等
に関す る法律

第2条3項

第2条4項
第4条

定期報告 建築基準法(第8条)

消防設備
点 検

室内環境 の
点 検

消 防法(第17条)

建築物 における衛生的環

境の確保 に関す る法律

水質検査

浄化槽清掃

水道法(第20条)

電気設備の
点 検

労働安全衛生法

電気事業法(第74条)

管理費の明示 宅地建物取引業法

(第35条)

図11中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の 管 理 に関 す る 法 律
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排水施設、暖冷房設備の維持 ・運転費、⑦ エ レベータ、 クー リングタワーその

ほかの共用設備の保守費 および運転費、⑧ 備品費、資材費 および消耗品費、⑨

損害保険料、⑩ 修繕費、⑪ 清掃費 、⑫ そのほか建物共用部分および敷地 にか

か る一切 の費用 とな っている。

次に不動産業者に適用 され る 「宅地建物取引業法 一第35条5の2」,「 同施

行規則一第16条 の2」 の中で、管理運営の費用 は取引の物件 に関 して書面に交

付することが義務づけ られ、特 に、中高層分譲共同住宅の分譲や仲介を行 なう場

合は、次 の事項が付加 え られている。

① 専用使用権が設定 され る場合の使用者 の範囲、使用料 とその帰属先等の内容 、

② 修繕積立金の積立 て制度 と現在額、

③ 通常の管理費用の額 、

④ 管理業務 の委託先 と住所な どである。

3.研 究の意義、社会 的背景

中高層分譲共同住宅における維持管理 にっいては、次のような問題が ある。

その第一 は、図1-2の ように建物を区分所有す ることによる問題で ある。

建物 を専有部分 と共用部分に区分 して所有するので権利関係が複雑で ある。そ

のために区分所有者 は個人の責任 において専有部分 を管理 し、管理組合 は共用部

分 の管理を行 なわなければな らない。

居住者 は、区分所有者 だけでな く賃借人が増加 し、管理運営における合意形成

は困難な状況 にな って きている。 しか も区分所有者 において は、共用部分の所有

意識が どうして も稀薄にな りやす い。

第二は、図1-3に 示す ように利用形態 の混在か らくる問題である。

住居専用だけでな く、店舗や事務所 のある複合用途 の ものや、単身者用 の住宅

がある。また販売時 には、住居専用であって も、年を経 るに したが って賃貸住戸

が増加 し、また事務所化 されて用途の混在化が生 じる場合 も多い。例えば店舗付

き住宅の場合、区分所有者 と店舗所有者 における、利用 の目的が異 なるため利害

関係が生 じやすい。
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使用上 所有上 費用上 管理.ヒ 共同住宅の部位の区分

専 用

響 一 一

専 有
す る

個入の
費用で
修繕す
る

/

o一 一

区分所有
者による
個別管理

住戸の内壁の上塗り部分より内側

管理組
合によ
る共同
管理

浴室の防水層,横 引き配管など

共 有
す る

一 一 〇 管理費
・積立

金で管
理、修

繕する

バル コニー,専 用 庭,駐 車 場,外周建
具,屋 上 テラス,玄 関 ドアな

ど

共 用

階段,廊 下,ロ ビーなどの共用部
分 ・

基礎 柱,梁 壁 屋根などの躯
体

図1-2 中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 に お け るi使

用 ・所 有 ・費 用 ・管 理 上 の 領 域

立地条件 規 模

/

建物形態 ＼ 中高層分譲共同住宅 → 利用形態

住戸所有形態

図13中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の 分 類

14一



第三は、積層化 された住居形態にお ける短 い居住経験か ら引起 こされ る問題で

ある。中高層分譲共同住宅 は、戸建て住宅 と異な り積層化 しているので共同生活

のルールが必要である。ペ ッ ト問題 や ピアノなどの騒音 とい う生活上の問題を引

起 こす。

以上の問題を管理の側面か らみると図1-4の ようになる。

網寺管理の側面 生活管理の狽価

↑青 幸艮

経営管理の側面

図'1-4管 理 の 側 面

① 運営管理:管 理組合を どのよ うに経営管理 してい くかとい うこと。

② 維持管理:建 物 や設備および施設 の物 的な管理である。

③ 生活管理:居 住者 の快適 な共 同生活を営むための もの。

このよ うな三つの側面 は、建物や設備の老朽化や居住者の コ ミュニテ ィの形成

に対応 して、資産の保全 を経営 的に行な ってい くこと、すなわち区分所有者 の合

意の もとで居住環境 を適切 に維持管理 してい くことである。

現在の分譲共同住宅 を社会的資産 として良好 なス トックを増加 して い くために

適切な時期 に適切な修繕が必要不可欠 と考 える。

それには中高層分譲共同住宅の管理主体である管理組合が、組織 的にまた継続

性 を持 って、安定的に適切な維持管理がで きるよ うな管理運営の システムを作 る

ことが求め られ る。

中高層分譲共同住宅の維持管理 システムの中で、最 も基本 的なのは管理費 と修
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繕積立金か らなる財政的基盤である。す なわち中高層分譲共同住宅を適切に維持

管理 してい くには 、日常 の清掃,保 守,点 検や修繕 とともに大規模修繕 を計画

的に実施す ることである。それには大規模修繕のための資金の準備や運用が重要

な問題 となる。そ,こで、中高層分譲共同住宅 の管理費,修 繕積立金 に対 す る居住

者の意識調査 により、中高層分譲共同住宅の維持管理面における問題点 を指摘 し、

その実情 にっいては、建物 にかかる維持管理費用の実態調査 によ り把握する。

実態調査 ζしては、管理組合の総会の議案書を収集 して、管理 に要す る費用 、

予算 と決算の経年的変化、住宅の修繕経歴などを調べてみた ところ、日常 および

大規模修繕に対 して、修繕内容、時期 、費用 についてのデータが少 な くは っきり

した ものはない こと、また管理組合の資産管理を示す会計報告 がかな り曖昧で不

確かであることがわか った。

以上の ことか ら、中高層分譲共同住宅の管理組合の会計か らみた維持管理の問

題点を明 らかに し、管理組合が適切な時期 に適切な修繕がで きるよ うな維持管理

システムの整備方向を明 らかにす ることは意義 のあることだ と考える。

4.関 連する既往の研究

ヨーロッパにおける初期の中高層分譲共同住宅の団地 の管理状態を把握 し、管

理 問題 を我が国において提起 したのは、有泉 了氏である(文49、50)。

行政 が行 った最初の中高層分譲共同住宅 に関す る調査研究 は、行政管理庁によ

る民間分譲共同住宅を対象 とした管理実態 とその問題点 の指摘である(文51)。

その後、中高層分譲共同住宅における総合的な研究 は、梶浦恒男氏を代表 とす

る 日本建築学会近畿支部住宅部会マ ンション管理班 による先駆的な研究がある(文

52)。 この研究では、住宅の平均的な販売価格を当時 の公営住宅の標準建築費 で

除 した ものをランクとよび、 このランクと管理方法を軸 として管理運営 の全般 に

分析 した ものである。

また管理をめ ぐる財政 問題の研究 として、貴重なのは 日本住宅公団による調査

である。 この研究 は、大都市周辺に供給 された民間住宅、公社住宅および公団住

宅を対象 としての初 めての住宅公団 による全国的大規模 な調査である(文53)。
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その後、建設省 による2度 にわた る中高層分譲共同住宅の居住者 に対す るアン

ケー トによる全国規模 の総 合調査があ る(文54,55,56,57,58,59)。 管理組 合

向けと区分所有者 を対象 と して1980年 と1988年 に実施 した ものである。 これ は、

両方 ともに中高層分譲共同住宅の状況 と居住者の意識 を明 らかに しよ うとした も

のである。

一方管理組合の団体組織 も、それぞれ会員 の中高層分譲共同住宅における管理

組合 の理事長 に対 するアンケー ト調査 によ り、管理全般 にわた る問題 の所在 、種

類を明 らかに してい る(文60,61)。 その後全国的規模 によ る同 じような調査 を実

施 している(文62)。

これ らの研究 を踏まえて技術的側面か ら建設省 のプ ロジェク トとして とりま と

めた ものが 「保全 ・耐久性向上技術研究の経済性評価手法」である(文63)。

以上が比較的大規模 な研究である。次 に既往の研究 を管理 の分野別 に分 けると

以下のようにな る。

a.管 理組合の組織に関する研究

諸外 国における区分所有法 に該当す る法律は、民事局参事官室の 「建物 の区分

所有 に用す る外国立法例」がある(文64)。 外 国の管理制度 にっいては、 「諸外国

の管理制度 について」、 「諸外国におけるコン ドミニアムのハ ウスルール」(財)

日本住宅総合セ ンターの一連 の研究があ る(文65,66)。 これ らは、我が国の管理

制度 を作 ってい くために、共同住宅の管理経験 の長い諸外国の状況を法律や生活

ル ールを通 じて明 らかに した ものである。

米倉喜一郎氏 は、 日本の管理会社の役割 や管理事情 をアメ リカや ヨRッ パと

の比較でその差異を明 らかに した(文67)。 またアメ リカの管理事情を解説 したの

は、梶浦恒男氏 である(文68)。

また我が国 における公的分譲の共同住宅を対象 に詳細 な研究 を実施 したのは、

山本育三、田辺邦男氏 らである(文69,70,71,72)。 これは、住宅管理管理組 合

連絡協議会か らの委託研究で、公団分譲 に限定 した対象 のなかか ら実態調査 にも

とつ く提案 を行 ってい る。その後、同氏 らは住宅供給公社の分譲住宅を対象 に管

理組織 の全般 にわたり、公団住宅の管理 との比較検討を行な っている(文74)。

っ ぎに民 間分譲 を対象 に した管理方式 の調査 は、松本恭治氏 によるものがある
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(文73)。 また管理組合方式 と非管理組合方式 を分 けた管理方式 についての調査研

究には中島明子氏の ものがある(文75)。

管理会社の 日常的な管理行為を明 らかにしたのは、平 田陽子、梶浦恒男氏 の研

究である(文76)。 また山本育三、田辺邦男、須田松次朗氏が管理会社の委託行為

と業務内容の実態を明 らかにしている(文77)。

b.管 理組合の維持管理費に関する研究

山崎古都子氏 は、居住者の管理費 に対す る評価を管理費負担率(各 戸徴収管理

費 と積立金 の和 に対す る世帯収入の割合)と 管理費率(分 譲当時の各戸徴収管理

費 と積立金の和 に対す る分譲価格 の割合)と の関係で分析 し(文78)、 管理費 を居

住者 の負担感 という意識 の関係で明 らかにした(文79)。

梶浦恒男氏 らは、民間分譲 を主体 と した管理費用の内容を37事 例の単年度分

析 と5事 例の経年的分析の調査を行ない管理費用の実態を明 らかに した(文80)。

大阪における公的な分譲共同住宅について も事例調査 を行 っている(文81)。

また東京都 公社による分譲共同住宅の建物の老朽化の問題をとらえ、居住者の

評価 と将来 の対策を検討 したのは松本恭治氏 らであ る(文82)。

c.建 物の修繕 に関する研究

筆者が共同研究者 として参加 した、(財)日 本住宅総合セ ンター ・(財)日 本

建築セ ンターの調査研究の中では、中高層共同住宅の管理問題 にっいて技術的側

面か ら総合的に設計管理技術 と住宅性能を明 らかにした(文83)。

中高層共同住宅 における維持管理 システムの整備に関 して、施工業者、管理会

社、管理組合へのア ンケー ト調査を行ないその問題点 を指摘 したのは、筆者 も研

究協力者 として参加 した(財)日 本住宅総合セ ンターの調査研究である(文84)。 こ

れは、中高層分譲共同住宅 における大規模修繕の需要 を予測 し、施工会社 、管理

会社 、施主(管 理組合)側 か らの取組みを明 らかに したものである。

実際 に、日本電信電話 公社(現NTT)の 社宅における修繕の実績か ら住宅の

生涯 にかかる修繕費を積算 したのは、橋本正五氏である(文85,86)。

そ して中高層分譲共同住宅のモデル例 にもとづきライフサイクルコス トを積算

したのは小林清周氏 の著作である(文87,88,89)。

また飯塚 裕氏 は、 日本電信電話公社の建物 を対象 に して維持管理費用を明 ら
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かに している(文90,91)。

次 に建築修繕費の算出に関 しては、官庁建物のデータを もとに した石塚義孝氏

の標準建築修繕費の研究がある(文92,93,94)。

また集合住宅 に関 して計画修繕費用を計量的、概算的に基本設計の段階で最適

化が行える方法 を明 らか にしたのは、古阪秀三氏である(文95)。 同氏 はまた20

事例 の民間建物 を対象 に して、改修工事 における費用 の実態 を報告 した(文96)。

特 に、修繕積立金 の実用面か ら注 目され るのは、今泉勝吉氏 らが中心 とな って

管理組合役員向けに、具体的 に簡略化 した修繕積立金 の算 出方法 を(財)マ ンショ

ン管理セ ンターが まとめている(文17,24)。 これは、中高層分譲共同住宅の標準

モデルを作 り、実際の事例に適用で きるように修正す るための係数を設 けて、月

額の戸当 り修繕積立金 の算 出方法 を述べた ものである。

実務的な ものにっいて、大規模修繕 にかか る技術的な劣化診断マニュアルの作

成および工事の仕様書 の作成 は、(財)日 本住宅総合セ ンターが実施 している(文

97,98)。 また(社)高 層住宅協会 は、赤水対策に対す る技術的マニュアルを作

成 している(文99)。

d.居 住者の管理意識 に関す る調査

山崎古都子氏 は、居住者が管理 について どん な考えを持 ち、なにを求 めて いる

かを知 ることが管理形態 を決定す ると考 え、居住者 の管理観 の構造 と問題点を明

確 に して、居住環境 における維持管理の望 ま しい方向へ と居住者の管理観 を発展

させ る方法 を検討 した(文100)。

そのほか実態調査か ら分譲共同住宅 において管理困難層の存在を明 らかに した

のは、平田洋子、梶浦恒男氏 らの研究である(文101)。

e.修 繕積立金制度に関する研究

修繕積立金制度 、修繕積立金共同運用機構、不足す る修繕費 の融資 について は、

(財)日 本住宅総 合セ ンターが調査研究 を実施 している(文102,103,104,105,

106)。 これ らは、玉田弘毅氏 を中心 として修繕積立金の実態調査を行な い、その

結果 にもとづき法律的、制度的 に整 えて、修繕積立金の不足に対応す る目的で修

繕積立金機構 を設置 し、不足す る修繕費 に対す る融資問題を取 り扱 った最初 のま

とまった研究であ る。
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f.区 分所有法に関する研究

玉田弘毅氏による法律家の立場 か ら建物の区分所有法を解説 した もの(文36～

42)、 丸山英気氏 による法律を区分所有者向けに解釈 した もの(文43～45)、 区分

所有者 の立場か ら梶浦恒男氏 らの区分所有者向けの旧法 と新法 の違 いを説明 した

もの(文46)、 折田泰宏氏、田中峯子氏 らの区分所有法 の解説書がある(文47,48)。

g.管 理組合の運営に関する研究

公的分譲住宅を対象 に した研究は、前述の山本育三、田辺邦男氏 の調査研究で

ある(文72)。

その他、管理組合の運営 に関 しては、実務的な報告書 、手引きが多 く発行 され

てい る。

た とえば、(財)マ ンション管理セ ンターによる管理組合の役員教育用 マニュ

アル(文18～21)と 、管理会社に対す る(社)高 層住宅管理業協会の教育用 マニュ

アルがある(文107～112)。

他 に日本住宅管理組合連絡協議会が会員向けに出 している資金管理 に関す る研

究(文113)と 先田政弘氏 の管理規約 と運営規定の作 り方(文114)や 地方 自治体の小

冊子(文115,116)な どがある。 これ らはいずれ も管理組 合の役員や区分所有者 に

対す る教材 の性格を持 っている。

以上 のよ うに、中高層分譲共同住宅のこれまでの研究 は主 として管理全般 の問

題 をアンケー トで把握す る方法、首都圏における公的分譲住宅 の管理 に関す る研

究、民問分譲に対 して単年度分析 の手法で維持管理問題 を把握 している。維持管

理費用 の金額そのもの にっいてや初期 の管理費 の設定要因を明 らかに しよ うとす

るものか、 もしくは管理組合を運営するために管理組合の役員、区分所有者 およ

び管理会社 を教育す る目的の実務的なマニュアルが多か った。管理費や修繕積立

金の管理運営に関 しては、全国的なアンケー トによる大規模な調査硫究がtoさ れ

ている(文53,54,55,58)。 また経年的 に少数事例 を対象 に した費用の研究 があ

る(文72,74,80)。

しか し中高層分譲共同住宅における維持管理費用の問題 を管理組合の会計報告

による実際 に支出 した維持管理費用、長期修繕計画にもとつ く計画修繕費の算定

および諸外国における維持管理の組織 にっいて実態調査を行ない、その結果を参
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照 しなが ら、区分所有者 による維持管理 の意識 と関連づ けて総合的 に調査研究 し

た ものはみられない。

5.研 究の 目的

中高層分譲共同住宅 は、都市住宅の中で大 きなウエイ トを占めてお り、将来 に

わた って良好な住宅ス トックとして、これを維持管理 してい くことが求め られて

いる。

昭和63年 の住宅統計調査報告書では、我 が国の全住宅戸数 は4,201万 戸であ り、

その うち分譲共同住宅は146万 戸で、毎年10万 戸ずつ増 えているか ら現在200万 戸

近 くになっている。中高層分譲共 同住宅 は都市型居住 として定着 した といえ る。

図1-5に 新設住宅着工件数 の推移を示 した。

現在 、分譲共同住宅は第2、 第3次 ブー ムで大量供給 されてか らちょうど15～

20年 間を経過 して、外壁塗装 や屋根防水 など大規模修繕 の時期を迎えている。 こ

のよ うな共同住宅を良好 に維持管理 し、有効に活用す ることは大 きな社会的課題

とな っている。特 に大規模修繕 を計画的、合理的に行な ってい くためには、修繕

計画 をたてて予算的に準備 してお くことが重要であろ う。

しか し、中高層分譲共同住宅の維持管理 は、従来建物が傷んでか ら修繕 を実施

す るとい う事後保全的 な仕方で行 なって きた。そ して、その維持管理 の基準 も不

確かであり、計画的、効果的な面 に欠 けていた。

したが って管理組合が組織的に、また継続性を持 って、安定 的に適切 な維持管

理がで きるような維持管理 システムを作成す る必要がある。特に住宅 の維持管理

を怠 ると居住性 が低下す るだけでな く資産価値をな くし、ひいてはスラム化を引

起 こす ことにっなが るか らである。

そのよ うなシステムの中で最 も基本的なことは、管理費 と修繕積立金 か ら構成

され る財政的基盤である。すなわ ち、中高層分譲共同住宅を適切 に維持管理 して

い くには、 日常の清掃,保 守,点 検や修繕 とともに大規模修繕を計画的に行な う

必要があ り、維持管理のための資金の準備や運用が重要である。

管理費 は住宅を 日常的に維持管理す る費用であり、その費用 の積算は科学的、

21一



(万戸)

新

規

供

給

戸

数

1

9

6
.7

年

1

9
7
0

年

1

9
7
5

年

1

9

8

0

年

1

9
8
5

年

図1-5中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の建 設 戸 数

1
9
8
9

年

(注)1.建 築着工統計を利用 したので着工数である。

2.中 高層分譲共同住宅とは,中 高層(3階 建以上)・ 分譲 ・共同建 ・鉄筋

コンクリー ト・鉄骨鉄筋コンクリー ト又は鉄骨造の住宅をいう。

(万戸)
200

累150

積

_ユ00
戸

数50

1

9

6

7

年

X

9

7

0

年

1

9

7

5

年

1

9

8

0

年

1

9

8

5

年

図1-6中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の 累 積 戸 数

1

9

8

9

年

一22一



理論的なものであることが要求 され る。修繕積立金 も同様 に、実際 の建物 の傷み

に対応 した合理 的で計画的な ものでなければな らない。

そこで本研究 では、維持管理 システムの財政的基盤 と考え られ る維持管理費 に

おける会計処理 の問題点 および管理費収支の経年変化、修繕積立金 の算出 と修繕

費、長期修繕計画 と計画修繕費を把握 して、実際の維持管理の実態を明確 にす る

とともに、図1-7に 示す ように居住者 の維持管理費への意識 を明 らかに し、居

住者 の求 める管理水準 と維持管理費 の関係を軸 に維持管理 システムの整備方 向を

提案す る。

修繕費の
実 態

『望 ましい

整備方法

修繕の
必要額

維持管理
費に対す
る意識

図17維 持 管 理 費 用 の 模 式 図

研究の目的は次の とおりである。

(1)管 理費の収支を、費用、項 目別、経年別 に整理 し、個々の住宅 の管理実態を

知 る。その経年変化 か ら変化要因を明 らかにする。

(2)特 に、 日常 の管理運営や管理組合の運営 に使われ る 「運営管理」の費用、共

同生活を送 るために使われる 「共同生活」の費用 、建物および設備の修繕 に主

と して使用 される 「維持管理」費用の関係を明 らかにす る。

(3)管 理形態、建物規模、設備等の建物概要の違いによる管理費 と管理会社 によ

る委託管理費の算出方法を検討す る。

(4)個 々の事例の小修理や大規模修繕や改善の内容 、時期 、費用 を明 らか にす る。
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これ らは、管理費 における修繕費や、修繕積立金を算出す るための基礎データ

となろう。

(5)個 々の住宅の修繕経歴表を作成す る。 これは今後、建物の修繕 における修繕

間隔や部位別耐用年数のデータとなる。

(6)共 用部分 における居住者による維持管理費の認知 と評価を居住者 の意識調査

か ら明 らか にす る。

(7)共 用部分 における実際 に行 なった修繕費を把握 し、修繕計画 によ り算 出され

る計画修繕費 との整合性 を分析する。

6.研 究 の方 法

研究 の方法 と しては、中高層分譲共同住宅の中で特 に建物の形態 、仕様 や所有

形態が複雑で、種 々の維持管理 問題 が予想 される民間分譲を中心 と した。なお、

本研究のアプローチには、次のよ うな特色 を持 っている。

(1)事 例調査である。

(2)中 層か ら高層 の単体か ら団地形式 を含む居住用 を調査対象 とした。

(3)主 な調査対象 は関西 を中心 としz位 置 している。

(4)聞 取 り調査、実態調査、ア ンケー トの調査の方法を使用 している。

図1-8に 研究のフレームを示すが、本研究は次の6レ ベルか ら構成 される。

(1)維 持管理費 に対す る居住者の認識

(2)我 が国における管理組織 の構成 とその問題点

(3)諸 外国の管理組織 と管理状況の把握

(4)管 理組合の会計 における管理運営の実態 とその問題点

(5)大 規模修繕 に要す る費用 とその資金調達の方法

(6)大 規模修繕 に対す る必要額の算定
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図18研 究 の フ レ ー ム

以上 のことを把握す るために、本研究 は以下の調査研究を行な った。

(1)維 持管理費に対する居住者の意識調査

維持管理費 に対す る居住者への意識 は、 どうい うものか、主 として どうい う

要因が関係 しているかを居住者 の意識調査 より明 らかにした。

(2)管 理会社 におけ る委託管理費等 の算出方法 に対す る聞取 り調査

関西の主な管理会社による管理費 の算 出方法 と修繕積立金への対応、特 に委

託管理費の積算の仕方 を管理会社の成立過程 の類型化 ごとに明 らかに した。

(3)諸 外国における管理実態 の調査

アメリカ、旧西 ドイツ、イギ リス、フランス、イタ リア、韓国、香港 などに

おける中高層分譲共同住宅 の管理形態、管理費、修繕積立金 の費 目と積算方

法、長期修繕計画の有無 とその内容、管理上の トラブルとその対応、管理会

社の業務な どを明 らかに した。
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(4)管 理組合における会計 の調査

管理組合 の維持管理費 を適正 に徴収 し、かつ支 出 し運用す るには会計上に適

確な処理 を行なう必要がある。管理組合の会計処理 と運用上 の実態 を明 らか

に した。

(5)管 理組合 の財政調査

管理組合における 「管理費」、「修繕積立金」 という維持管理業務のための

財政的基盤 を、管理組合の総会議案書か らその実態 を把握 し問題点 を明 らか

に した。

上述 の管理組合の総会議案書な ど、区分所有者へ配布 した資料か ら中高層分

譲共同住宅にかかる修繕 を清掃、点検 、部分修繕(部 分取替)、 全面修繕

(全面取替)の 修繕方法 による分析を行な った。そ してその修繕内容、時期、

費用の実態 を把握 した。そ こで既往の修繕 システムコー ドを整理 し、本調査

の目的 に照 らし、新 しく独自な修繕 コー ドの作成を行な った。

(6)長 期修繕計画か ら計画修繕費 の積算

長期修繕計画の内容 と修繕計画か ら算出され る計画修繕費 と実際上 の修繕費

との整合性 を分析 した。あわせて既存の修繕計画表の比較検討を行 なった。

聞取 り調査は、我が国 と諸外国の管理会社の代表者 と事務職員、管理組合の理

事長、調査対象 の住宅に常駐 している管理 人に対 して行なった。

観察調査 とア ンケー ト調査 は、調査対象住宅の建物や設備の現状を観察 して、

その居住者全員 にアンケー ト調査を実施 した。

また議案書か らの実態調査 は、調査対象住宅の管理開始後か ら調査時点 までの

収集可能な管理組合総会 の議案書 と理事会の資料か ら、管理組合にお ける会計 の

内容 と管理費、修繕積立金の収支、修繕経歴表を作成 した。

7.論 文 の構成

本論文の内容 は、次の8章 か らなってい る。

第1章 「序 論」においては、共同住宅の成立 と管理問題の変遷 、中高層分譲

共同住宅の管理 に関連す る法律、本研究の意義、社会的背景、研究 の目的、関連
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す る既往の研究、用語の定義 などについて述べ る。

第2章 「居住者 の住意識 と維持管理費 に対す る認識」 においては、住宅の選定

理 由、永住意識、住宅への満足感 といった居住者 の住宅 に対す る意識および住 ま

いの管理 の有無、管理費に対す る認識、修繕積立金 に対す る認識 とい った居住者

における維持管理 の意識を明 らか にす る。特 に区分所有者において維持管理の意

識 の しくみは数量化理論皿類で分析す る。

第3章 「管理組織 と委託管理費の算定方式の実態」 においては、我が国の管理

会社 の業務内容 を調査 し、管理委託費 の積算の方式、修繕積立金 にっいての管理

会社 の考 え方 と管理組合への対応 にっいて明 らか にする。 あわせて区分所有者の

立場か ら管理費、修繕積立金の金額の決定 と改定の方法 にっいて検討す る。

第4章 「諸外国 における維持管理ための組織 と管理 の実態」では、ア メリカ、

旧西 ドイツ、 イングラン ド、スコッ トラン ド、 フランス、イタ リア、韓国な どの

管理会社な どの聞取 り調査 にもとついて、管理組織 と管理費 、修繕積立金 の積算

方法、修繕積立金制度、長期修繕計画の有無 とその内容、管理会社の業務内容 、

管理 に関す る資格 を明 らかにす る。そ して我が国に取入れ るべき管理方法 と組織

の提案を行な う。

第5章 「管理組合会計か らみた管理運営 の実態 とその問題点」 においては、管

理会社 と管理組合の間で締結する管理委託契約書の内容、管理組合の損益計算書

の費 目、管理規約における会計 の項 目とその運用の実態か ら、管理組合会計 にお

ける標準費 目の設定 な らびに会計運用 の類型化を行な う。あわせて管理会社 の管

理組合会計 に対す る考 え方、管理組合役員 および役員経験者か らの会計運用 の評

価.を行ない、管理規約 の整備方法 を提案する。

第6章 「管理費 および修繕積立金 と修繕費支出の実態」において、修繕費補正

係数 と修繕項 目の コー ドを作成 して、管理費の会計 と修繕積立金 の会計 において

その収支実態か ら修繕費 の支出状況,工 事の内容,特 に大規模修繕 における修繕

時期,修 繕周期,費 用,資 金調達 の方法 にっいて明 らかにする。

第7章 「長期修繕計画 による計画修繕費の算定 とその分析」 においては、長期

修繕計画を収集 して、修繕計画の作成時期,計 画期間,作 成者,修 繕周期,修 繕

項 目を明 らかにす るとともに、計画修繕費 を積算 して、実際に実施 した修繕費 と
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の整合性を分析す る。

最後 に、第8章 「結 語」 において各章で明 らかにな った主要 な事項 を要約

した上で、① 管理会社 の業務内容 とその役割、② 管理組織 と制度、③ 管理組

合の会計運用、④ 管理費の収支 とその保管方法、⑤ 大規模修繕 の資金調達 の方

法、⑥長期修繕計画の考え方、⑦ 居住者の維持管理費への理解、⑧ 管理組合の

運営 と大規模修繕 に対す る情報整備 という項 目ごとに中高層分譲共同住宅の望 ま

しい維持管理 のための提案を行な う。

8.用 語 の定 義

本論文で用 いる維持管理 に関連す る用語を次のように定義する。

(1)維 持管理

維持管理 とは耐用年数 まで快適で安全な住 まいの機能 を充分 に発揮で き、効

果的に維持 してい くために手入れ、保守,点 検,修 繕 などを行なってい くこ

とである。維持管理の同意語 として、 「維持保全」 とい う用語がある。同 じ

行為を経営的な面か らみると 「資産保全」であり、技術的側面か らは 「物 的

性能,機 能保全」 となる。

本研究 においては、維持保全 は維持管理の一部であ り、維持管理 は、点検,

保守,部 分修繕,全 面修繕,改 良,更 新,模 様替のすべてを含む ものとす る。

(2)管 理組合

共用部分 を共同管理す るために、区分所有者が集 まって組合を結成す る。そ

の組合の ことをい う。 「建物 の区分所有等に関す る法律」と 「中高層共同住

宅標準管理規約書」 か ら中高層分譲共 同住宅の管理組織を表わす と図1-9

のようになる。

(3)管 理規約

管理組合を運営す るためのルールであ る。中高層分譲共同住宅が独 自に住宅

に適合 した内容 を定 めることがで きる。
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(4)専 有部分

「専有部分」 とは、 「区分所有法」第2条3項 において区分所有権の目的た

る建物の部分 をい う。

(5)共 用部分

「区分所有法」では、第2条 第4項 において 「共用部分」 とは専有部分以外

の建物部分、専有部分 に属 しない建物の付属物 および、第4条2項 の規定 に

より共用部分 とされた付属の建物をいう。 また管理規約で共用部分 とす るこ

とがで きるのは、管理人室,集 会室,敷 地,バ ルコニー,専 用庭等である。

本研究では、 「区分所有法」、「管理規約」で定めている ものすべてを含む

もの とする。

(6)管 理費

日常 の管理 を行 なってい くために要す る費用であ り、区分所有者が共有す る

部分 を管理す るための費用を いう。組合運営のための費用である組合費 を含

める。

(7)修 繕積立金

将来において多額の費用がかか る大規模修繕 に備えて、毎月積立ててい く費

用であ り、区分所有者で共有す る部分 の修繕 に要す る費用をい う。

(8)維 持管理費

分譲共同住宅の維持管理の費用 は、 「中高層共同住宅標準管理規約」 の第25

条、第26条 、第27条 か ら図示す ると図1-9の ようになる。

専用使用料

管理費

専用使用者

区分所有者

＼

修繕積立金

團
借入金

図19中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の 財 政
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標準管理規約(第23条)で は、1.管 理費,2.特 別修繕費,3.組 合費を

敷地および共用部分等の管理に要す る経費 としているが、実際上 「管理費 」

と 「組合費」 に分 けている分譲共同住宅はない。すべて 「管理費」 と して徴

収 されてい るのでここで は、前述のように 「組合費」を含めて 「管理費」 と

して用 いる。

「建物 の区分所有等に関す る法律」 にみる管理運営費用 は、権利関係や管理

に対 して住宅 ごとに、管理規約で定 めることがで きる。 また管理者 は、年 に

一回管理組合の総会を開催 しなければな らない
。議事録の作成 が義務づ けら

れている。管理規約を見れば、管理費や修繕積立金な どの管理運営費用の区

分所有者 の負担 の割合,費 用の内容,使 途,納 入方法や期 日,修 繕積立金 の

保管方法や会計処理の方法な どが明示 されている。

集会の議事録を閲覧すれば、区分所有者 の管理運営費用の住戸別 の負担額 、

管理組合の財政状況や修繕積立金の残高 を知 ることがで きる。

(9)委 託管理業務

管理会社 が管理組合等か ら受託す る管理業務 は、 「中高層共同住宅標準管理

委託契約 」で、① 事務管理業務、② 管理員業務(い わゆる管理人のことで

ある)、 ③ 清掃業務、④ 設備管理業務 に分 けられている。② 管理員業務、

③ 清掃業務 、④ 設備管理業務の再委託 は可能であるが、① 事務管理業務

(出納業務 、会計業務、管理運営業務)の みは再委託で きない。

(10)委 託管理費

管理会社は管理業務を管理組合か ら受託す る場合、そのための費用を 「事務

管理業務費」、「管理人業務費」、「管理手数料」 と して受 け取 る費用をい う。

しか し管理会社 によっては、 「清掃業務費」、「設備管理業務費」 の一部 に

っいて含まれ る場合がある。

(11)役 員

理事長、副理事長、会計担当理事、理事 、監事のそれぞれのことをい う。

(12)理 事 会

区分所有者か ら選任 された役員で構成 され、管理規約で定 め られていること

や集会で審議 した管理業務を実行す る機関である。
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(13)管 理組織

「建物 の区分所有等 に関す る法律」 と 「中高層共同住宅標準管理規約」か ら

まとめると中高層分譲共同住宅 には図1-10の よ うな管理組織がある。す

なわち区分所有者 は共用部分 を管理す るために管理組合を結成す る。 そ して

実際の管理 の執行機関 として役員 を選び、理事会を設 けて管理者を選任 して

共用部分を管理す る。その管理を委託する場合の委託先 が管理会社である。

議決権

標準管理規約
監査権第44
1戸1票

管理組合

区分所有者

組合員:
区分所有法

第2条 第2項

総会

区分所有法
第27条 の
集会

監事

標準管理規約
監査権第39条

理事会

理事長

区分所有法
第17条 の
管理者

管理会社

標準管理規約
第32条 、第
31条 の委託

図110中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の 維 持 管 理 組 織

(14)修 繕 費

狭義の修繕 だけでな く、保守,点 検,改 良,更 新,模 様替 え,新 設,増 設 も

含む広義な概念 として用 いる。維持管理費 に含まれ るもの として取 り扱 う。

(15)長 期修繕計画

建物 は、固有の有 限の耐久性 を もっので、各部分、部品の修繕 の時期 をあら

か じめ設定 して、体系的に修繕を計画す ることを長期修繕計画 とい う。

(16)大 規模修繕

屋上 防水、外壁塗装、鉄部塗装、給排水管取替 え等 の比較的高額 の費用を必

要 とす る修繕および改良、改善的な工事(仕 様 の変更 を含む)を い う。
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(17)計 画修繕

大規模修繕 と同 じよ うに使用 されることが多い。 ここでは、修繕計画に もと

ついて計画的に実施す る修繕 のことをいう。

(18)計 画修繕費

計画修繕費 とは、収集 した修繕計画表か ら算出 した、今後 の大規模修繕 に必

要 となるであ ろう修繕費をい う。

(19)管 理組合の会計

管理組合の会計は、管理規約によって会計年度,会 計報告,帳 票類 の作成,

保管等 の項 目で定 められていて、その特徴は非営利会計であり消費会計であ

るといえる。

管理組合の会計における目的は、区分所有者の管理要求 にもとついて最小限

の費用で最大 の維持管理を行な うことある。管理組合の会計は、予算 に見合っ

た支出を行ない、管理組合を運営するために必要 な ものである。

(20)コ ーポ方式分譲共同住宅

コーポとは、協同組合方式の住宅事業(コ ーポラテ ィブハ ウジング)で 作 ら

れた住宅 とい う意味であ り、ここでは、自 ら居住す る目的で住宅を建設 しよ

うとす る人が集 り、協 同建設組 合を結成 して事業計画を定 め、土地 の取得,

建物 の設計および工事発注を行 な う方式 で建て る住宅であると定義す る。

(21)中 高層分譲共同住宅

中層 、 もしくは高層、超高層の分譲形態による共同住宅を意味 し、住棟形式

には団地タイプか もしくは単棟のタイプがある。分譲の主体によ り民間分譲、

公的分譲に分類 される。略 して住宅 という。

(22)住 戸

中高層分譲共同住宅の区分所有者 により、所有 されている個々の住戸ユニッ

トの ことをいう。

(23)修 繕費補正係数

修繕費補正係数 の算 出の方法 は、屋外労働者職種別賃金調査の労務費物価指

数 に68%を 乗 じた ものと、日銀卸売物価指数の建設用材料物価指数 に32%を

加算 して求め るもの とす る。
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(24)純 収 入

純収入 とは管理費 の会計 の中で前期繰越金および修繕積立金か らの繰入 れを

含まない、管理費,施 設使用料,預 金利息,雑 収入等 の収入 をい う。

(25>純 支 出

純支出 とは管理費 の会計の中で修繕積立金の会計への緯入 れは含まない、管

理組合運営費,税 金保険料,水 光熱費,委 託管理費,修 繕費,共 同生活費,

雑支出等の支出をいう。

(26)共 同生活費

共同生活費 とは、居住者が共同住宅で生活す る際 に必要 とされ る費用であ り、

自治会への補助金 や夏祭 りに対する自治会への寄付金、粗大 ごみ処理費等を

い う。

(27)コ ンサルテ ィング型

コンサルティング型 とい うのは、事務管理業務に加えて、金融管理,資 金管

理 を主 な業務 と してお り、管理人,設 備管理,清 掃業務等 の要員 は、外部の

専門業者か ら雇い入れ る管理会社 のタイプをいう。
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第2章 居住者の住意識と維持管理費に対する認識

中高層分譲共 同住宅において、快適 な住生活を営むためには、住宅 を適正 に維

持管理することが必要 であ る。そこで適切な維持管理の方法を検討す るためには、

まず、中高層分譲共同住宅の維持管理 に対 して居住者がどのように意識 してい る

か、特に管理費 と修繕積立金 に対す る認識 の実態を把握する ものである。

本章では、中高層分譲共同住宅 における居住者の維持管理 に対す る意識を住戸

の所有関係別 に住宅への満足感、永住意識、住宅の選定理由を軸 に検討 し、共用

部分 の管理、運営に関 して は、区分所有者 に管理責任があるので、区分所有者に

よる住宅への満足度 と建物の管理状態 との関係および維持管理費 に対す る認識 と

実際の徴収額 との関係を分析す る。

1.研 究 の 目的 と方 法

(1)調 査の 目的

中高層分譲共同住宅の管理組合の総会 において、区分所有者の管理要求に見合っ

た維持管理がで きるよ うに管理費 と修繕積立金の金額 を決定 している。

しか し、大規模修繕の時期 を迎 えて も、修繕積立金が不足 して修繕が実施で きな

い状況が見受 けられ る。区分所有者が管理費 および修繕積立金の額 を決定するの

であるか ら、実際、管理費 および修繕積立金 の額 に対 して区分所有者がどのよ う

に意識 しているか を把握す ることが、適正な維持管理 システムを設定するために

重要であると思 われ る。本調査の目的は次の とお りである。

① 住戸の所有関係別 に維持管理に対する居住者 の住意識を分析 し、中高層分譲

共同住宅の居住者像を明 らかにす る。

② 区分所有者 によ る管理費 と修繕積立金 に対する評価を行な う。

③ 実際の各戸徴収額 と必要 と思われ る管理費,修 繕積立金の額 に対 して区分所

有者 による意識 の比較を行なう。

以上の ことか ら、中高層分譲共同住宅 における適切な維持管理 の費用を考え る

基礎資料 とするものである。研究 のフローは図2-1の とお りである。
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居住者の意識調査

賃 借 人 社宅居住者 区分所有者

住宅に対する意識

住宅の選定理由

永住意識

住宅の満足感

維持管理意識

'住 ま
いの管理度

管理費に対する認識

積立金に対する認識

各戸徴収管理費

各戸徴収修繕積
立金

建物の管理状態
(修繕状況)

区分所有者の維持管理
意識のパターン

図2-1研 究 の フ ロ ー

隔
で 膨

図2-2P査 対 象 住 宅 の 所 在 地
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(2)調 査の方法

調査対象 は、表2-1に 示すよ うに関西分譲共同管理組合協議会の会員 を中心

とした、民間の中高層分譲共同住宅の15事 例である。各調査対象住宅の位置は、

図2-2に 示す ように大阪府、兵庫県 および京都府 の3府 県である。

調査の方法 は、① 居住者 へのア ンケー ト調査 と、② 管理人 および管理組合理

事長 に対 しての聞 き取 り調査である。

1)ア ンケー ト調査の概要

a.調 査の方法

調査対象の住宅 において、居住者全員 に対 し戸別訪問を して アンケー ト調査を

依頼 し、数 日後 に個別回収 または管理人室前 にアンケー トの回収箱を置 くとい う

方法で回収 した。

b.調 査の内容

アンケー ト調査の内容は、以下 のとお りである。

① 対象家庭の概要

世帯主年齢、家族人数、家族構成、年収、12歳 未満の子供 の有無、共働

きの有無、入居年、入居区分、住戸の所有関係

② 居住者 の意識

住宅の選択理由、永住意識、住宅への満足感 、住居管理の意識、管理費へ

の評価、修繕積立金への評価

③ 管理組合への要望 など。

c.調 査 の時期

調査の時期 は、1984年 か ら1986年 の3箇 年 である。

1984年1事 例

1985年3事 例

1986年11事 例

d.ア ンケー トの回収状況

調査対象 の住戸の総数 は表2-2の とおり3,154件 で、回収 は1,088件 である。

各住宅の回収率は12%か ら90%と 幅があ り、平均す ると40%で ある。
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表2-1調 査 対 象 住 宅 の 概 要(そ の1)

概 要/住 宅 名 A B C D G 1 K L

所 在 地

大阪府

三島郡

島本田

京都府

長岡市

一里塚

大阪府

門真市

栄町

京都市

伏見区

深草

兵庫県

西宮市

熊野町

●

大阪府

八尾市

曙町

大阪市

西淀川

区歌島

京都府

長岡京

市馬場

構 造 RC,SRC PC PC SRC RC PC RC RC

住 戸 数(戸) 586 155 100 280 93 169 480 128

棟 数(棟) 5 7 3 3 2 7 4 3

階 数(階) 6,11 5 5 11 6 5 8,7 5.7

平均住戸専有面積(㎡) 69 67 71 70 74 66 76 64

分 譲 主 体 民間 民間 民間 民間 民間 民間 民間 民間

管 理 開 始 年 1971 1911 1978 1973 1973 1974 1975 1975

管 理 の 方 法*1 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全管 全管

管 理 人 の 形 態*2 常駐 巡回 巡回 常駐 常駐 巡回 常駐 常駐

E.V.の 台 数(台) 9 0 0 5 1 0 5 1

駐 車 場 台 数(台) 190 58 34 250 41 54 190 42

分譲時の価格(百 万円)*3 17 7 13.7 7.7 15.4 10.2 12.2 13.4

管理費 の額(円/戸 ・月)*4 9,200 4,300 3,500 4,200 10,800 4,200 7,305 7,230

修繕積立金(円炉 ・月)*5 650 2,000 4,300 5,500 1,388 4,900 4,740 6,440

備 考

テ ニ ス

コ ー ト

が あ る

駅か ら

徒歩3

分

駅から

徒歩6

分

人と:車

の分離

る

海辺で

リゾー

ト化

団地形

式であ

る

7Fか ら

8F建 て

1階 は

専用庭

(注)*1雇 用:区 分所有者が自主的に管理人を直接雇用。

全面:全 面的に委託管理をしている。

*2巡 回:管 理人が巡回 して管理。

通勤:管 理人が通勤 して管理。

常駐:管 理人が管理人室 に常駐 して管理。

*3平 均額を表示。

*4各 戸徴収の管理費の平均額を表示。

*5各 戸徴収の修繕積立金の平均額を表示。

*6T例Eは 、1983度 までの管理組合議案書。
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表2-1調 査 対 象 住 宅 の 概 要(そ の2)

概 要/住 宅 名 M N 0 P Q R S

所 在 地

大阪府

堺市金

岡町

大阪府

豊中市

永楽荘

兵庫県

西宮市

南昭和

兵庫県

芦屋市

旭ケ丘

兵庫県

西宮市

松山町

大阪市

西淀川

区姫島

兵庫県

神戸市

中央区

構 造 RC RC RC RC RC RC RC

住 戸 数(戸) 529 115 171 139 43 152 30

棟 数(棟) 7 1 5 2
'1

i i

階 数(階) 5,7,9 7 7 7 7 11 6

平均住戸専有面積(㎡) 75 65 51 74 77 81 96

分 譲 主 体 民間 民間 民間 民間 民間 民間 民 間 ・

管 理 開 始 年 1977 1977 1967 1973 1973 1980 1974

管 理 の 方 法*1 全管 闘 一委 全管 鰭 一委 全管

管 理 人 の 形 態*2 通勤 常駐 常駐 常駐 常駐 常駐 常駐

E.V.の 台 数(台) 7 2 2 2 1 2 2

駐 車 場 台 数(台) 77 115 72 46 12 5 18

分譲時の価格(百万円)*3 12.1 15.7 6.4 11.0 11.6 14.7 45.7

管理費の額(円炉 ・月)*4 7,000 8,160 3,971 9,000 14,991 5,927 12,666

修繕積立金(円/戸 ・月)*5 3,800 z,soo 4,000 5,900 6,000 4,990 12,825

備 考 店舗5

保育所

1

外観が

美しい

店舗が

11

中庭が

駐車場

1Kか

ら3L

DK迄

管理に

熱心

高級な

住宅

(注)*1雇 用=区 分所有者が自主的に管理入を直接雇用。

全面:全 面的に委託管理をしている。

*2巡 回:管 理人が巡回 して管理。

通勤:管 理人が通勤 して管理。

常駐:管 理人が管理人室に常駐 して管理。

*3平 均額を表示。

*4各 戸徴収の管理費の平均額を表示。

*5各 戸徴収の修繕積立金の平均額を表示。
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表2-2 ア ン ケ ー ト調 査 の概 要

事例 騰

数(件)

配布数

(件)

回収数

(件)

拒否数

(件)

回収率

(%)

調査時

期(年)

調査時(円/戸 ・月)

鰹 修繕積立金

0 182 157 44 113 28.0 1986 3,971 4,000

A 582 382 190 169 49.7 1985 4,083 4,000

B 155 127 79 20 62.2 1985 4,307 4,860

D 280 242 85 14 35.1 1981 3,934 4,000

G 93 91 39 52 42.9 1986 4,084 3,374

P 139 139 118 21 84.9 1986 8,972 7,663

Q 43 19 14 5 73.7 1986 4,486 5,000

工 169 146 63 23 43.5 1986 4,165 4,904

K 480 451 210 241 46.6 1986 6,528 2,908

L 128 117 14 103 12.0 1986 7,230 4,320

M 535 528 404 424 19.8 1986 6,520 2,980

N 116 109 60 46 55.0 1986 7,029 1,559

C 100 85 50 13 58.8 1985 2,936 4,250

R 152 !52 18 134 11.8 1986 5,271 4,995

S 30 23 20 3 89.6 1986 12,600 13,161

合計 3,154 2,745 .1,088 1381 39.6 / / /
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なおア ンケー トの調査 の分析 には、 クロス分析、m×n分 割表におけるX2検

定 、多変量解析(数 量化 皿類)を 使用 した。

2)聞 き取 り調査 の概要

調査対象の住宅における管理入 と管理組合理事長 に対 して、管理 の形態や管理

上の困難点な どについて聞 き取 り調査を行なった。

(3)調 査対象住宅の概要

調査対象 の住宅は、1968年 か ら1980年 に竣工 した家族向 きのタイプである。新

築時の販売価格 は図2-3の ように住戸専有床面積当 り10万 円/㎡ か ら24万

円/㎡ である。事例Nは 住戸専有床面積当 りの販売価格が48万 円/㎡ とやや高

級物件 のため、集計か ら除 いて参考事例 としてあげた。

調査対象住宅は中層 と高層、一棟か ら複数棟 とさまざまであ り、管理形態 は自

主管理 の管理人雇用型か ら一部委託および全面委託 となっている。管理人 の勤務

形態 は常駐型(24時 間管理 センター型、夫婦住込型)、 通勤型、巡回型 があ る。

建物の利用形態は住宅専用 が大半であるが、店舗付 きの複合タイプ も含んでいる。

住棟の配置図と主な住戸の平面図は図2-4、 図2-5の とおりである。

2.調 査対象者の概要

調査対象の概要 は表2-3に 示す ように、調査対象の世帯主年齢 は、40代,

30代,50代 の順 に多 く、平均 は45才 である。住宅別 にみると調査事例O,

事例B,事 例Dに おいて高年齢層 の構成比率が高い。 これは、住宅 の竣工か ら年

数を経てお り、かつ新築時か らの区分所有者が多い ことがその理 由と して考 え ら

れ る。

家族人数 は平均3.2人 であ り、4人 家族が最 も多い。家族 の最多人数 は6人 で

ある。そ して世帯主年齢の高い人ほ ど家族人数は少ない。

したが って、家族構成は夫婦 と子供の2世 代家族が最:も多 く、夫婦のみ、一入

暮 しがそれに次 ぐ。事例0で は調査対象の50%が 夫婦 のみであ り、建物の経過年

数が長 い住宅ほど高年齢の夫婦 と高年齢の単身者が多 く居住す る傾向にある。
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表2-3 調 査対 象 者OJ概 要

事

例

調査対象者

の概要

平均家族

数(人)

平均世帯主

年齢(=才)

2世代の割

合(%)

12才朱渚の

子(%)注1

平均年4Q

(万円)注2

共鋤き率

(%)注3

新築入居率

(%)注4

持家率

(%)注5

平均居住

年数(年)

0 区分所有者 2.4 55.5 22.7 13.6 597.0 31.6 .42.3 70.7 11.3

A 区分所有考 3.4 43.6 71.4 57.1 su.o 12.3 zo.s 84.3 8.3

B 区分所有者 3.1 52.5 46.0 3〔瓦2 ssz.o 45.0 47.3 87.5 it.t

D 区分所有…ぎ 2.s 51.8 48.4 25.3 sso.o zo.s 40.2 90.5 11.6

G 区分所:百者 3.0 51.4 sz.t 24.1 s2s.n. 17.2 51.6 so.2 8.9

P 区分所有者 3.1 48.4 59.1 33.3 6?6.0 t2.s 35.8 89.9 マ.8

Q 区分所有者 3.6 50.6 81.8 9.0 833.0 o.a 63.6 85.7 8.8

i 区分所有者 3.4 45.4 70.6 54.9 590.0 17.0 36.8 91.3 8.2

K 区分所有者 3.7 46.5 72.4 40.5 587.0 35.1 ss.z 96.6 8.4

L 区分所有者 2.7 d2.8 55.6 33.3 539.0 11.1 44.4 75.0 6.3

M 区分所有者 3.4 46.5 sa.s 35.3 59d.0
'25

.6 65.9 98.1 7.3

N 区分所有者 3.6 a2.2 80.9 52.6 627.0 25.0 54.0 93.2 5.9

C 区分所有者 3.4 40.] 87.5 53.8 570.0 50.0 sa.a 97.9 7.4

R 区分所有者 3.1 43.6 ss.z 35.マ 550.0 46.2 7i.4 yoo.o 5.2

s 区分所有者 z.o o.o 350.0 20.0 80.0

平

均

区分所有者 3.2 45.8 EE.6 40.4 457.6 32.9 49.0 91.3 8.3

賃借人 3.1 43.4 57.5 40.4 451.3 12.5 9.2 4.5 4.0

社宅居住者 3.5 aa,1 84.2 75.6 572.2 13.3 2.5 4.2 3.8

注1

注2

注3

ラ主4

注5

回収した世帯数に対するi2才 未満の子供のいる割合

平均年収は、調査時のfdfii$

共Eisyき率=共 働きしている世帯数/回 収 した世帯数料00

新築入居率=新 築購入した世帯敢/回 収した世帯数*100

持家率 胃区分所有している世帯数/回 収した世帯数*100
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調査対象の世帯主の年収 は、300万 円か ら700万 円が多 く、また1,000万 円以上

の高額所得者が10%存 在す る。特 に事例Pは1,000万 円以上が22%と 際立 って高

い構成比率を示 してい る。事例Qが808万 円と調査対象者 の平均年収が最 も高 い

理 由は、回収数が12件 と少 な く、調査回答者が高額所得者 に偏 ったため と考え

られる。調査対象者の58%の 家庭では、12歳 未満の子供 がある。共働 きの場合

が76%と 共働 きの家庭の方が多い。

入居区分 については、次の3分 類 によ り分析す る。

①新築入居(新 築で竣工後1年 以内に入居)

② しば らくして(新 築で竣工後1年 以上経過 して入居)

③ 途中入居(中 古の住戸 に入居)

新築入居 した人 としば らくして入居 した人を合わせると58%で あ り、途中入居

の人の42%よ りやや多い。すなわち建物 の竣工 か ら年数が経ている住宅ほど途中

入居 が多 くな っている。事例Kと 事例Cは 建築年数が比較 的古いのにかかわ らず

転居す る人が少な く、新築入居者 の構成比率が70%強 と高 い。

住戸の所有関係の構成比率 は、平均す ると区分所有者が91%、 賃借人が5%、

社宅居住者が4%で ある。賃借人の構成比率が高いのは事例0で22%で あ る。 こ

の事例では、単身者向 けか ら家族向けまで と住戸 タイプの種類が多いこと、築後

表2-4事 例別にみた調査 回答者の平均年収(調 査時)

事例 平均年収 事例 平均年収

事例O 597万 円 事例K 584万 円

事例A 606万 円 事例L 633万 円

事例B 642万 円 事例M 590万 円

事例D 618万 円 事例N 609万 円

事例G 675万 円 事例C 549万 円

事例P 683万 円 事例R 550万 円

事例Q 808万 円 <参 考〉

事例1 573万 円 事例S 839万 円
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年数を経ていて転居者 が多 くなったためと考 え られる。管理組 合の理事長が5住

戸 を所有 し、 うち4戸 を税金対策 のため賃貸 している住宅 もあ る。

調査対象者 のア ンケー ト回収時における平均年収 は表2-4の とお りである。

所有関係別では区分所有者、賃借人、社宅居住者別 には平均年収の差 はな く、

500万 円か ら600万 円の人が多 くを占めている。

3.居 住者の住宅に対す る意識

ここでは居住者 の住宅 に対す る意識を 「住宅 の選定理由」、 「住宅への永住意

識」、 「住宅への満足感 の有無」の側面か ら所有関係別に検討 して、区分所有者,

賃借人,社 宅居住者の各 々におけ る居住者像を明 らかにする。

分析にっいて は、クロス集計を行 なった結果を もとに、m×n分 割表 における

X2検 定か ら有意差を求め、関係が認 め られる項 目の検討を行 な う。

(1)住 宅の選定理由について

住宅の選定理由は 「場所で選ぶ」が最 も多 くて288件(51.9%)で あ.る。次 に 「価

格」172件(30.7%)で 選んでおり、 「管理 がよいか ら」 とい うのは10件(2.1)%

に過 ぎない。

「場所 を選ぶ」 というのは、住宅が立地す る地域を選ぶ ことであ り、 「管理が

よい」 というのは、管理会社を住宅の選定理由にす ることであり、特に中古の住

宅を選定す る場合は、 「管理がよい」 ことが快適な住生活を過 ごす ことがで きる

一 っの目安 となるであろ う。

a.事 例別の住宅選定理 由

図2-6か ら住宅 の選定理由を検討す ると、 「場 所で選定 した人」で多 いのは

事例Oで ある。 この理由は、 「交通 が便利」であるとい う立地条件のため と考 え

られる。

「価格で選定 した入」が多いのは、比較 的住戸 の規模が小 さく購入価格が低い

と思 われる事例R、 事例1で ある。 「間取 りで選定 した人」が多いのは、事例1、

事例Sで ある。 「管理で選定 した入」が多いのは、事例c、 事例Sで あ る。

「場所で選定 した人」は通勤 ・通学 に便利 な所、買物 に便利 とい う理 由で選 ん
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でいる。住宅を選ぶ時には、半数以上が第一に 「場所」を重視 してい ることが う

かがえる。

b.所 有関係別の住宅選定理由

m×n分 割表 におけるXZ検 定か ら有意差 を求め ると、自由度=8,1%水 準 で

住宅の選定理 由と関係がみられたのは、住戸の所有関係である。

図2-7の よ うに区分所有者 で住宅を 「価格で選定 した人」は168件(34.6%)、

「場所で選定 した入」は257件(53.0%)、 「間取 りで選定 した人」 は27件

(5.6%)、 「管理で選定 した人」は7件(1.4%)と な り、 「場所で選定 した人」が

最 も多い。

賃借人は、r場 所で選定 した人」は19件(63.3%)、 「間取 りで選定 した人」は

2件(6.7%)、 「管理で選定 した人」は2件(6.7%)の 順 に多い。

社宅居住者 は住宅を 「場所で選定 した人」は12件(33.3%)、 「家賃で選定 した

人」は19件(5.6%)、 その他は19件(52.7%)で ある。その他が多い理由は企業か

ら社宅 として決め られていることによる。

このように中高層分譲共同住宅を 「場所」や 「価格」で選定 した人 は多 く、

「間取 り」や 「管理」で選んだ入 は少ない。その理由は、住宅を選ぶ時は、経済

的条件、地理 的条件が重視 され、まず当該住宅を選定 し、その後住宅 の中の間取

りを選ぶ ことになるので、 「間取 り」や 「管理」で住宅を選定す るのは第2次 的

条件 になるであろう。

以上の ことか ら区分所有者 は、 「場所」を重視 して住宅 を選 び、賃借人は、

「場所」、 「間取 り」で住宅を選んでいる傾向があることがわか る。社宅居住者

に 「その他」の理 由が多 いのは、社宅 とい う住宅 の性格か ら選択す る余地がない

ためと考 え られる。

(2)永 住意 識 にっ い て

永 住意 識 につ いて は、 「分 か らな い」 とい う人が456件(46%)と 多 く、 「永 住'

意識 のあ る人」 、 「永 住 意識 の ない人 」 は、各 々1/4ず っ で あ る。

「永住 す る」 と回答 した人 の理 由 は、 「住 戸 の価格 が適 当」、 「交通 や買物 に

便利 」 で あ る。 ξた 「永 住 しな い」 と回答 した人 の理 由は 、 「住戸 が狭 い」 、
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「環境 が悪 い」が主な ものである。

m×n分 割表におけるXZ検 定か ら有意差を求めると、永住意識 と関係がみ ら

れたのは、住戸の所有関係、入居区分 、世帯主年齢 と12歳 未満 の子供 の有無で

ある。

a.事 例別の永住意識

図2-8の よ うに事例別では、事例Qに 「永住意識 のあ る人」が多 く、事例L

には 「永住意識がない人」が多 い。事例Lに 「永住意識がない人」が多い理 由は、

住宅を 「場所」で選定 してい る場合がほ とん どで、住戸専有床面積が64㎡ であ り、

広い住戸 に移 りたいと思 っている人が多 いためと考え られ る。事例Qに 「永住意

識のある入」が多いの は、住戸専有床面積が77㎡ と調査対象の中で平均的な広

さがあ り、また調査回収数が少 ない ことが影響 してい ると思われる。

b.永 住意識 と住戸の所有関係

m×n分 割表 におけるX2検 定 か ら有意差を求め ると、住戸 の所有関係 は自由

度・4,1%水 準で永住意識 と関係がみ られた。

図2-9の ように区分所有者 で、 「永住意識のある人」は259件(25.4%)、 「永

住意識 のない入」 は22件(16.2%)、 「永住す るか どうか分か らない入」は430件

(48.2%)と 「永住す るか どうか分か らない入」が多い。

賃借人で 「永住意識のあ る人」 は9件(2G.0%)、 「永住意識 のない人」が21件

(46.7%)、 「分か らない人」が15件(33.3%)と 、 「永住意識のない人」が多い。

その理由は、 「転勤がある」、「間取 りが狭い」 ことである。

c.永 住意識 と入居区分

m×n分 割表におけるX2検 定か ら有意差 を求 めると、入居区分 はX2=15.2433,

自由度=4,1%水 準で永住意識 と関係がみ られた。

図2-10の よ うに調査対象者 のうち、新築入居 の人で 「永住意識のある人」

は124件(28.0%)、 「永住意識のない人」 は100件(22.9%)、 「永住す るか どうか

分か らない入」は224件(49.1%)で ある。

中古入居の人で 「永住意識 ある人」は98件(23.7%)、 「永住意識 のない入」は

140件(33.8%)、 「永住す るかどうか分か らない人」は175件(42.3%)で ある。

新築入居 の人の方が 「永住意識のある人」は多 く、中古入居の人に 「永住意識

一49一



o

P

:一:,

M

所

齢 借人
係

A

Q

㊧
N

磯

B

I

C

㊧

D

K

G

圏 ある

圏 な43

囮 励 らない
L

RS

㊧
図2-8事 例 別 永 住 意 識 ・

0
永住意識

255075

図2-9

入新築入居

霞 しば らくして
分中古入居

0

100ｰｰ

躍 離 らなし3

…糞……………………i‡蝋1一
1」i

………1…………………照ii/1/./
/、i

……………………………翻 撚 醗 燃 灘1

xZ=15.2433df=4pく0.01

住 戸 の 所 有 関係 別 永 住 意 識

永住 意識

255075100ｰｰ

…囲 な い

%j笏 微 形 囮 わか らな い

x2=15.2433df=4pく0.01

図2-10入 居 区 分 別 永 住 意 識

一50一



のない人」 は多い。 「永住意識のない人」の多 くは、転勤 があるため、一時的に

住んでいるとい う意識があるよ うだ。

d.永 住意識 と世 帯主年齢

m×n分 割表 におけるX2検 定か ら有意差 を求 めると世帯主年齢 はXz=16.4964,

自由度=5,1%水 準で永住意識 と関係がみ られた。

表2-5の ように 「永住意識のある人」は、世帯主年齢が70歳 代,50歳 代,

60歳 代,40歳 代,30歳 代,20歳 代の世帯主年齢の若い入ほどその構成比

率は高い。すなわち年代が高 くなるにっれ、永住意識が高 くな っている。

表2-5居 住 者 の 属 性 と意 識
単位;上 段 件

下段%

家 族 構 成(人) 世 帯 主 年 齢(代)
12才未満の
子供の有無

1 2 3 4' 5 6以上 20 30 40 50 60 70 あり なし

永
住
意識

あ る
14 46 52 80 23 z 4 45 62 66 23 7 75 140

37.8 2T.9 28.0 24.1 22.8 20.0 25.0 19.6 24.3 3S.5 19.S 38.9 21.9 29.2

わからない
14 81 87 159 55 4 8 iii 129 85. 31 8 165 23ユ

31.8 99.1 46.8 41.9 54.5 40.0 50.0 48.3 50.6 45.1 47.4 dd.d 48.1 48.2

な い
9 38 d1 93 23 a 4 7d 64 35' 18 3 103 108

24.3 23.0 25.3 28.0 22:8 40.0 25.0 32.2 25.1 18.8 23.1 16.7 30.0 22.5

計
37 165 186 332 zoo 10 is 230 255 iss 18 is 343 479

ioa ioo 100 ioc 100 100 100 100 ioo ioo 100 ioo 100 ioo

満
足
感
の

有
無

満足している
30 113 91 153 37 1 12 ioz us ioi 60 17 141 291

60.0 61.4 48.0 .49.8 34.6 63.6 75.0' 42.0 42.8 50.5 63.2 70.8 39.1 55.0

どち らで もない
11 36 36 33 26 0 a 51 46 49 17 6 74 104

zz.o 19.fi 11.8 10.7 24.3 Q.0 ia,s 21.0 1マ.0 za.s 17.9 25.0 20.5 19.1

満足していない
9 35 69 121 44 4 z 90 109 SO 18 i 146 134

18.0 19.0 34.2 39.4 41.1 36.4 12.5 31.0 40.2 zs.o 18.9 4.2 40.4 2S.3

計 ・

so 184 zoz 307 ion 11 16 243 2T1 200 95 24 361 529

ioa ioo 100 ioa 100 三〇〇 ioa 100 100 ioo 100 ioo 玉00 1σσ

e.永 住 意識 と12歳 未満 の子 供 の有 無

m×n分 割 表 におけ るX2検 定 か ら有 意 差 を求 め る と、12歳 未満 の子 供 の有

無 はXZ=6.76611,自 由度 ・2,5%水 準で 永住 意識 と関 係 が み られ た。

表2-5の よ うに調 査 対象 者 の うち、12歳 未 満 の子 供が いて 、 「永 住意 識 の

あ る人 」 は94件(24.3%)、 「永 住意 識 の ない人 」 は120件(31.0%)、 「永住 す る
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か どうか分か らない人」は173件(44.7%)で ある。

12歳 未満の子供がな くて、 「永住意識 のあ る人」は151件(29.2%)、 「永住

意識 のない人」 は122件(23.6%)、 「永住す るか どうか分か らない入」 は243件

(46.9%)と 「分か らない人」が多い。

以上の ことか ら永住意識 のあ るのは、区分所有者か、新築で入居 した入か、世

帯主年齢 は50代 以上か、12歳 未満 の子供がいない人 に多い。永住意識 のない

入は、賃借人か、途 中入居か、世帯主年齢は20か ら30代 か、12歳 未満の子

供がいる人であることがわか った。

(3)住 宅 に対 す る満 足感 の有無

住 宅 に 「満足 して い る」 は501件(46.8%)と 「満 足 して い ない入 」324件(31.9

%)よ り多 い。 「どち らで もな い」 は227件(21.2%)で あ る。

図2-11の とお り 「満 足 して い る」 と回答 した人 の理 由 は、 「交 通 が便 利 」

の246件(31.2%)、 「環 境 が よ い」 の201件(24.4%)、 「間取 りが広 い」 の160件

(19.4%)、 「管 理 が よ い」 の145件(17.5%)の 順 に多 い。

「満 足 して い ない 」 と回答 した人 の理 由は図2-12に 示す よ うに、 「間取 り

が狭 い」 の149件(32.7%)、 「環境 が悪 い」 の78件(17.1%)、 「設 備 が悪 い」 の

74件(16.3%)、 「結露 で壁 に シ ミ」 の63件(13.8%)で あ る。

間取 りが広い
4

その他

＼

管理がよい

%

設備がよい

環境がよい

交通が便利

'図2 -11住 宅 に 満 足 し

て い る 理 由
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＼,
〆

カビが発

生する

管理が悪い

% 環境が悪い

交通の便が悪い

設備が悪い

図2-12住 宅 に 不 満 な 理 由
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m×n分 割表 におけるX2検 定か ら有意差を求めると、住宅 に対す る満足感 と

関係がみ られたのは、住戸の所有関係、住宅 の選定理 由、永住意識、家族 入数、

家族構成、世帯主年齢 と12歳 未満の子供の有無である。

a.事 例別 にみた住宅に対する満足感の有無

図2-13に 示す事例別 にみた住宅に対す る満足感 の有無 において、 「住宅 に

満足 している人」が78.6%と 顕著に多いのは、事例Qで ある。 これは調査 回答数

が少な く、小数意見に左右 されたためと考え られる。逆 に事例1は 「満足 してい

ない人」43.5%と 多い。 これ は、住戸専有床面積 が平均66㎡ と狭 いこと、管理人

の形態が巡回型で管理水準が低いこと等 が理 由として考 え られ る。
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b.住 宅 に対 す る満 足感 の有無 と住 戸 の所有 関係

m×n分 割表 にお け るX2検 定 か ら有意 差 を求 め る と、 住戸 の所有 関 係 につ い

て はX2・14.8423,自 由度・4,1%水 準 で住宅 に対 す る満 足感 の有 無 と関 係 が み

られ た。

図2-14の よ うに区分 所有 者 の場 合 、 「住 宅 に満 足 してい る人 」 は465件(48.

3%)、 「どち らで もな い人 」 は196件(20.4%)、 「満 足 して いな い入」 は302件

(31.4%)と 、 「満 足 して い る人」 が 多 い。

賃借 人 の場 合 、 「満 足 して・い る人」 は21件(39.6%)、 「どち らで もない人 」 は

14件(26.4%)、 「満 足 して いな い人」 は8件(34.0%)と 、 「満 足 して い る人 」 と
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「満 足 して いな い人」 の差 はみ られ ない。

社 宅 居住 者 の場 合 、 「満 足 して い る人 」 は13件(27.7%)、 「どち らで もな い人」

は14件(29.8%)、 「満 足 してい ない 人」 は20件(42.6%)と 、 「満 足 して い な い人」

が多 い。

c.住 宅 に対 す る満 足感 の有 無 と住 宅の選 定理 由

m×n分 割 表 に お けるX2検 定 か ら有意 差 を求 め る と、住 宅 の選 定理 由 にっ い

て はX2・21.3974,自 由度 ・6,1%水 準 で住宅 に対 す る満 足感 の有 無 と関 係 が み

られた。

図2-15の とお り区分 所 有者 で 「住 宅 に満足 してい る人 」 の うちで 、 「価格

で選 定 した 人」 は246件(33。9%)、 「場所 で選 定 した 人」 は248件(39.5%)、 「間

取 り選定 した人 」 は79件(81.4%)、 「管理 で選定 した人 」 は54件(85.7%)で あ っ

た。

「住 宅 に満 足 して いな い人」 の中で 「価格 で選 定 した 人 」 は179件(45.3%)、

「場 所 で選 定 した 人」 は195件(49.3%)、 「間取 りで選 定 した人 」 は15件(3.8%)、

「管 理 で選定 した 人」 は8件(2.0%)で あ る。

「間取 り」 と 「管理 」 で住 宅 を選 定 した人 は 「住 宅 に満 足 して い る人 」 が多 い。

d.住 宅 に対す る満 足感 の有無 と永住 意識

m×n分 割表 にお け るX2検 定 か ら有 意差 を求 め ると、住 宅 に対 す る満 足 感 は

XZ=77.1485,自 由度=4,5%水 準 で永 住意識 と関係 が み られた 。

永住 意識 のあ る人 で 「住 宅 に満 足 して い る人 」 は154件(59.9%)、 「どち らで

もない人 」 は27件(10.5%)、 「住 宅 に満 足 して いない 入」 は76件(29.6%)と 、

「住 宅 に満足 して い る人 」が 多 い。

永 住意 識 の ない人 で 「住宅 に満 足 してい る入」 は123件(46.1%)、 「ど ち らで

もな い人 」 は27件(10.1%)、 「住 宅 に満 足 して いな い人」 は117件(43.8%)と 「満

足 して い る人」 が多 い。

永 住意 識 が あ るか ど うか 「分 か らな い」入 は、住宅 に対 す る満 足感 の有 無 との

関係 は見 られ ない。

図2-16よ うに区分 所有 者 におい て も永 住意 識 の あ る人 に 「住 宅 に満足 して

い る人 」が 多 い とい う同 じこ とが いえ る。
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かった。 また逆 に環境が よいと評価 していて も永住意識があるとは限 らない。

永住意識のあ る人の中で 「住宅 に満足 して いる人」は、 「交通 の便がよい」

「環境 がよい」 ことをその理由 としてあげている。一方永住意識 のない入 は、

「間取 りが狭 い」,「 環境が悪 い」,「 転勤」 などを理 由 としてい る。 「環境がよ

い」,「 環境が悪 い」 とい う評価については、同 じ住宅の中で も居住者 により個

人差があるために異な っている。

e.住 宅 に対する満足感の有無 と家族人数

m×n分 割表におけるX2検 定か ら有意差を求め ると、住宅に対す る満足感 は

X2=40.740,自 由度=12,1%水 準で家族人数 と関係がみ られた。

.小入数 の家族は 「住宅 に満足 して いる入」が多 く
、5入 家族で は41.0%と 「住

宅に満足 していない人」が最 も多い。5人 家族 の人は満足 していない理由 として

「間取 りが狭 い」をあげてい る。

区分所有者 も表2-5の ように小人数の家族 に、 「住宅に満足 している人」が

多いとい う同 じ傾向があ る。そ して、家族人数が増 えるほど 「住宅 に満足 してい

ない人」が増えている。 このことは、子供がで き、また親 と同居すれば家族人数

が増加す るので住戸 の間取 りや広 さに も不満がでて きて 「住宅に満足 していない

入」の構成比率が増 えると考え られる。

g。 住宅に対す る満足感の有無 と世帯主年齢

m×n分 割表 におけるX2検 定か ら有意差 を求めると、住宅 に対す る満足感 は

X2ニ40.267,自 由度・10,1%水 準で世帯主年齢 と関係が みられた。

住宅 に対す る満足感 の有無 と世帯主年齢 との関係をみると、す べての年代で

「住宅 に満足 して いる人」が多い。 「住宅に満足 している人」の構成比率 にっい

て は、70歳 代,20歳 代,60歳 代,.50歳 代,40歳 代,30歳 代の順で高

く、20歳 代を除 くとほぼ世帯主年齢が高い人 ほど住宅 に満足 している人が多い。

区分所有者 も表2-5の とお り、世帯主年齢が高い人 ほど住宅に満足 して いる

人が多 いとい う同 じ結果が得 られた。 これには、子供 も独立 し夫婦 のみな ら住戸

専有床面積 も充分であ り、住宅の立地条件 もよい ことが理由 として考 え られる。

h.住 宅に対する満足感 と12歳 未満の子供の有無
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X2検 定か ら有意差 を求 めると、住宅 に対す る満足感 はX2=24.8401,自 由度=1,

1%水 準で12歳 未満 の子供 の有無 と関係がみ られた。

12歳 未満の子供 のいる人で 「住宅 に満足 している人」は38.7%、 「どち らで

もない人」 は20.3%、 「住宅 に満足 していない人」 は40.9%で 、 「住宅 に満足 し

ていない人」がやや多い。12歳 未満の子供のない人で 「住宅に満足 している人」

は53.5%、 「どち らで もない人」 は20.9%、 「住宅に満足 していない人」は25.6

%と 、 「住宅 に満足 している人」が多 い。

「住宅に満足 していない人」が多いのは、12歳 未満 の子供のある人 に多 く、

その理 由は、住戸専有床面積が狭 い、交通 の便がよいが遊ぶ場所や空気が悪 いな

ど環境が悪いことをあげている。

「住宅 に満足 して いる人」が多いのは、12歳 未満の子供がいない人に多 く、

「交通の便が良い」、r住 戸専有床面積が広い」な どをその理由 としている。

区分所有者 も表2-5の とお り12歳 未満 の子供がいない人のほ うが12歳 未

満の子供のい る人よ り 「住宅に満足 している人」が多い とい うことがいえる。

以上の ことか ら、住宅に満足 しているのは、区分所有者 か、永住意識があ る人

か、住宅を 「間取 り」や 「管理 の良 さ」で選定 した人が多いことがわか った。

住宅 に満足 している理由は、 「交通の便がよい」,「 住戸専有床面積が広 い」

などである。家族人数 は1人 か ら2人 か、世帯主の年齢 は20歳 代 と60歳 代か

ら70歳 代か、12歳 未満 の子供 はいないとい う入である。すなわち若年 の独身

者 、 もしくは世帯主が高年齢の人 に住宅に満足 している人が多か った。

4.居 住者の維持管理意識

居住者 による維持管理の意識 として、 「住居管理の意識」,「 管理費に対す る

意識」,「 修繕積立金 に対す る意識」の3側 面か ら分析 を行な う。

維持管理意識の3側 面 の分析 にっいて は、クロス集計を行な った結果を もとに、

m×n分 割表におけるX2検 定 か ら有意差 を求 め、関係があ る項 目のみを検討 し

た。区分所有者の維持管理意識 と住意識 との間の相互関係 にっいては、数量化理

論-D類 を用いて分析 した。
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(1)住 居管理 の意識

住戸を 「よ く管理 して いる」 と回答 したのは665件(73.5%)で 全体の3/4で あり、

残 りは 「管理 していない」238件(26.3%)と 感 じていて、 「住戸 を管理 している」

と意識 している人が多 い。

m×n分 割表におけるXa検 定か ら有意差を求め ると、住居管理 の意識 と関係

があるのは、世帯主年齢、共働 きの有無、12歳 未満の子供の有無である。

a.事 例別 にみた住居管理の意識

図2-17の とおり事例別 にみると、 「住戸を管理を している」 と回答 した人

の構成比率が一番高いのは事例Gで 、 「管理 を している」 と意識 している人の構

成比率が最 も少ないのは事例Lで あった。 「管理 を している」 と回答 した人の構

成比率が高 い事例Gに おける理由は、専業主婦が多 いことや、12歳 未満の子供

がいない入が多い ことがあげ られる。専業主婦 は住戸 を管理するために要す る時

間を持 っていて、かつ12歳 未満 の子供がいないと住戸内の汚 れ も少 ないことか

ら管理 しやすい と回答 していると思われる。
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図2-17事 例 別 住 居 管 理 の 意 識
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b.住 居 管理 の意識 と世 帯主 年 齢

m×n分 割表 にお け るX2検 定 か ら有 意 差 を求 め る と、住居 管理 の意識 は、X2

・29.6988,自 由度・5,1%水 準 で世帯 主 年齢 と関 係 が み られ た。

世 帯 主年 齢別 にみ る と、 「住戸 を管 理 して い る」 と思 って い るの は、70歳 代

が22件(91.7%)、60歳 代 が78件(87.6%)、50歳 代 が135件(75.8%)、40歳

代 が188件(74.9%)、30歳 代 が153件(65.7%)、20歳 代 が9件(45.0%)と い う

よ うに世帯 主年 齢 の高 い人 ほ ど 「住戸 を管理 してい る」 と意識 して い る。

区分 所有者 も、世 帯主 年齢 の高 い人 ほ ど 「住戸 を管 理 して い る」 と意識 して い

るこ とが 同 じよ うに いえ る。

c.住 居 管理 の意識 と共 働 きの 有無

X2検 定 か ら有 意 差 を求 め る と、住居 管 理 の意識 は、X2・8.98427,自 由度=1,

1%水 準 で共 働 きの有無 と関 係 が み られ た。

共 働 きの人 で 「住 戸 を管理 して い る」 と回答 した人 は113件(65.5%)、 「住 戸

管理 して いな い人 」 は65件(36.5%)と 「住 戸 を管理 して い る」 と思 って い る人が

多 い。

専業 主婦 で 「住戸 を管 理 して い る」 と考 えて い る人 は429件(75.0%)、 「住戸

を管理 してい な い人 」 は143件(25.0%)と 「住戸 を管 理 して い る」 と意 識 して い

る人 が多 い。 区分所有 者 に も、専 業主 婦 の方 が、共 働 きの主婦 よ り 「住 戸 を管 理

して い る」 と考 えて い る人 の構成 比率 が高 い とい う同 じことが いえ る。

d.住 居 管理 の意識 と12歳 未満 の子 供 の有無

m×n分 割 表 にお け るXZ検 定 か ら有 意差 を求 め る と世 帯 主年 齢 はX2・16.4964,

自由度=5,1%水 準 で永 住意識 と関係 が み られた 。

12歳 未満 の子 供 が い る人 で 、 「住戸 を管理 して い る」 と思 って い るの は218

件(64.1%)、 「住戸 を管 理 して い ない」 の は122件(35.9%)と 、 「住戸 を管 理 し

て い る」 と思 って い る入が多 い。

12歳 未満 の子 供 が いな い人 で、 「住戸 を管 理 して い る」 と思 って い る人 は

395件(79.6%)、 「住戸 を管 理 して いない 人」 は101件(20.4%)と 、 「住 戸 を管 理

して い る人 」 と考 えて い る人 が多 い。
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これ らのことか ら、小 さい子供がいれば日常的な手数 がかかるため住戸 の管理

にまで注意が行届 かないので、住戸 を管理 していると意識 している人が少 ないと

考 え られ る。

区分所有者 も、12歳 未満の子供がいる人よ り12歳 未満の子供がいない人 の

方が、 「住戸 を管理 している人」が多 いという同 じことがいえる。

以上 のことか ら住居管理 の意識 にっいて、永住意識がある人か、世帯主年齢が

高 い入か、専業主婦か、また12歳 未満の子供 のいない人が住戸を管理 している

と意識 していることがわか った。

(2)管 理費に対 する意識

ここか らは、共用部分 の管理責任 は区分所有者にあるので賃借人,社 宅居住者

を省いて区分所有者 のみを対象に して分析を進 める。分析の内容 は、管理費 と修

繕積立金 に対す る区分所有者 の評価についてである。

管理費 については、一般 的に、 「住宅 に住むための必要経費である」,「 払わ

ないとほかの人か ら変 に思 われ る」,「 管理人か らうるさく言われる」,「 仕方 な

く払 っている」,「 何 とな く払 っている」,「 単に決め られたか ら払 っている」等、

区分所有者 にとって消極的な費用 として認識 されていると考 えられ る。

しか し、区分所有者 にとって管理費 の金額で 日常的な管理 の水準が設定 され る

ために、将来の大規模修繕 のために積立て られ る修繕積立金 と比べ ると、日常生

活に身近 に感 じられ るので、区分所有者 にとって管理費の性格は比較的理解 しや

すいと思 われ る。

本調査 における管理費の金額に対す る区分所有者 による評価は、 「管理費が高

い」 とい う人は60件(16%)、 「管理費 の額はちょうどよい」 とい う人 は424件(57

%)、 「管理費の額が低 い」 と回答 した人は113件(3%)で 、残 りの235件(24%)の

人は 「管理費が高いか どうか分か らない」 と回答 している。

図2-18の とお り 「管理費が高い」 とい う人は、 「管理水準 の割 に高す ぎる」

「委託管理であるか ら高い」、 「収入 の割に管理費が高 い」 とその理由を述べて

いる。 「管理費 の額 はち ょうどよい」 という入の理由は、「世間並みだか ら」、
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「管理 組 合が 決 めて い るの だか ら」 、 「必要 額 で あ る」 と回答 して い る。 「管理

費 の額 が 低 い」 と回答 した人 は、少数 で あ るが 「管 理 で きて い ない」 とそ の理 由

を記述 して い る。

m×n分 割 表 に おけ るX2検 定 か ら有 意 差 を求 め る と、管 理費 に対す る意識 と

関 係 が あ るの は、住戸 の所有 関 係、永 住 意識 、住宅 への満 足度 、世帯 主 年令 で あ

る。

a.事 例 別 にみ た管理 費 に対 す る意識

図2-19の とお り事 例別 には 、 「管 理 費 が ち ょう どよい」 と思 って い る人 が

多 いの は事例C、 「管 理 費 が高 い」 と思 って い る人 が多 い の は事 例Q、 「管 理費

が低 い」 と思 って い る人が 多 いの は事例1で あ る。 そ して実 際 の徴収 額 とは関連

して いな い。

「管理 費 が ち ょうどよ い」 と思 って い る人 は、修繕 積 立金 に対 して も 「ち ょ う

どよ い」 と思 って い る人 に多 く、 「住 宅 に満 足 して い る」 人が 多 い。 す なわ ち管

理 費 に見 合 った管 理 の 内容 で あ る と感 じて い るので あ ろ う。

b.永 住 意識 と管理 費 に対 す る意識

m×n分 割 表 にお け るX2検 定 か ら有 意 差 を求 め ると、管理 費 に対 す る意 識 は

XZ=20.2433,自 由度 ・6,1%水 準 で永 住 意識 と関係 が み られ た。

図2-20の とお り区分 所有 者 で は、 「永 住意 識 の あ る入」 の中で 「管 理費 が

高 い」 と思 って い る人 は30件(13.8%)、 「ち ょ うどよい」 と思 って い る人 は139

件(64.3%)、 「低 い」 と思 って い る人 は5件(2.3%)、 「分 か らない」 人 は42件(

19.4%)と 、 「ち ょう どよい」 と思 って い る人 が2/3以 上 と多 い。

「永 住意 識 の ない人 」 の うち 「管理 費 が高 い」 と思 って い る人 は40件(18.6%)、

「低 い」 と思 って い る人 は9件(4.1%)、 「分 か らな い」人 は42件(19.5%)、 「ち ょ

うどよ い」 と思 って い る人124件(57.6%)と 、 「ち ょ う どよ い」 と思 って い る人

が半 数 以上 と多 い。

「永 住意 識 が あ るか ど うか分 か らな い人 」 の中 で 「管理 費 が高 い」 と思 って い

る人 は67件(16.8%)、 「低 い」 と思 って い る人 は8件(2.0%)、 「分 か らな い」 入

は103件(25.8%)、 「ち ょ うどよ い」 と思 って い る人 は220件(55.2%)と 、 「ち ょ

うどよ い」 と思 って い る人 が半数 を越 え る。
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した が って 「永住 意 識 の あ る人 」 に 「管 理費 が ち ょ うどよ い」 と思 って い る人

が多 く、 「分 か らな い」 と答 え た人 が少 な い こ とが わか る。

c.住 宅 に対 す る満 足 感 の有無 と管理 費 に対 す る意識

m×n分 割 表 にお け るX2検 定 か ら有 意 差 を求 め る と、管 理費 に対 す る意 識 は

X2・25.3263,自 由度 ・6,1%水 準 で 住宅 に対 す る満 足感 と関係 が み られ た。

図2-21の とお り区分 所 有者 で は 「管理 費 が高 い と思 って い る人 」 の うち、

「住 宅 に満 足 してい る人 」 は17件(34.7%)、 「どち らで もな い人 」 は16件(23.9

%)、 「満 足 して い ない 人」 は27件(41.0%)と 、 「住宅 に満 足 して いな い人 」が

多 い。

「管 理費 が ち ょうどよ い と思 って い る人 」 の中 で 「住 宅 に満 足 して い る人」 は

222件(53.8%)、 「どち らで もな い人」 は83件(16.5%)、 「満 足 して い な い人」

は114件(29,6%)と 、 「住 宅 に満 足 して い る人 」が 多 い。

「管 理 費 の額 が 低 い と思 って い る人 」 の うち、 「住宅 に満 足 してい る人 」 は52

件(31.8%)、 「どち らで もない人 」 は20件(27.2%)、 「満 足 して いな い人 」 は40

件(40.9%)と 、 「住 宅 に満 足 して いな い人 」 が多 い。

「管理 費 が適 当 か どうか分 か らな い」 人 の中 で、 「住 宅 に満 足 して い る人」 は

102件(44.5%)、 「どち らで もない人 」 は32件(17.5%)、 「満 足 して い ない人 」

は96件(37.9%)と 、 「住 宅 に満 足 して い る人」 が多 い。

d.世 帯主 年齢 と管理 費 に対 す る意 識

m×n分 割 表 に おけ るX2検 定 か ら有意 差 を求 め る と、管 理 費 に対す る意 識 は

X2・16.4964,自 由度 ・5,1%水 準 で世帯 主 年 齢 と関 係 が み られ た。

図2-22の よ うに管 理 費 に対 して 、 「ち ょ うどよ い」 と思 って い る人 は世帯

主年 齢 が 高 くな るにっ れて 増 えて い る。

また 「管 理 費 が分 か らない」 と答 え る人 も、住 宅 へ の関心 が高 ま るため か年 代

が高 くな るにつ れ て増 えて い る。 「管理 費 が高 い」 と思 って い る人 は、世 帯主 年

齢 が30歳 代か ら40歳 代 の人 に多 い。 これ は、子 供 の教育 費 な どに出費 のか さ

む年 代 だか らで あ ろ う。

以 上 の こ とか ら 「管理 費 が ち ょ うどよい」 と回答 して い る人 は、区分 所 有者 か、

永 住 意識 が あ る人 か、 住宅 に対 して満 足 して い る人 か 、居 住年 数 が長 い人 か 、世
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帯主年齢が高 い入である。 「管理費が高 い」 と回答 して いる人は、居住年数 も少

ない人である。 「管理費が高 いか低いか分か らない」 という人は、永住意識にっ

いて も分 か らない人か、住宅に対す る満足感 にっいては、 どちらで もない人であ

る。つ まり、住宅への関心が低 いのである。

t

(3)修 繕積立金に対する意識

管理費は、毎 日の管理状況に直接関係す るので居住者 にとって理解 しやすい と

思われる。それ に較べて修繕積立金 は、将来の大規模修繕に備えて積 み立ててお

くもので、その修繕工事を実施す る時 には、積 み立てた人 は居住 していない場合

もあり、それだけ区分所有者にとって納得 しに くい面 がある。

大規模な修繕費の資金調達には次 の方法がある。

① 修繕時 の一時徴収金

② 分譲時 の修繕積立一時金(修 繕積立金基金)

③ 毎月の修繕積立金

④ 「修繕積立総合保険」

①の方法では、かな り一時的に家計負担がかかることにな る。

②の方法で は、すべての修繕費 をこの一時金で賄 うことは、将 来の長期的な大

』規模な修繕のため
、住宅の購入者 にとって、かな りの経済的負担を しいることに

なる。また転居す る可能性や、建物は経過年数 とともに傷んで くることを考える

と、新築入居者 に、その後にかかる修繕費 を一括 して徴収す ることは妥 当な方法

とはいえない。

③ の方法では、管理開始時 の修繕積立金が低 く設定 される場合が多 く、この修

繕積立金のみでは、修繕費が不足 しがちである。物価上昇 に見合 って、建物の傷

みに対応 した修繕費用が積み立て られるように各戸徴収額 をスライ ドさせて い く

必要がある。

④ の方法では、修繕積立金 を積立てて、その一時配当金で修繕を実施す るので

ある。 しか し物価 の上昇 に見合 って保険の掛金を上げていかないと工事実施 の時

に修繕費が不足す ることになる。
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以上のよ うに、修繕積立金を区分所有者 にとって大規模修繕 の時期 まで に充分

な額 を積立て ることは、容易な ことではない。

本調査 の対象 は、毎月、各戸徴収す る修繕積立金で大規模修繕を行な っている

のが13事 例、 「修繕積立総合保険」に加入 して大規模修繕の実施 しよ うと して

いるのが2事 例である。

区分所有者の中で修繕積立金の額を認知 しているのは、403件 と全体 の3/4で あ

る。残 り139件 は修繕積立金の額 を知 らないと回答 している。

区分所有者 のうち、修繕積立金に対 して 「高い」 とい う人は60件(7.2%)、 「ちょ

うどよい」 という入 は424件(51.0%)、 「低 い」 と回答 した入は113件

(13.6%)、 「分か らない」 とい う人は235件(28.2%)で ある。

「修繕積立金の額 は低 い」 と回答 した人 は、管理費 に対 して低い と回答 した入

の構成比率 と比べ ると10%多 い。

図2-23の とお り、 「修繕積立金が高 い」 とい う人は、その理 由と して 「建

物 の値段 に比 べて」,「 集会所を建設す るために高額にな っている」,「 長 く住む

か ら」 と述べている。

「修繕積立金 の額 はちょうどよい」 とい う人の理由は、 「世間並みである」,

「管理組合が決 めるか ら」,「 必要額である」である。

r修 繕積立金 の額 が低い」 と回答 した人は、ほとん どの人が 「将来 の修繕 に対

して」 とその理 由を記述 してい る。

次 に修繕積立金を現在の額のまま積 み立てた場合、将来の大規模修繕 の費用 と

して充分 であると思 うか どうかを尋ねた。(図2-24)

「充分 である」 と回答 したのが41件(7.6%)、 「ち ょうどよい」53件(9.9%)、

「充分でない」201件(37.5%)、 「分か らない」241件(45.0%)で あ り 「修繕積立

金の額が低 い」 と意識 している人が 「管理費の額が低い」 と思 っている人に比 べ

るとかなり多 い。

その理由にっいては次 のように回答 して いる。

① 住宅 の分譲時か ら修繕積立金 の額が低 い。

② 大規模修繕工事 をひかえて、 もしくはすでに大規模修繕を実施 してお り、修

繕積立金 のみでは工事費が不足 した経験 を持 っているか ら。
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③ 長期修繕計画を立案 して修繕費 の不足が明確 になったか ら。

④ マスコミで修繕積立金 の不足が報道 されたか ら。

⑤ 建替 えを検討 した場合、修繕積立金では不足す るか ら。

⑥ 物価上昇に対 して修繕積立金が対応 していないか ら。

したが って、大規模修繕を経験 した時 に工事費が不足 した ことがある、 もしく

は大規模修繕 をするのに修繕費が不足す ることが予測 された時に、修繕積立金 に

対 して金額が低い と意識 されていることがわか った。

m×n分 割表 におけるX2検 定か ら有意差 を求 めると、 このような修繕積立金

に対する意識 と関係があるのは、住宅 に対す る満足感、住戸 の所有関係 、居住年

数、管理費 に対す る意識 である。

a.事 例別にみた修繕積立金に対する意識

図2-25の とお り事例別 に検討す ると、 「修繕積立金がち ょうどよい」 と思 っ

ている人が多いのは、事例B、 事例A、 「修繕積立金が低い」と思 っている人が 一

多 いのは、事例S、 事例Q、 事例1、 事例Cで ある。 「高 い」 と思 ってい る人が

多 いのは、事例B、 「分か らない」 と答 えた人が多いのは、事例L、 事例Pと 住

宅 によ り区分所有者の意識 が異なる。

b.住 宅に対する満足感の有無 と修繕積立金に対 する意識

m×n分 割表 におけるX2検 定か ら有意差 を求 めると修繕積立金 に対す る意識

はX2・29.027,自 由度・6,1%水 準で住宅 に対す る満足感 の有無 と関係がみ られ

た。

図2-26の ように区分所有者では、修繕積立金を 「高い」 と思 っている入で

「住宅に満足 している人」 は28.3%、 「どち らで もない人」は26.6%、 「住宅に

満 足 していない人」は45.0%と 、 「住宅に満足 していない人」が多 い。

修繕積立金を 「ち ょうどよいJと 思 っている人で 「住宅 に満足 してい る人」は

52.9%、 「どち らで もない人」は19.8%、 「住宅に満足 していない人」は27.2%

と、 「住宅 に満足 している人」が多い。

修繕積立金が 「低い」 と思 っている人で 「住宅に満足 している人」 は46.4%、

「どち らで もない人」は17.8%、 「住宅 に満足 していない人」は35.7%と 「住宅

に満足 している人」が多い。
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修 繕積 立 金 の額 が適 当 か どうか 「分 か らない入 」 で 「住 宅 に満 足 して い る人 」

は44.3%、 「分 か らな い人」 は13.9%、 「住 宅 に満 足 して い ない人 」 は41.7%と 、

「住 宅 に満 足 して い る人 」 と 「住 宅 に満 足 して いな い入 」 が と もに多 い。

この よ うに 「繕積 立 金 が ち ょうどよ い と思 って い る人 」 や 「修 繕積 立 金 を低 い

と思 って い る人」 に 「住 宅 に満 足 して い る入 」 が多 い。

c.居 住年 数 と修 繕積 立 金 に対 す る意 識

m×n分 割 表 に おけ るXZ検 定 か ら有意 差 を求 め る と修繕 積立 金 に対 す る意 識

はXZ=28.7308,自 由度=9,1%水 準 で居 住 年数 と関 係が み られ た。

居住 年数1年 か ら5年 の人 で、修 繕積 立 金 を 「高 い」 と思 って い る人 は23件

(8.6%)、 「ち ょ うどよい」 と思 って い る人 は124件(46.1%)、 「低 い」 と思 って

い る人 は23件(8.6%)、 「分 か らない」 と思 って い る人 は99件(36.8%)で あ る。

居住 年 数6年 か ら10年 の人で 、 「修繕 積立 金 を高 い」 と思 って い る人 は21件

(5.8%),「 ち ょ うどよ い」 と思 って い る人 は175件(48.1%),「 低 い」 と思 って

い る入 は50件(13.7%),「 分 か らな い」 と思 って い る人 は118件(32.4%)で あ る。

居 住年 数11年 か ら15年 の人 で 、 「修 繕 積立 金 を高 い」 と思 って い る入 は16

件(9.0%)、 「ち ょうど よい」 と思 って い る人 は102件(57.6%)、 「低 い 」 と思 っ

て い る人 は29件(16.4%)、 「分 か らな い」 と思 って い る人 は30件(16.9%)で あ る。

居 住年 数16年 か ら19年 の人で 、 「修繕 積 立金 を高 い」 と思 って い る人 はな

く、 「ち ょ うどよ い」 と思 って い る人 は9件(60.0%)、 「低 い」 と思 って い る入

は3件(20.0%)、 「分 か らない」 と思 って い る人 は3件(20.0)%で あ る。

居 住 年数 が 長 くな るにつ れて 「修 繕積 立 金 が高 い」 や 「修繕 積 立金 は低 い」 と

答 え る入 は減 り、 「修 繕 積 立金 が ち ょう どよい」 と思 う人が 多 くな る。

居住 年数 が長 くな るにっ れ て、修 繕積 立 金 に対 して も関心 が高 ま る とい え るの

か、 も し くは諦 め て現 状 維 持 の ままで よい と考 え るよ うにな るのか もしれ な い。

どち らに して も区分所 有 者 の修繕 積 立金 に対す る意 識 は低 い。

d.管 理 費 に対 す る意識 と修繕 積 立金 に対 す る意 識

m×n分 割 表 にお け るX2検 定 か ら有 意差 を求 め る と修 繕積 立 金 に対 す る意識

はX2・67.3125,自 由度=9,1%水 準 で管理 費 に対 す る意 識 と関 係 が み られ た。

図2-27の とお り区分 所有 者 で は 「管 理 費 が高 い と思 って い る人 」 の中 で
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「修繕 積 立金 を高 い」 と思 って い る人 は38件(8.5%)、 「ち ょう どよい」 と思 っ

て 、〉る人 は53件(39・8%)・ 「低 い」 と思 って い る人 は12件(9.O%〉 ・ 「分 か らな

い」 と思 って い る人 は30件(22,5%)と 、 「修繕 積 立金 をち ょ うどよい」 と思 って

い る人 が多 い。

「管 理 費 を ち ょ うどよい と思 って い る人 」 の 中で 、 「修 繕積 立 金 を高 い」 と思 っ

て い る人 は18件(3.7%)、 「ち ょう どよい」 と思 って い る人 は346件(72.2%)、

「低 い」 と思 って い る人 は68件(14.1%)、 「分 か らな い」 と思 って い る入 は47

件(g.8%)と 、 「ち ょ うどよい」 と思 ってい る人 が多 い。

「管理 費 を低 い と思 って い る人」 の うちで、 「修繕 積 立金 を高 い」,「 分 か ら

ない」 と思 って い る人 は ともにな く、「ち ょうど よい」 と思 って い る人 は5件(22.

7%)、 「低 い」 と思 って い る人 は17件(77.2%)と 、修 繕積 立金 の額 を 「低 い」 と

思 って い る人が 多 い。

「管理 費 の額 が適 当 か ど うか分 か らな い人 」 で 「修 繕 積立 金 を高 い」 と思 って

い る入 は3件(1.5%)、 「ち ょうどよい 」 と思 って い る人 は15件(8.1%)、 「低 い」

と思 って い る人 は11件(0.9%)、 「分 か らない」 と思 って い る人 は156件(84.3%)

と、修 繕積 立金 の額 が適 当か ど うか 「分 か らない」 と思 って い る人 が多 い。

この よ うに 「修繕 積立 金 を高 い と思 って い る入」 は 「管理 費 に対 して高 い と思 っ

て い る人」 が多 く、 「修繕積 立金 を ち ょ うどよい と思 って い る入 」 は、 「管 理費

に対 して ち ょう どよ い と思 ってい る人 」が多 く、 「修繕 積立 金 を低 い と思 ってい

る人」 は、 「管 理費 に対 して低 い と思 って い る人」 が多 く、 「修 繕積 立 金 が適 当

な額 か ど うか分 か らな い人 」 は、 「管 理 費 に対 して も適 当 な額か ど うか分 か らな

い人 」が 多 い。

「修 繕積 立金 をち ょ うどよい とい う人」 は、 住宅 に対 す る満足 感 にっ いて どち

らで もな い人 か、 区分所 有 者 であ るか 、居住 年 数 は長 い人 か、管 理 費 もち ょ うど

よい と意 識 して い る人 か で ある。

(4)修 繕積立金の充足度

a.事 例別にみた修繕積立金の充足度

図2-28の とお り修繕積立金をいまのままに積立てた場合、将来の大規模修
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繕 のための費用 と して充分であるか どうか について、 「充分である」 と回答 した

構成比率が最 も高い事例はない。 「ちょうどよい」 と答 えたのが最 も多い事例 は、

事例0,事 例R,事 例1で ある。 「充分でない」 と思 っている入が多 い事例は、

事例Gで ある。 「分か らない」人の構成比率が最 も高い事例 は、事例P,事 例K,

事例L,事 例M,事 例N,事 例R,事 例Sで ある。

O

I

N

G

K

R

P

L

6

0

Q

灘
M

睡翻充分である

瞬鋼 ちょうどよい

囮 充分でない

[コ わか らない

図2-28事 例 別 積 立 金 の 充 足 度

b.修 繕積立金 に対する充足度

図2-29に 示す とお り 「修繕積立金 を知 っている」 と回答 した入には、 「修

繕積立金 はち ょうどよい」 と思 っている人が多いことがわか る。

c.修 繕積立金に対する意識別にみた修繕積立金の充足度

図2-30の とお り修繕積立金の額を認知 している人の場合、修繕積立金の額

を 「高い」や 「ちょうどよい」 と回答 していて も、実際の工事 に対 して は修繕積

立金の現在額 は 「充分でない」か 「分か らない」 と認識 してい る。

このよ うに修繕積立金 の額は、個人的に 「高 い」,「 ちょうどよい」 と意識 し

ているけれ ども、現在の徴収額では大規模修繕 の工事費 が不足す ると認識 してい

る。 このように修繕積立金の金額 に対 して、個人的にみた場合 と、大規模修繕 に

対 してみた場合 とにおいて、現在 の徴収額に対 して意識 のずれが生 じて いるのが

うかがえる。すなわち、大規模修繕 を修繕積立金だけで実施するには工事費 が不
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件数 照 羅 積立金を知っている
200100修 績積立金

図2-29

高い

ちょうど

低い

わからない

睡翻 積立金を知 らない
0100200

修 繕積 立 金 の認知 と金 嶺 の評 価

高い修

籍 ち ・うど.
立
金 低い

わか らない

修繕積立金が充分であるか

050 100%㎜ ㎜ わか らない

㎜ 皿充分でない

E嚢i翻ちょうどよい

羅螺 充分である

[修繕積立金の額を知 っている人]

修繕積立金が充分であるか

立
金 低い

わからない

[修繕積立金の額を知らない人]

図2-3・'1'A積 立 金 に 対 す る 充 足 度
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足す ると思 うが、自分 自身の家計 にとって現在の修繕積立金の額 は、ち ょうどよ

いと意識 してい ることがわか った。

(5)管 理費,修 繕積立金 と居住者意識

以上述べて きたように、管理費 が中高層分譲共 同住宅の管理水準を決定す るか

ら、適正な管理費か どうかを区分所有者が評価す ることが必要 であ る。管理費 に

対す る評価 の方法 と しては、管理水準に見合 った額 であり、区分所有者が満足 し

てい るか どうかがその 目安 となろう。

表2-6の とお り管理費の実際の徴収額 と居住者の意識 の関係で は、事例0は

「管理費が高 い」 と回答 している人が多い。 しか し管理費 の平均額 は4,486円/

戸 ・月である。調査対象 の平均 は5,559円/戸 ・月であ り、決 して高 いとはいえ

ない。調査対象者 の年収 は600万 円か ら700万 円 と1,000万 円以上 の人が多 く、永

住意識 は42%の 人が持 ち、満足度 は79%で どの住宅 よりも高 い構成比率 を示 して

いる。 この ことか ら管理費を高 いと思 っている入の納入 している管理費 が必ず し

も高額 であるとはいえないことがわかる。

次 に修繕積立金 についてみ ると、事例Bで は、 「修繕積立金が ちょうどよい」

と回答 している入が82%と 多い。実際の徴収額 は4,860円/戸 ・月であ り、修繕

もよ く行われてい る。 この事例 は、永住意識が高 いとい うわけでな く、分か らな

い と回答 した入が42%と 他 の事例 よりその構成比率 は高 い。年収 は400万 円か ら5

00万 円が多 く、収入階層 が高い といえない。

管理費 と修繕積立金が、他の事例よ りかな り高額 な事例Pの 管理費 に対す る意

識 にっいて は、 「ち ょうどよい」 と思 っている人が多 く、徴収額 は8,972円/戸 ・

月である。

このことか ら、管理費 と修繕積立金 にっいて、実際の徴収額 が高額だか ら高 い

と必ず しも意識 しているわけではないよ うである。居住者 の住宅 に対す る考 え方

や、管理費、修繕積立金が どのよ うに必要なのかを しっか りと理解 して いるか と

いうことが管理費、修繕積立金に対す る意識 に表れて くるのだ と思われ る。
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表2 6 調査 事例 の各 戸 徴収 管理 費 と積 立金

事 例 (円/㎡ ・月) (円/戸 ・月) 調査時

期(年)管理費 積立金 計 管理費 積立金 計

0 77.86 78.43 156.29 3,971 4,000 7,971 1986

A 59.17 57.97 117.14 4,083 4,000 8,083 1985

B 64.28 72.54 136.82 4,307 4,860 9,167 1985

D 56.20 57.14 113.34 3,934 4,000 7,934 1981

G 55.19 45.59 100.78 4,084 3,374 7,458 1986

P 121.24 103.55 224.79 8,972 7,663 16,635 1986

Q 58.25 64.94 123.19 4,486 5,000 9,486 1986

1 63.11 74.30 137.41 4,165 4,904 9,069 1986

K 85.89 38.26 124.15 6,528 2,908 9,436 1986

L 112.97 67.50 180.47 7,320 4,320 11,550 1986

M 86.93 39.73 126.66 6,520 2,980 9,500 1986

N 108.13 23.98 132.11 7,029 1,559 8,588 1986

C 41.35 59.86 col.21 2,936 4,250 7,186 1985

R 65.07 61.67 126.マ4 5,271 4,995 10,266 1986

s 131.25 137.09 268.34 12,600 13,161 25,761 1986

平 均 79.13 65.50 144.63
脚

5,747 4,798 10,539

75一



(6)区 分所有者 の維持管理意識

表2-7に 示すよ うに区分所有者 の維持管理意識を数量化理論皿類 を用 いて分

析す る。基本軸 と して、 「住宅 の選定理由」 は、区分所有者 において他 のカテゴ

リーとの関係 がほとん どなか ったので基本軸か ら省 き、 「住宅 に対する意識」

(永 住意識 、住宅への満足度)と 「維持管理意識」(住 居管理の意識 、管理費 に

対す る意識 、修繕積立金に対す る意識)の5ア イテムとした。

1軸 の固有値 は0.35658、11軸 の固有値 は0.28965、 皿軸の固有値 は0.26378で

あ り、皿軸 までの累積寄与率 と して は、0.41364で ある。

表2-7区 分 所 有 者 の 意 識(数 量 化 川類)

カ テ ゴ リー ケー ス数 1軸 II軸 皿軸

住宅へ

の満足

感

満足している 327 o.issio =0 .28971 一〇.09870

不満である 234 一〇.19260 0.10129 0.15512

どちらで もない 127 一〇
.03718 0.32738 一〇.05219

住まい
、

への;x

住意識

永住したい 186 0.01088 o.oases 0.13731

永住しない 171 0.17067 一〇.23832 一〇.03168

わからない 331 一〇
.13576 0.15985 一〇.07494

.管 理 して いる 513 0.12564 一〇.06361 一〇.06504住まい

の管理 管理 していない 175 一〇.21512 0.10892 0.11135

管理費額が高い 110 一〇.07861 0.50787 一〇.14512

管理費額が低い ao 0.04209 0.07324 0.66956管理費

の評価 ち ょうどいい 416 0.34020 一〇
,101マ3 一〇.05603

わか らない 142 一〇
.52889

一〇
.30036 一〇.02866

修繕積

立金の

評価

修繕積立金が高い 49 一〇.06459 0.51878 一〇.16249

修繕積立金が低い 99 0.08350 0.03886 0.61185

ち ょうどいい 364 0.34874 一〇
.03473

一〇
.20015

わからない 176 一〇.53008 一〇
.25293

一〇
.08532

固 有 値 0.35658 0.28965 0.26378

累 積 寄 与 率 o.isao8 0.29374 0.41361
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図2-31に 示す よ うに1軸 は、管理費,修 繕積立金 とい った維持管理費 への

評価意識 を表 している と思われ、また 皿軸 は、住宅 に対す る満足感 、永住意識 と

いった住宅への居住性 を表示 していると思われ、最後に皿軸 であるが、1軸 とII

軸 に比べるとやや性格が明確でないが、やや住宅への管理度、すなわ ち日常的手

入れの参加意識 を表 わす と思われ る。

その結果 、図2-32の よ うに区分所有者の意識 を次の4種 類に分類 できた。

① 諦念的先行不明層:住 宅に対 して不満またはどち らで もない人は、永住す る

か どうか分か らな くて、住戸 は管理 していないと意識 し、

管理費の額が高 いと思 ってい る入である。

② どうで もいい層:管 理費、修繕積立金の額 は適 当か どうか分か らない人で、

永住す るかどうか も分か らない入で、管理 しているか どう

か も分か らないとい った無関心層 の人をいう。

③ 消極的居住層:永 住意識はない人で、住戸 は管理 していると意識 して い

る人で、管理費の額 は低いと評価 している人で、修繕積立

金 の額 は低 いと感 じている人達である。

④ 積極的居住層:住 宅 に満足 している人で、永住意識があ り、管理費 の額

や修繕積立金の額をち ょうどいいと思 っている入である。

以上のことか ら、調査事例における区分所有者 は、積極 的居住層 とどうで もい

い層、諦念 的先行不明層が多いことがわか った。

5.ま と め

以上、中高層分譲共同住宅における居住者 の意識調査か ら明 らかになったこと

をまとめると次の とお りである。

a.住 宅 に対する住意識

(1)住 宅 の選定理 由は、場所,価 格,間 取 り,管 理の順 に多い。場所 を重視す る

のは区分所有者 に多 く、間取 りや場所を重視す るのは賃借人に多い。
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図2-31 区 分 所 有 者 の 維 持 管 理 意 識(数 量 化in類 に よ る)
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II軸

管理費が高い
満足どちらでもない

管理費は
わからない

積立金は
わからない

どうで も
いい層 1

諦念的先
行不明層

12

3 4

團'
消極的
居住層

管理費は
ちょうどいい

積立金は
ちょうどいい

1軸

住宅に満足
永住意識あり

図2-32区 分 所 有 者 の 維 持 管 理 に 対 す る 意 識 の 分 類
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(2)新 築入居の人が途中入居の人よ り永住意識が高い。また、区分所有者 も永住

意識 は高 い。そのほか住宅 に満足 している人や家族人数 は少 ない人、世帯主

年齢の高 い人ほ ど永住意識 は高 い傾 向がある。

(3)住 宅への満足感 は、区分所有者,賃 借人,社 宅居住者 の順に住宅に対 して満

足 してい る人の構成比率が高い。区分所有者 は永住意識があ り、住戸の管理

もよ くしてい ると自覚 しており、高年齢層 にな るほど住宅 に満足 している人

が多い。

(4)住 居管理 の意識 については、高年齢層 ほど、また12歳 未満 の子供のいない

人 ほど住戸 の管理 をよくしているとい う意識が ある。共働 きの主婦よ り専業

主婦 の方が住戸 をよ く管理 していると思 っている。住戸 の所有関係 と住居管

理 の意識 は関係が ない。

b.区 分所有者の維持管理費に対する意識

(1)管 理費の額 をちょうどよい と思 ってい るのは、区分所有者で は居住年数が長

い人か、永住意識 のある人か、世帯主が高年齢の人に多 い。

(2)修 繕積立金 の額 をち ょうどよいと思 っているのは、区分所有者 では居住年数

が長 い人か、住宅 に満足 していている人が多い。区分所有者 によ り管理費 に

対す る意識 と同 じよ うに修繕積立金 に対 して も意識 されている。

(3)修 繕積立金 の額 は、個人的には 「高い」、「ちょうどよい」 と思 っている。

しか し客観的 には現在の徴収額では大規模修繕 の工事費 が不足す ると思 って

いるよ うに認識のずれが生 じてい る。区分所有者の修繕積立金に対す る意識

は低いといえる。

(4>管 理費、修繕積立金の額 に対 して 「高い」,「 低い」 という居住者 の意識 は、

実際の徴収額 と必ず しも関係がない。

c.区 分所有者 の維持 管理意識の類型化

(1)区 分所有者の意識 は、数量化理論m類 の分析方法 によ り、維持管理費への評

価意識 の軸,住 宅への居住性 の軸,住 居管理への意識 の軸 で表わ され る。

(2)区 分所有者 の維持管理意識は、数量化理論 皿類 の分析の結果か ら、① 諦念

的先行不明層 、② どうで もいい層、③ 消極的居住層、④ 積極的居住層の

4分 類 に分け られる。
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第3章 管理組織と委託管理費の算定方式の実態

本章では、中高層分譲共同住宅の管理組織のしくみと管理会社における業務内

容および委託管理費、管理手数料の算定方式、修繕積立金に関 しての考え方と修

繕積立金の設定方法を明らかにする。そして、管理組合の組合活動が活発な事例

を対象として、管理組合による管理費と修繕積立金の金額の決定とその改定方法

にっいて述べ、あわせて管理会社の団体である(財)高 層住宅管理業協会の委託

管理費における算定方式を参照する。

1.研 究 の 目的 と方 法

(1)調 査 の目的

中高層分譲共同住宅における管理費のなかでは、水光熱費、修繕費、保守点検

費 などの直接 の費用を除 いた、委託管理費 の金額の差異が大 きいと思われる。 し

か し、管理会社の委託管理費の積算方法を明 らか にした研究 は見当 らない。

そこで、本章 は、中高層分譲共同住宅の委託管理料 の積算方法を検討す るため

に、管理会社 の業務内容 を調査 して、本社 の業務員 と現場 の作業員の勤務内容を

明確 にす る。そ して、管理会社の業務内容 と関連 して、住戸数別 に委託管理費の

内訳 と算定方式を明 らかにす ることを目的 とす る。

次 に、管理組合の立場 か ら、実際 に管理費、修繕積立金 を どのように決定 して

いるのか実態を把握す ることを目的 として、管理組合が、 自主的に管理開始時か

ら管理費 および修繕積立金を算定 していると考え られる分譲共同住宅を、 コー ポ

方式分譲共同住宅(以 後 、コーポと略称)と 定義 し、その初期の管理費 と修繕積

立金の金額の決定および改定の実状を調査する。

なお本研究のフローは図3-1の とお りである。

一般の中高層分譲共同住宅は、大規模修繕 などの意志決定に関 し、区分所有者1

の合意が得 に くい状況 にあるが、コーポは協同建設組合 という竣工時 までの共同

基盤があ り、入居時までにコ ミュニティが形成 されていて、区分所有者 の合意が

得やす いと考え られる。
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なお、ここでい うコーポとは 、協同組合方式で作 られた住宅 とい う意味であ

り、 自ら居住す る目的で住宅を建設 しようとする人が集 り、協同建設組合を結成

して、事業計画を定め土地の取得、建物の設計および工事発注をおこな う方式 で

建て る住宅であ る。我が国の場合 は、建物 の完成 までは協同組合方式で あるが、

完成後は一般分譲共同住宅 と同 じように区分所有 され る。

我が国の管理組織

管理会社の管理体制

、 /
r 、

〔業務醐 陳 員の蠣 圃
ノ㌧

r

(財)高層住宅
管理業協会試算例

＼.ノ

＼ ノ

}〔管聯 料の副

i

共同住宅管理 ・

令の試算例

¥1

管理委託費の積算

望ましい管理委託費の積算方法

図3-1研 究 の フ ロ ー

(2)調 査の方法

調査対象 は、中高層分譲共同住宅を管理 している管理会社 と共同住宅 およびコ

ーポの理事長等の3っ に分 かれる。

a.管 理会社への調査

(社)高 層住宅管理業協会の関西支部 には、1986年 に71社 が会員であった。
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そ こで関西支部会員 の中か ら管理 会社の成立過程を考慮 して、8社 の典型的な

管理会社 を抽 出 した。

管理会社の本社 と現場の管理人には、次のような聞取 り調査 を行 った。

① 委託業務 の範囲 と担当者、

② 本社業務員 と現業員(管 理人)の 業務分担 とそり内容、

③ 管理費の積算根拠などについて。

1986年4月 か ら8月 にかけて調査を実施 した。

また、管理費 の積算の仕方について、(財)高 層住宅管理業協会、韓国住宅協

会よ り資料を収集 した。

b.管 理組合の理事長への調査

この調査は、1982年9月 か ら1G月 にかけて(社)高 層住宅管理業協会の会員 と

関西分譲共同住宅管理管理組合協議会 の会員か ら、調査対象 として大規模修繕工

事経験のあ る管理組合を抽 出 し、アンケー ト調査 と聞取 り調査を実施 した。ア ン

ケー ト用紙の配布 は49管 理組合であり、回収で きたのは30管 理組合であ った。

アンケー ト調査の内容 は、次の とお りである。

① 管理業務の分担、

② 長期修繕計画の問題点、

③ 大規模修繕 における資金の調達方法等。

聞取 り調査 は、アンケー ト調査の中か ら協力 の得 られた関西の7管 理組合 の理

事長を対象 とした。調査は、1982年10月30日 に実施 した。

調査の内容 は、以下 のとおりである。

① 長期修繕計画作成上の問題点、

② 大規模修繕 の困難点、

③ 大規模修繕における資金の調達方法等。

なお、 この調査は、 「中高層共同住宅管理問題 に関す る調査研究 一維持管理 シ

ステムの整備について一」(文84)に 、筆者が研究協力者 として参加 した ものであ

り、ア ンケー トの調査結果を独 自で集計 し直 して分析を行な う。

C.コ ーポの管理組合の理事長への調査

コーポを建設す る組織 は、協同建設組 合を結成す るときに誰が指導す るかによっ
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て以下 の4種 に分類で きる。

① 協同建設組合主体型:(参 加者の自主推進型)

② 設計者指導型:(設 計者 が中心 とな り、参加者募集型)

③ 民間企業指導型:(民 間の住宅建設業者が、参加者 を募集す る型)

④ 公共企業指導型:(住 宅 ・都市整備公団 、住宅供給公社 の推進する型)

調査対象 は、関西で コーポを建設 してい る代表的組織 の中で、建設後の年数が

古いコーポか ら、上記 の4種 類 の①,② のタイプか ら4箇 所を選んだ。

なお、調査時期 は1985年9月 か ら11月 である。

1)コ ーポを建設 した組織 の事務局 に対 しては、

① 設計の自由度、範囲、

② 竣工後 の管理組合 との関係などの内容 で、聞取 り調査を行 な った。

2)コ ーポの管理組合 の理事長に対 しては、以下 の調査内容 の聞取 り調査を実施

した。

①住宅の概要 、

②管理費、修繕積立金の額 と改定、

③修繕内容 とその進 め方、

④管理組合、 自治会 の運営方法等。

(3)調 査対象の概要

調査対象の管理会社 は、本章の2.管 理会社 の業務内容 で、詳細 に述 べるよ

うに、企業 の成立過程か ら、① 不動産系(商 社 の不動産部門 を含む)② 建設業

系、③ ビル管理業系、④ 警備業系、⑤ 中高層共同住宅管理専業 の5っ のタイ

プに分類 される。

調査対象である高層住宅管理業協会の関西支部の会員 における、企業 の成立過

程 による内訳 は、① 不動産系(商 社の不動産部門を含む)が1/3、 ② 建設業系

が1/3で あ り、③ ビル管理業系 と④ 警備会社系 と⑤ 中高層共同住宅管理専業 が

残 りの1/3で あ る。

調査の対象 とした管理会社は、表3-1の ように中高層分譲共 同住宅を管理 し

ている経験 も豊富であ り、関西 における管理戸数 は、1,191戸 か ら28,000戸 と比
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較的規模 が大 きい。管理会社Hの み関西地方 を活動の基盤 としており、他 の管理

会社 は、全国規模で住宅等の管理業 を営んでいる。

表3-1調 査 対 象 管 理 会 社 の 概 要

管理 企業の成 企業構成員 業 務 内 容

会社 立過程

不動産系 社員 は、全国で1,5 管理戸数は、大阪で2,0QO戸 である。本社職員は

A 00人 で、その内訳 大卒を採用して現業員は新聞の求入覧に広告を出

は本社職員が100人 して採用している。

と現業員が1,400人

不動産系 住宅管理の専任は 管理戸数は、40住 宅 の5,000戸 である。現業員

B 0人 である。新 である管理人は再委託であり、下請の清掃会社と

築物件の設計、不 管理組合は、直接契約を結ぶ。

動産の売買、施工

不動産系 全国で1,500住 宅の80,000戸 で、関西 は150住 宅で

8,000戸 を管理 して いる。売 上は、160億 円0

C 住宅が6割 、ビルが4割 、工事が1割 。賃貸業務

もある。

不動産系 大阪で57住 宅の5,000戸 管理 して いる。住宅管

D 理は、6割 でビルは大規模な管理物件が2箇 所で

ある。他にゴルフ場が1箇 所管理 している全てS

不動産の所有の物件である。。

E ビル管理 住宅サービス部部 大阪で250住 宅の28,000戸 を管理 して、住宅は、

業 長以下29名 19%で ある。長期修繕計画を作成 している。

建設業系 全 国50,000戸 で 大阪で1,191戸225住 宅 で、90%がH会 社の施工

F 1,100住 宅 を管理。 である。保険の代理店 も兼務 しているが、不動産

の売買 は していない。

G 建設業系 住宅は、自社開発 のみの1,000戸 の10住 宅を管

管理専業 本社の社員は40 大阪で22,000戸 で170住 宅である。管理 して いる

H 数名で、管理人ば1 割合は、住宅が95%で ビルは5%で ある。

40名 か ら150名

調査対象 とした コーポは、① 協同建設組合主体型 のRコ ーポ、② 設計者指

導型のUコ ーポ、Gコ ーポ、Tコ ーポ の組織 のタイプであ り、調査対象のコー

ポ方式分譲共同住宅 は、表3-2の よ うに住戸数 の比較的小規模な住宅 といえ る。
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表3-2調 査対 象住 宅 の栂 要

住 宅 名 Rコ ー ポ uコ ー ポ Gコ ー ポ Tコ ー ポ

所 在 地 堺 市 大阪市 尼崎市 豊中市

竣 工 年 1979 1979 1977 1977

構 造 RC SRC RC RC

規
模

敷地面積(㎡) 3,525.00 330.24 495.89 396.87

建築の総延床面積(㎡) 4,160.00 1,977.55 966.31 891.56

専
有
床
面
積

最 小

i

最 大(㎡)

80.06

i

126.54

60.05

i

136.07

88.01

i

99.64

108.16

平 均(㎡) 96.73 95.08 90.58 108.16

階 数 2F,3F,5F 11F 5F 4F

棟 数(棟) 3 1 1 1

住 戸 数(戸) 43 19 10 8

共 用 施 設

集会場,

共用 庭,

共用物 倉庫,

駐車場(21台),

駐輪場(60台),

トランクルーム

貸店舗(1台),

高架水槽,

EV,

駐輪場(18台)

貯水槽,

高架水槽,

駐車場(2台)

貯水槽,

高架水槽,

各戸用倉庫,

駐車場(3台),

駐輪場

(4)管 理組織 と管理方法

a.管 理組織

我が国の中高層分譲共 同住宅 の管理組織 として、区分所有者が結成す る管理組

合があ り、通常、年1回 開催 される管理組合の総会で、管理 に関す る事項を意志

決定す る。管理組合 の総会管理組合の総会で決議 した事項を執行す るために、区

分所有者の中か ら役員を選出 して理事会を設 ける。理事会は普通月 に1回 開催 さ

れ、共用部分 の管理を滞 りな く実施す る。理事会の構成員は、理事長 、副理事用

長、理事数 人か らなり、別 に監査役が いる。 また管理組合の代表者 として管理者

を置 くことがで き、理事会の理事長が就任す る場合が多い。
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住戸規模の大 きい共同住宅では、管理組合 とは別 に自治会 を設 けてい るが、小

規模 な住宅では、管理組合の中に自治会の業務が含 まれてい る。通常、法律によ

る強制団体である管理組 合とは別 に、任意団体である自治会 を組織す る場合が多

い。ただ し、建設省 の中高層共 同住宅標準管理規約第31条(文16)で は、管理組

合 の役割 の中に自治会の業務を含んでい る。

また管理組合が行 な う多様な管理業務を管理会社が代行する場合、管理組合は

管理会社 と管理委託契約書 を締結す る。管理会社へ全面委託す る場合 における管

理 の一般的な組織 は図3-2の よ うにな る。

國
國 契約

層
國

『
…

1管 理 者i

選出

C長 ト

選 出
(理 事長) i

1副購 長ト

ii i
il理

f
事c 事H理 事c iii会 糊 事1

…
…

…

i i↑
3

選 出
選↑出 、

匡分所副

(1)〈 日本 〉の場 合

図3-2管 理 組 合 の 組 織 図
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b.管 理 の方法

中高層分譲共同住宅の管理の方法 は、管理業務を一部 もしくはすべてを委託す

る方法である 「委託管理」および、区分所有者が 自ら管理 を担 当す る 「自主管理」

の方法 に大別で きる。

「委託管理」 の方法 は、清掃や設備 の保守点検を専門業者 に委託す る 「一部委

託型」 と、管理業務 のすべてを管理会社 に委託す る 「全面委託型」 に分 け られる。

一方、区分所有者 の 「自主管理」は、区分所有者が分担 して管理 を行 な う 「区

分所有者相互分担型」 と管理組合が管理入を直接雇用す る 「管理人雇用型」に分

類することがで きる。

調査対象 の管理組合における管理方法 は、次のよ うに分類 され る。

管理組合嚥1轟 難

醜
図3-3管 理組合の管理の方法

それぞれの管理方法の特徴 を表3-3に 示す。 自主管理 の方法 は、委託管理 よ

り管理費が安 くすむが、区分所有者が管理組合を運営す るために、区分所有者 に

とって管理業務の負担が大 きくな る。 また管理人を管理組合が直接雇用 している

場合 は、管理人の個性によ り管理が左右 されやすい。一方 、委託管理 の場合は、

区分所有者の負担 は少ないが管理費用が割高になるといえよ う◎

次 に、管理組合の維持管理業務における分担者 は、管理方法別 にみ ると表3-

4の ようにな る。 これ は、管理組合の理事長 に対 して、 アンケー ト調査 と聞取 り

調査を実施 した集計 の結果である。

管理の方法は、全面委託型が13件 、一部委託型が10件 、管理人雇用型 が1

件、区分所有者相互分担型が5件 、その他が1件 である。
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表3-3管 理 方 法 の特 徴

長 所
.一

短 所

区 ①区分所有者 の管理意識 ①区分所有者個人の労働

分 の向上 。 時間 の負担 が大 きい。

所 ②区分所有者の相互関係
'

②区分所有者間の トラブ

自 有 が 密 で コ ミ3ニ テ イー ル解決 に気 を使 う。

者 が形成 され る。

相 ③全面委託より管理費が

主 互 安 くてす む。

分

担

管 型

管 ④ マ ン シ ョ ンに あ らた 独 ③管理員が交替する時に

理 理 自の管理方法 が とれ る. 対応が 困難 。

員 ⑤区分所有者相互分担型 ④管理員の個性が強 く反

雇 よりは高いが全面委託 映 され る。

用 よ り管理費 が安 くてす ⑤ 管理員 の給与 ・待遇 を

型 む 。 考 えなけれ ばな らない.

一
① ②③④ 同 じ。 ⑥業者を監理す る等の業

部 ⑥専門的義務 を業者に委 務 が必要 で あ る。

委 託す るので その分 の負

委 託 担 が軽減 で きる。

⑦ 管理会社が管理業務を ⑦ 自主管理に比べて費用

託 行 うので区分所有者の が割高。

全 負担 が少 ない。 ⑧区分所有者の管理に対

⑧ 管理 会社 の知 識 ・経験 す る意識 が 「他人 まか

管 面 ・能 力 を利用 す る こと せ」 に な りや す い。

が で き る。 ⑨管理会社の企業の成立

委 ⑨諸設備の故障に際 し迅 過程 か ら くる性格 に管

理 速 に対応 が可能。 理 が左右 され やす い。

託 ⑩ 管理員 の交替 ・休 みに

も交替 の人をす みやか

に対 応 で き る。

「管理業 務主任者 資格認定 講習 テキ ス ト」 よ り作成 した。
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委
託
契
約
に
よ
り
実
施

事 務 管 理

会 計 業 務

繍
魎

麟
担当事務員

図3-4

⊂鰹 ・設備管理)

〔定 期 点 検)

i

〔緊 急 対 応〕

i〔

齪 点検・保守〕

給 排 水

消 防

電 気

エレベーター

浄 化 槽

清 掃 管 理

日 常 清 掃

定 期 清 掃

〔受 付 管 理)

〔受付 ・案内)

i
(点 検)

i

〔管理璽 〕

技 術 員 清 掃 員 管 理 人

本社業務担当員

管理 会社 に よる運営 補 助業 務 の分担
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会計業務 にっいて、管理費な どの出納や保管は、委託管理 の場合 は管理会社が

実施 しているのが14件 であり、管理組合の理事長が行な っているのが8件 であ

る。 「区分所有者分担型」では、管理組合の役員 が担当 している場合が多い。会

計帳簿 について も同 じような業務分担を している。

次に予算、決算:書の作成 についてみ ると、 「全面委託型」、では、管理会社が行

ない、それ以外の管理方法のタイプは、管理組 合の理事長が担 当 している。

建物や設備に関す る維持管理業務の場合、補修工事 の外注や修繕工事の立案 は、

管理組合の理事長 や役員が担 当 し、設備の点検等 の専門的知識 を要す る業務 は、

工事 ・検査業者 に依頼 している。

以上のように事務管理業務、設備管理業務以外 は、中高層分譲共同住宅の管理

人が担 当 しているといえよう。

2.管 理会社の業務内容

ここでは、管理会社 の成立過程、業務内容および管理入の勤務形態、管理会社

の業務 にっいて述べ る。

(1)管 理会社 の類型化

近畿地方の代表的な中高層分譲共同住宅 における管理会社 は、次のよ うに、①

不動産系(商 社 の不動産部門を含む)、 ② 建設業系、③ ビル管理業系、④ 警

備業系、⑤ 中高層共同住宅管理専業 の5っ のタイプに分類 され る。

a.不 動産系(商 社の不動産部門を含む)

分譲主が不動産会社であ り、管理を行 なう部門が独立 して管理会社を設立 した。

会社 の役員 も不動産会社 か らの派遣が多 い。分譲戸数の増加に ともない管理戸数

が増加する。長所 としては、資金 が潤沢であ り管理戸数が多いので、管理 の機械

化や省力化が行いやすい ことがあげ られる。短所 と して は、管理 に対 して分譲主

か ら独立 した立場 を とりに くいことがあげ られ る。

b.ビ ル管理業系(略 して ビル管理系)

企業 としての歴史 は古 く、従来か らビルの清掃管理な どを請負で行ない、 さら

に住宅へ業務範囲 を広 げた企業であ る。清掃な どの知識や管理技術が十分 にある
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とい う長所を持っ反面 、 ビルの管理を専門 としていたので、区分所有者 との人間

的関係を必要 とす るきめの細かい管理 は得意で はないという短所がある。

c.建 設業系

設計 および施工の総合工事業者 で分譲主であ り、分譲後の管理の取扱い機関 と

して管理会社を設 けた ものが多い。長所 としては、建物 の修繕や建物診断 には迅

速 に実施で きることであ り、短所 としては、管理に対 して不動産系 と同様 に、親

会社 の影響 を受 け易い ところであろ う。

d.警 備業系

警備業 として成立 した企業で、住宅の管理業へ業務を拡大 した ところである。

e.中 高層共同住宅管理専業(略 して管理専業)

住宅 の管理専業 を業務 として成立 した企業であり、小規模経営である。管理業

の専門家 として、調査対象のなかでは管理 に一番熱心であるとい う、長所がある

反面、修繕 に対 して は管理会社のみでは対応で きず、管理人を置かない機械 によ

る無人管理 の方法 は、自社だけで は行なえない ことが短所 としてあげ られよ う。

(2)委 託業務内容

管理会社 と管理組合の問で締結す る管理委託契約書 の内容 は、委託 され る管理

業務により異 なっている。 しか し管理会社 の標準的な業務 には、① 事務管理業

務、② 管理 人業務 、③ 設備管理業務、④ 清掃業務がある。 また業務 内容 につ

いて は、建設省の中高層分譲共同住宅管理委託契約書 の中で、管理会社が事務管

理業務 を再委託するのを禁 じているので 、調査事例 には、事務管理業務 を再委

託 している管理会社 はなか った。

しか し現業員である管理人の再委託 を している管理会社 は少 くない。管理会社

Bは 、管理人 の全員を再委託 してい る。管理会社Cは 、一部の管理入を再委託 し

ている。

清掃業務 は管理人の主 な仕事で あるが、管理会社Eの 管理人 は、管理組合の会

計 の管理が主 な仕事であ り、管理組合の会計簿の記帳を している。そのため 日常

の清掃 について は、清掃 の専門業者に再委託 している。管理会社Dは 、規模の大

きい住宅 においては、 日常 の清掃 を業者 に再委託 し、 管理会社Gで は、年1回
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か ら2回 の大掃除 の時に、清掃の専門業者 に委託 してい る。

表3-5に 示す ように、本社の社員 の担当する中高層分譲共同住宅の数 は、1

人当 り8件 か ら15件 であ る。通称 フロン ト員 といわれ る人々で、管理組合 の理

事会 に出席 して、夜遅 くまで理事 と折衝する管理会社の管理担当の社員 である。

委託管理契約の内容 により違 いがあるが、調査対象の うち、4管 理会社 は技術

員を採用 し、建物 の補修関係 の点検を実施 している。管理会社C、 管理会社E、

管理会社F、 管理会社Hの 技術員 は、建物 の点検のために、月 に1回 か ら3回 、

管理 を委託 されている中高層分譲共同住宅を巡回 している。管理会社C、 管理会

社E、 管理会社F、 管理会社Hは 、設備の法定点検 などを外部の業者へ再委託 し

ている。

管理会社の業務内容 について、管理会社A、 管理会社D、 管理会社Hは 、建物

診断 を自社で実施 し、特に管理会社Eで は、無人管理に対応できるように、技術

者13人 を擁 して24時 間の機械管理 を行 なっている。そのため、他の管理会社

か ら夜間における無人の機械管理 も引受けている。

(3)管 理人の勤務形態

管理人の勤務形態を、以下 のよ うに、a.常 駐型 、b.通 勤型、c.巡 回型 に

分 けて、論述す る。

a.常 駐 型

これ には3種 類 あり、管理人室を設 け、そこで通常 は、夫婦が住込で管理す る

「住込型」 と、夫婦の住込 の形態であるが管理人 として勤務す るのは、 「女性の

み」の場合がある。

もう一っ は、大規模な団地形式、 もしくは高級な住宅のタイプにおいて、 「管

理セ ンター」を設 けて、24時 間の管理を実施す る方法 である。

b.通 勤 型

管理人が、管理事務所へ毎 目通 って、共同住宅の管理業務を行な う方法である。

c.巡 回 型

定期的に、委託管理契約 を結 んでいる中高層分譲共同住宅に対 して、巡回 して、

管理 を行 なう方法で ある。週 に2回 か ら3回 の巡回す る場合が多い。管理人室が
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表3-4管 理 の方 法 別維 持 管理業 務 の担 当者

(単位:件 数)

、

『 、一

管 理方 式

委,託 管 理 自 主 管 理

全 面 委 託 ・ 一 部 委 託 管 理 人 雇 用

担 当者

業 務 内 容

管
理
組
合
理
事
長

管管
理

A口

役員

理

人

管

理

会

社

工

事
検
査
業
者

な

い

そ

の

他

管
理
組
合
理
事
長

管
理
組 ・
合

役
員

管

理

人

管

理

会

社

工

事
検
査
業
者

な

い

そ

の

他

管
理
組
合
理
事
長

管
理
組
合

役
員

管

理

6

人

管

理

会

社

工

事
検

査
・業

者

な

い

そ

の

他

事

務

管

理

業

務

管理費等の出納・保管 z 1 ε 8 ∈ 3 4 6 1 1 i

帳簿の管理 3 3 8 2 4 2 5 1
●

予算 ・決算案の作成 z 5 ユ 7
9

5 3 i

補修工事の外注 5 3 7 C 6 1 3 i 1

設備の保安 ・点検の外注 3 2 7 7 1 2 4 2 E 1

防火管理業務 i 2 1 1 z 4 コ 1 i

〃 の補助 1 1 1 6 6 z 1

修繕計画の立案 5 s 2 5 f 9 1 1 1

〃 の補助 i 1 4 5 ・7 3 S 2 1 1

総会 ・理事会の運営 9 4 z 1 5 1

〃 の補助 3 z ε 5 v 2 i 4 i

受付業務 7 z z 工 7 2 i i

点
検
業
務

建物 ・諸設備 2 z 5 5 3 a 4'.5 5 1 i

照明 ユ 3 f 4 i 1 S 4 i i

諸設備の運転・作動 1
L 5 3 5 S 1 a 1

警報装置 1 L 5 3 1 4 5 1 1 i

立
会
業
務

諸設備の保安 ・点検の立会 z z t S 1 ε 6 5 5 1 i

修繕工事の立会 a 1 1 6 2 4 6 3 z u 1

満掃の立会 C 5 4 6 aV 1

清
掃
業
務

建物 E 4 1 i 1 ユ 1 1 S 2 1

屋外 f S a 2 8 1

ドレ ン ・排 水 口
,

4 3 1 8 i 7

設

備

管

理

延物の点検 i 1 E 6 1 3 4 z 6

屋外施設の点検 1 1
「

6 a 3 3 5 1 1'

エ レベ ー ター = 3 4 z 工 z 4 3 1

自家:発電機 イ 3 z 2 3 z 3 1

避雷針 4 3 4'三 4 1

テ レビ共聴 1 E 5 4 1 3 A 工

給水設備 E 8 5 a 2 s 4 1 1

浄化槽 6 3 1 L 3 2 工

消防防火設備(法定) 1 芝 6 4 7 L z 2 a z

〃(そ の他) i 3 1 1 L 3
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(単位3件 数)'

一,

管理芳 式

,自 主 管 理

`そ の 他

,・

合 計区分所有者椙互分担

担 当者

業 務 内容

管
理
組
合
理
事
長

管
理
組
合

役
員

管

理

人

管

理

会

社

工

亨
検査

業
者

な

い

そ

の

他

管
理
組
合
理
事
長

管
理
組
合

役
員

管

理

人

管

理

会

社

工

亭
検
査
業
者

な

い

そ

6

他

理
組
合
理
事
長

管管
理
組
合

役
員

管

理

く

管

理

会

社

工

事
検
査
業
者

な

い

そ

の

他

事

務

管

理

業

務

管理費等の出納 ・保管 1 7 7 」 is 12 9 14

帳簿の管理 5 」 J 3 12 .7 13 .

予算 ・決算案め作成 4 5 L
・1 14 16 i is

補修工事の外注 ・ z 5 1 7 17 14 1 is 1 z

設備の保安 ・点検の外注 2 44. 1 i 1 8 lq 3 13 : x

防火管理業務 2 3 1 7 T io 8 i

〃 の補助 1 i 1 i z 3 9 8 2

修繕計画の立案 ・ 3 4 1 1 18 is 3 6層 i

〃 の補助 i z v 1 1 3 .1 11 7 1 1

総会・理事会の運営 5 4 27 13 2

〃 の補助 1 2 i 1 5 1 6 9 i

受付業務 3 3 1 2 4 4 16 4 S

点
検
業
務

1

建物 ・諸設備 2 S 1
●

7 ii io io 4 2

照明 i 5 1 1 z 9 13 8 2 i

諸設備の運転・作動 4 i 1 1 R io 10 9 z 3

警報装置 3 z 4 ii 10 4 1

立
会
業
務

諸設備の保安・点検の立会 3 6 io iF 13 io

修繕工事の立会 3 6 11 14 10 8
「

清掃の立会 1 3 i
'3

7 17 8 ii

清
掃
業
務

建物 1 2 ユ i ii ユ 2 3 11 9 筆 3 3

屋外
、

1 z ユ li i 1 z iz 13
'e

ii ii

ドレ ン ・排 水 口 1 z 3 1 z 工o 12
r

z 3

設

備

管

理

建物の点検 1 5 1 1 S io io iz L 3

屋外施設の点検 z 6 i 1 4 11 10 ii s 1

エ レベ ー タ ー 2 3 1 1 5 4 is 8 3

自家発電機 4 4 6 … 9 3

避霜針 7 1 3 1 i 4 8 1 8 3

テレビ共聴 3 z 2 2 7 s 9 1 5

給 水'uY4iii 1 3 1 1 z z 4 8 13 tc z 4

浄化槽 1 L z S 8 14 4

消防防火設備(法定) i i z 4 J 1 8 f
}

S 1

〃(そ の他) z J 工 4 5 6 1
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設け られていない小規模 な共同住宅を対象 と して いる。

高級な共同住宅のタイプを除けば、表3-5の ように、住戸数 の規模 で管理人

の勤務形態が決定 される場合が多い。

定 され る場合が多い。

管理人の勤務 の形態 について、適正規模 と管理会社 が考 えているのは、住込型

のタイプは、すべての管理会社 で住戸規模 が100戸 以上 と回答 して いる。

次 に、通勤管理の形態における適正規模 は、100戸 以下、60戸 か ら70戸 、

70戸 位、80戸 、50戸 以上100戸 未満が、適当であると管理会社 は考えて

いるように、住戸規模 にっいて、大体50戸 以上100戸 未満 になるといえよう。

巡回管理 の形態 における適正規模は、住戸数20戸 未満、40戸 未満、50戸

未満が、それぞれ適 していると管理会社 は回答 してい る。 しか し、巡回管理 の形

態 に対 して、住戸数 が6戸 か ら155戸 までを、適正な規模であると回答 した管

理会社 もあった。

管理人の業務 は、① 受付業務、② 点検業務、③ 立合業務、④ 報告連絡業務、

⑤ 管理補助業務、⑥ 清掃業務であると思われ るが、調査対象の管理会社におけ

る管理入の主な業務は、① 受付業務 と、⑥ 清掃業務 と、考 えている管理会社B

のようなところが、多いことがわかった。

大規模な住宅における管理人の業務 は、① 受付業務、② 点検業務 、③ 立合

業務、④ 報告連絡業務 、⑤ 管理補助業務である。管理会社C、 管理会社D、 管

理会社Hで は、清掃業務を他 の専門業者 に再委託 して いた。

次に、管理入 の勤務時間を本社 の社員 と比較 してみ ると、特 に夫婦の住込管理

を している場合、居住者が共同住宅を留守 に してい ることが多い昼間の時間帯 を

勤務時間か らはず し、居住者 と接触 しやす い時間帯 に勤務時間を設定 して いる管

理会社 もあ った。

通勤型、巡回型 における管理人の勤務時間は、本社 の社員 と変 わ らない。巡回

型 の管理人は、月に4回 か ら6回 、週に3回 住宅を巡回す るなど管理委託契約 の

内容で、勤務時間が異なっている。管理人の採用 は、定年退職 した人を60才 で

嘱託社員 として雇用 し、5年 間勤務 したのち、65才 を定年 とす るところが多 い。

定年以後 は、管理人の勤務能力次第で雇用 を延長す ることもある。
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表3-5管 理 人 の 管 理 形 態 別 内 容 及 び 本 社 員 の 担 当 業.務

管理人/企業 管理会社B 管理会社C 管理会社D 管理会社E 管理会社F 管理会社H

住

込

適正規模 100戸 以 上 100戸 以上 100戸 以 上 100戸以上 100戸 以 上 100戸 以 上

管理住宅 12住 宅 35住 宅' 12住 宅 119住 宅 73住 宅 9:00,10:00

P.M.夜 回 り勤 務時E6, 8:30-20:00 7:00-22:00 9:00-17:00 8:00-17:00 8:30-17:30

その他 給与月25万円 実 働7.5時 間 4人 外注 9:00-18:00 150戸以上

清掃人派遣

24時 間体

制

通

勤

適正規模 100戸 以 下
一

60-70戸 70戸 位 80戸 50-100戸 50-ioo戸
ノ

管理人数 2人 ・35人 30人 44人 86人 /
動務時慶 9:00-17:00 9:00-18:00 9:00-17:00 9:00-18:00 9:00-17:00 i
そρ他 日曜休日 日曜休日 夜無人管理 / i

巡

回

適正規模
一

6-155P していない

60戸 以下

は無人管理

20戸 40戸 50戸 以下
一

40-SO戸 .

管理人数 3人 4人 24人 30人 i
その他 9:00-17:00 10住宅管理 月4-6回巡回 2住 宅/人 i

清

掃

員

管理人数 17-18人 業者へ外注 12-13人 9人 157人 業者へ外注

勤務時間 9:00-17:00 9:30-17:00 9:00-17:00 3-4時 間 月1回 再委

託常清掃

i
その他 / i

一
120-150戸 週/隔 日/月 20万円/月

その他 技術員は補修

関係の点検を

契約する。管

理人は、62

才定年で延長

は2年 まで

技術員15

人が月1-

3回 巡回。

管理人は清

掃を兼務。

殆ど直営だ

が20住 宅

のみ再委託

緊急時に信

号を送るよ

う系列会社

に再委託。

清掃は清掃

会社へ再委

託

50戸以下は

夫婦住込で

女性のみ採

用(10人)。

管理人は現

地で会計業

務を実施

休臼は集中

管理(24

時間体制〉

。管理人は

60才 定年

で65才 ま

で延長が可

能

年末は本社

の社員と夜

廻り。管理

人は清掃が

主な業務。

日曜と祭日

は休み

本

社

員

業務担当

件数

男網γ入、女

10件/人

事務20人 で7

.5{制 大担 当

男8件/人 、

女8件/人

15-16件/人 15件/人で

会計19件/

1514γ人

勤 務 時ru, 9:00-11:00 9:00-18:00 9:00-18:00 i 8:30-17:30 9:00-17:00

休日

/ /
土曜月1回

休み / /
日曜 、祭 日

は休 み
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3.委 託管理費 の算定方式 について

管理費には、管理会社が分譲時 に見積 もる初期 の管理費 と、管理開始後 の管理

費の2種 類がある。 ここでは分譲時の管理費 にっいて、聞取 り調査 した各管理会

社 の委託管理費 の算定方式 を事例 ごとに述 べる。

(1)管 理会社A

商社 の不動産部門が分譲 した中高層分譲共 同住宅を管理す るために設 け られた

管理会社であり、管理会社 の成立過程 か ら分類すると、不動産系 にあてはまると

いえよ う。

管理会社 の規模 として は大 きいが、菅理組合 に対す る事務管理業務 は、大 まか

である。 しか し、現場 の管理人に対 しては、居住者への対応などきめこまかな教

育を行 っている。

管理手数料 は、住戸数100戸 を基準 と して月当 り15万 か ら16万 円 として

おり、委託管理費 の積算については、計算の方法が大 まかであ った。その理由は、

住宅 ごとに管理経費を見積 もれば、管理会社 の経営が赤字 になるためである。管

理戸数が多いので、単管理組合でな く管理 している住宅全体 として利益が得 られ

た らいいとい う考 え方であ る。

(2)管 理会社B

商社 の不動産部門が不動産会社 として独立 し、本社が分譲 した中高層分譲共同

住宅等 を管理す るために設置 された会社であ り、不動産系 に分類 されよう。

この管理会社 では、管理手数料 の考え方 に2種 類 ある。

一 つは
、① 月額1,200円/戸x住 戸数で積算す る方法であり、 もう一つは、②

月額2,000円/戸 ×住戸数で積算す る方法である。 この二っの方法の違いは、住

戸の規模 によるもので、100戸 未満の場合は、②の式 による。

委託管理費 は、月額 の人件費で算出 し、 きま った積算 の方式 はない。

基本 は、月額住込夫婦型:40万 円+本 社業務の担 当者費8万 円

巡 回型、通勤型:25万 円+本 社業務の担 当者費8万 円

清掃人が1人:17万 円
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本社業務 の担 当費8万 円の算出根拠 は、本社業務 の担当者1入 に対 し月額60

万円の経費がかか り、1人 当 り8団 地 を担当 していることか ら算出 され る。

この管理会社 は、管理組合の要望のままに、修繕積立金力1不足 した時には、修

繕積立金 の種類を増や して、大規模修繕のために、その資金の増収を計 る等を行

な っている。管理組合の要望があれば、す ぐに管理 の方法 を変更 している。

この本社業務の担当者 は、親会社である商社か ら出向 してきている人が多 い。

(3)管 理会社C

不動産業 を営む親会社 の分譲 した住宅を管理 してい るので管理会社の中で も管

理戸数 の多 いところの一 つである。管理会社 の成立 の過程か らは不動産系 に分類

される。

委託管理費 は、管理原価、一般管理費および管理報酬の和で算出 される。その

管理単価 の算出方法は、過去2年 間の平均で計算す る。

表3-6に 示す ところの委託管理費 の算出事例 は、1986年4月 か ら1988年3月 の

2箇 年間のC社 の平均管理単価を用いた ものである。

住戸規模数19戸 、1棟 、RC造 、平均住戸 の専有床面積83.74㎡ 、 とい う建

物の概要 の例は、全面委託(管 理人常駐型)の 管理方法の比較的高級 な共同住宅

のタイプの ものである。ただ し、 この表 における一般管理費 とは本社経費 に該 当

し、管理報酬 とは管理手数料に該 当 している。

この例では物件費、保守費の別途実費 を除いた、月額の合計金額 である617,300

円が委託管理費 といえる。戸当 りに して平均32、500円/月 、延床面積の㎡当 りに

すると平均388円/月 である。

管理会社Cは 、管理会社の中では大規模であ り管理戸数 も多 い。管理費 とい う

のは、分譲時 に管理会社によって算 出された額がそのまま決定 され るわけでな く、

附近の共同住宅の管理費 と比較 し、金額の設定 を している。
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表3-6C社 の委託管理費の積算方法の例

1)人 件 費 907,749円

事務員(組 合運営の担当事務員) 44,568円

技術員(建 築設備担当技術員
および日勤設備員)

309,963円

管理入(支 配人および現場作業員) 553,218円

2)物 件 費 (別途実費)

備消品費(事 務用品、点検工具、
消耗品類など)

共 用 灯 取 替 費

3)保 守 費 〈別途実費)

給 配 水 設 備
消 防 設 備
昇 降 機 設 備
電 器 設 備

4)清 掃 費 187,200円

5)経 費 91,251円

交 通 費 、車 両 費 44,751円

通 信 費 30,600円

雑 費 15,900円

6)一 般管理費(管 理原価 ×15%) 180,810円

7)管 理報酬(管 理原価 ×5%〉 60,290円 合

注:管 理原価 とは、人件費、物件費 、保守費、清掃費 、

経費 の和で算出す るもの とす る。

9

(4)管 理会社D

旧財閥系の関連企業 である不動産会社が分譲 した中高層分譲共同住宅等 を管理

す るために、管理部門が独立 して管理会社 となったところである。

管理会社Dに おける委託管理費 の算 出の方法は、間接経費 と人件費で決め られ

てい るが、共同住宅 によ りば らっいているとのことだ。詳 しいことは企業秘密 の

ため、答え られないと回答 している。
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(5)管 理会社E

ビルの清掃業 として管理会社が成立 し、その後 に中高層分譲共同住宅へ業務を

広げた ところであり、 ビル管理業系 といえよ う。

マネー ジメン ト料(こ の管理会社での管理手数料をい う、,調査時 は121円/㎡)

と、管理手数料以外 は実費であ り、現業員の人件費、建物 ・設備の保守費 と直接

物件費である。管理手数料 は、値上 げが困難 なので物価 にスライ ドさせて、基本

料+戸 数 ×121円/㎡ で決めている。

この管理会社で は、管理方式を委託管理方式 と、MS(マ ネー ジメン ト・スラ

イ ド)方 式 に分 けている。

委託管理方式 は、1967年 頃か ら始 めた従来の人件費 、建物 ・設備 の保守費 と直

接物件費の合計 に、15%を 乗 じた ものを、本社経費 と管理手数料 とした もので

ある。

MS方 式 は、1973年 頃か ら管理組 合 と相談 して先 に管理手数料を決め、委託管

理契約書の中で、 自動的に物価上昇 とともに値上げす るよ うに した ものである。

この管理会社 における、管理戸数全体 の2割 がMS方 式であった。

ここは、 ビルを請負契約 で管理する ことか ら管理会社 として成立 していたため

に、中高層分譲共同住宅では管理委託契約 あり、 さらに複数の区分所有者が存在

するために区分所有者 に対す る対応に時間を要 し、 ビルの管理 よりはるか に住宅

の管理 は手数がかか り、管理が困難 とのことであった。

そ して管理組合 ごとに管理組合の会計が黒字 になるように管理会社を経営 して

いる。管理組合の会計が赤字 に転落 した場合、管理費の値上げをす ぐに管理組合

が認めない時 は、管理委託 され るのを取止 めている。

(6)管 理会社F

設計 、施工一貫方式 の総合建設業者で、分譲主で もある。分譲 した中高層分譲

共同住宅 を管理す るために、管理会社 が設立 されたタイプであ り、建設業系 とい

えよう。 この管理会社 の社員 は短期間で親会社 や他 の子会社へ出同 し、管理会社

での勤務年数 は長 くはない。
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この管理会社 は、管理費 の算定方式 を作成 した ところで管理組合 ともめるだけ

であ り、作 っていないと回答 している。

管理会社Fが 管理 しているあ る事例の委託管理費の積算方法を次 に示す。 ここ

で いう管理手数料 は、入件費,保 守費,直 接費の総額 に12%を 乗 じた ものであ

る。

表3-7F社 の委託管理費の積算方法の例

〈住宅の建物概要 〉

住戸数 共 同住宅、121戸 、3棟 、RC造 、8階 建て、

敷地面積3,913.80㎡ 委託管理費:合 計667,175円/月

延床面積7,827.32㎡ 委託管理費:戸 当 り460円/月

建築面積1,346.67㎡

委託管理費 の計算基準 は次 のよ うに している。

委託管理費=① 事務管理業務費(直 接人件費 イ+直 接費用 ロ)

+② 管理員業務費(直 接人件費ハ+直 接費用二)

+③ 清掃業務費

+④ 設備管理業務費

+⑤ 管理手数料[① か ら④ の合計 ×0.12]

直接人件費イ=

(1住 戸当 り)

1月 当 りの推定 人口×1人 当 り平均月額人件費

直接費用 ロ=

(1住 戸当 り)

直接費用総額

委託管理総戸数

委託管理戸数

直接人件費ハ=(住 込管理員 の給与+清 掃要員 の給与+賞 与引当て金

+退 職 引当て金+法 定福利費+福 利厚生費+通 勤交通費)

直接費用 二=単 価300円 ×戸数+基 本料
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ここは、中高層分譲共 同住宅 の企画,開 発,販 売,管 理,修 繕 など住宅にかか

るすべての業務を系列会社で一貫 して実施 している。住戸の販売時 に設定す る委

託管理費の算定 に対 して、最 も整 った様式を作成 している管理会社である。管理

開始後 は、一っの管理組合 との間でのみ経営が黒字になるよ うに考えていない。

管理 している住戸数全体で黒字 にな りよ う経営 してい くと唾 う考 え方であ る。

(7)管 理会社G

総合建設業者の管理部門が独立 して管理会社を設置 した ところであ り、管理会

社の成立過程か らいえば、建設業系 と分類 され る。

この管理会社 も管理費の積算方式を作 ったところで管理組合 ともめるだけであ

り、管理組合に通用 しないので作 っていないと回答 している。中高層分譲共同住

宅の管理 は利益が少ないそ うである。

ここは、扱 っている管理戸数が少 な く、系列 の分譲会社の販売 した住宅だけ管

理 して、中高層分譲共同住宅の管理 に消極的な態度が見受 けられ る。

(8)管 理会社H

中高層分譲共同住宅 の管理を専業 としている、管理専門の会社であ り、企業の

成立の特色か ら、管理専業 と分類で きよう。

委託管理料 は戸数規模 と管理人の勤務形態により異 なる。本社経費 は人件費、

保守費、直接費 の15%で ある。管理費は、駐車場収入 のあるところで年間60円

/㎡ 以上で平均 は112円/㎡ である。委託管理料 は人件費が主で、管理人 の仕事

の内容である管理の仕様で決まるとのことである。 しか しこの管理の仕様は、管

理委託契約書で、詳細に取 り決め されているといえないとい う問題がある。

管理戸数が少ないと利益が出ないけれど、企業 と して は管理戸数が5,000戸 か

ら6,000戸 にな って経営的に黒字な った とのことである。

委託管理料は、2年 ごとに改定 して年間3%の 物価上昇 を見込んでいる。管理

方法を表3-sの よ うに5種 類に区分 している。管理戸数 によ り適切な管理方法

を管理会社で定めている。戸数が少ない場合や夜間の事故 に対応で きるよ うに無

人管理 の方法 も導入 してい る。
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ここは、不動産を扱 っている系列会社を持たないので、管理内容を高 めること

で管理戸数を増や さなければな らない。調査 した管理会社 の中で最 も管理技術や

管理 の手法の開発 に熱心で、積極的な企業努力が感 じられ る事例であ る。

委託管理費 の算定方式は、以下の とおりであ る。ただ し無人監視 システムの費

用 は、最少の設備費 であ り、緊急対応費を含む。

委託管理費=[派 遣人件費(管 理人給与+清 掃人給与)+付 帯給与(交 通費+賞

与引当金+退 職引当金+法 定福利費+被 服厚生費+収 支管理代行

費+管 理業務費+器 材消耗品+巡 回点検費+巡 回清掃費+無 人監

視 システム]× 本社経費(15%)

表3-7管 理戸数別管理方法

管 理 戸 数 管 理 方 法

① 管理戸数40戸 まで 巡回管理1人
週2日3時 間程度
無人管理 システム

② 管理戸数40戸 か ら60戸 以下 管理員隔 日勤務
無入管理 システム

③ 管理戸数60戸 か ら100以 下 管理員 日勤1人
無人管理 システム

④ 管理戸数60戸 か ら100以 下 管理員 日勤1人,清 掃員1入
無人管理 システム

⑤ 管理戸数100戸 以上 管理員夫婦住込,清 掃員1人
無人管理 システム

(9)(社)高 層住宅管理業協会 の算定方式

業界 の団体である(社)高 層住宅管理業協会に加盟 している管理会社が参考 に し

ている委託管理費 の積算方法 は次 のとお りである(文107)。

委託管理費=事 務管理業務費[直 接人件費+直 接費用]

+管 理手数料[管 理会社の業務経費+附 加利益]
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管理会社 の業務経費 は(3)の 式,附 加利益 については(5)の 式で算出 される。

a.事 務管理業務費の算定方式

1)直 接人件費
推定人工数(1月 当 り)× 人件費(1入 当 り平均月額)

直接人件費=

(円/戸 ・月)

直接費用=

(円/戸 ・月)

b.管 理手数料

管 理 委 託 総 戸 数

2)直 接費用
直接費用総額(1月 当 り)

(1)

管理委託総戸数

管理会社 の業務経費=

(円/戸 ・月)

2)附 加利益

1)管 理会社の業務経費
管理会社の業務経費総額(1月 当り)

(2)

管理委託総戸数
(3)

適正附加利益率 を算 出 し、委託業務 の売上相当額を乗 じ、1住 戸1月 当 りの附

加利益額を算出す る。 ちなみに適正附加利益率 の算定 は次 の式 による。

標準総資本利益率
適正附加利益率=

総資本回転率

諜 綿 器+曙 議 塁 適正附加利益率
附加利益=

(4)

(円/戸 ・月)
管 理 委 託 総 戸 数

一一一一一一一一一(5)

(10)韓 国の 「共同住宅管理令」における管理費の算定方式

韓国の 「共同住宅管理令」を もとに管理費のモデル値を算出す る(文117、118、

119)。 これは年間の管理費 を推定 し、月当 り,延 床面積当 りで費屠 を算 出 し、

それを当該住戸専有床面積 の月額 として計算する方法である。
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年間の推定管理費
当該住戸月別管理費= ×当該住戸専有床面積

12箇 月×総延床面積

(11)ま と め

以上のよ うに、委託管理費 は管理組合が管理会社へ委託す る内容 によ ってその

金額が異 なる。 また委託管理費 の構成 の費 目 も異 なっていることがわか った。

委託管理費の算定 に方式 を決 めているのが4事 例、経験 的な算定 は4事 例であ

る。管理手数料 は、人件費 、直接費(物 件費、保守費)、 清掃費 を合計 して、そ

の額 に15%か ら20%を 乗 じて算出 していることが明 らかにな った。

このように委託管理費の算定に統一 的な基準がないことがわか った。

「中高層分譲共同住宅管理委託契約書」(文4)の 分類を利用 して、調査事例 の

委託管理費 の構成費 目をまとめると次のようになる。

委託管理費 事務管理業務費

目理人業務費

清掃業務費

設備管理業務費

呂騰 料τ 灘 費

図3-4委 託管理費を構成する費 目

4.管 理会社 の修繕積立金への対応

ここでは管理会社が修繕積立金 の金額の設定を どのよ うに しているのか、修

繕積立金 をどのように考えているのかを、管理会社の聞取 り調査か らま とめる。

修繕積立金 の問題 には、修繕項 目を設定 して修繕費の計算をす るとう算出方法

の問題 と修繕積立金 の金額 の決定 とい う問題がある。そ して修繕積立金 の積立方
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式 には、定額積立方式 と段階積立方式がある。本研究では定額積立方式 で検討 を

行 なった。

管理会社による修繕積立金を見積 りす る時期 は2通 りある。一っは、管理を委

託 される予定の管理会社が、修繕積立金をあらか じめ積算 して分譲業者 に伝え、

その額 を参考 にして分譲業者が中高層分譲共同住宅 を販売す る時 に初期 の修繕積

立金を設定す る場合である。

もう一っは、修繕積立金 の額が将来の大規模修繕 に際 し、修繕費が不足す るこ

とが予想 され るために修繕積立金を値上げする目的で、その算出を管理組合か ら

管理会社 に依頼 され る場合である。

以下、その両方の時期に分 けて、修繕積立金 に対す る管理会社の対応 を事例 ご

とに検討す る。

(1)管 理会社A

現在、住戸の販売時 に戸当 り10万 円を区分所有者 か ら修繕積立金 の一時金 と

して徴収 している。そ して、初期の修繕積立金を戸当 り月額1,000円 か ら1,500円

に設定 して、毎年値上げ してい く。 その理由は、管理費 より修繕積立金 は値上げ

が容易であるか らである。修繕積立金 は、建物の修繕 に要する費用であるか ら修

繕をす ると居住環境がよ くな ることに直接っなが り、建物の資産価値が上がるの

で修繕積立金の値上げは区分所有者 にとって納得 しやすいと考えてい る。

住宅 の販売時 に一時金で修繕積立金を徴収す るのは、多額 の住宅購入費に紛れ

て、10万 円という修繕積立金 の基金だ と購入者 に負担感を抱かせないためであ

る。

しか し、管理費 はその委託管理費 とい う直接 に管理会社の利益 にかかわ る費用

であるか ら、必要額 を算出 し設定 している。

管理会社 は、管理費の額の設定 ほど修繕積立金 に関 して、その適正 な金額の設

定に熱心ではないよ うである。

(2)管 理会社B

この管理会社は、修繕積立金を 「特別積立金」と 「修繕積立金」に分けている。

「特別積立金」は、長期修繕計画で定 めている外壁塗装、屋根防水 、給排水管
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の取替 などの大規模修繕を実施す るための費用である。

「修繕積立金」 は、それ以外 のテレビ共聴 アンテナの新設等のやや大 きい工事

を実施す るための費用である。

このように修繕積立金を2種 類持 っ場合 は、それぞれの修繕積立金で実施す る

修繕項 目を、あ らか じめ管理規約で定 めてお く必要がある。、

将来の修繕 に対応す るために、管理会社 は、初期の修繕積立金 の必要額を算出

している。 しか し、分譲会社がその算出額 を低 く設定 して住戸の販売 をす るので、

管理開始後 に修繕積立金を値上 げせ ざるを得ない と、管理会社 は回答 してい る。

2種 類の修繕積立金を設定 して いるのは、修繕積立金 の値上 げにっいて区分所

有者 の合意が得 に くいので、名称 を変 えた修繕積立金を設 けたのである。 この方

法 は弘修繕積立金を値上するための方便だ と考え られ る。

(3)管 理会社C

管理開始後1年 以 内に通常10年 間の修繕計画を立案 して、 それに基 づいた修

繕積立金を算出す る。主な修繕項 目は、建築関係が屋根防水工事、外壁塗装、鉄

部塗装であ り、設備関係は、ポ ンプ工事、配管工事である。

建物 の定期点検 は、月に2回 この管理会社 の社員である建築担当の技術者が巡

回 している。

(4)管 理会社D

修繕積立金は、通常 の修繕積立金の他 に複数棟の ときは棟別積立金を別 に徴収

している。 しか し1960年 以降か らは規模 の大 きい複数棟の場合 は、分譲 時に修繕

積立金基金 として戸当 り10万 円か ら15万 円を徴収 している。

そ して建築後3年 か ら5年 位 た ってか ら建物診断 を自社で実施 し、20年 間位

の修繕計画を管理組合 に提案 している。

(5)管 理会社E

月に1回 か ら3回 住宅を巡回 して点検す るなど建物診断 を して いる。 しか し住

宅の管理方法 と同 じよ うに初期 の修繕積立金 の額は親会社である分譲業者が決 め

ている。

(6)管 理会社F

この管理会社は、竣工後2年 以内 に、で きれば1年 以内に修繕計画書を作成 し
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て管理組合へ提案 している。 その修繕計画の期 間は、20年 か ら25年 位である。

自社 の施設管理部に4人 の建築、水道、電気担当の技術者を要 し巡回点検 を実

施 して、その点検 の結果 に基づいて系列会社へ工事の発注を してい る。

巡回点検の結果、必要な場合は修繕計画書を修正 してい る。その後 、修繕積立

金を見 直 して値上 げ してい る。

分譲時 に、積立金基金 と して戸当 り1,000円/㎡ か ら1,500円/㎡ を徴収 してい

る。住宅 の購入者 に負担感を抱かせないように調査時 においては、大体10万 円

までにその額 を押 さえているとのことであった。現在、積立金の基金 は20万 円

ほどにな っている。初期 の各戸徴収の修繕積立金を分譲会社へ提案す るが、見積 っ

た金額の とおりに修繕積立金が決定 したことはな く、いっ も低めに決 まる。

そあため住宅の管理開始後す ぐに管理会社 は、修繕積立金 の値上げを管理組合

に提案せ ざるを得ない。 このように修繕積立金の徴収額 は、維持管理上 の問題 よ

り、販売上の戦略 として決定 されるようである。

(7)管 理会社G

戸当 りの管理費、修繕積立金を積算:して管理会社 は中高層分譲共同住宅の分譲

主 と交渉す る。 しか し住戸を販売 しやす くするために事業主側の初期 の管理費、

修繕積立金 の額 を押 さえたいとい う要望 か ら、初期 の費用 は実際の必要額よ り低

くなりがちである。

したが って住宅の管理開始後す ぐに管理会社 は、管理組合に対 して管理費 、修

繕積立金の値上 げの交渉をせ ざるを得ないとこの管理会社 も述べて いる。

(8)管 理会社H

修繕積立金 は、修繕計画 の案 に基づいて積算す る計画修繕費であるので、建物

診断のたびにこの管理会社 は修繕計画を修正 しzい る。そ して管理費な どの余剰

金 はすべて修繕積立金 と して積立てるよ うに管理組合を指導 している。

この ことは、修繕積立金 の値上げは、区分所有者 の合意が得 に くい中で、修繕

積立金 を積立て る一っの容易な方法であ るためであろ う。

しか し管理費 は、 日常の管理 を行なってい くために要す る費用 とい う性格を考

えると、管理費の会計上余剰金があるか らとい って修繕積立金 の会計へすべて繰

入れ ることは、決 して望ま しい ことではないと考 える。
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(9)ま と め

以上、明 らかになったことは次 のことが らであ る。

(1)初 期の管理費 、修繕積立金は、管理会社が算定 している。 しか し販売上の問

題か ら維持管理費を分譲業者 が低額 に設定す ることが多.い。 したが って将来

の大規模修繕 に際 し修繕費が不足するので、住宅の管理開始後す ぐに修繕積

立金の値上げを管理会社 は管理組合に提案 しなければな らない。

(2)修 繕積立金の徴収方法は、住宅 の販売時に修繕積立金基金 として、調査時点

において戸当 り10万 位を徴収 し、月額 の各戸徴収額 を低額 に してい る。 こ

れは住戸購入者 に修繕積立金に対す る負担感を抱かせないために有効 な方法

であるといえ る。

ただ し修繕積立金の場合、管理開始後かな り年数が経過 してか らの修繕 の場

合、積立てる人 とその恩恵 を受 ける人が異 なることがある。そこで住戸 の購

入時に修繕積立金基金 として、再建築費 まで徴収す ることには無理があ ると

考え られ る。

(3)修 繕積立金 の値上 げに関 して区分所有者 の合意が得 に くいので、名称の変 え

た修繕積立金を作 り、実質上 の値上げを勧めている管理会社がある。 これは

修繕積立金 の値上 げのための方便である。

(4)管 理費 の会計 の余剰金をすべて修繕積立金の会計へ繰入れることを管理組合

に助言 している管理会社がある。 しか し管理費 とい う費用 の性格か らいえば

必ず しも望 ま しいことではない。

5.コ ーポにおける管理費 と修繕積立金の決定 と改定

ここでは、管理組合の活動 が活発 な事例であるコーポを対象 として、管理費 と

修繕積立金の決定 と改定方法にっいて述べる。

(1)管 理 費 につ い て

図3-6に 示 す よ うにTコ ー ポ と、Gコ ー ポの管理 費 は月額2,000円/戸 程 度

で あ る。Rコ ー ポは駐 車場 の料 金 収入 を管 理 費会 計 に繰 り入 れて い るの で、徴 収
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図3-6各 戸徴 収 管理 費 の峰年 変化

表3-9、 管 理 費 の 決 定 方 法

住 宅 原案作成者 金 額 決 定 の 基 準 反対意見にっいて

Rコ ー ポ 住民全員
組合運営費や共同生活費など
に必要な金額 を考えて

.鉦
'● ●、

Uコ ー ポ 理 事 会 専門家及び建設組合時代の資料収集
によって

無

Gコ ー ポ 自治会の役員
組合運営費や共同生活費など
に必要な金額 を考えて 、 無

Tコ ー ポ 住民全員 組合運営費や共同生活費など
に必要な金額を考えて 無

表3-10管 理 費 の 改 定'

住 宅 改正の有無 金 額* 改正年月
原 案
作成者 金額の決定基準

反対意見
の 有 無

Rコ ー ポ 有 500～1300円 S57 理 事 物価上昇を考
えて

無

Uコ ー ポ 無
一

Gコ ー ポ
ー

有 1500～2000円 S57
自治会
の役員

物価上昇を考
えて ,無

Tコ ー ポ

ー

有1回 め 2000～3000円 S54 全 員 漿 弄事舞 無

2回 め 2000～3000円 S56 全 員
修繕積立金を
値上げしたので

無`

*金 額 は 改 定 額 を 示 す 。
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す る管理費 は低額 で1,300円/戸 である。T、G、Rの 各 コーポは低層および中

層であるが、Uコ ーポは高層でエ レベーターの設備があり、電気代や保守 ・点検

費用 を要す るために、月額8,000円/戸 と高額である。

管理費の中で多 くの割合を占めるのは委託管理費(全 面委託の場合)で あるが、

コーポは住宅規模の小 さいのが多 く、ほとんどの場合、管琿 の方法 は区分所有者

の 自主管理 による相互分担型である。そ して徴収す る管理費 の金額 は、表3-9

に示すよ うに区分所有者で決定 しているが、 コーポを手が けた組織 も相談にのっ

て いる。

管理費 の改定にっいては、物価上昇や修繕費 の不足 を予測 してスムーズに引上

げていることがわか る。表3-10の とお り管理費 の改定 は、区分所有者の間で

充分 に相談 した上で管理組合の総会で決議 しており、反対意見は出ていない。住

戸規模が小 さいため、反対意見 は出 しに くいとい う面があ るか も しれないが、住

民 の意見はまとまりやすいといえる。

(2)修 繕積立金にっ いて

各戸か ら徴収す る修繕積立金 は一般分譲共同住宅では低 く抑 え られが ちで、値

上げ に対 して区分所有者の合意を得 るのは容易ではないよ うである。図3-7に

示す ように、 コーポでは初期の修繕積立金 は低額 であるが改定が、その後の改定

は容易であることがわか る。 この理由 として以下 のことが考 え られ る。

① 区分所有者同志で充分に話合 う下地 が作 られていること。

② 修繕 に関 して相談者がいること。

③ 戸数が少 ないので意志疎通 を しやすいこと。

④ 日常的 に清掃 な どで顔を合わ していること。

⑤ 協同建設組合の時か ら入居者の性格や収入 まで も知 り合 っている。

表3-11に 示す とお り、初期 の各戸徴収の修繕積立金の額 は区分所有者が、

原案 を作成 している場合が多い。Uコ ーポ とTコ ーポでは、設計事務所が長期修

繕計画の原案 を管理組合に提出 し、管理組合が長期修繕計画を決定 してい る。T

コーポのみ、修繕計画 に基づいて管理開始後 まもな くか ら計画的 に修繕積立金を

値上 げ している。
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図3-7.各 戸 徴収 修繕 積 立金 の経年 変化

表3-13修 繕 積 立 金 の 現 在 高

Rコ ー ポ

Uコ ー ポ

Gコ ー ポ

Tコ ー ポ

総 額8,002,000円

6,000、000円

150.000円

3,123,000円

戸当り 186,093円

300,000RJ

15,000円

390.375円
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表3-11修 繕 積 立 金 の 決 定 方 法

住 宅 原 案作 成 者 金額 決定 の基準 反対意見の有無

Rコ ー ポ 住民全員 10年後に外壁塗装を予定
し、それを計算 し考えた

無

Uコ ー ポ
都住創技術者の
意見 ・理事会

主として建築士等の専門
家の意見により考えた

●

無

Gコ ー ポ 自治会の役員
これか らの修繕を考えて
決めた

無

・Tコ ー ポ 全 員 長期修繕計画にしたがら
て必要資金を考えた

無

表3-12修 繕 積 立 金 の 改 定

住 宅 改正の
有 無 金 額* 改正'

年月 原案作成者
層

金額の決定基準 反対意見
の 有 無

Rコ ー ポ 有1回 目 2000～2500円 S57

2回 目 2500～3100円 S58

3回 目

4回 目

3100～3800円

3800～8000円

S59

S60 理 事 会
外壁塗装の見積

{ りか ら 有

uコ ー ポ 有1回 目 2500～5000円 S56 理 事 会 新聞、雑誌等の資
料により検討

無

Gコ ー ポ 有1回 目 1000～2000円 S55 自治会の役員 無

2回 目 2000～3000円 S57 自治会の役員 無

3回 目 5000～6000円 S60 自治会の役員 外壁塗装を考えて 無

Tコ 銅 ポ 有1回 目 2000～3700円 S55 住民全員 長期修繕計画から 無
ρ

必要資金を出す。
建物の レベル ア ツ
プを考えて

2回 目 3700～4700円 S56 住民全員 外壁塗装を考えて 無

3回 目 4700～7300円 S57 住民全員 外壁塗装の見積りから 無

*金 額 は 改 定 額 を示 す 。
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表3-12の よ うに修繕積立金の値上 げに対す る反対意見は、Rコ ーポにおい

てのみ一件あ った。それは、外壁塗装時に不足す る修繕費 の調達方法 につ いて臨

時徴収をす る方がいいのか、それ とも月々修繕積立金の徴収額 を引上げた方が家

計への負担度が少 な くていいのかい という問題であ った。 これにっいては、毎月

の修繕積立金 の徴収額 を値上げす ることで決着 している。

Tコ ーポの大規模修繕 における資金調達 の方法は、月額 の値上げと年2回 の臨

時徴収を併用す ることであ った。表3-13に 、現在の修繕積立金 の累積額を示

した。 コーポによって、戸 当 り1,500円 か ら390.000円 と大 きな差があることがわ

かった。

6.ま と め

以上の ことか ら、調査対象 の管理会社 における委託管理費の算出方法 および修

繕積立金の考え方 や修繕積立金の値上げに対す る管理組合への提案の仕方 につい

て若干の ことが明 らかになった ことと、区分所有者が管理主体で あるコーポ住宅

において維持管理費 の設定 と改定 の方法 について明確 にな った ことをまとあ ると

次 のとおりである。

(1)管 理費 は、委託管理費の算出に際 し、数式による算定方式 を用いているのが

4管 理会社 、経験的な算定方式を採用 しているのが4管 理会社であ った。数

式 による算定方式を用いている委託管理費の積算方法は、算出根拠 が明快で

あ り、その算出方法 は次のよ うに二種類 に分かれる。

a)一 っは、委託管理費の構成 を、① 人件費、② 物件費、③ 保守費、④ 清

掃費 、⑤管理手数料 として、最後 の管理手数料 を① か ら④ を合算 してそれ

に20%を 乗 じるか、12%を 乗 じるか、 もしくは15%を 乗 じて算 出す る方法

であ る。 この委託管理費を算出する方法では、多 くの住宅戸数 を管理 しな

いと各住宅の管理経費の採算が とれないこと、各住宅において管理手数料、

本社経費がかな り異な ることが特徴 としてあげ られる。

b)も う一っは、戸当 りの管理手数料 を先 に決めておいて、それに住戸数を乗

じて算出す る方法であ る。その後で、① 人件費、② 物件費、③ 保守費、
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④ 清掃費 を合算す る。 この経験的な算出の方法は、管理会社 の経営面 か

らも合理的であるといえないだ けでな く、管理組合の側か らは、管理費 の

算 出に対 して科学的でないといえよ う。

(2)中 高層分譲共同住宅の初期 の管理費 、修繕積立金は、管理会社が、あらか じ

め積算 して分譲業者 に伝える。 その額を参考 に して分譲業者が中高層分譲共

同住宅を販売す る時の金額、す なわち初期の管理費、修繕積立金を見積 もる。

しか し、販売上 の問題か ら維持管理費を低額 に設定す ることが多い。 したが っ

て、将来の大規模修繕 に際 し修繕費 が不足す るので、住宅の管理開始後す ぐ

に修繕積立金の値上げを管理会社 は管理組合に提案 しなければな らない。 ま

た修繕積立金 を値上 げす るために管理会社は、大規模修繕費 の算:出を管理組

合か ら依頼 されることも多 い。

(3)修 繕積立金を積立てる方法 と して、次の3方 法が分譲業者 と管理組合へ提案

されていた。

一っは、住宅の販売時 に修繕積立金基金 として戸 当 り10万 位を徴収 し、月

額 の各戸徴収額を低額 にす る。 これは住戸購入者 に修繕積立金 に対す る負担

感を抱かせないために有効 な方法であるといえる。

もう一 っは、修繕積立金 の値上 げに関 して区分所有者 の合意が得に くいので、

名称を変 えた修繕積立金を作 り、実質上 の値上げをす る。 これ は修繕積立金

の値上 げのための方法 としか考 えられない。

最後 に、管理費の会計の余剰金 をすべて修繕積立金の会計へ繰入れることを

管理組 合に助言 している。 しか し管理費 とい う費用の性格か らいえば必ず し

も望 ましいことではない。

(4)管 理会社 は、委託管理費の算定 において、管理 とい うサー ビス提供 に対す る

対価 としての委託管理費 を科学的的に算出 しよ うとしない等、管理 に消極的

な ところが多いことがわか った。

(5)コ ーポ住宅において、区分所有者 は相談を して管理費 と修繕積立金の各戸徴

収額を決めている。 またその改定 の場合 もスムーズに値上げ している。 この

理 由としては、① 区分所有者同志で充分 に話合 う下地が作 られていること、
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② 修繕 に関 して相談者 がいること、③ 戸数が少ないので意志疎通 を しやす

いこと、④ 日常的に清掃な どで顔 を合わ していること、⑤ 協同建設組合の

時か ら入居者 の性格や収入 まで も知 り合 っていることな どが考え られ る。

以上 のように、委託管理費 の統一基準を作 って も管理組合の理解が得 られない

こと等 を理 由にして、調査対象の管理会社 における委託管理費の算出の方法 およ

び住宅の維持管理 に要す る費用の算出方法 にっいて統一的な基準がない場合が少

な くないことが明 らかにな った。

なお、コーポラテ ィヴ住宅 においては、管理費,修 繕積立金 ともに改定、すな

わち値上 げもスムーズに実施 されている。居住者か らの コ ミュニテ ィ形成が、そ

の大 きな要因 と思われ、今後 の一般の分譲共同住宅における区分所有者間の コ ミュ

ニテ ィ育成 の方策 を示す ものと して注目すべ きと思われる。
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第4章 諸外国における維持管理ための組織と管理の実態

本章 は、韓国,ア メリカ,香 港,イ ギ リス,旧 西 ドイツ,フ ランスとイタ リア

の中高層分譲共同住宅 と主要な管理会社 を訪問 して、維持管理に関する実態調査

を実施 した結果をまとめた ものである。諸外国の中高層分譲共同住宅の維持管理

の方法 にっいて、我 が国の管理会社 のそれ と比較 しなが ら類似点 と差異点 を明 ら

かにする。なお、旧西 ドイッは、1990年11月 に ドイッ連邦 となったが、調査時点

の国名は西 ドイッであったので旧西 ドイツとして使用す る。

我 が 国 に中高層 分譲 共 同住 宅が建 て られ るよ うにな って約30年 にな るが 、 ア メ

リカにお いて は1965年 か らニ ュー ヨー クで建設 され、 ヨー ロ ッパ に おいて は 、19

50年 代 に一般 化 した とい うか ら、 中高層 分譲 共 同住 宅 の歴史 は古 い もので は ない。

アメ リカ にお ける分 譲共 同 住宅 の種 類 は、大 き く3種 類 に分 け られ る。

一 っ は、 コー ポ ラテ ィブハ ウ ジ ング(cooperative)で あ り、 ニュー ヨー ク、 ワ

シン トンな どの東部 地域 には、 この形 態 の共 同住 宅が多 く、組 合所 有 の住 宅 であ

る。 コー ポ ラテ ィブハ ウジ ングの入居 者 に は住 戸 の所有 権 が な く、利 用 権相 当の

株 を取得 す る形態 といえ る。

も う一 っ は、 コ ン ドミニア ム(condominium)で 、 区分所 有者 が建物 の一 住戸 を

専 有 し、土 地 お よび共用 の建 物 を全員 で共 有す る形 態 で あ り、 これが我 が 国 で い

う中高層 分譲 共 同住 宅 に該 当 す る。

あ と一っ は、 プ ラ ン ド・ユ ニ ッ ト・デ ベ ロ ップ メ ン ト(pllandunitdevelopment)

であ って、土 地 と建物 にっ いて は入居 者 が所有 権 を取得 す るが、共 用施 設 は利 用

権 を持 っ形 態 であ る。

イギ リス(連 合王 国)で は、賃 貸 の中高 層共 同住宅 を アパ ー トメ ン トハ ウ ス

(apartmenthouse)と い い、分譲 の場 合 は、 フ ラ ッ ト(flat)と 呼 ん でい る。

この国 の本 島 は、 イ ング ラ ン ド,ス ッコ トラ ン ド,ウ ェー ル ズ,ア イル ラ ン ド

か らな り、 それ ぞ れが異 な った法 律 を持 って いる。
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イ ングラン ドで は、建物 だけが分譲 されるが、敷地 は分譲 されな くて、敷地 は、

99年 もしくは125年 の リース契約 の形態を とる。土地 は、主 に女王,教 会等

の所有 になっていて、個人が土地を所有するとい うことは慣習 としてないようで

あった。一方、スコッ トラン ドにおいて、 コン ドミニアムは、プール,サ ウナ,

ジムを有 し、警備体制が整 っている高級な建物のことをい う.。フラッ トと呼ばれ

る共同住宅が我が国の中高層分譲共同住宅にあたるが、フラッ ト分譲 とは、土地

の リース契約付 きであ り、土地 の所有権を分譲す る形態ではない。土地 は借地で、

永久使用権を有 し、かっ地代 は不要である。 しか し調査時には土地付のフ ラッ ト

分譲 も出現 しっっあ った。

韓 国,旧 西 ドイツ,フ ランスとイタ リアは、土地 と建物を住戸所有者全員で所

有 してい る形態であ る。

1.調 査 の 目的 と方 法

(1)調 査の 目的

現在我が国では、中高層分譲共 同住宅は都市型住居 として定着 した といえるが、

建物 の維持管理に関す る問題 は、まだ解決 されていない。

そ こで、外国ではどのよ うに建物 を維持管理 しているのかを明 らか にするため、

中高層分譲共同住宅の管理形態、管理制度および管理組織の検討を行ない、諸外

国の維持管理の現状 とその問題点 を分析 して、我が国 に取入 れるべ き管理 の形態、

管理方法 と維持管理の組織の提案 を行な う。

本章 における研究の フローは、図4-1の とおりで ある。

(2)調 査 の方 法

調査 の対 象 国 と して は 、表4-1の よ うに中高層 分 譲共 同住 宅 が多 く建設 され

て い るア メ リカ、 イギ リス、 旧西 ドイ ツ、 フ ラ ンス、 イタ リア と韓 国 の計6箇 国

を選定 した。 さ らに、高 密度 居住 で建物 の維持 管理 が あま りされ て いな い と思 わ

れ る香 港1都 市 を調 査対 象 と して付 け加 えた 。

調 査 の対象 は、 それ らの国15箇 所 の管 理会 社 お よ びア メ リカのCommunity

AssociationInstitute(略 してC.A.1),InstituteofRealEstateManagement

一121一



r`

(管理会社の聞取り調査)

唾 〉(璽 ⊃
＼ '

¥1/
'

〔諸外国の管職 ト(諸 外国の管理の鋼

、

〔諸外国の管理組織〕

L

管理関係の資格の種類
J

P,

r、

管理関係の団体
へのき取り調査

㌧ ノ

1

!(住宅の実地調司

＼

＼'

/
r 、

.r 、

維持 管理上
の トラブル

＼ ノ

〆 、

生活上の'トラブル

Lノ

r、r-

灘 豊金 塑 修繕計画.
ノ㌧

ノ、

W

〔望まし嚇 管理の鋼

図4-1 研 究 の フ ロ ー'

表4-1 調査 対 象 の管理 会社 等

国名 都 市 名 管 理 会 社 名 調 査 時 期

韓 国 ソ ウル S社 、(社)韓 国住宅事業 協会 1985.7^一1988.1

ア メi)カ ワ シ ン ト ン

シ カ ゴ

ニ ュ ー ヨ ー ク

ロ サ ン.Yル ス

L&N社 、C.A.1.・

D社

J.L.Y.社

J.C.D.R.社

1986.9^一10

香 港 九竜 M.T.R.社 1987.5

イギ リス ロ ン ド ン

ェ ジ ン バ ラ

C.L.社 、W.&C.社

S.P社

1987.9,1989.9

1989.9

旧 西 ドイツ ハ ン ブ ル グ

デ ュ セ ル ドル フ

オ ー ヘ ン バ ツ ハ

J.L.W.社

B社 、G.V.L社
●"

Mrs.Gruss.

1987.9,1989.9

1987.9

1987.9

フ ラ ン ス パ リ L.E.D.社 ・ 1989.9

イ タ リア ミ ラ ノ C社 、P社 1989.9
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(略 して1.R.E.M.)お よび韓国住宅事業協会である(表4-2を 参照)。 なお、管

理会社の選定 は、アメ リカにおいて1.R.E.M.とC.A.1.の 会員の中か ら、他の国で

は不動産鑑定士協会、 もしくは不動産協会の会員 の中か ら、代表的な中高層分譲

共同住宅の管理会社を抽 出 した。

調査の方法 は、調査対象の管理会社が管理 している中高層分譲共同住宅を現地

調査 して、管理者 と常駐管理人に対 して直接に聞取 り調査を行ない、あわせて文

献調査を実施 した。 なお詳細な点 にっいて は後 日、郵送 によるアンケー ト調査で

補完 した。

アメ リカでは、調査対象者は管理会社 の経営者、社員、不動産業者 と常駐管理

人である。 イギ リスで は、管理者である公認不動産鑑定士 と常駐管理人(我 が国

の管理人 とは職種が異な る)で ある。香港で は、管理者である公認不動産鑑定士

であ り、旧西 ドイツ、フランスとイタ リアで は、管理者であり、また管理会社の

役員を対象 とした。

韓国にっいては、大韓住宅公社、 ソウル市 にあるS管 理会社 の管理 している住

宅の現地調査および管理人に対す る聞取 り調査 と、(社)韓 国住宅事業協会のB氏

への郵送 によるア ンケー ト調査 を行な った。

調査 の内容 は、管理会社の業務,管 理形態,管 理費 の額,修 繕積立金の額,長

期修繕計画の有無 とその内容,建 物の耐久性,ト ラブルの内容 とその対応,管 理

者および住宅管理業等 の資格 と管理人の職務範囲,管 理会社 の業務内容等である。

調査期間は、1985年7月 か ら1989年9月 の5年 間にわた る。

事例調査であるので、呼称を簡略化す るため、調査対象の管理会社の名称およ

び中高層分譲共同住宅を国 ごとに総称 した場 合は、〈アメ リカ〉,〈 旧西 ドイツ〉,

〈フランス〉,〈 イタ リア〉,〈 イングラン ド〉,〈 スコッ トラン ド〉,〈 韓国〉,

〈香港 〉と表示す る。

なお、 イギ リスは、イングラン ドとスコッ トラン ドにおける管理会社 の調査で

あるが、そこでは各 々異なった管理制度、管理 に関す る法律等があ るので、

イングラン ド,ス コッ トラン ドと分 けて論 じることとす る。
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表4-2管 理 に 関 す る 組 織

日

本

ア

メ

リ

カ

韓

国

組 織

・(社)高層住宅管理業協会(マ ンション保全診断モ ンター)

・(財)マ ンション管理センター

・全国マンション管理組合団体連絡会議

北海道マンション管理組合連合会

仙台圏区分所有共同住宅管理組合連絡協議会

マンション管理組合連絡協議会

日本住宅管理組合連絡協議会

江戸川区管理組合連合会

申部分譲共有共同住宅管理組合協議会

京滋マンション管理対策協議会

関西分譲共同住宅管理組合協議会

広島マンション管理組合連絡協議会

北九州住宅管理組合連絡協議会

福岡マ ンション管理組合連絡協議会

熊本マンション管理組合連絡協議会
・埼玉マ ンション管理組合連絡協議会

・1 .R.E.M.(lnstituteofRealEstateManagement)

1933年 ～ 不 動 産 管 理 業 者 に よ って 組 織 され 不 動 産 全 般 の管 理 に関 す

る調 査 、 研 究 、会 員 研 修 、 広 報 、 出版 サ ー ビス等 の幅 広 い活 動 。

C.A.1(CommunityAssociationInstitute)

管 理 組 合 、住 宅 所 有 者 、不 動 産 業 者 、管 理 会 社 、弁 護 士 、行 政 担 当

者 な どで組 織 す る ボ ラ ンテ ィア の 団 体 。

・(社)韓 国住 宅事業協会

管理業者 の組 織で あ る。

・韓 国住 宅連 合会

マ ンシ ョン管理組 合代 表 と管理事務所 の所長 の任意団体で組織 率

30%、 現 在社団法入 に申請中(1987.10月 時点)

一124一



2.管 理組合等 の組織 と管理方法

諸外国における申高層分譲共同住宅の管理組合等 の組織 とその管理方法 を明 ら

かにす るために、管理会社に対す る実態調査 と法律 にっいては文献調査 か ら分析

を行 な う。 ここでいう管理組合等 には、旧西 ドイツの個人権利者の集 りである

「共同」(Gemeinshaft)も 含む もの とする。

各国 の中高層分譲共同住宅における管理制度 に関連す る法律 をみ ると、フ ラン

スには1938年 制定,1965年 改正の 「建物付不動産の区分所有規制を確定するため

の法律」、イタ リアには1942年 制定 の 「イタ リア民法典一共同所有関係一般規定」

(1100条 一1139条)、 旧西 ドイツには1952年 制定の 「住居所有権法および継続的

居住権 に関す る法律」、アメ リカには、1977年 制定 の 「統一共同所有不動産法」、

韓国には、1979年 制定 の 「共 同住宅管理令」,1982年 制定 の 「住宅建設促進法」

がそれぞれある(文64,65,117,11,118,119)。

なおイギ リスには、我が国の建物 の区分所有法 に該当する法律がない。そ して、

スコ ットラン ドにおけるフラッ トの管理 に関する所有者の権利 と義務 は、分譲の

際に土地所有者 との間に取交 わされるDeedofCondition(規 定証書)で 規定

され る。 またイングラン ドでは、 フラッ トの所有者 と管理会社 の間で結ばれる リ

ース契約で規定 され る。

図4-2は 、調査を実施 した国における中高層分譲共同住宅の管理組合等 の管

理組織 を図示 した ものであり、管理組織等 の形態 は次 のように大 き く3種 類 に分

類す ることがで きる。

① 理 事 会型:〈 ア メ リカ 〉,〈EI本 〉,〈 韓 国 〉

② 管理者 型:〈 旧西 ドイ ッ〉,〈 フラ ンス〉,〈 イ タ リア 〉

③ そ の他:〈 イ ング ラ ン ド〉,〈 ス コ ッ トラ ン ド〉,〈 香 港 〉

以下 、その詳細 をそれぞれの国の管理組合等の組織 にっいて検討す る。
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(1)理 事 会 型

く日本 〉:区 分所有者が集 まって管理組合 を結成 しているが、区分所有者 の

代表者 か らなる理事会が実際 の執行機関である。委託管理 の場合、管理会社 は管

理を委託 されているだけであ り、委託管理、自主管理 の管理方法 ともに、管理の

主体 は理事会 にある。区分所有者 による意志決定 は管理組合の総会で行なわれ、

管理 の代表者 としての管理者 には、理事会の理事長が就任す る場合が多い。

〈アメ リカ〉:図4-2(1)に アメ リカの委託管理 の一般的ケー スを示す。

この図は、梶浦恒男氏による 「アメリカにおけるコン ドミニアムの管理」(文68)

と筆者の現地 における聞取 り調査 により作成 した ものである。

管理組織 として、理事会を設 けてるのは我が国 と同 じで、 さらに、自主管理 し

ているところと理事会が管理会社に管理 を代行 させ るところ も同 じである。

管理会社 に委託す る場合は、理事会が管理人を直接雇用す る場合 と、管理人・な

しで直接 に業務を各 々の業者へ依頼す る場合が ある。

管理組合の総会は、議決機関 と して位置付 けられている。管理 の主体 は管理業

務 の内容 により、理事会、管理会社、現場の管理入 と外部契約者 に分かれる。

なお、外部契約者 とは、修繕関係 は修理業者 へ、清掃 は清掃会社か ら派遣 される

清掃員へ という、それぞれの管理業務を契約 した業者 のことをい う。

管理の方法にっいては、住戸 の所有者が理事を選出 し、理事会が管理の代理者

を指名す る。 この代理者 はたいていの場合管理会社である。 この委託管理 の方法

は我が国 と同 じであるが、理事会の権限が日米でかな り違 う。

シカゴにあるD社 のT氏 によると、アメリカのイ リノイ州で は、管理組合の予

算の決定は理事会で行な うことがで き、そのための管理組合の総会 は開かな くて

もよいとの ことである。ただ し、予算の決定を行な う理事会 の開催の30日 前 には、

予算の原案 を作成 して住戸 の所有者 に配布す るか または掲示を行ない、不服のあ

る人 は理事会に参加 して発言で きるシステムになっている。

実地 に調査 した中高層分譲共同住宅 の11箇 所 は、管理会社 か ら紹介 された中高

層分譲共同住宅や、新聞広告で見っけた高級なタイプの住宅がほとん どであ り、

それ らのすべての事例が、管理会社に全面的に管理委託す る方法をとっていた。

理事会は、月 に1回 、月曜か ら金曜 の平 日の午後6か ら午後8時 に開催 され、
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我が国での土曜、 日曜 に開かれるのとは異な る。 これは、管理会社の担当者 は土

曜、 日曜が休 日であることによる。理事会 の役員 は、共同住宅の規模によ り異 な

るが普通 、5人 位で任期は2年 、報酬な しが一般的である。

理事会の役員 にっいて、理事 のな り手がないのは我が国 と同 じであ り、調査 し

た管理会社 の担 当者の話によると、理事 にな りたが る人は理事 には不適 当な人が

多 いとい う。理事会 の権限が我 が国 と比べて強 く、かっ責任が重い と感 じられる。

管理の内容 には理事 の性格が大 いに反映 され るようである。

〈韓国 〉:図4-2の(2)に 自主管理 の一般的な例を示す。 この図は、(社)

韓国住宅事業協会 に対す る郵送 による調査 と共 同住宅管理令 にもとついて筆者 が

作成 した ものである。

管理組合の執行機関 として入住者代表会議 とい う理事会 に相当する機関 を設け

ている。(社)韓 国住宅事業協会 のB氏 によると、管理会社が管理 しているのは

中高層分譲共同住宅全体の2割 ほどであり、その場合は管理事務所 の事務所長 が

執行機関の長 とな っている。

管理の方法 は、以下の3種 類 に分 けられ る。

① 自 治 管 理:我 が国での自主管理 のことである。

② 委 託 管 理:韓 国での住宅管理人による管理の ことをい う。

③ 事業主体の管理:韓 国特有の管理の方法であ り、建築後1年 以

内は義務 として分譲業者が管理す る。

入住者代表会議は、棟別所帯数 に比例 した数の棟別代表者で構成 され る。いわ

ゆる我が国の理事会 に該当する組織である。入住者代表会議 の代表者 は選挙 によ

り選 出され、その選挙権 は住戸所有者(韓 国では入居者 とい う)に あ り、被選挙

権は当該 の共同住宅 に6箇 月以上居住 している住戸所有者にある。

(2)管 理 者 型

この型 の国では、中高層分譲共同住宅 は法律 によ り必ず管理者 をおかねばなら

ない。 ここでい う管理者 とは、共同住宅を管理す るために設 けられ る管理 の責任

者の ことであ り、建物の維持管理は もとよ り資金の運用、管理組合等の組織 を運

営することを主 な業務 としている。管理者 になるには資格が必要 とされる国 もあ
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り、住戸 の所有者 の代理人 として、不動産 の管理を している管理会社のなかで資

格を持 った者が なる場合が多い。

〈旧西 ドイッ〉:図4-2の(3)に 管理 の組織図を示す。 この図は、民事

局参事官室の 「建物 の区分所有 に用す る外国立法例」(文64)と(財)日 本住宅総合

センターによる 「諸外国の管理制度 について」(文65)を 参考に、筆者が聞取 り調

査 より作成 した ものである。

旧西 ドイッでは、管理者 の職務 と権限を管理規約によって制限で きないことが

「住居所有権法 および継続的居住権 に関す る法律」で定め られている。中高層分

譲共同住宅 において管理組合はな く、意志決定 は住居所有権者である個人の集合

した 「Gemeinschaft」(訳 語 は共同)に あり、管理者 は管理の執行機関 として位

置づけ られている。

なお旧西 ドイ ッの管理者 の具体的な業務は、次 のとお りであ る。

① 事務管理業務

② 管理人の雇用、解雇

③ 居住秩序の策定、順守

④ 修繕工事の入札や技術的メンテナンス

管理者 は住居所有者でな くて も就任す ることは司能であり、集会(住 居所有権

者である個人の集合 した集 りをい う)で 選任 され、管理者の任期 は5年 であ り、

その再任 は自由であり、:重大な理由がなければ住居所有者は勝手 に管理者を解雇

で きないと 「住居所有権法 および継続的居住権 に関す る法律」で定め られている。

また、3入 の住居所有 者で構成す る管理顧問会が(顧 問の任期 は3年)管 理者

を援助す るために、区分所有者 の多数決で設け られることもあるが、聞取 り調査

したJ社,B社,G社 が管理 してい る住宅では存在 していなか った。

管理者が区分所有者 に管理 に関す る要件を伝達す る際、理事会 にあた る住居所

有者の代表機関がないために、区分所有者の個々に連絡 しなければな らないので

面倒であると管理者であるMrs.Grussは 回答 している。なお 「共同」の集会 にお

ける決議 は住居所有者 の過半数 で決定 される。
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〈フランス〉:図4-2の(4)に 管理 の組織を示 した。 この図は、民事局

参事官室 「建物 の区分所有 に用す る外国立法例」(文64)を 参考 に、筆者がL.E.D.

社よ り、直接 に聞取 り調査 した ことか らとりまとめた ものである。

中高層分譲共同住宅の区分所有者の全員で管理組合 を構成す る。 この国の管理

組合 は不動産 の維持管理 を目的 とす る団体で ある。

管理者 は管理組合 の代表者であ り、管理組合の総会 で選任 され、不動産 の維持

管理や運営が職務である。管理者 は、個人で も法人で もよ く、任期 は3年 で再選

は可能である。管理者 は、区分所有者 もしくはその他 の者か ら選 ばれ るが、住戸

所有者が管理者 になると報酬 は得 られない。

管理者 は、 「建物 の維持管理,保 存,運 営」の業務 を行な う。そ して管理組合

の総会 は年1回 管理者が開催 し、通常 の決議 は出席者 の過半数 によるが、管理費

などの変更や規約の変更 および建物の増築は、区分所有者による全員の合意が必

要であ る。

管理者 の資格要件 の中には保証金の問題がある。管理者になるには、保証金が

50万 フラン以上必要であ り、さらに、常 に管理費 などの区分所有者か らの預 り金

より毎 日計算 され る残高 よ り、保証金 は上回っていなければな らない。ちなみに

L社 の保証金は3憶4千 万 フランであ る。

また区分所有者の全員か ら構成 され る管理組合のもとに管理委員会がある。 こ

れは、旧西 ドイツにおける管理顧問会 に該当す るものであり、その委員 は区分所

有者か ら選出 され任期3年 で、管理者 の援助 および業務執行 の監督 を行 な う。L

社の管理 している住宅では、管理委員会が設 け られていた。

〈イタ リア〉:図4-2の(5)に 管理の組織 を示 した。 この図は、民事局

参事官室 「建物 の区分所有 に用す る外 国立法例」(文64)を 参考に して、筆者が直

接にC社 、P社 に対 して聞取 り調査 したことか らとりま とめた ものであ る。

共同所有者 の集会が意志決定 の機関であ る。管理者 は共同所有者 の代表者であ

り、任期1年 で集会で選 任 され、集会決議の執行、管理費の徴収 、共同部分の維

持管理をその職務 とす る。集会 は建物 の分譲価格 もしくは建物共 同所有権者の各

3分 の2以 上の出席で成立 し、その出席者の過半数および建物分譲価格 の2分 の

1の 同意 により決議す る。
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この国では、住戸 の所有者が4人 以上の場合は管理者 をお くことが義務 づけら

れている。そ して、住戸所有者が10人 以上 になると管理規約を制定 しなければ

な らない。管理者 は住戸所有者か もしくは他の者で もよいが、管理業 と して管理

者を行 なうには商工省か らの資格が必要である。住戸所有者 は共同所有者集会で

管理の代理人 として管理者 を選任す る。管理 会社 は、住戸所有者 と管理者 として

契約 して いる。

(3)そ の 他

くイ ン グラ ン ド〉:図4-2(6)に イ ング ラ ン ドの委 託管 理 の事 例 を示 す。

この図 は、調 査対 象 で あ るC.L.社 で 資料 を収 集 し、現 地調 査 を実 施 した再 開 発 団

地 で あ り、筆 者 が翻訳 した。 リゾー ト・タイ プの例で 住戸 を専 有 す る時 間 の長 さ

によ り管 理形 態 が異 な り、 これ をTimeSharingシ ステ ム とい う。 このC.L.社 は

ロン ドンにお いて大 規模 な不 動産 業 を営 む だ けで な く、香 港 や ア メ リカ に も進 出

して い る管理 会 社 で あ る。

建 物 の所有 権 は保 有証書'(Titledeed)に よ って分 割 され 、建 物 の所有 者 は土

地 に対 して は利 用権 を持 って い る。 管理 は、管理 会社 と フ ラ ッ ト所有 者(Leese

Holder)と の リー ス契約 で実 施 され る。

〈スコ ッ トラ ン ド〉:図4-2(7)に 委 託管 理 の事 例 を示 す。 この図 は、

調査 したS.P.社 が全 面管 理 す る予 定 のL住 宅 の例 で あ り、現 地 調査 も実施 した。

この事 例 は店舗 付共 同 住宅 で あ り、地下 に プー ル の施 設 を持 っ が 、駐 車 場 の設 備

が ない町 の中心 部 に建 つ石 造 の建物 で あ る。

〈 イ ング ラン ド〉 と同 じよ うに管 理会 社 とフ ラ ッ ト所有 者 との規定 証書(Deed

ofCondition)に も とづ き、 フ ラ ッ ト所 有者 を代理 して 管理 会社 が 管理 して い る。

調査 事 例 のL住 宅 で は所 有者 委員 会 が設 け られ 、そ の構成 は委 員 長,コ ミュニ

テ ィ担 当,環 境 保 全,警 備 担 当 の各 委 員 お よび会計 、副 会計 であ った 。
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(6)〈 イ ン グ ラ ン ド 〉 の 場 合

図4-2管 理 組 合 等 の 組 織 の 一 例(そ の3)
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所有者会議
(意志決定機関)
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テ ィ関 係
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組織

…一 一 … 行 為

(7)〈 ス コ ッ トラ ン ド〉 の 場 合

図4-2.管 理 組 合 等 の 組 織 の 一 例(そ の4)

3.管 理 費 につ い て

中高層分譲共同住宅の管理費 にっいて、国ごとにまとめて次 に述 べる。

〈アメ リカ 〉:東 海岸 と西 海 岸 で は中高 層 分譲 共 同住 宅 の管 理費 が大 き く異

な り、西海 岸 の ほ うが東海 岸 よ り管 理 費 が低額 であ る。

調査 した ロサ ンゼ ル スのJC社 によ る と、 そ の理 由は西 海岸 の ほ うが中高 層分

譲 共 同住宅 の在 庫 が大量 に あ り、販 売 を促進 す るた め との こ とで あ る。

シカ ゴのD社 が管 理 して い る住宅 で は、 月初 めに管理 費 を管理 会社 が 各戸 か ら

徴収 して い る。250戸 の規 模 の住 宅 で、(1986年 現 在)管 理 費 は500ド ル/戸 ・月

であ る。 ニ ュー ヨー クのJ社 で は、1986年 に おいて約100戸 の規模 の住 宅 で管理

費が193ド ル/戸 ・月 か ら258ド ル/戸 ・月 で あ る。

ロサ ンゼ ル スのJC社 が管理 して い る、住 戸数 が58戸 の住 宅 にお いて管 理費 が

200ド ル/戸 ・月 であ る。 そ の うちの管 理手 数 料 が15ド ル/戸 ・月で あ る。

カ リフ ォル ニ ア不 動産 局 の 「管理 組 合 のた め の運 営 費用 マニ ュア ル1981年 版 」
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(文120)[1975年 に初 出 版 され た7回 目の改定 版 で あ る]に よ る と、1980年 度 末

の価格 で管 理 費用 を算 出 して い る。

これ は中高 層分 譲共 同住 宅 の管 理 計画 表 を作成 す る時、維 持 管理 費 の予 算 を立

て る際 に使用 す る手 引 で あ る。項 目 につ いて は、① 固定 費 用(税 金,保 険料 等)、

② 運 用費 用 、③ 修繕 や主 な維持 のた め の予 備 費 、④ 管 理 ρ費 用(法 律,会 計)、

⑤ 偶 発 的事 件 のた め の費用 の5つ の部 門 に分 け られ る。

1985年 編 集 のLR.E.M.の レポー トで あ る 「ExpenseAnalysis-Condominiums,

Cooperatives,andPlannedunitDevelopments一 」(文121)に よ る と、調 査対 象

の全米1,156住 宅 にお け る146,292住 戸 の区分 所 有建 物 で 、年戸 当 り平 均 の維 持管

理 費用 が高 層 で1,836.95ド ル、 タ ウ ンハ ウスで895ド ルで あ り、高 層 はタ ウンハ

ウスの運営 費 用 の約2倍 の費 用 を要 して い る。 我 が国 で い う管 理 費 に該 当 す る費

用 は、高層 の場合 、維 持 管理 費 用 の88.4%で あ る。

表4-3カ リフォルニア州の中高層分譲共同住宅の標準的な委託管理費

業 務 区 分 概 算 の費 用(ド ル/戸・日)

管理の基礎費用

(小規模管理組合/住 戸12戸以下で自主管理)

1日1.00ド ル以 上

あ るいは1月20ド ル以 上

会計管理の業務

(管理費の請求と管理費の徴収のみ)

1日3.50ド ル か ら4.50ド ル

以 上

管理費の徴収、請求書の支払い、未収金の徴収

予算 および決算の会計報告 などの業務

1日6ド ルか ら15ド ル以上

あ るいは月200ド ル以 上

専任 の従業員 の常駐 による24時 間管理業務

(住 戸100戸 以上 の場合)

1日10ド ル か ら18ド ル

ま た は 月1,500ド ル 以 上

管理会社 によ る24時 間管理業務
噌

1日8ド ルか ら12ド ル

また は月600ド ル以 上

(カ リ フ ォ ル ニ ア 州 不 動 産 局 の 「管 理 組 合 の た め の 運 営 費 用 マ ニ ュ ア ル 」1981年 版 、

OperatingCostManualforHomeownersAssociations,CaliforniaDepartment

ofRealEstate,Rev.1981よ り筆 者 が 翻 訳 。)
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委託管理費 は、管理組合に提供 され る管理業務 の区分で5種 類 に分類 され、 カ リ

フォルニア州不動産局 によ り表4-3の よ うに費用が概算 されてい る。

〈スコッ トラン ド〉:G管 理会社では、管理費の負担はフラッ トの所有者 と

管理会社の間で取交 わされる規定証書で定めている。各戸の管理費 の徴収方法 は

月極めでな く・専門業者 か らの請求書の到着のたびに管理会社が各 フラッ トの専

有床面積の割合で算定 し、各 フラットの所有者 に請求する方法である。

日常 の管理費 は、住戸100戸 程度で年間5万 ポ ン ドで、月当 りにす ると42

ポン ド/戸 である。管理手数料 は、戸当 り50ポ ン ド/年 か ら150ポ ン ド/年

まで さまざまである。我 が国 と同 じく、管理費の未納者 の対策 には困 っている。

最終 的には管理費な どの未納分 は裁判で争 うことにな るが、時間 と費用がかかる

ので実,{fir.はしていない。G社 によると、 このため最近では管理費 の滞納者が出た

時 には、不適当 な方法であるが、DeedofCondition(規 定証書)で 他 の住戸所

有者が管理費 の未納分を負担す ると規定 しているもの もある。

〈イ ングラン ド〉:C社 によると、管理費の各戸徴収 の額 は リース契約の中

で、住戸専有面積で決めてお り、年1回 、一括請求を して徴収を行ない管理会社

が保管 している。なお、余剰資金 はTrustFund(信 託基金)で 運用 している。

管理費 の過不足にっいて、管理費が多 い場合は返金 または信託基金で運用 し、

不足 の場合は別途徴収 をす る。修繕積立金 に該当するのが管理費の一費 目であ る

予備費である。

代表的な管理費 の費 目は表4-4の とお りである。管理費の費 目について特徴

的なのは、外装や共用部分の模様替えの費用が入 っている点である。

〈旧西 ドイツ〉:管 理費の各戸負担は、住戸の専有床面積の持分比率で決め

られ、前納であ る。管理費 の滞納が3箇 月を越 えるか、 もしくは住戸の分譲価格

の3%を 越 える時 は、住戸所有権 の譲渡を管理者が求め ることがで きる。

B社 では、管理費 と修繕費 は1箇 月 ごとまたは4箇 月 ごとの前納であ る。B社

の子会社である管理専門のW社 が管理費を保管 している。ただ し項 目ごとの予算

以上の管理費の引出 しはで きない。修繕費 は管理会社のW社 が保管 し、その費用

で修繕 を実施 している。
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表4-4中 高 層 分 譲 共 同 住 宅 の 管 理 費 目 の 比 較 一 覧

日 本(※1) 韓 国(※2)

管理費 管理費一 般管理費一人件費

一諸事務費

一事務管理業務 一交通通信費

管理員業務 一諸税公課金

一清掃業務 一被服費

一 一設備管理業務 一教育訓練費

一管理手数料 一車両維持費

一諸付帯費用

管 … 分経費薦
.

一清掃費

一汚物収去費

一消毒費

一昇降機維持費

アメ リカ(※3) 一暖房費

理 一給湯費

管理費 運営費一 法定経費 一修繕維持費

一会計監査費

一管理手数料 イ ングラ ン ド(※4)

費 一保険料

一水光熱費 管理費一 共用部分の補修費、

諸設備保守点検費
一外注契約費一E・V 一ポー ター費 用

一プ ー ル 一清掃費

一家 の清掃 一植栽管理費

一保 安 サ ー ビス 一水道光熱費

一保険料

一修繕、維持管理費
一警備費

一弁護士料
、会計監査料

一予備費

一管理手数料

(※1)「 中高層共同住宅管理費積算i基準」1982年10月(社)高 層住宅管理業協会
一事務管理業務費及び管理手数料の算定方法一

(※2)共 同住宅管理令1979年11月21日 制定1981年10月15日 改定

(※3)シ カゴのA住 宅の場合

(※4)イ ングラン ドのC住 宅の場合
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〈韓国 〉:「 共同住宅管理令」 で規定 している費 目は8項 目あ り、その具体

的な内訳は表4-4に あげた とおりであ る。管理費 の算出方法 も、第3章3.委

託管理費の算定方式で述 べたよ うに 「共 同住宅管理令」で決め られてい る。

管理費の支出の中で特徴的な ものは、気候上 の関係 による ものか暖房費 が大 き

な割合を占めていることである。.

〈イタリァ〉:CA社 では、管理費などの徴収 は3箇 月か ら4箇 月 ごとに行

ない、滞納 の場合 は1箇 月あた り10%の 延滞金を とっている。

〈フランス〉:L社 では、管理費 などの負担は住戸専有床面積比率で決 まる。

管理費 などの徴収 は3箇 月か ら6箇 月 ごとに行ない、管理者が保管する。管理費

の回収不能 も管理者の責任であ り、滞納 されている管理費 を回収す ることが法律

により義務付 けられている。

次 に、各国の管理費 の費 目を比較 してみると、以下 のことが明 らかにな った。

〈アメリカ〉では、 「保安サー ビス」、運営費 として裁判で争 うための費用で

ある 「法定経費 」の費 目が設 けられている。 〈韓国〉では、消毒費、暖房費(全

体暖房を実施 している所が多 いため)が 特徴的である。〈イ ングラン ド〉のC住

宅では、予備費が修繕積立金 に該当 している。 ポー ター費用、弁護士料 とい う管

理費 の費 目が我が国と異な る点である。

4.修 繕積立金について

中高層分譲共同住宅の修繕積立金 について、国 ごとにまとめて次 に述べ る。

〈アメ リカ〉=各 州の法律で異な り、修繕積立金の積立ての義務を定 めてい

るところ とその規定がない州がある。

ニニー ヨー クで は、州法で住戸 の販売 の時に建設費の3%を 修繕積立金 として

徴収す ることを定めている。最 も厳 しい法律 を設けて実施 してい るのはカ リフォ

ルニァ州であ り、中高層分譲共同住宅を販売す る業者 は、建築前に長期修繕計画

表をっけて管理費 と修繕積立金を算出 し、 カ リフォルニア州 の不動産局の認可を

得 る必要があ る。住戸が68戸 の規模 の例で、10.71ド ル/戸 ・月であ った。

カ リフォルニア州の不動産局が管理組合員 に出 している 「管理組合のための運
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営費用マニュアル」では、管理組 合の予算を立て る項 目を分類 している。そのう

ち修繕積立金 に関す る費用が、 「修復や主な維持のための予備 の費用」 に該当す

る。 これ らの内訳 は、表4-5の よ うに14項 目に分 けられている。 この内訳を

みると、我が国 と違 って雨が少ないので防水関係がわずかである。 しか し部位別、

工種別に修繕周期 を定 めて、年当 り戸当 り、年当 り単位面積(f2)当 りの標準的

な修繕費用を提示 している点 は実用的 と考え られ る。

〈韓 国〉:修 繕積立金を積立て ることは、 「共同住宅管理令」で定 め られて

いる。特別修繕充当傘 は、我が国における長期修繕積立金の ことであ り、次 の条

件の共同住宅で義務付 け られている。

①300世 帯以上である。

② 昇降機が設置 されている。

③ 中央集中式暖房方式を採用 してい る。

積立て る金額は長期修繕に関す る基準(建 設部告示第20号1984.1.31)に した

がって、修繕す る費 目の月当た りの金額 を合計 した金額 の100分 の3以 上100分 の

20以 内 とする。修繕積立金の算定 の方法 としては、長期修繕計画表 よ り修繕費 を

算出 して、住戸専有床面積 の比率でその算定額を各戸 に配分す る。

そ して、その積立ては建物の竣工後1年 が経過 した 臼か ら始め、入住者代表会

議の名義で、韓国住宅銀行の勘定 口座 に預金 し管理す る。分譲 されていない住戸

の特別修繕充当金 は事業主体が負担す ることにな っている。

なお特別修繕充当金を使用する時 には、長期修繕計画 にもとづ き使用計画書 を

作成 して、入住者代表会議 の同意書を添付 して市長,郡 守に申告す る。 その後、

使用計画書 を根拠 として韓国住宅銀行 か ら特別修繕充当金を引出 し、執行機関が

使用計画書 における修繕に対 して、使用す ることがで きるよ うにな っている。

このように我が国よ り法令で厳 しく修繕積立金制度 が定め られている。 しか し

共同住宅の築後、年数がまだあまり経過 していないため、 この積立額 で充分か否

かは、大規模修繕 が必要になった時に実際の運用状況 よ り明 らかにな ると思 われ

る。
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表4-5 修 復 や 維 持 の た め の 予 備 の 費 用

カリフォルニア不動産局による

部 位 工 程,周 期(年),費 用$/ft2・ 年 等

塗 装 し っ く い塗 り,10年 周 期'募 装

や 木 の羽 目板,3～4年 間 隔,$0.49/ft2r年or$0.07/ft2・ 年

屋 上

昌

組立て式
しっくい塗り屋根被
WoodShake"米製崖榎…

フ ァイバー グ ラス製 屋根 板

湯沸し器 400ガ ロ ン容 重

80～100容 量

ボ イラー

ソー ラー ヒー テ ィ ン グ 積立金は設備費用の6.5%/年
....

電 灯 内部備品,$2.4/年

外部備品,$6/年
床敷物

'
、

カ ー ペ ッ ト

タイル

リノ リ ウ ム

硬 質 材,$0.08～$0.22/ft2・ 年

エ レベ ー タ 交換準備金は,建 物自体と同じぐらいもっので不用"羅持
費 水力式,$400/年

高架 式,$iso/年

街路と車道
(駐車場の管理含む)

ア ス フ7ル ト(ブ ラ ッ ク トップ 》舗 装,$0.04/ft2・ 年

オ イ ル と チ ッ プ舗 装,$0.08/ft2・ 年

コ ンク リー ト舗 装,な し

暖房と空間 強制暖房炉,$50/年

空調つき暖房炉,$100/年
ヒー トポ ンプ,$50/年

壁取付式空調蓑置,$30/年

床 置あ るい は壁 敢荷式 暖房;'"冨ぎσ7年"噛"

セ ン トラ ル ヒー テ ィ ン グ'空調装置"費 用をfぢ年あ耐用年限ぞ割ぢだも0あ…

スイミング フ'一Wお よ び 温 泉 年にかかるプールおよび温泉費用の5%
テ ニ ス コ ー ト ネ ッ トの交換 費,$50/年

日除けの交換費,$250/年
アス ファル ト塗装 の塗 替 え,$350/年

コ ヒ ク ソー ト塗 蒙 の打 益 直 鮎
_$50D∠ 年....'照萌..∵.$'100

備品と設備 備品
器具/設備

壁 とフ ェ ンス コ ン ク リー トプ ロ ッ ク,$10/ft2・ 年

.述,$25/ft2・ 年

塗装 お ま1ぴ着色$10/ft2・ 年

雑項目 サ ンブ ポ ンプ

ソ ー ラー シ ス テ ム

ラ ケ ッ トボ ー ル コ ー ト"池7永路蒙ツヲ

壁紙
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〈旧西 ドイツ〉;B社 においては、20年 間に発生す る建物の丙外の修繕 に

対する費用を住戸所有者 か ら修繕費 として徴収す る。 その徴収する修繕費の額 は

物価上昇 に もとついて スライ ドさせている。修繕費 は、フルメ ンテナンス契約で

実施 し、工事 ごとに精算 はしない。1989年9月 の時点では、建物 の経過年数が5

年以内であれば4.5マ ル ク/㎡ ・年、6年 以上10年 以内であれば7.5マ ルク/㎡ ・

年、11年 以上15年 以内であれば12.5マ ルク/㎡ ・年 、16年 以上20年 以 内

であれば17.5マ ルク/㎡ ・年であ った。

〈スコッ トラ ン ド〉:歴 史的な石造建築保存 の対象 となる建物 は、政府か ら

の補助金 もしくはナショナル ・トラス トか らの一部補助金があ る。補助対象外の

建物 は住戸所有者 の負担で修繕を行 なわなければな らない。そ こで修繕積立金が

必要 となるが、住戸所有者 の面前で修繕を しない限 り、前 もって積立てるのは住

戸所有者 の合意が得 られないため、S社 では大規模修繕 の際 にその都度 、各戸徴

収 している。

1989年9月 の時点で戸当 り5,000ポ ン ドを越 える修繕 には、住戸所有者の60%

から75%の 出席で所有者会議を成立 させ、 さらに出席者 の過半数以上 の決議を必

要 とす る。 これより小額の修繕は、住戸所有者の同意な しで管理会社 の判断で修

繕する ことがで きる。ただ し新 しい開発 の共同住宅 には、規定証書 によ り 「Sink-

ingFund」 の名称で積立て ることを決めてい る。

〈イングラン ド〉:G社 で は、管理費の内予備費 は、内外改修工事,エ レベ

ータ,暖 房設備,テ レビ共聴設備,警 備設備の修繕,カ ーペ ッ ト張替えなどに充

当 している。 これは信託基金で運用 して積立ててい る。運用金の利益は所有者 に

還元す る。信託基金 は、1987年 制定 の 「LandLord&TenantAct」 とい う法令で

規制 されている。信託基金 の運用先は同法令で決 められてお り、そ して 「500ポ

ン ド」 もしくは 「50ポン ド×住戸数」以上 の予備費を取崩す時 は、「Residential

Association」(所 有委員会)の 決議 が必要である。

〈イ タリア〉:ミ ラノは石造で歴史的な建物が多 いので、中高層分譲共同住

宅の修繕は建物内部 の改装 が主であり、建物 を取壊す ことはまずない。M社(化

学会社)の 子会社(管 理業)CA社 は、同 じく子会社(総 合建設業)で あるP社 が提

案する修繕計画に もとついて算出 した修繕費 を、住戸所有者か ら徴収 している。
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5.建 物の耐久性 と長期修繕計画

ここでは、調査 した管理会社の大規模修繕の内容 とその修繕周期 を以下 にまと

めて述べる。

〈アメ リカ〉:カ リフ ォルニア州法によると、修繕周期 として、外壁塗装が

平均7年,漆 喰塗 り屋根板が18年,リ ノ リウム床 の張替えが10年,カ ーペ ッ

トの張替 えが7年 などが決 め られている。JC社 では、その他 にプールの修復が

20年,家 具が5年,設 備が14年 と修繕周期 を決 めている。建築確認 申請時 に

カ リフォルニア州法の提出書類 の様式 にそ って、各 々の修繕項 目ごとに修繕費 を

含めた詳細な修繕計画表を貼付す ることが義務付 けられて いる。

〈旧西 ドイッ 〉:雨 樋 の点検が年1回 、雨樋の取替が5年 に1回 、鉄部塗装

と防水工事は5年,10年,15年 の5年 周期で実施 している。

〈スコッ トラ ン ド〉 二G社 の管理 している共同住宅の建物は、ほとん どが石

造か レンガ造であ り、修繕 とい って も内装 の部材を替えた り、外壁を洗浄す る以

外はほとん ど必要でな く、給水管 も銅管を使用 しているため赤水問題 もない との

ことである。

〈イ ングラン ド〉:C社 によると、 ロン ドンでのフラッ トにおける修繕周期

は、外壁塗装 は4年,内 装 は7年,設 備は10年 か ら15年,カ ーペ ッ トの張 り

替えが10年 か ら15年,エ レベータの取替えが30年 である。ただ し、外装や

防水工事 は建設会社か ら20年 の保証がある。

また通常、建物完成後14年 以内に発見 された建設会社の原因による鍛疵 は、

発見 してか ら6年 以内であれば裁判所に告訴す ることがで きる。

長期修繕計画は、郵便局や国鉄な どの計画を参考 にして管理会社が所有委員会

にはか る。その内容 は、25年 か ら30年 以内の大規模修繕 の工事を含んでいる。

なお資金計画 も毎年 の修繕計画 とともに所有委員会 にはか って見直 している。

〈イタリア 〉:CA社 における建物 の修繕周期は、屋根防水が10年 ごと、

配管や鉄部塗装 の点検は2年 ごと、配管や鉄部塗装の修繕 は5年 ごとと決 め られ

てい る。実地 に見た限 りにおいて建物の維持管理状況はよ くないよ うで ある。
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6.中 高層分譲共同住宅 における トラブル

(1)生 活上の トラブル

中高層分譲共同住宅では、多 くの居住者が共同生活 をするので、管理 に関す る

トラブルが少 な くない。中高層分譲共同住宅は、使用上,所 有上,費 用上,管 理

上か ら,共 用 と専用,共 有 と専有,個 人支出 と管理組合支出,共 同管理 と個別管

理 と,そ の建物の領域上 の区分が複雑であることが トラブル(以 下、生活 トラブ

ルと略称す る)を 引き起 こす原因 となってい ることが多 い。

居住者の生活管理上の トラブルの内容 を、国ごとにまとめて表4-6に 示す。

〈アメ リカ〉:生 活 トラブルの内容 は我が国とほとん ど同 じである。ただ し、

台所の生 ゴ ミはデ ィスポーザー処理であ り、 ゴ ミ収集 日に生 ゴ ミを出す ことがな

く、また、出前 は使 い捨 ての容器を使用す るために、我が国のように食後 の汚れ

た食器を玄関 ドアの所へ出 してお くことはない。

ワシン トンの高級 なA住 宅では、管理 人(女 性)と 管理会社 の担当者 によると

犬の脱毛や臭 いな どで ほかの居住者 との トラブルが生 じてお り、解決策 はない と

い う。確か に老人になると、話 し相手 もな く淋 しいので犬な どのペ ッ トを飼育す

ることは必要であるが、それ にはペ ッ ト飼育 といった生活ルールを策定 し、共同

生活の秩序を乱 さないことが要求 される。

次 に若者が夜間 にステレオの音を響かせる問題があるが、 これは我が国で も同

じであろう。

す なわち生活 トラブルの問題 は、各国の文化の違 い、す なわち生活習慣の異な

りが根底 にある。生活習慣 が異なるだけでな く住宅の居住者層 の違 いが生活 トラ

ブルには大 き く影響す ると思われ る。居住者の構成 は、我が国で は家族向けの中

高層分譲共同住宅が主流であるが、アメ リカでは次の3っ のタイプの居住者がほ

とん どである。

① 退職者(夫 婦 もしくは一人)

② 子供のいない若年夫婦世帯

③ 若年独身者
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表4-6生 活 上 の ド'ラブ ル の 内容

生活 トラブルの内容 〈アメリカ〉 ・晶 ・・㌶:・ 〈韓 国 〉 〈香 港〉

台所 の ゴ ミ回収 のルールを守 らな い 0 0

エ レベー ターや階段 の落書 き 0 0 0 0 0

無断駐車や違法駐車 0 0 0 0 0

玄 関の外 に出前 の食器 を置 くこと 0 0

子供の足音 の騒音 0 0 0 0 0

不注意な水漏れ 0 0 0 O 0

ピア ノ とス テ レ オ に よ る騒 音 0 0 0 0 0

ベ ランダへの増築 0 0 0 0 0

ドア開閉の騒 音 0 0 0 0 0

イスを動 かす騒音 0 0 0 0 0

真夜中の帰宅の騒音 0 0 0 0 0

真夜 中あ トイ レやバ スの使用騒音 0 0 0 0 0

子供が植物を傷める 0 ◎ 0 0 0

そ の他 X1 X2

凡 例:○ 該 当す る もの ◎ 特 に問題のあ る もの

※1洗 濯機 の騒 音。

※2冷 房 の室外 機 の水 が落下す る、洗 濯物 が落下す る。
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駐車場の トラブルにっいて、 シカゴD社 における管理会社 の管理担当者 による

と、各戸2台 分の駐車場 を確保 して いるが、夜遅 く帰宅 して自分の決め られた場

所 まで車を持 ってい くのが面倒で、つい他人の駐車 スペースに無断で車を とめ、

これが居住者の間で問題 とな っているという。r

アメ リカの管理会社 では、管理会社 が管理組合の理事会の名前で機械的に生活

トラブルを注意す るよ うに書類を書 き、それを居住者へ送 る。 それで も改め られ

ない時 には、理事が直接出向いて生活 トラブルを解決 しよ うとしている。

〈旧西 ドイッ〉:こ の国では管理者の業務内容 として 「居住秩序 の策定、順

守」を法律で定 めている。 また管理規約で細 目にわた り生活ルールを取 り決 めて

いる。

J社 、B社 および管理者のMrs.Gruss氏 に生活 トラブルの対応 の方法 を質問 し

た結果 は次 のとお りであ った。

生活 トラブルの解決 の方法 は、まず トラブルを起 こ した居住者 に電話で注意す

る。それで トラブルを起 こした居住者 が改めない時 は、再 び電話をかける。 それ

で も改 めない時は文書 でその当事者 に通知す る。その上 で裁判所 に訴 える。裁判

所か ら退去命令が出 されるが、その裁判 の期間が約3箇 月である。

居住者の生活 トラブルに対 して、管理者 は機械的に対処 しているよ うであ った。

〈イングラン ド〉:C社 も生活 ルールを定めてお り、守れない人は裁判所 に

訴え られて退去す ることになる。 しか し、実態 は生活ルールを守 らない人が少な

くないようであ った。

このように管理会社 では居住者 の トラブルへの対応 は、管理人が注意をす るな

ど細かいサー ビスを している。 しか し、我が国は争 いを好 まない国民性 もあ り、

共同生活義務違反者の罰則規定を区分所有法で定めていて も、私的所有権を保護

するために、実際の運用 にっいては暴力団の組事務所追 出 しに適用 され る ぐらい

であ る。

以上 のことか ら、調査 したどの国 において も生活 トラブルの内容 には大 きな差

はな く、異 なるのは生活 トラブルに対す る対応の方法であることがわか った。

諸外国における生活 トラブルの数 は、高級 な中高層分譲共同住宅では少 な く、
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家族向けの ものでは多 いの も共通点である。居住者の階層 による住意識 の違いに

よるものであろ う。

(2)管 理上の トラブル

次 に、中高層分譲共同住宅 の運営上の問題を とりあげて検討 を行な う。

中高層分譲共 同住宅の販売時の トラブルは我が国 もアメリカも共通である。居

住者の トラブルも似ている。管理組合をめ ぐる問題 として、我 が国は管理費滞納

の問題 が大 きいが、アメリカにおいて、管理費滞納の問題 は裁判で処理を してい

るので、管理会社に とって は深刻なことが らではないよ うであ った。

管理費 の滞納に対す る処理 の例 として、次のよ うにルールが決 められているこ

とがあげ られる。

ロサ ンゼルスのB社 の場合は、管理費の支払いのルールは次 の5段 階か らなっ

ている。

第1の 段階 毎月1日 を管理費 の定期支払 日とする。

第2の 段階 滞納 は15日 間猶予す る。

第3の 段階15日 を過 ぎると管理費 の10%も しくは$10の どちらか高 いほうの罰

金 を課す。

第4の 段階30日 を過 ぎると滞納金 の12%の 利息を加算す る。

第5の 段階60日 を過 ぎると自動的に住戸の債権 として裁判所で公表す る。期 日

内に支払われない と住戸 は競売 とな り、第一債権に管理費が位置づ

けられ る。その後は管理会社の責任は生 じない。

シカゴのD社 の場合は、期 日内に管理費を支払わない人の比率は約5%程 度で

あ った。

7.管 理会社の業務内容

建設省の 「昭和62年 度 マンション調査」(文57)に よると、中高層分譲共同住宅

の管理 の形態 は、全面委託 が64%で 、一部委託 を含めると9割 以上の中高層分譲

共同住宅が管理業者に委託 している。 したが って、中高層分譲共同住宅の管理 に
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関 して管理会社 の役割 は大 きい といえる。

我 が国の管理会社は、その業務 と して、不動産 の売買、賃貸事業を行 な ってい

るものか ら、中高層分譲共 同住宅、 ビルの管理だけを業務 としている所まである。

調査 した他の国 と我が国が大 き く違 う点 は、管理会社の業務 内容である。

以下、各国 の管理会社 の業務内容を述べ る。

(1)総 合管 理 と コ ンサ ル テ ィング業

くア メ リカ 〉:調 査 した管理 会社 は管理 だ けを専業 と して い るので は な く、

不 動産 の売 買 、鑑 定 や仲 介 、賃 貸業 務 な どを行 な って い る。

表4-7の よ うに、 ア メ リカの管 理 会社 の主 な業 務 と して は、会計 業 務 と コ ン

サ ル テ ィ ング業務 があ る。 実際 は金 融 管理 が主 で あ り、修繕 業務 につ いて は、た

とえ ば、 もうそ ろそ ろ外 壁 を塗 り替 え る必 要 が あ る とい った各業 者 か らの 申 し出

が あれ ば理 事会 へ伝 え る程 度 で あ って、長 期 修繕 計 画 は立 てて い ない こ とが多 い。

た だ し、 シカ ゴや ワ シン トンの調査 した管 理 会社 で は建物 の定 期検 査 に もとつ

く修 繕 を実 施 して い る。

管 理 会社 の主 た る売 上業 務 は不 動産 管 理 、 っ ま り不動 産 の仲 介 、鑑定 、開 発

[例 え ば コ ンバ ー ショ ン(コ ー ポ ラ テ ィブハ ウ ジングを コ ン ドミニ ア ムに変更 し

た り、そ の逆 の所有 形 態 の変更 を い う)]で あ る。

ア メ リカ、 イギ リス、 旧西 ドイ ツ、 フ ラ ンスで調 査 した管理 会社 と、我 が国 と

の管 理 業務 に関 して の大 きな違 い は、 中高 層分 譲共 同 住宅 の販 売 、開 発 も行 な っ

て、 この部 門 で大 きな収 益 を あげ て い る ことで あ る。

管理 組 織 の構成 員 にっ いて は、各 社 によ り異 な るが 、 ワ シ ン トンのL&N社 で

は、 コ ミュニ テ ィー ・マ ネー ジャー(い わ ゆ る我 が 国で い うフ ロ ン ト ・マ ン)の

みが 管理 会社 の社 員 で あ り、 中高 層 分 譲共 同 住宅 に在 勤 す る ビル デ ィング ・マ ネ

ー ジャー以下 の技 術 者 、管 理人 、 ガ ー ドマ ン、 ドアマ ンな どは、管理 会 社 が選 定

し、管理 組 合 の理事 会 が 直接雇 用 契約 を結 ぶ形 に な って い る。

シカ ゴで もニ ュー ヨー クで も、 同 じよ うに職場 別 ユ ニ オ ンか ら ビルデ ィ ング ・

マネ ジャー等 の人達 を理 事 会 が雇 用 して い る。 また旧西 ドイ ツ も、管理 者 が 同 じ

よ うに管理 人 を ギル ドとい う組 合 か ら雇 用 して い る。
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表4-7管 理会社 の業務内容の比較一覧

業 務 管理業務内容

事務管理 管 理 人 設備管理 清掃業務
管理会社の業務

管理会社 業 務 業 務 業 務
〈日 本 〉 O 0 0 0 ・警備業務 を行 うところ

再委託あ 嘱託 もし ,も あ る 。

り くは再委

託
〈 ア メ リカ 〉 会計 とコ 職場別ユ 職場別ユ 職場別ユ ・管理組含が雇用契約 を

ンサ ル テ ニ オ ンか ニオ ンか ニオ ンか 結 ぶ 。

イ ング業 ら雇入れ ら雇入れ ら雇入れ ・不動産売買、仲介 が主

で あ る。

〈 旧西 ドイツ〉 0 ギル ドか 暖房 ・衛 ギル ドか ・管理者が雇用契約 を結

ら雇入れ 生設備は ら雇入れ ぶ

技術者担

当 、他 は

ギル ドか

ら雇入れ

〈 イング ランド 〉 0 O O O ・不動産管理

・土地 の開発企画

・賃 貸 ・売 買 ・仲介

・不 動 産 コ ンサ ルタ ン ト

・建物評価鑑定

・保険代理業

〈 スコットランド 〉 0 外 注 外 注 外 注 ・不動産鑑定

・税率調査

・開発 、売 買 、 賃 貸 の コ

ンサ ル タ ン ト

・不動産管理

・建物 の構 造 、 デザ イ ン

設計 の コ ンサ ル タ ン ト

〈 フ ラ ン ス 〉 0 外 注 外 注 外 注 ・不動産管理

・不動産売買

・不動産仲介

・保険代理業

〈 イタ リア〉 0 外 注 外 注 外 注 ・管理費徴収

・リフ ォー ム工 事 の実 施

・清掃 、設備管理警備等

の監督

〈韓 国〉 0 0 外 注 外 注 ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 の

み
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調査 した管理会社の管理業務 の内容 は、大 きくは次の2つ に分類 される。

① 総合管理型

② コンサルティング型

〈 日 本 〉,〈 イ ン グ ラ ン ド〉

〈 ア メ リ カ 〉,〈 旧 西 ド イ ッ 〉,〈 ス コ ッ ト ラ ン ド〉

〈 フ ラ ン ス 〉,〈 イ タ リ ア 〉,〈 韓 国 〉

a.総 合管理型

管理組合 もしくは区分所有者 は、管理会社 と契約をする。管理会社が管理人を

含めて雇用 しているか、 もしくは下請の清掃会社 と契約す る。

この タイプの長所 としては管理手数料 も管理業務 に対 して安価になるが、管理

会社の責任範囲は広 くな る点である。

短所 としては、管理 は管理会社任せにな りやす く、区分所有者の管理主体 とし

ての自覚 が薄れることが指摘で きよう。

b.コ ンサルデ ィング型

コンサルティング型 とい うのは、事務管理業務に加えて、金融管理,資 金管理

を主 な業務 と してお り、管理入,設 備管理,清 掃業務等の要員 は、外部の専門業

者か ら雇 い入れる管理会社のタイプをいう。

このタイプは、管理責任を分散 させることがで き、 より管理 の専門性を高め る

ことがで きる。

ただ し管理費用 は、総合管理型 に比べて割高 になる。 このタイプの最 も重要な

業務 は資金計画 とその運用である。

調査 したアメリカ、旧西 ドイツ、イギ リス、フランス、イタ リアの管理会社は

管理だ けを専業 としているのではな く、不動産 の売買、鑑定や仲介 、賃貸業務を

行な っている。

〈アメ リカ 〉:JL社 、D社 の業務内容 は事務管理業務 のみで、いわ ばコン

サルテ ィング業 であり、その主な内容 は次 の3点 である。

① 金融管理

② 維持管理一建物 、設備な どの日常 的点検

③ 管理組合の理事 との会合(理 事会)

管理人業務、清掃業務、および設備管理業務にっいて は職種別組合か ら管理組
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合の理事会が直接 に人を雇 い入れている。最 も重要視 されているのが警備業務で

あ り、ガー ドマ ンを職種別組合か ら雇 い入れている。

〈旧西 ドイッ〉:L社 での管理者の具体的な業務は、次の とお りである。

① 事務管理業務

② 管理人の雇用、解雇

③ 居住秩序の策定、順守

④ 修繕工事の入札 や技術的 メンテナンス

〈イングラ ン ド〉:C社 では、我が国 と同様 に総合管理 を してい るが、業務

内容 は広 く、住宅や ビルの販売,賃 貸,不 動産の鑑定業務 を行なっている。

〈スコッ トラン ド〉:G社 の業務 は、不動産 の鑑定 、管理 と不動産の開発、

売買、賃貸 のコンサルタン ト、改築や改修の事業化、採算性 の調査等である。

〈フラ ンス〉:L社 で は、不動産の管理、不動産 の売買、不動産の仲介 、保

険代理業を業務 としてい る。

〈イタリア〉:CA社 では、不動産 の管理、 リフォームの工事 も行ない、清

掃 、設備管理、警備な どは外注 している。

(2)管 理人の職務範囲

ここでいう管理人 は、表4-8に 示す ような我が国での清掃を中心 とした管理

人の職務 とは異なる。我が国の管理人は、アメ リカではジャニターといわれる職

務であ り、管理人ではない。筆者 は高級な中高層分譲共同住宅を現地調査 したた

めか、すべての事例 において、現場の被雇用者が日常的な業務 を行 ない、管理人

はマネー ジメン トを主 とした職務 に従事 していた。

8.管 理に関する組織 と資格

表4-2に 管理 に関す る組織 を示 し、表4-9に は、管理 に関す る資格 の種類

をまとめた。

我が国では、1985年 か ら通産省告示 によ り、管理業者登録規定にもとつ く管理

業務主任者を置 くことにな っている。 また、管理業者の育成、指導を目的 として

中高層分譲共同住宅管理業務登録制度があ る。
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表4-8管 理 人 の 業 務

日

本

ア

メ

リ

カ

1)受 付 等 の業 務

・外 来者 の応 接 、 不在 者 の郵 便 物 な どの取 扱 、電 話 の応 対

・共 用 部 分 の鍵 の保 管 、貸 し出 し、 備 品管 理

・通 知事 項 の掲 示 な ど

2)点 検 業 務

・建 物 、諸 設 備 の点 検

・照 明 の点 検 な ど

3)立 ち会 い業 務

・諸 設 備 の保 守 点検 の 際 の立 ち会 い

・共 用部 分 の営 繕 工 事 の際 の立 ち会 い な ど

4)報 告連 絡 業務

・定 期報 告 、 緊急 時 の報 告

・日誌 の記 録

5)管 理 補 修 業 務(文108)

・防火 管 理 業 務 の補 助 出典:「 事 務 管理 業 務 マニュアル⊥

・未収 入 金 督 促 業務 の補 助(社)高 層 住 宅管 理 業 協会

・日常 的 な 管理 業 務

1)居 住 者 の 苦 情受 付

2)点 検 業 務

3)立 ち会 い業 務

・指 示 、監 督

4)報 告 連 絡 業 務

但 し高 級 コ ン ドミニ ア ム にな る程 、雇 用 作 業 員 が 日常 的 な業 務

を行 いマ ネー ジメ ン トを 主 と した もの に な る。
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表4-9管 理 に 関 す る資 格

国

日

本

ア

メ

リ

カ

フ

ラ

ン

ス

韓

国

資 格

・管理業務主 任者

管理業者登 録規定 によ り、 これを置 く。

① 大卒 また は高専 を卒業 し5年 以上 の実務経 験が あ り、建設大臣

の指定 す る講習 を終了 した者。 ㌧ン

② 管理業務 に関 し7年 以上 の実務 の経験 を有 す る者で講 習を終了

した者 。他

出典:中 高層分譲共 同住 宅管 理業者登録規定(文25)

建設省告示 の登 録制度

管理業者 の人的構 成、業 務状況、財務 内容等 を明 らか にす ることに

より管理組 合が管 理業者 を選択す る際 の一 っの 目安 とともに、優良

な管理業者 の指導、育成。
・C .P.M.(Certified ,PropertyManager)

公 認 不 動 産 管 理 士

1。R.E.M.に よ る 資 格

・A .M.0.(TheAcrezitManagementOrganization)

公 認 不 動 産 管 理 会 社

1。R.E.M.の 定 め る 基 準 に 達 し た 不 動 産 管 理 サ ー ビ ス が 提

供 で き る 管 理 会 社 に 認 め て い る 。

・A .R.M.(TheAcrezitResidentManager)

公 認 集 合 住 宅(居 住)管 理 士

教 育 、 経 験 、 品 行 の 面 で 適 格 な 者 に 認 め る 。

・管理業者 カー ド

毎年知 事か ら交付 され る。
・交付 の資格 要件

① 学歴、免許及 び実務経 験 による職業適性 の証明

② 保証金 の寄託証 明(保 証金 の下 限は50万 フラ ンで上 限はない.)

③ 民事責任保険付証 明

④ 欠格事 由不存在証 明
・住宅管 理人 の免許

建設部長官(市 、道知事 に権限委 譲)の 免許

免許を得 る時 の納入資本金 の額 により甲種(1億 ウォン以上)、 乙

種(3干 万 ウォン以上)が あ り、管理 出来 る共同住宅 の世帯数が異

なる。
・交付 の資格 要件

① 住 民登録謄本

② 装 備保有現 況及 び証 明書類.

③ 技 術者 の資格 に関す る証明書類の写本

④ 事 業計画書(事 業 を開 始 した後3年 間 の事業年度別 の管理計画

を含む).…
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表4-101.R.E.M.に お け る 教 育 研 修 カ リ キ ュ ラ ム

A.

R.

M.

C.

P.

M.

。101講 座(成 功 す る不 動産 管 理)
・管理 の責 任 と機能 につ いて
・効率 的売 買 手 続 きの準 備 と実 施
・地域 の空 室 要 因 の分析
・応募 者 の適 格 性 の決 定
・応募 者 の面 接

・応募 者 の信 用 調査 指 導 ン
・安定 した売 買 と連 邦 法 、州法 、地方 法 の機 械 均等 条項 にっ いて の承諾
・賃 貸 ユ ニ ッ トに関す る事 務 手続 きの遂行9
・リー ス期 間
・新 築住 戸 の オ リエ ンテー シ ョン指導
・賃 料 、業務 惚 怠 の負 担金 、セ キ3リ テ ィー ・デポ ッジ トの取 扱 い
・監 督 者、 部下 と の意志 疎通
・外 注 業者 の選 定 と管理
・新 規雇 用者 の採 用 と監 督
・管 理 組合 の業 務
・定期 保守 の指 導
・立退 者 、規 約違 反 者 、 その関 連事 項 の管理 と法 律手 続 き
・効 率 的 な安全 シス テムの 設置 と維 持
・賃料 値上 げの取 扱 い
・メ ンテナ ンスの必 性 の基準

。1.R.E.M.が 定 め る27課 目 の 試 験 に 合 格 す る 必 要 が あ る 。

倫 理 規 定 も 定 め て い る 。
。300講 座(投 資用 不動 産 管理 の基 礎 理論)

・管理 政策 と手続 き
・管 理契 約 と料 金
・不 動産 管理 者 の 保 険
・金 融

・財 産 の検査
・メ ンテナ ンス計 画 の策定
・生 活支 援 シ ステ ム

・物品 の売買
・賃 貸(リ ー シ ング)
・隣人 関係 処理
・予 算 の運 営
・機器 の交 換又 は近 代化
・管理ofiの 閉 発

。304講 座(コ ン ド ミ ニ ア ム と コ ー ポ ラ テ ィ ブ の 組 合 管 理 の 原 則)

300シ リ ー ズ の 内 の 特 別 講 座
・法 律 と 行 政 書 類

・理 事 会 と 委 員 会 機 構

・ タ イ ム ・ シ ュ ア リ ン グ と リ ゾ ー ト ・ マ ン シ ョ ン

0601講 座(コ ン ド ミ ニ ア ム の 管 理)

:コン ド ミニ ア ム の 管 理 に 必 要 な 技 術 習 得 の た め の2日 間 の セ ミナ ー

・ コ ン ド ミ ニ ア ム の 固 有 問 題

・ コ ン ド ミ ニ・ア ム 法 と 行 政 書 類

・ コ ン ド ミ ニ ア ム:家 庭 、 ク ラ ブ 、 管 理 組 合
・組 合 役 員 会 の 設 立

・ コ ン ド ミ ニ ァ ム 管 理 契 約 のITI要 事 項

・管 理 費 と 予 算(積 立 金)

・ コ ン ド ミ ニ ァ ム の 保 険 の 付 保

・内 部 コ ミ ニ ケ ー シ ョ ン

備 考3他 にC.A。1.管 理 人 教 育 講 座 が あ る 。
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〈アメ リカ〉:不 動産管理業協会(1.B.E.M.)よ るアメ リカでい う管理人の資

格認定が行われているが、 しか し実際には、 この資格は普及 していないよ うであ

る。資格 の認定 には、講座が開かれてお り、試験 に合格す る必要があ る。 この資

格認定 のカ リキュラムを表4-10に あげた。 アメ リカの不動産管理な ど協会 の

A.R.M.やC.P.M.に ついては、詳細 な教育のためのカ リキュラムが組 まれてい る。

このほか に、CommunityAssociationInstituteと い う分譲業者、行政の立場

の人、管理会社、中高層分譲共同住宅の居住者が構成員 のボ ランテ ィアの団体が

ある。 この組織 に該当する ものは我が国にはないが、管理会社のマネー ジャーや

管理組合役員 を教育す る総合的な講座を組んで活動 している。

〈フラ ンス〉:管 理 を行なっている業者 は、管理業者 カー ドを毎年知事か ら

交付 される。管理業者になるための資格要件 には表4-9の ように① か ら④ をあ

げたが、かな り厳 しいよ うである。

〈韓国〉:管 理業を営むための 「住宅管理人」は、納入資金により管理で き

る共同住宅の世帯数が定 められている。1989年 に管理人の資格制度を作 るために、

そのカ リキュラムまで考 えられていた。

〈イングラン ド〉,〈 スコッ トラン ド〉:住 宅管理業に対す る資格制度 はない。

以上の ことか ら、中高層分譲共同住宅の管理業務の水準 を引上げ るために、我

が国で も管理業者登録規定 にもとつ く管理業務主任者 の資格を強化 し,整 備す る

とともに、管理人の資格制度を設 けることにより、管理の専門家 と しての職業 を

確立で きると考え られる。 したが って、我 が国で も今後は、 このような管理専門

家を育成す るとい うシステムを検討する必要があろう。

9.ま と め

諸外国における管理会社を中心 とした事例調査の結果をまとめると次の とお り

である。

(1)管 理組合な どの組織 は、大 きく理事会型 と管理者型に分け られ る。

① 理事会型:〈 アメリカ〉,〈 日本 〉.〈 韓国〉

② 管理者型:〈 旧西 ドイツ〉,〈 フランス〉,〈 イタ リア〉
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③ その他:〈 イ ングラン ド〉.〈 スコッ トラン ド〉,〈 香港 〉

「理事会型」では、区分所有者全員か ら組織 される管理組合が議決機関で あ

り、区分所有者 の代表者か らなる理事会が執行機関である。区分所有者 に住

宅の管理 に関 しての管理貴任があ り、民主的にことをすすめるのに時間がか

かるという特徴 が見い出せる。

「管理者型」では、住戸所有者 の集会が議決機関であり、住戸所有者 の代理

入である管理者が執行機関である。 このタイプは、大規模修繕や管理面か ら

いえば実施 しやすい管理組織の形態である。 しか し住戸所有者の管理への参

加度が低 く、管理者任せにな りやす い。一方 、管理者の側 にとって も住戸所

有者 との意志疎通 が しに くい面がある。

我が国の中高層分譲共同住宅における、区分所有者 の不在化,住 戸の事務所

化,賃 借人の増加傾向の状況 に照 して、区分所有者 の意志決定 の方法 を充分

に検討 されなければな らない。すなわち、我が国においては、理事会型 に管

理者の強力な権限を管理者型に組み込んで、管理者へ管理費の取立て等 の執

行権限の一部 を委譲 した第三の型が考 え られ る。

(2)ア メリカ と我 が国 は中高層分譲共同住宅の管理方法に大 きな差 はない。 アメ

リカでは理事会 の権 限が大 き く、理事会が中高層分譲共同住宅の管理主体で

あるとい う住戸 の所有者が認識 している。管理組合 は、常駐管理人 を含む、

現場 の作業員を労働組合(ユ ニオ ン)か ら直接採用 している。そのため、管

理業務 における責任の所在 が明確であ る。

アメ リカにおいて中高層分譲共 同住宅の管理組合は、管理会社の管理担当者

か ら経営指導を仰 ぎ、管理会社 は、主 に コンサルテ ィング業務、金融管理 を

行な うことで管理手数料を受 け取 っている。っ まり、マネー ジメン トが管理

会社の仕事である。

(3)維 持管理費 について、カ リフ ォルニア不動産局が委託管理費や修繕積立金 に

関 して詳細 で標準的な積算を行な っている。

日常の管理費の金額 は、調査 した対象の国による差 はほとん どなか った。管

理費の徴収の仕方 は、月決め前納 、年3回 か ら4回 の分納、年1回 の一括徴

収、請求書 が くるたびに計算 して各戸徴収 とさまざまである。
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しか し、管理費 の徴収 は管理組合、 もしくは管理者 の責任である。管理費 の

滞納 の場合、裁判に訴 えることになる。旧西 ドイッのある管理会社で は、管

理費の滞納問題 はないとの ことであるが、その他の国では問題 にな っていた。

(4)修 繕積立金制度 にっいて、法律で定めているのは、カ リフォルニア州法、韓

国 の共同住宅管理令である。 しか しスコットラン ドを除いた他 の国では、全

てなん らかの修繕積立金を積立てていた。

最 も整備 された形で修繕の部位、費用などを決 めているのは、カ リフ ォルニ

ア州不動産局 によるマニュアルである。また制度的 に厳 しく定めているのは

韓国の共同住宅管理令 で、竣工後1年 を過 ぎると修繕積立金を強制的に韓 国

住宅銀行 に積立て しなければな らない。

(5)中 高層分譲共同住宅 における生活 トラブルの内容 には差 はないが、対応 の方

法が異なる。我が国は情緒的対応がな されやすい ことと比べて、調査事例で

はルールが守 れない人は退去す る取 り決 めが徹底 している。

(6)調 査 した管理会社の業務 は、総合管理型 とコンサル型に分けることがで きる。

① 総合管理型 く日本〉,〈 イングラン ド〉

② コンサルテ ィング型 くアメ リカ〉,〈 旧西 ドイッ〉,〈 スコッ トラン ド〉、

〈フランス〉,〈 イタ リア〉,〈 韓 国〉

総合管理型 は、管理 の全てにっいて委託契約を管理組合 と締結す るものであ

る。 コンサルテ ィング型の管理会社は、我が国のように、 フロン ト・マ ンか

ら ドアマン、修理人等 の現場の作業員 まで抱えた形態 はない。あ くまで コン

サルテ ィング業務 とい う分業化の中で行なっている。 これは、管理責任問題

の処理 をすべて保険で賄 うので、保険料金 の支払負担が大 きくなるのを恐 れ

て分散化 してい るのであろう。
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第5章 管理組合会計からみた管理運営の実態とその問題点

1.研 究 の 目的 と方法
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(2)調 査 の対象
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(2)会 計報 告 の書式 と運用 の実態178
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第5章 管理組合会計からみた管理運営の実態とその問題点

この章では、管理組合の総会の議案書を収集 して、管理組合の資産管理 の状況

を示す会計報告の検討 か ら、管理組合 の会計 にっいて問題点を明 らかに して、会

計 の整備の方向を示す。

墨.研 究の目的と方法

(1)調 査 の目的

管理組合の会計 は営利を目的 としないが、少な くとも管理組合の会計状態を明

確 に している必要があ る。その上で、一般会計 と特別会計 をそれぞれの 目的に対

応す るよ うに し、会計 間の資金流用などは簡単に行なえないよ うにす るなど、会

計 における望 ま しい管理運営のあ り方を明 らかに しなけれ ばな らない。大規模修

繕 のために積立ててい る資金を一般会計 に流用す ると、適切な時期 に、適切な修

繕 が実施で きない とい う事態を引き起 こ しかねないか らである。

また管理費 は、中高層分譲共同住宅の適正な維持管理 のために合理的な金額で

なければな らない。そのためには、管理費 の金額およびその構成 が合理的な内容

であることが要求 され る。すなわち費 目、範囲およびその構成が実状 に最 もよ く

適合 していることが必要である。

そこで本章 は、管理費会計 と修繕積立金会計 における書式の実態 の問題点 を分

析 して、モデル化す るとともに、管理組合 の会計運用の類型化を行 ない、よ り望

ま しい会計報告 を提案す るための基礎資料 を得 ようとす るものである。また、あ

わせて維持管理費 における標準的な費 目の作成 を行 な う。 この章 における研究の

フローは図5-1の とおりであ り、その内容 は以下 の5点 に要約 され る。

1)管 理組合の会計 における維持管理費の標準的な費 目の作成を行 なう。

2)管 理組合における管理規約上の会計項 目の立て方 と内容 を整理 して、管理費

等 の不足時に対す る管理組合の対処の方法 を明 らかにす る。

3)管 理組合における会計報告 の書式の特徴を検討 して、その長所や短所を整理

し、管理組合の会計運用の類型化を行 なう。
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4)管 理会社の管理組合に対する会計報告の方法 とその考え方の要点を検討する。

5)管 理組合理事および理事経験者における管理組合の会計運用の考え方を明確

にする。

(2)調 査の対象

a.共 同住宅

近畿地方の申高層分譲共同住宅のうち関西分譲共同住宅管理組合協議会 の会員

を中心 として、協力が得 られた20箇 所 の管理組合を対象 とした。調査対象住宅

の位置 は図5-2の とお りである。事例の選択 の際 には、中高層分譲共 同住宅の

自主管理 と委託管理 とい う管理方法(第3章 で詳述)の すべての事例 を含むように

意図 した。

調査対象住宅の概要 は表5-1の とお りである。調査対象の事例における住戸

数 は36戸 か ら1、463戸まであ り、棟数 は1棟 の ものか ら8棟 の団地形式の ものま

である。階数は4階 か ら29階 で中層か ら高層 まで含んでい る。 また住戸専有面

積 の平均 は、最小54㎡ か ら最大88㎡ であ る。住宅 ・都市整備公団 における分

譲住宅 の会計の書式は、ほとんどが(株)団 地 サー ビスの形式(特 別会計 を積立金

会計、施設利用会計 と計画的植栽会計 と三っに分けている。資産運用のための財

産管理 として貸借対照表 と修繕 のための長期修繕計画表がある)で あるので、調

査対象 としなか った。

対象住宅は市街地にあるファ ミリータイプの住居用であ り、高級 なタイプでは

ない。住宅の配置図 は図5-3の とお りであり、その主な住戸 のタイプは図5-

4に 示す ように3DKか ら3LDKで あ る。

b.管 理会社

(社)高 層住宅管理業協会の関西支部会員の中か ら、8社 の典型的な管理会社

を調査対象 とした。調査 した近畿地方 の代表的な管理会社 の企業の系列は、第3

章2.管 理会社の業務内容で述べたとお り、その成立過程か ら5種 類に類型化 さ

れ、警部業系を除 く次の4種 類から調査対象の管理会社をそれぞれ選んだ。
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表5-1 調 査対 象住 宅 の概 要(そ の1)

概 要/住 宅 名 ・A B C D E F G H 1 J

所 在`地

大阪府

三島郡

島本田

京都府

長岡市
一里塚

煽

門真市

栄町

聯

伏見区

騨

燃

芦屋市

高浜町

大阪市

阿倍野

区阪南

兵庫県

断

熊野町

東淀川

区東淡

路町

燃

豊中市

千里東

兵庫県

西宮市.

樋の池

構 造 RC,SRC PC PC SRC S RC RC SRC RC RC

住 戸 数(戸) 586 155 100 280 184 40 93 1,463 128 63

棟 数(棟) 5 7 3 3 2 i 2 4 7 1

階 数(階) 6.11 5 5 11 24,29 4 s 11,12 4 5

平均住戸専有面積(㎡) 69 67 71 70 81 54 74 不明 60 ?0

分 譲 主 体 民間 民間 民間 踊 民間 公社 民間 民間 公社 民間

管 理 開 始 年 1971 1971 1978 1973 1979 1966 1974 1915 1968 1974

管 理 の 方 法*1 全面 全面 全面 全面 全面 自主 全面 全面 自主 全面

管 理 人 の 形 態*2 糊 巡回 巡回 親 槻 な し 盟 常駐 なし 糊
E.V.の 台 数(台) 9 0 0 5 3 0 1 14 な し 1

駐 車 場 台 数(台) 190 58 34 250 56 0 41 1,600 51 28

分譲時の価格(百万円)*3 17 7 13.7 7.7 2a.i 2.5 15.g 50.0 3 16

管理費の額(円 炉 ・月)*7 9,200 4,300 3,500 4,200 10,000 9,000 10,800 s,000 3,000 9,060

修繕積立金(円 炉 ・月)*8 650 2,000 300 5,500 5,900 #6 7,000 2,500 5,000 3,106

備 考

テ ニ ス

コ ー ト

が あ る

駅から

徒歩3

分

駅から

徒歩6

分

人と車

の分離

る

共用階

が5層

に1階

小規模

な住宅

である

外観が

美しい

店舗が

6軒 あ

る

隣の建

替で粉

糾

ロ ビー

が広 く

快適

(注)*1自 主:区 分所有者 が 自主 的に助 けあ って管理 を している。

雇用:区 分所有 者が 自主的に管理人を雇用 してい る。

全面:全 面 的 に委託管理を して いる。

一 部:管 理 の一部 を専門業者 に委託 して いる。

*2巡 回:管 理人が巡 回 して管理 している。

51圃」:管理人が通動 して管理 している。

住込=管 理 人がru理 人室 に1Z駐 して管理 してい る。

*3平 均額 を表示 してい る。

*4収 集 資料 が管理 開始か ら1985'度 までなので、1985年 度 の価格を表示。

*51989年 の追加 調査の回答が得 られなか った ので、19877=度 の価格であ る。

*6Pll't会 計の剰余金を修繕積立金 に して いる。

*7住 戸の大 きさが違 い各戸徴収 のP!:1'tが 異 なる住 宅はその平均額を衰示 した。

*8住 戸の大 きさがJ1い 各戸微収 の修繕積立金 がJlな る住宅 はその平均額 を表示 した。
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表5-1調 査 対 象 住 宅 の 概 要(そ の2)1

概 要/住 宅 名 K L M N 0 P Q R S T

所 在 地
■・τ 一の

大阪市

城東区

永田東

寝屋川

市三井

が丘

煽

堺市金

岡町

葡

東山区

山科西

囎

長岡京

市馬場

繍

西淀川

区歌島

繍

垂水区

塩屋町

神戸市

兵庫区

菊水町

奈良県

瞭

小網町

神戸市

東灘区

住吉町

構 造 RC RC RC SRC SRC SRC SRC SRC RC SRC

住 戸 数(戸) 270 272 529 465 128 480 36 437 28 178

棟 数(棟) s 8 7 2 3 3 1 1 1 2

階 数(階) 5 5' 5.7.9 8,11 5,7 8,7 10 14 5 9

均住戸専有面積(㎡) 54 54 75 70 64 72 88 56 不明 62

分 譲 主 体 公社 公社 民間 公社. 踊 民間 民間 公社 民間 公社

管 理 開 始 年 1971 1971 1978 1973 1979 1975 1974 1975 1973 1971

管 理 の 方 法*1 一一p{i 自主 鰭 自主 鑓 鋸 自主 一部 自主 自主

管 理 人 の 形 態*2 濁 なし }J なし 腕 樋 J 通勤 なし なし

E.V.の 台 数(台) なし なし 7 7 1 5 1 5 なし 3

駐 車 場 台 数(台) 58 153 177 103 45 190 20 65 不明 74

分譲時の価格(百万円)*3 3.2 37 40 12.1 13 12.2 11.8 8.5 不明 5.7

管理費の額(円炉 ・月)#7 2,SOO 1,750 7、000 4400串4 z,zoo 7,305 9,208 4,000 5500辱4 9500"

修繕積立金(円炉 ・月)*8 3,500 z,soo 3,800 3600寧4 6,440 4,740 1,388 6,000 3800寧4 6200寧5

備 考

標準的

な住宅

である

駐車場

の増設

で問題

店舗5

保育所

1

11階 建

て の一

部 は8F

1階 は

専用庭

3棟 が

8Fで1

棟が7F

海辺 り

で リゾ

ー ト化

テ ニ ス

コ ー ト

プ ー ル

建物の

規模が

小さい

標準的

な住宅

である

(注)*1自 主:区 分所有者が自主的に助けあって管理をしている。

雇用:区 分所有者が自主的に管理入を雇用している。

全面=全 面的に委託管理をしている。

一部:管 理の一部を専門業者に委託している。

*2巡 回=管 理人が巡回して管理している。

通勤:管 理人が通勤して管理している。

住込:管 理人が管理人室に常駐 して管理している。

*3平 均額を表示 している。

*4収 集資料が管理開始から1985年度までなので・1985年度の価格を表示。

*51989年 の追加調査の回答が得られなかったので、1987年度の価格である。

*6管 理費会計の剰余金を修繕秘立金にしている。

*7住 戸の大きさが違い各戸徴収の管理tが 異なる住宅はその平均額を衰示した。

*8住 戸の大きさが違い各戸徴収の修繕積立金が異なる住宅はその平均額を表示した。
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① 不 動 産 系:4社(商 社 の不動産部門を含み、分譲主が不動産会社であ り、

管理 を行 なっていた部門が独立 して管理会社 にな った)、

② ビル管理業系: .1社(ビ ルの清掃 ・管理等 を請負 の形 で営んでいたが、住宅

へ業務範囲を広 げた企業)、

③ 建 設 業 系:2社(設 計 および施工の総合工事業者 で分譲主であ り、分譲

後の管理 の取扱 い機関 として管理会社 を設 けた企業)、

④ 中高層分譲共同住宅管理専業:1社(住 宅の管理専業を業務 として成立 した

企業)

(3)調 査の方法

調査 の方法 としては、まず管理組合 において資料を収集 し、 さらに管理組合 の

理事、管理会社の本社の担当者 および常駐 している管理人に対す る聞取 り調査 を

行 なった。

収集 した資料 は、① 管理開始後か ら1986年 度 までの管理組合の総会議事録 と

会計報告、② 管理規約、③ 住宅の平面図、立面図、配置図、④ 管理委託契約

書 などである。

そ して管理組合の理事および管理会社の本社の担当者 と常駐 している管理入に

は、① 損益計算書の定型の有無 とその型、② 特別会計 の考 え方 、③ 会計 シス

テムの問題点な どの内容で、1986年4月 か ら8月 に聞取 り調査 を行 なった。特に管

理組合の理事 とその住宅の管理人 には維持管理上 の問題 にっいて質問を付 け加 え

た。 なお管理費 と修繕積立金の金額 は、1989年11月 に追加調査を して最新 のもの

に訂正 した。

2.管 理委託契約書 の内容

ここでは、管理費の費用項 目と構成比率の違いに大 きく影響 を与 える管理委託

の内容を管理委託契約書か ら検討 を行 な う。

管理会社 の全面委託 のタイプである3事 例の収集で きた管理委託契約書 を建設

省の 「標準委託契約書」(文14)と 委託業務の内容 を比較す る。表5-2の よ うに

調査 した事例の管理委託契約書で決めている項 目は 「管理費な どの収集」,「 諸
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表5-2管 理 委託 契約 書 め業務 内容 事項

標準委託契約書の業務内容 事 例A 事 例B 事 例C
1事務管理業務

1,出 納業務

①管理費,修繕積立金等の

保管

管理費 の収納,保 管 管理費 の収納,保 管 管理諸費用の会計並びに

出納業務

②水道料金等の清算 水道料金の徴収保管 水道料金の計算徴収

③委託業務等に関する諸費

用の支払

備品,消 耗品の購入,共

用電気料,共 用水道料,

共用ガス料,共 用部分修

繕費等業務に必要な費用
の支払

共用電気料,共 用水道料

の支払,消 耗品の購入,

その他具用務に必要な費

用の支出

2.会 計業務

3.管 理運営業務

①損害保険契約の代行 共用物に対する損害保険

契約締結に関する事項

建物の共用部分及び共用

機械るいに付保する損害

保険契約請求並びに保険

金受領に関する事務

②官公庁,分 譲業者等折衝 官公庁,町 内会等関係業

務の処理

管理物件に係る官公庁関

係業務処理

II管理人業務 常駐及び通勤管理人の派

遣

巡回管理人の派遣
-

皿清掃業務 共用部分の清掃,清 掃員

の派遣

建物共用部分の清掃 共用部分の清掃

IV設備管理業務 共用機械器具の保守点検

維持修理

共用機械の維持管理

1.建 物 建物内外の保守管理 共用内外の保守管理 建物及び敷地の保全
2.屋 外施設 フ㌧ ル,テニスコート,集 会所 の

保守 管 理

植木の手入れ,病 虫害駆

除,散 水,芝 の刈込 み等

の維持管理

3.電 器設備 共用灯,グ ロー球等の取

替え,受 配電設備,そ の

他の電気設備の維持管理

電気 給排水の維持管理

n.給 排水設 備 給排水,衛 生施設の維持

管理
匹

5.そ の他 その他共用部分の維持管

理に必要な事項,環 境の

保持

その他共耶部分の維持管

理に必要な事項

その他日rliの維持管理に

関す る事務

ただ し空 白は管理委託契約 にないT/Y
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費用の支払い」,「 損害保険契約 の代行」,「 官公庁 との折衝」,「 管理人の勤務

形態」,「 清掃業務」,「 設備業務」であ り、建設省の 「標準委託契約書」 の項 目

と比べると少 ない。

管理会社 と管理組合が取交わす管理委託契約の詳細な事項 については、契約書

類で詳細 に管理内容 を取決め るとい うより、詳細な部分 にっいては口約束を して

いることが うかがえる。 このように、管理委託 の詳細な内容を口頭に頼 り、契約

として文章化 していないことが、管理人の業務内容が明確 にな らない原因 となっ

ている。 この ことが、管理上の トラブルを生 じる潜在的要因の一つであろう。

以上のよ うに調査事例は、A,B,Dの3件 しか収集で きなか ったので、住宅

宅地審議会答 申の「中高層共 同住宅標準管理委託契約書」 を基本に して、調査事

例 を整理す ると、図5-5の ようになる。

事例A 事例B 事例C

画

画

管理費等の収納、・保管

諸費用の支払い

損害保険契約の代行

瞬 管理入の勤務形態

清掃業務 共用部分の清掃

設備管理業務 施設設備の保持、管理、点検

図5-5管 理 委 託 契 約 書 の 内 容
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本来は、委託管理費用を正確 に把握す るには、清掃を管理入が行 なっているの

か、清掃の作業員が派遣 されているのか、植木 の手入れを管理人が行な ってい る

のか、再委託 してい るのか、管理人の業務内容 および管理会社の委託管理科の内

訳 を明確にす る必要がある。

それには、(財)高 層住宅管理業協会の細 目分類 に したカミって、① 管理会社

の本社費用(直 接入件費、直接費用)、 ② 現地費用(外 注費 、直接人件費、直接

費用)、 ③ 一般管理費、④ 附加利益の費用を分析 しなければな らない(文105)。

本研究では、①～④ のようには資料が揃わな く、また上述の① ～④ に費用を分類

した管理組合の資料 は調査 した限 りにおいてなか った。

管理委託 している業務 の内容 は、表5-2に 示す ように 「標準委託契約書」の

1事 務管理業務(出 納業務、管理運営業務)皿 清掃業務、IV設 備管理業務である。

II管理員業務の内容 は、明 らかにされていない。

管理方法 として、事例Aで は 「常駐および通勤管理入 の派遣」であ り、事例B

では 「巡 回管理人の派遣」の項 目 しか入 っていない。3事 例 ともに、 「その他共

用部分の維持管理に必要 な事項」,「 その他 日常の維持管理に関する事務」が、

管理委託契約書の最後の部分 に加え られていた。

事例A,B,Dと もに、管理委託契約 の内容 には細部の取 り決 めがないので、

管理 の詳細 は口頭 により取 り決め られ、慣例的 に行なわれていると考え られる。

以上のよ うに3事 例の管理委託契約書 は、 「標準管理委託契約書」 に比 べて、

契約項 目が大 まかにな っていることがわか った。特に、居住者 との トラブルを引

き起 こす要因になると思われる管理人の業務内容が、管理委託契約書で取決め ら

れていないことは、今後改善 される必要があろう。

3.管 理組合 における損益計算書の費目

(1)会 計における収支費 目の実態

管理費 と修繕積立金 の収入 と支出の費 目の名称を調査事例か ら取 り出 してみる

と、表5-3、 表5-4、 表5-5、 表5-6の ようになる。

管理費の収入の費 目は、中高層分譲共同住宅における施設の所有状況 の違いに
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表5-5修 繕 積 立 金 の 収 入 費 目

事例A 事例B 事 例C 事例D 事 例E 事例F 事例G 事例H 事例 置

1 前期繰越 前期繰越
膠

前期 よ りの

繰越

'前期繰越金
前年度繰越
金

前年度未修
繕準傭金

前年度繰越
金

前期繰越 前期繰越金

2

今期積立 今期積立金
当期入金
各戸徴収額

修繕積立金
当期分割積
立

修繕積立金 積立金
前期積立金

本年度積立
金

当期収入
未収金回収

修繕積立金

3 預金利息 預金利息 預金利息 預金利息 利息 利息 受取利息

4

預 り金 使用料
風水害事故
補填

5 臨時徴収 の

各戸徴収額

各戸負担積
立金

臨時徴収

6

管理費繰入 管理費 へ振

替
剰余金繰入 一般会計繰

越剰余金繰

入 れ

.

*た だ し事例PQは 修繕積立金会計 がない。

事例 」 事例K 事例L 事例M 事 例N 事例0 事例R 事例S 事例T
1 繰越剰余金 繰越金 繰越金 繰越金 前年度繰越 前期繰越金 引 き継 ぎ金

金

前期 よ り繰

越

前期繰越

z

積立金 組 合費

駐車場 使用

料 、粧 輪場

使用料

当期収入 積立金 当初積立金 修繕 積立金

駐車 料金

3 利息 利息 受取利息 受取利息 利子収入 利息

6

当期剰余金 管理費 か ら

繰入 れ

一般会計剰

余金処分

管理費か ら

の繰入れ

一般会計か

らの修繕引

当金積立

表5-6 修 繕積 立金 の支 出費 目
事例A 事例B 事例C 事例D 事 例E 事例F 事例G 事 例H 事例1

i 今期支 出修

繕費

当期支出 鉄 部塗装費

用支 出

修繕費工事 工事別修繕 修繕質 修繕費

2 次期繰越 次期繰越 次期繰越 残高 次年度繰越
金

次年度修繕

準備金

次年度繰越

金

次期繰越金 次年 度繰越

金

事例J 事例K 事例L Its例M m例N 事例0 gs例R 事例S 事 例T

i

な し

特別会計よ

り管理 費へ

繰入れ

建物 保全 費 積立金 取崩

し

特別会計 よ

り管理費へ

繰入 れ(積

立金取崩)

修繕黄 黄 目な し 修繕工事費 ・文 出金

2 な し 次年度 繰越

金

次年度繰越

し
翌期繰越 次期繰越金 次期引 き継

ぎ積立金

次期繰越金 次期 繰越金
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よって異 なる。特に事例により、費 目の名称が異なるのは管理費の支 出の場合で

ある。す なわち修繕積立金へ管理費会計か ら繰入れている場合や、建物 の設備の

違 いか ら生 じる設備の保守,点 検費 の有無 などによる もの といえよう。

また組合運営費に入 る費 目の内容が異な っている。全面委託 のタイプは、各事

例 によって費甫項 目が異 なるだけで、年度 による費 目の違 いは見 られなか った。

管理開始 の時点か ら自主管理 している場合には、特 に費 目が年度 により異な って

いる事例 が見 られた。修繕積立金の費 目における違 いは、大規模修繕費 の不 足の

ために臨時的に各戸徴収 しているかいなか、管理費会計か らの繰入れの有無 によ

るものである。

以上の ことか ら平均的な管理費の支 出状況を管理組合が検討す るためには、管

理費 の費 目構成 を標準的な形 にしてお く必要があろう。

(2)会 計 における標準費目の設定

既往の研究 による費 目の分類には、(財)高 層住宅管理業協会(案)(文107)

と梶浦恒男氏 による標準収支項 目(文79)が ある。(財)高 層住宅管理業協会(案)

は、管理費会計 の支出の費 目が、① 定額管理費,② 定額管理費以外 の委託業務

費,③ 共用部分直接費に分け られて いるが、総会時 の収支決算書の資料か らは、

定額管理費 の内訳 まで明 らかではないので実際上 は使用困難 であ る。梶浦恒男氏

の標準収支項 目では、管理組合における共同管理費用の分析 を目的 とす るため に

作成 してい るので、管理費 と修繕 積立金会計 が一緒 に扱われている。調査事例 に

っいては、一般会計である管理費会計 と特別会計である修繕積立金会計 に分かれ

てい るので、共同管理費用 として処理 す ることはで きない。

すべての事例において、実状 に合 い、かっ合理的な内容 を持つ ように、管理組

合 の会計の費 目を設定す る必要があるので、調査事例の実態か ら表5-7に 維持

管理費 の収支 の項 目と して設定 した。
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表5一.7維 持 管 理 費 収 支 項 目

、 一 一 1前 期 繰 越

2管 理費

収 3施 設 使用料(駐 車 場)

4〃(駐 輪 .場)

管 5〃(集 会 場)

入 6〃(そ の 他)

7利 息 τ

8雑 収 入

9そ の 他 の 積 立 金

理 1組 合 運営 費

2税 金 保 険料

3水 光 熱 費(水 道料)

支 4〃(電 気 料)

5〃(ガ ス 料)

費 6委 託 管理費

出 マ修 繕 費

8共 同 生活費

9雑 支 出

10修 繕 積 立 金 へ の繰 入

次 期 繰 越 金

修 1前 期 繰越 金

収 2積 立 金

繕 3利 息

4雑 収 入

積 入 5臨 時 徴 収 金

6管 理 費 か らの 繰 入

立 支 1・修 繕 費

出 2管 理 費 へ の繰 入

金 次 期 繰 越 金
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1)管 理費会計

管理費会計 の費 目を以下のよ うに分類する。

a.収 入の費目

① 前期繰越金:処 分可能利益か ら必要 な処分を行 った残 りの額を示す。

② 管理組合費:月 々、区分所有者か ら一律、 もしくは所有面積当た りで徴収す

る管理費である。建設省の標準管理規約では、各戸一律に負担す

べ き費用を区別 して組合費 としているが、調査事例 のうち区別 し

ているのは事例Fで あ った。

③ 施設使用料=共 有部分を専用使用す る使用料であ り、駐車場,駐 輪場,集 会

所を対象 とす ることが多い。その他 と しては、 トランクルームの

使用料があ る。使用料の内容 は、管理組合が所有す る施設た より

異な る。

④ 利 息:預 金等 の利息であ る。

⑤ 雑 収 入:電 話料,ガ ス料,電 灯電力料の もどし入れ,水 道料金 の剰余金

収入な どがある。

⑥ その他の積立金:修 繕積立金以外 に積立てている費用。

b.支 出の費 目

① 組合運営費:管 理組合の会議や理事の費用,広 報活動の印刷費,管 理人室 の

備品,消 耗品など。

② 税金保険料:共 有部分 の固定資産税や火災保険料な ど。

③ 水光熱費:共 有部分 の水道料金,ガ ス料金,電 気料金。

④ 委託管理費:管 理会社 に支払 っている管理を委託 している費用で管理手数料

と管理 人などの人件費,本 社経費を含む。

⑤ 修繕費合計:建 築,設 備,施 設,敷 地における保守,点 検,修 繕,改 良,新

設 にかかわ る費用。

⑥ 共同生活費:町 内会や 自治会 の分担金やをコ ミュニテ ィー活動 の費用 として

払 う寄付金,交 際費。
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⑦ 雑 支 出:上 記 の分類 に含 まれない ものの費用、実質上 の支出。

⑧ 修繕積立金への繰入れ:管 理費会計か ら修繕積立金会計への繰入れ。

2)修 繕積立金会計

修繕積立金会計の費 目を以下のよ うに分類す る。

a.収 入の費目

① 前期繰越金:処 分可能利益か ら必要な処分 を行 った残 りの額を示す。

② 修繕積立金:各 戸当た りや面積(㎡)当 た りで区分所有者が、大規模修繕のた

めに計画的に積立てる積立金 をい う。

③ 利 息:修 繕 のための修繕積立金 を銀行等に預金 した際 にっ く利息をい

う。

④ 雑 収 入:風 水害事故補償等の収入をい う。

⑤ 臨時徴収金:大 規模修繕時の費用不足分を、各戸か ら徴収 した費用をい う。

⑥ 管理費会計か らの繰入れ:管 理費 の剰余金の一部を修繕積立金 として繰入 れ

ている費用をい う。

b.支 出の費 目

① 修 繕 費:修 繕積立金か ら支出 した費用 であ る。必ず しも修繕のみでな く、

改良 や新設工事 なども含む。

② 管理費会計へ繰入れ:修 繕積立金 の一部を管理費会計へ繰入れる費用である。

管理費会計 の不足分 を補填す る。

4.管 理組合における会計の項 目とその運用の実態

(1)管 理規約 における会計項 目の立て方 と内容

建設省の標準管理規約 によって管理組 合の会計 には、会計年度,会 計報告,帳

票類の作成,保 管な どの項 目が定め られている。

ここでは調査対象20事 例の うち、区分所有法 の改正で規約改正を行 なった2

事例を含む、15事 例 の管理規約 における会計項 目の立て方を表5-8に 示 し、

建設省の標準管理規約上の会計 の取 り決 めと比較 した。
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表5-8建 設 省標 準 管理 規約 の分類 によ る会 計 項 目内容 の実施 状 況

住宅名 A B C DIF H 1 K L M N 0 P S T

設省

標準

管理

規約

よ
る
分類

会計年度 一 O 0 0 0 0 0 0 0 一 0 0 0 一 0

建 惜 理組合収入と支出 O 一 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0

収支予算作成と変更 一 一 一 一 0 0 0 0 0 一 0 0 0 一 一

会計報告 0 0 一 0 0 0 一 0 0 0 0 0 0 一 0

管理費等の徴収 0 一 0 一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理費等の過不足の考え方 一 一 ▲ ● 一 0 ★ ★ ★ △ 一 0 0 ▲ 1.

預金口座の開設 0 一 一 一 一 一 0 一 一 一 0 O O 一 一

借り入れ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0 O 一 一

帳簿類の作成と保管 一 一 一 0 一 0 0
一 一 一 一 0 0 一 一

凡例 ○ なん らかのとりきめがあ る
一 とりきめがない。

▲ 管理費が不足す る場合のみ

とりきめがある。

★ 管理費 が過剰の場合のみ と ●

りきめがある。

○ 剰余金 が不足 した時(臨 時)

にのみにとりきめがある。

この表 か ら明 らかにな った ことは以下の とおりであ る。

1)1984年 の区分所有法の改正法 による施行に伴ない管理規約を改正 した ものは

事例0と 事例Pの2事 例であ り、会計の項 目は建設省の標準管理規約 に準 じ

てい る。 さらに、会計 の項 目で特徴的なのは、 「管理費等の過不足」 「預金

口座 の開設」 「借入れ」の項 目が付 け加 えられた ことであ る。

2)剰 余金 についての処理 などは、事例D,H,K,L、0,Pの7事 例で定め

ている。

3)管 理費等 が不足 した場合における各戸徴収にっいて管理規約上 に明記 してい

るのは、事例C、H、M、O、P、S、Tの7事 例である。不足 した場合 に

借 り入れることを規約で定めているのは事例0と 事例Pで あ り、管理規約を

改正 した事例である。管理組合の運営上で問題になるのは管理費等が不足 し

た場合の処理の方法を規約で取決 めているかどうかである。
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(2)会 計報告の書式 と運用の実態

中高層分譲共同住宅の管理組合の総会で、必ず年一回、管理費等の収支報告が

行なわれ る。会計報告の書式の例 としては、(社)高 層住宅管理業協会(案)

[管理費 と修繕積立金会計を別立てにして・財産内容を明らかにするために貸借

対照表をっ け、また修繕のために長期修繕計画表で修繕の進行状況を明記 してい

る]と(財)マ ンション管理セ ンターによるもの[一 般会計 に加えて、特別会計

を修繕積立金会計、集会所会計 と駐車場会計 に区分 してい る。貸借対照表はそれ

ぞれの会計 にあ り、財産 目録 と一つにまとめている]が ある。

しか し、その実態 は、表5_9の ように各hの 管理組合により会計処理の方法

が異 なってお り、一般会計、特別会計が分れていない ものや、別 にはな ってはい

るが、特別会計 の不完全な管理組合が多 い。また同一管理組合において、会計年

度により会計 の処理方法の変動があ り一定 していない場合がある。

表5-9'管 理 組 合 会 計 の 書 式 の 種 類

住 宅 名 A B C D E F G H t J K L M N 0 P Q R S T

管 収 支 予 算 案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

理 収 支 決 算 案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

賛 明 細.書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

剰 余 金 △ △ 0

修立 収 支 予 算 案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繕金 収 支 決 算 案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0璽

積 明 細 書 等 ◎ #1 ◎ ◎ ◎ ◎ #2 ◎ #3 ◎ ◎

水 道 料 0 0 O 0 0 0 0

そ 駐車場 維持費 0 O 0 0 0

の 自転車置場維持費 0 0

他 自 治 会 費 0 0

そ ・の 他 十a #5 #6

貸借対照褒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

凡 例 ○ 書式 があ る。

◎ 明細書 がっ け られて いる。 ・

△ 剰余金 の処 分方法 が書か れて い る。

+1鉄 部塗装 費 用収支 、雑配 水管消 掃 嶽珊 と分割 積立 、共同丁.v.ア ンテ ナ設備積 立につ いての明 細書が あ る。

+a水 道施 設積 立金 、給水塔 関 係積立金 、一般 修繕積立 金 にっいて の明細 書が ある。

f3E.V.特 別 積 立金収 支予算 決算:書 が ある。

#4水 道器 具稜立 金会 計が あ る。

朽 電波障 害保 障対策 基金 の会計 が別 にあ る。

#6清 掃黄 の会 計が別 に ある。
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以下 、会計運用 の実態 を各事例 ごとに検討す る。

<事 例A>:管 理費 と修繕積立金 は別会計であるが、水道料、駐車場保証金、

自治会費 も別会計 にな っている。管理組合の結成時か ら第7期 目よ り大規模修繕

に備えて駐車場の収入 と管理費か ら定期的に修繕積立金会計へ定額 の繰入れが行

われている◎

各戸徴収 の修繕積立金の値上げに対 しては、区分所有者の合意 が容易ではない

ので、増額 しないで大規模修繕 に備えている。

<事 例B>:特 別会計が5種 類 と多い。調査時点 における内訳 は、① 普通積

立金,② 特別積立金,③ 駐車場維持費,④ 自転車置場維持費,⑤ 水道料であ

る。外壁塗装や屋根防水等を実施 した年 には、一時徴収金を集 めている。その後、

修繕積立金 の値上 げを しないことで、区分所有者 の合意 を得ているが、特別積立

金 とい う特別会計 を新 たに作 り、事実上 の値上げを している。

<事 例C>:特 別会計 が事例Bと 同様に7種 類 と多 く、その内訳 は、① 鉄部

塗装費用,② 雑配水管清掃費用(共 用部分の配管の清掃),③ 雑配水管清掃費

用分割積立 て(専 有部分 の配管の清掃),④ 水道料,⑤ 駐車場保証 金,⑥ 共同

テ レビア ンテナ設備積立金,⑦ 自転車 ワッペン収支 である。

会計 の運用 にっいて、一般会計 より一部 の金額を特別会計である、① 鉄部塗

装費用,⑥ 共同 テレビア ンテナ設備積立金の両方 に繰入 れている。各戸か ら徴

収 している修繕積立金以外 に、駐車場の使用料を、① 鉄部塗装費用の会計の収

入 と している。共用部分 の雑排水管 の清掃費用 は、戸当 りで区分所有者か ら徴収

す る特別会計 を設 けている。共用部分の雑排水管を清掃す る時に専有部分の雑排

水管 も同時に清掃す るために会計を別 に作 り、分割 して積立てを行な っている。

<事 例D>:現 在 は管理費会計、修繕積立金会計 および水道料金剰余金会計

の3種 類であるが、住宅の管理開始後8年 目までは、集会室使用料会計 とい う別

会計を持 っていた。それを、管理費会計 における収入 の一費 目とした経過がある。

資産内訳 も同年度か ら整備 されて きている。ただ し支出の費 目の内訳 が大まかで

ある。

<事 例E>:管 理組合の会計 は、一般会計 と特別会計が独立 していて、調査

時点 において特に問題点 はなか った。
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<事 例F>:竣 工後8年 目か ら修繕積立金 として一般会計 の剰余金を全て繰

入れている。そのため多 くの剰余金 のある時は多 く積立て られるが、その逆 もあ

る。

<事 例G>:管 理開始時か ら管理費 と修繕積立金 は別会計である。大規模修

繕 のために前 もって修繕積立金 の値上 げを して準備 している事例で、会計間の資

金流用は していない。

<事 例H>:修 繕積立金を確保す るために管理費会計の剰余金を毎年修繕積

立金会計へ繰入れている。

<事 例1>:修 繕積立金会計の収入源 は、各戸徴収す る費用 と駐車場や駐輪

場か らの使用料である。管理費会計 と修繕積立金会計が不足 した時には、相互に

繰入れ を して補填 している。

<事 例J>:調 査時 には、一般会計 と特別会計に完全 に分 かれていたが、管

理開始後か ら7年 目までは修繕積立金 はなか った。その後10年 目まで は、修繕

修繕積立金 は一般会計の一費 目として処理 していた。

<事 例K>:一 般会計の一費 目と して修繕積立金 を支 出 して特別会計 を作 っ

ている。大規模修繕に際 し、特別会計か ら一般会計へ と繰入れて支出 してい るが、

かかった修繕費 と同額 とは限 らない。

<事 例L>:毎 年会計報告 の書式が変化 して統一 パター ンがない。管理 の方

法は自主管理で管理人がいない住宅である。

<事 例M>:中 層 と高層の複数棟があるが、各戸徴収の管理費 と修繕積立金

の金額の差はない。

<事 例N>:会 計処理 の上 か らは別会計になっているが、実際 は、一般会計

の一費 目として修繕積立金があるた めに、常 に積立額 は毎年変動す る。

<事 例O>:7階 建ての棟のみ通常の修繕積立金以外 にエ レベーター特別積

立金 を各戸徴収 している。

<事 例P>:管 理規約上 は管理費 と修繕積立金 として各戸徴収 して相互運用

は しない と明記 しているが、実際は一般会計 だけで処理 を していた経過がある。

<事 例Q>:1976年 の管理開始後2年 目か ら全面委託管理 か ら自主管理の管

理人雇用型へ移行 した。同時に修繕積立金 も始 めたが会計処理 は一般会計のみで
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行な ってお り、支出の費 目も一定 していない。

<事 例R>:一 般会計 と特別会計があ り、特別会計である修繕積立金会計へ

一般会計の剰余金 と施設の使用料 を繰入れている
。

<事 例S>:管 理費 と修繕積立金 と して各戸徴収 しているが、支出す る時 は

一般会計か ら修繕費 と して支出す る。形 の上では別会計 の体裁を とっているが実

態 は一っの会計 であ る。 自主管理 の管理方法であ る。

<事 例T>:管 理費 として各戸徴収 して、その内の一定額を修繕積立金 とし

て特別会計 を作 っている。

以上 より明 らかにな った ことは次の とお りであ る。

1)事 例Qは 一般会計 と特別会計 に分 かれてない。

2)事 例F,事 例K,事 例N,事 例S,事 例Tの よ うに特別会計の不完全な管理

組合が多い。

3)事 例1は 、一般会計 と特別会計を設 けているが不足時 には相互運用 している。

4)一 般会計 と特別会計を設 けているなかの5事 例 は管理費会計か ら修繕積立金

の会計 へ繰入れを している。

5)事 例F,事 例J,事 例L,事 例Pは 、会計運用 の方法 を変更 している。

5.管 理組合における会計運用の類型化

(1)会 計 の類型化

調査事例の一般会計 と修繕積立金会計 の運用状況 の特色 を類型化 す ると、図5-

6の とおりである。

(イ)丼 勘定 型 事 例 旧P、Q、 旧J

(ロ)積 立 変 動型 事 例 新F、H、 旧L、T

(ハ)名 目型 事 例 旧F、K、N

(二)取 崩型 事 例S

(ホ)相 互運 用型 事 例1

(へ)積 立型 事 例A、B、C、R、 新L

(ト)独 立 型 事 例D、E、G、 新J、M、0、 新P
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この類型 は管理組合 の会計の書式の変更 も表示 している。旧、新 の表示 は、会

計報告 における書式 の変更 のあ った事例である。古 いタイプを旧、新 しいタイプ

を新 と表示 した。

(イ)丼 勘定型 は、全て管理費 のみの一般会計で処理 している。事例 旧Jは 全

く修繕積立金の費 目はない。事例 旧Pと 事例Qは 、管理費 と修繕積立金 をそれぞ

れ各戸徴収 しているが、収支 は同一会計で行 っている。

(ロ)積 立変動型 では一般会計 、特別会計 にな っているが、①管理費 として各

戸徴収 し、その中か ら一定額を修繕積立金会計へ支出する場合 と②管理費会計 の

剰余金を支出する場合が ある。管理費か らの剰余金を修繕積立金へ繰入 れる場合

は、毎年一定額 とは限 らない不安定 さがある。

(ハ)名 目型で は形式的に、会計 は一般会計 と特別会計の二本立 にな ってい る。

しか し、実際は一般会計の一部を特別会計の収入 として繰入れ をする。そ して修

繕 のために支出をす る時 は、一般会計へいったん入金 し、一般会計 か ら支 出を し

ている。つまり修繕積立金を一時 プールす るための特別会計で ある。

(二)取 崩型 は修繕積立金 と して各戸徴収 はするが、修繕 を行な う場 合は一般

会計 か ら支出 してい る。

(ハ)名 目型(二)取 崩型 のタイプは大規摸修繕 に修繕積立金が使われるのか

な ど、使用 目的がわか らないために、修繕積立金で行な う修繕 を管理規約で明記

しておかない と修繕積立金を取崩す ことにな る可能性がある。

(ホ)相 互運用型 の場合、会計 は形の上では管理費会計 と修繕積立金会計の二

本立 にな っているが、不足時 には相互 に資金運用 を してお り、この場合 も修繕積

立金が取崩 される危険性がある。

(へ)積 立型(ト)独 立型 は一般会計 と特別会計 に分 け られてい る。(へ)積

立型 は、修繕積立金会計 において、管理費の剰余金を一部繰入れている。

(ト)独 立型 は全 く独立 したケースで事例の申で7事 例あ り最 も多 く、資金の

相互運用 を しない整然 と したタイプである。

事例 について会計 の類型 が変化 した例 は4例 あ り、事例Fは(ハ)名 目型か ら

(ロ)積 立変動型へ、事例Jは(イ)丼 勘定型か らい ったんは(二)取 崩型へ、

その後(ト)独 立型へ、事例Lは(ロ)積 立変動型か ら(へ)積 立型へ、事例p

一183一



は(イ)丼 勘定型か ら(ト)独 立型へと管理費会計 と修繕積立金会計の二本立会

計 へ、全 く独立会計へ とよ り整 ったタイプへ と変更 している。修繕積立金 を積立

て る本来の目的か らいえば、 このことは、管理費の不足等による取崩 しの起 こり

に くい会計になっていると考 え られる。

(2)会 計運用を変更 した事例

管理組合会計の運用方法を変更 したのは4事 例 あ り、 うち事例Fと 事例Lは 自

主管理における区分所有者 の相互分担型である。残 りの事例Jと 事例Pは 全面委

託 の管理方法である。以下 、その詳細 を検討す る。

<事 例F>:管 理開始後8年 目に修繕積立金か ら管理費会計への繰入れを止

めたために(ハ)名 目型か ら(ロ)積 立変動型 へ変更 した。 これは外壁の塗装工

事 をする時 に修繕費が不足 したので、管理費を値上げするとともに、修繕積立金

か らの支出を明確 にす るなどの改善を行な ったためである。 しか し会計タイプを.

変更 した ものの、管理費の剰余金を修繕積立金 として積立て る方法 は変 わ らない

ので、管理開始 か ら17年 の間に 各戸の積立額がゼロか ら6,157円/戸 ・月 と大 き

く増減 している。現在 までに大規模修繕は、外壁塗装を1回 、鉄部塗装 を2回 行

ない、屋上防水工事 を実施 した。それ らの修繕費を準備す るために、竣工後12年

目の各戸徴収の管理費か ら一年毎に500円/戸 ・月を増額 し、1987年 で9、000円/

戸 ・月

を徴収 している。管理組合の運営は入居時か らの指導者がいて、常 に理事会 の相

談役 として管理組合 を指導 してい る。

<事 例L>:修 繕積立金会計を運営上独立 させたので、(ロ)積 立変動型か

ら(へ)積 立型 のタイプへの変更を管理開始後14年 目に行な った。管理方法 は、

区分所有者の相互分担型であ り、一般会計の収支 の費 目も年度毎 に分類が異な る

等混乱 した会計のタイプであった。管理開始後9年 目に① 修繕準備金,② 駐車

場関係積立金,③ 水道施設積立金,④ 給水塔関係工事積立金,⑤ 一般修繕積

立金の5種 類の積立金の会計を設 けたが、管理開始後16年 目か らは全てを修繕

積立金 と して統一 した。同時に屋上防水,外 壁塗装,鉄 部塗装,給 水塔関係や自

転車置場増築の工事費用を準備す るために各戸徴収 の管理費を値上げ している。
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駐車場を増設をす る時 には管理費会計 か ら修繕積立金会計へ繰入れることにより、

各戸 か らの一時徴収 は していない。 この団地は大規模であるが、その長所 を生 か

して5っ の管理組合が連合会を組織 し、計画的 に大規模修繕 を実施 している。住

戸数 は多いけれ ども区分所有者だけで管理を相互分担 している中層住宅である。

ここには一人の強力な指導者が存在 し、管理組合の運営上の情報は区分所有者 の

間で共有 しているとは限 らない。 この管理方法では、指導者が いな くな ると管理

が悪 くなる可能性がある。なお この指導者 は、市会議員である。

<事 例J>:管 理開始後9年 目に修繕積立金会計 を設 けて(イ)丼 勘定型か

ら(二)取 崩型へ と一度会計 のタイプを変更 した。 さらに12年 目には完全に独

立 した修繕積立金会計 に して(ト)独 立型の会計 のタイプへ変更 して いる。管理

開始か ら8年 目までは修繕積立金 を徴収 していなかったが、大規模修繕 に備えて

修繕積立金の徴収を始めた。一般会計 とは別に特別会計 を設 けたが、'11年 目ま

では修繕積立金会計 か ら修繕費を支出する時は、い ったん管理費会計へ繰入れて

管理費会計の一費 目としていた。 その後、区分所有法の改正の実施 に伴 い、1984

年度 の12年 目か らさらに会計の整備をはか り、(ト)独 立型へ と変更 した。 こ

の事例 は5階 建てであるが、エレベーターを1基 備 えてお り、ロ ビーや住棟の入

口も広 く計画 されていて調査事例 のなかで は比較的高級 である。

<事 例P>:(イ)丼 勘定型か ら(ト)独 立型へ会計のタイプ変更 を管理開

始後10年 目の1986年 度 に行 なった。 この事例では、管理規約上 は特別会計を持

ち、一般会計 と相互運用 は しないと9年 目の1985年 度 に明記 した。 しか し、一般

会計 の一費 目として修繕積立金の処理を していて、管理規約 と会計 の運用の実態

は一致 していなか った。そ こで10年 目に実際の運営上 も相互運用 は しないこと

と した。 この事例 は、管理開始時か ら理事が継続 して いることもあ って、住宅の

管理開始時か ら9年 後 に中期修繕計画を立て、その後 は修繕計画の見直 しや建物

診断 を行ない積極的に建物 の維持管理を している。そ して、会計の整備を行な う

とともに、翌年 に外壁塗装等の大規模修繕 を実施 して いる。 この住宅 は準工業地

域に位置 し、工場労働者が多 く、居住者 の転居が少な い。なお長い理事経験者 で

関西分譲共同住宅管理組合協議会 の代表世話人 もいるな ど管理 に熱心である。
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6.管 理会社の管理組合会計に対する考え方

聞取 り調査 による管理会社 の管理組合会計 に対す る考え方 は表5-10に 示す。

調査対象の管理会社 における会計 の処理方法は、① 本社や支社で一括計算処

理:管 理会社a,b,d,g,f,h、 ② 住宅別 に常駐管理人による記帳

(た だ し常駐管理人がいない住宅では、本社や支社で会計 の一括計算処理 を行なっ

ている):管 理会社c,e,の2種 類である。

表5-10管 理 会 社 の 管 理 組 合 の 会 計 に対 す る 考 え 方

管 理 会 社 名 8 b C d e f 8 h

企 業 の 系 列 不動産系 不動産系 不動産系 不動産系 t'r管 理 系招 蝋 建設業系. 管理専業蝿

管 理 戸 数31 8,000(戸) 5,000(戸) 8,000(戸) S.000(戸) 28.OOO(戸) 1,191(戸) 1、OOO(戸) 22,000(戸)

管理組合の会計報

告に対する考え方

の要点

主婦が対象な

ので家計簿方

式にしている

現金の動きの

みをわか り易

く報告する

管理人の記帳
で経費節減を

計ること

区分所有者の

要求で随時に

変更すること

管理人の記帳

で経費節減を

計ること

分かりやすい

こと

分かりやすい

こと

不正のないよ

うに省力化を

計ること

損益計算書の定型 なし な し なし あり あり三種翅 あり あり 一部あり

特別会計の考え方 必要がある時

のみに設ける

大規模修繕用

と中規模修繕

用に分ける

積立金の会計

のみである

嫉別積立金を

設けており賃

料は積立金会

計へ繰入れる

管理組合の要

求で会計の種

類を変更して

定型はない

積立金の会計

のみ

積立金の会計

のみ

管理費の余剰

金は積立金の

会言†へ繰入れ

る

凡例*1近 畿地方のみとりあげた。*3ビ ル管理業のことである。

*2① 複式簿記 ②中間タイブ ③ 家計簿タイブである。*4住 宅諺理のみを業務としている。

本社や支社 で一括計算:処理 の場合、 コンピューター利用 の場合 と計算 も記帳 と

も人手 による方法がある。 この方法の違いが会計報告 のマニュアルや損益計算書

の型 に関係 している。すなわち コンピューター化す るには、損益計算書の標準化

が必要である。手計算の場合、一応会計業務 の仕様書 や会計報告のマニュアルを

作成 しているが、住宅 ごとに費 目が異な っている場合が多い。

住宅別 に常駐管理人 による記帳の場合 も管理会社 は、会計業務の仕様書 や会計

報告のマニュアルを作成 して、常駐管理人に会計業務 の指導を行な っているが、

住宅 ごとに会計の費 目が違 っている。
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会計報告 における要点 は、① 管理組合 の総会は主婦の出席が多いため会計簿

方式 にす る、② 現金の動 きのみ明 らかにす る、③ 管理人の記帳で経費節減をは

か る、④ 不正がないよ うにかっ省力化をはかる、⑤ わか りやすい ことである。

このためには、複式簿記 は不要であ り(管 理会社a,b,d,g,h)、 貸借

対照表 を作成 していない(管 理会社d,g)、 貸借対照表 は管理組合か らの要求

があれば出す(管 理会社a,b,h)等 、会計処理を単純化 して、管理会社 の経

費節減 をはか っている。管理会社cは 、管理費が不足す ると支払 いが滞 ることに

な り、会社が困るので貸借対照表 を作成 していると述べている。

調査 した管理会社 は、基本的 には管理費会計 と修繕積立金会計 は別であ るべ き

と考 えている。また管理組合の要請 に もとづ き特別会計の種類 を増やす対応を し

てい るところ(管 理会社b,e)が ある。その理由は、管理の主体 は管理組合 に

あるので、管理組合が望 むように会計 の報告書 を作成 していると述べてい る。

管理会社 は、管理組合の資金 の運用 を明確 にす るために会計の書式を整備す る

ことは考 えていないよ うである。

7.管 理組合理事および理事経験者の会計運用の考え方

聞取 り調査 によ って明 らかにな った、管理組合理事お よび理事経験者の会計運

用 にっいての考え方 は、次 のとおりである。

会計運用 タイプの丼勘定型である事例Qで は、調査時 の管理組合理事 は、大規

模修繕 に向 けて修繕積立金 を積立て るために、ゆ くゆ くは会計を管理費会計 と修

繕積立金会計 に分離 したほ うがいい と思 ってい るが、理事会 の雑務が多 く、区分

所有者の居住が少な く、理事会 もなかなか開催で きない状況なので、管理人 に会

計運用を任せていると回答 してい る。

自主管理 の管理方法 を している積立変動型の事例Fは 、できるだ け修繕積立金

を多 く積立てるために、管理費会計 の支出を抑 えて、管理費会計 の剰余金を全て

修繕積立金に しているので、会計を管理費会計 、修繕積立金会計 と全 く別 にしな

いほ うが運用 しやす いと元管理組合理事 は考えている。

会計運用のタイプの相互運用型の事例1で は、修繕費が不足 した場合に、管理
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費会計か ら補 うことがで きて、また管理費会計が不足 した場合にも、修繕積立金

会計か ら流用で きるので便利であると考えている。ただ し管理規約 で繰入禁止事

項 を決 めておかないと確 かに修繕積立金の取崩 しになる恐れがあることは承知 し

て いるようである。管理費、修繕積立金の値上 げは、区分所有者の合意 を得 るの

に時間がかか り、難 しいので資金を相互運用 して運営 して いると管理組合理事長

は述べている。

会計運用のタイプの積立型 である事例A,事 例B,事 例Cは 、施設使用料 を修

繕積立金収入 とすることを管理規約で決めてお くことは必要であると認識 してい

る。各戸徴収 の修繕積立金の増額は難 しいので、修繕積立金 の積立額 を増やすた

めに、管理会社の勧めにより管理費会計か ら施設使用料の一部を修繕積立金会計

へ繰入れていると事例A,事 例B,事 例Cの 管理組合理事長 は回答 してい る。

会計運用のタイプの独享型であ る事例D,事 例G,事 例0に おいては、委託管

理の管理方法 をとってお り、管理会社 や常駐管理人を信頼 して任せているので会

計運用上 の問題はない と管理組合理事 は述べている。

以上、管理組合理事 および理事経験者 は、各事例の会計運用 の問題点を認識 し

てお り、管理費会計 と修繕積立金会計 は独立 させて相互運用 しないほ うがいいと

思 っている。 しか し実際 は、管理費や修繕積立金会計が不足 した場合、一時徴収

や各戸徴収の管理費等 を値上げす るよ りも他会計か らの繰入れを して会計の運用

を している事例があ る。

8.管 理規約の整備方法

調査事例の管理組合の会計において、一般会計 と特別会計 に分 かれてない もの

や、特別会計の不完全な管理組合が多 い。 また、一般会計 と特別会計を設けてい

て も不足時 に相互運用 してい る。そ して、一般会計 と特別会計を設 けている中の

5事 例 は管理費会計か ら修繕積立金会計 へ繰入れを している。

以上の ことか ら、管理組合における会計の管理運営のために、管理規約 を次の

よ うに整 えることが望ま しい と思 われ る。
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(1)(イ)丼 勘定型、(ロ)積 立変動型、(ハ)名 目型、(二)取 崩型 のタイプ

は修繕積立金 の収入会計 を独立 した特別会計 として持っ。

(2)(二)取 崩型 のタイプは、修繕積立金会計か ら管理費会計への繰入禁止事項

を盛 り込む。

(3)(ハ)名 目型、(ホ)相 互運用型のタイプは、会計問の資金流用を原則 とし

て禁ず る。流用 の場合 の手続 きを明確 にす る。

(4)(二)取 崩型、(ホ)相 互運用型、(へ)積 立型、(ト)独 立型 のタイプは、

修繕積立金会計 の種類 を自然発生的に増やす ことは しない。修繕積立金が不

足す る時 は値上 げを行 ない、名称を変 えた修繕積立金をっ くらない。

(5)(ロ)積 立変動型、(ハ)名 目型、(ホ)相 互運用型、(へ)積 立型のタイ

プは、管理費の剰余金 を定常的に修繕積立金会計へ繰入れることを恣意 的に

は行なわない。

特 に(1)(2)の よ うに修繕積立金の運用は、管理組合の運営の基礎であるか ら重

要であ る。

9.ま と め

以上 、中高層分譲共同住宅の管理組合の会計にっいて、管理費 と修繕積立金 の

費 目の内容、管理規約 の内容、会計報告の書式および会計 の運用 のタイプを分析

した。その結果、明 らか にな ったことをまとめると次 のとお りである。

a.管 理委託契約書と管理費,修 繕積立金 の費目について

(1)調 査事例における管理会社 と管理組合の問における管理委託契約書 は、契約

事項 の取 り決 め項 目が少 な く、詳細な契約事項 は文章 で取交 わされないで口

頭で決 められている。たとえげ管理人の勤務形態 は、契約事項 の一 つであ る

が 口約束程度であ り、管理人の業務内容 を契約事項 と して決 めていなか った。

(2)管 理費 の構成、す なわち費用項 目の名称 および範囲は、各事例 において異な

る。

(3)管 理費、修繕積立金 における会計上の合理化 のため、各費 目の実情 にあ った

維持管理費の収支費 目を筆者 が作成 した。
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(4)管 理規約上の会計の取 り決めは、建設省 の標準管理規約 に較べると、調査 し

た事例では規約その ものの内容 のみな らず、それぞれの項 目(見 出 し)も 少

な く、剰余金の処理 、管理費等が不足 した場合の処理方法等の管理規約の取

り決めを して いない場合がある。 管理規約 を改正 した事例で は、 「管理費

等 の過不足」,「 預金講座の開設」,「 借 り入れ」の項 目が付け加え られてい

た。

b.管 理組合会計の書式について

(1)管 理組合の会計報告の書式 について調査 した事例では、一般会計だけで特別

会計がない場合や数種 の特別会計を持 っている場合があ る。そ して修繕積立

金会計は、支 出 した金額だけの記入な ど不完全 な事例がみ られる。また貸借

対照表のない事例や貸借対照表 の形を していないのがある。

(2)調 査 した範囲において、管理組合会計 の運用を、丼勘定型、積立変動型、名

目型、取崩型 、相互運用型、積立型、独立型の7タ イプに類型化 した。

(3)調 査事例の中で会計のタイプが変化 した例は4例 あり、それ らは、① 名 目

型か ら積立変動型へ、② 丼勘定型か らいったんは取崩型へ、その後独立型

へ、③ 積立変動型か ら積立型へ、④ 丼勘定型か ら独立型へ と管理費会計 と

修繕積立金会計の二本立会計へ、独立 した会計のタイプへ と変更 している。

c.管 理組合会計 に対す る管理会社、管理組合の理事の考え方

(1)調 査対象 の管理会社 における会計 の処理方法 は、①本社や支社で一括計算処

理、②住宅別に常駐管理入 による記帳の2種 類に分 けられ る。

管理組合会計 に対 して、調査対象の管理会社 は、基本的 には管理費会計 と修

繕積立金会計 は別であるべきと考 えている。管理組合の要請があれば、修繕

積立金会計以外 の特別会計の種類を増や している管理会社がある。

また管理組合の会計 の報告 にっいて、複式簿記 は不要であると述べていて、

貸借対照表を作成 していない ところがあ り、管理組合か らの要求があれば貸

借対照表を作成す るなどの処理 をしている。

(2)調 査対象の管理組合理事および理事経験者 は、各事例の会計運用の問題点を

認識 してお り、原則的には管理費会計 と修繕積立金会計 は相互運用せず独立

させるべ きだ と思 ってい る。 しか し実際は、管理費 、修繕積立金が不足 した
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場 合、他会計か らの繰入れを して会計運用 しているのがみられる。

d.管 理規約 の整備方法

a,b,c,の 結果 より会計運用 のタイプ別に具体的 な管理規約上の会計を整

備す る望ま しい方法 を述べた。なお本報で扱 った事例が会計管理運営の全てを代

表 してい るか どうかはわか らないので、今後 さらに調査事例を増やす必要が ある。
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第6章 管理費および修繕積立金と修繕費支出の実態

1.研 究 の 目的 と方法

(1)調 査 の 目的

(2)調 査 の方法

(3)採 用物 価指 数 とそ の利 用

2.調 査対象 住 宅 の概 要

3.修 繕項 目 コー ドの設定

4.管 理費 会計 の収支 実態

(1)各 事例 の管 理費 会計 の収支

(2)収 入 と支 出 につ いて

(3)管 理費 会計 の収 支 パ ターン

5.修 繕積 立金 の会計 の収 支実態

(1)修 繕積 立金 の収 入 と支 出

(2)修 繕 積立 金会計 の収 支 パ ター ン

6.修 繕費 の支 出 の実 態

(1)修 繕 工事 と修繕 周期

(2)平 均 の修繕 費 につ いて

(3)修 繕 費 の支 出 におけ る経 年変 化

(4)設 備 関係 の清掃 およ び点検 費

7.大 規模 修繕 工事 の実態

(1)修 繕 計画 にっ いて

(2)大 規 模修 繕工 事 の種 類

(3)設 備 および施設 の新 設 と増設 の工事

8.大 規 模修繕 にお ける資金 の調達 方法

(1)大 規 模修繕 にお け る資金 調達 の実態

(2)大 規 模 修繕 にお け る資 金調達 の類型 化

9.各 戸徴 収 の修繕積 立金 の算 出

(1)修 繕 積立 金 の算 出

(2)そ の他 の修繕積 立金 の算 出方 法

10.大 規模 修繕 にお ける資金調 達 の整備方 法

11.ま と め
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第6章 管理費および修繕積立金と修繕費支出の実態

この章では、共用部分を管理するために管理組合が支出する、管理費に占める

修繕費と修繕積立金から支出された大規模修繕費の金額および管理組合会計にお

ける収支の経年変化の実態と経年変化の要因を明 らかにする。

1.研 究の目的と方法

(1)調 査の 目的

我が国の中高層分譲共同住宅 は、ス トックが200万 戸に達す る膨大 な社会的

資産であり、 これ らを良好な状態に保ち効果的 に維持管理す ることは重要な社会

的課題である。 しか し住宅を維持す るための管理費用 にっいては、計画的な考え

方や科学的根拠 に乏 しい。そ こで中高層分譲共同住宅を適正 に管理す るために維

持管理の費用面か ら修繕 の実態を検討す ることは意義があると考える。

本章では財政的問題である維持管理費用 にっいての課題を以下のように整理 し

て検討する。

① 住宅を維持管理 してい くための費用の金額。

② 管理会社 への委託費用の金額。

③ 維持管理 の費用 における経年変化 とその変化の要因。

④ 特 に、大規模修繕にかかる修繕費 の金額。

⑤ 大規模修繕の資金調達の方法。

本章 の特徴は、管理費を扱 う一般会計 と修繕積立金 を扱 う特別会計 に分 けて維

持管理の収支項 目を設定 し、その項 目別 に管理費 と修繕積立金 の費用を分析 した

ことである。 さらに修繕時期、修繕内容、修繕費 を部位別 に把握す るために、既

往の修繕 システムコー ド(修 繕経歴の把握 と将来 における修繕資金 の準備をする

ために、計算機に修繕 のデータを入力す る作業 の第一段階 として修繕内容等 を コ

ー ド化 した もの)を 整理 し
、新 しく修繕項 目コー ドの作成を行な った。

このように管理組 合の会計における管理費 および修繕積立金収支の経年変化か

ら管理の実態を明 らかに し、 さらに修繕費か らみた修繕実態を把握 し、管理費お
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よび修繕積立金の算定 における基礎資料を得 ることが目的である。

本章における研究 のフローは図6-1の とお りであ り、その内容 は以下の3点

である。

① 管理費収支を費 目、項 目別、経過年数別に整理 し、個々の事例の管理実態 を

把握 し、その経年変化か ら変化要因 を明 らかにす る。

② 個 々の事例の小修理や大規模修繕および改善の内容,時 期,費 用を検討す る。

管理費か ら支出 され る修繕費 と修繕積立金か ら支出 される修繕費データは、修

繕周期 と部位別耐用年数 を定 めるための手がか りとなる。

③ 大規模修繕 における資金調達の方法 を分析す る。

♂ 、
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㌧ ノ

一

♂ 、
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㌧.ノ
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図6-1研 究 の フ ロ ー

一194一



(2)調 査の方法

関西分譲共同住宅管理組合協議会の会員を申心 とした民間の中高層分譲共同住

宅14事 例の管理組合において、以下のような資料を収集 した。

① 管理規約

② 管理開始後 か ら1988年 度 までの総会時の議案書および会計報告書

③ 長期修繕計画表

④ 建物診断の報告書

会計の報告書のなかで費 目の詳細な部分につ いては、管理組合の理事長 もしく

は管理会社 に対す る聞 き取 り調査を行ない、あわせて住宅の現地調査を実施 した。

調査対象の選択 に際 して注意 した点 は次の4点 である。

① 中層か ら高層、1棟 か ら複数棟 までとさまざまな建物形態の民間分譲共同住

宅である こと。

② 竣工後10年 以上経過 していること。 これは大規模修繕を経験 していると考 え

られるか らである。

③ 管理 の方法は自主管理か ら全面委託 までを含んでいること。

本調査は、建物の形や住戸規模の種類が多い ことか ら民間住宅を対象に した。

そ して住宅 ・都市整備公団 の大規模修繕を経験 している住宅は、団地形式が多 く、

費用の多 くの部分を植栽に使われている場合 もあ り、今回の調査対象 に していな

い。住宅供給公社の住宅 も同 じ理由によりこの調査か らは省いた。

ただ し、区分所有者 の相互扶助で管理 してい る事例 は調査対象の中に含まれて

いない。

調査時期 は、第1次 調査:1984年7月 か ら9月(5事 例を対象)

第2次 調査:1886年9月 か ら11月(上 述 の5事 例を含む14事 例

を対象)

第3次 調査:1989年12月 か ら1990年2月(追 加調査)

である。
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(3)採 用 した物価指数 とその利用

分析の方法 は、管理費および修繕積立金は単年度 ごとの分析のため実際 の金額

を使用 した。集計単位 は、事例 ごとに平均 の住戸専有面積 が異なるので、各戸 の

徴収額 と設備の点検費以外 は、延床面積当 りの費用(円/㎡ ・年)と す る。

なお修繕費の支出額 は、労務費および材料費の物価指数か ら作成 した補正係数

によ り1988年 度 の値 に換算 した。算出の詳細 は、表6-1の 修繕費補正係数の算

出方法 に示 した。

2.調 査対象住宅の概要

調査対象住宅の概要 は表6-2の とお りである。調査対象の住宅 における住戸

数 は36戸 か ら1,204戸 まであ り、棟数 は1棟 か ら7棟 までの団地形式 である。階

数 は5階 か ら29階 で申層か ら高層 まで を含んでいる。 また平均住戸の専有面積

は最小65㎡ か ら最大100㎡ である。

対象 と した住宅 はすべてフ ァミリータイプの住居用 である。主 な住戸 のタイプ

は、3DKか ら3LDKで ある。

調査対象 における管理の方法 としては、管理会社へ全面 的に委託を しているの

が12事 例、管理人を管理組合が直接 に雇用 しているのが2事 例である。

管理人による管理形態 としては、管理人が巡回 して管理 してい るのが3事 例 、

管理人が通勤 して管理 しているのが2事 例 と、管理人が常駐 して管理 しているの

が9事 例で ある。

3.修 繕 項 目コー ドの設定

調査事例 における管理組合の会計は、一般会計 と特別会計で処理 されているの

が13事 例 と、特別会計を持たない事例Hの1事 例である。

会計の費 目は個々の事例 において異 なり、また経年 的に異 なる場合 もあるので、

比較検討す るためには標準費 目の設定 をす る必要があ り、第5章 で提案 してい る。

修繕費用の分析のために、既往の修繕 システムコー ドを参考 にして修繕工事分
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表6-1費 用 換 算 値

(1988年 度 を1.OOと す る)

年度 消費者物価指数 修繕費補正係数 馳

1967 3.29 4.24

1968 3.13 3.88

1969 2.97 3.51

1970 2.75 3.17

1971 2.58 2.93

1972 2.48 2.69.

1973 2.22 2.16

1974 1.78 1.72

1975 1.60 1.61

1976 1.46 1.50

1977 1.34 1.39

1978 1.30 1.30

1979 1.26 1.19

lsao 1.16 1.10

1981 1.11 1.07

1982 1.08 1.04

1983 1.06 1.03

1984 1.04 1.14

1985 1.01 i.os

1986 1.Ol 1.04

1987 1.01 1.02

1988 1.00 1.00

注

1)消 費者物価指数 の全国版を利用 した。

2)修 繕費補正係数 の算 出方法 にっいて は、

屋外労働者職種別賃金調査 の労務賀物価

指数 ×0.68に 日銀卸売指数 の建設用材料

費物価指数 ×0.32を 加算:して求めた。
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表6-3修 繕 項 目 コ ー ド

1屋 根防水
一2外 部 鉄 部

3内 部鉄部

建 4竪 樋 、 ル ー フ ド レー ン

5外 壁

物 6内 壁

7天 井

関 8床

9窓 枠 、 玄 関 ドア

係 10パ ル コs一

11断 熱 工 事

12災 害 復 旧工 事

13そ の他 の工 事

1給 水 管

2高 架水槽(受 水槽)

3給 水 ポ ン プ

設 4消 防設 備

5排 水管

備 6浄 化 槽 、 浄 化 装 置

7ガ ス配 管

関 8電 気設 備

9屋 外 灯

係 10屋 内灯

11テ レ ビ共 聴 設 備

12エ レ ベ ー タ ー

13そ の他 の工 事

1物 置

施 2ト ラ ン ク ル ー ム

設 3自 転 車 置場
● 4駐 車 場

外 5集 会 場

構 6ゴ ミ置 場

関 7管 理 人 室(棟)

係 8植 栽

9清 掃

10そ の 他 の 工 事

そ の そ の 他

他
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類 を表6-3に 設定 した(文122、123、124、125)。 建築関係修繕、設備関係修繕、

施設 ・外構関係修繕、その他の4項 目に大分類 した。建築関係修繕 においては

13中 分類、設備関係修繕 においては13申 分類、施設関係修繕 においては10

中分類 とし、それぞれを清掃 ・点検、部分修繕、全面修繕、新設 に細分類 した。

また、細分類 の全面修繕 は、取替 ・改良的工事を含む もの と.する。

なお修繕項 目コー ドを作成するにあた り、調査事例 については上述 のよう,に一

事例を除いて、一般会計 である管理費会計 と特別会計である修繕積立金会計 に分

れてお り、管理費 か ら支出す る修繕費 と修繕積立金会計か ら支出す る修繕費 の特

徴 を検討す るために、管理費会計 と修繕積立金会計か らの修繕費 を区別 して分析

した。

4.管 理費会計の収支実態

管理組合の会計は、管理費を取 り扱 う一般会計 と修繕積立金を扱 う特別会計 に

か ら成 り立 っていることを第5章 で述べた。管理組合の会計 をモデル化 した もの

が図6-2で ある。ただ し、ここで分析 した事例 の中で、管理費不足を補 うため

に積立金 の取崩 しを行 なった例は3事 例であった。

収入 収入

一H

F

支出

、

、!

〉

支出

!

管理費

積立金

図6-2管 理 組 合 会 計 の モ デ ル

管理収支 の経年変化 と管理費収支 における内訳 の構成比率は、図6-3に 示 す

とお りである。なお図を見易 くするために、図6-4に おいては少額の ものは省

略 して凡例 のように表示 している。
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事例 事例 事例 事例
BCFI

管理費の収入内訳

[高 層]

%

100
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20

0

[中 層]

鱗

事例 事例 事例 事例
BCFY

管理費の支出内訳

事例 事例 事例 事例 事例 事例 事例 事例
ADEGHJKN

収入の凡例

∈≡当修繕積立金から繰入

㎜ 雑収入

■■ その他

㎜ 腿利息

■ ■その他使用料

圏 集会所使用料

㎜ 囲自転車置場使用料

睡鋼 駐車場使用料

騒翻 管理組合費

管理費の収入内訳

%

100

80

60

40

20

[高 層]

事例 事例 事例 事例 事餌 事例 事例 事例
ADEGHJKN

管理費の支出内訳

支出の凡例

麗灘修繕積立金への繰入

匡 ∋雑支出

㎜ 共同生活費

■圏 修繕費

麟翻 委託管理費

■ ガス料金

圏 電気料金,

㎜㎜ 水道料金

團 税金 ・保険料

口■1組合運営費

図6-3中 高 層 別 管 理 費 収 支 内 訳
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以下 に各事例の詳細 を述べる。

(1)各 事例の管理費会計の収支

く事例A>:純 収入(前 期繰越金 および修繕積立金か らの繰入れは含 まない)

は、延床面積当 りの平均(以 下、平均)は 、1,250円/㎡ ・年であ り経年 的な変

化は少 ない。今まで に駐車場使用料 の値上 げを しているが、'管理費 は平均7,000

円/戸 ・月で値上 げを していない。前期繰越金 を含んだ収入の合計が経年的に山

型カーブを描 くのは前期繰越金 の影響 と思われ る。

次 に純支出(管 理費の会計か ら修繕積立金 の会計への繰入 れは含 まない)は 延

床面積当 りの平均は1,241円/㎡ ・年であ り、 うち委託管理費,修 繕費 の構成比

率 はともに34%で ある。

修繕積立金の会計 への繰入れを含んだ支出の合計 は経年的に増加 してい る。 こ

れ は、1980年 度 は非常階段 の塗装等を実施 したために修繕費が増加 した ものであ

る。また1981年 度 は、大規模修繕 の資金 と して管理費の会計か ら修繕積立金 の会

計へ繰入れを したため支出が増加 している。

<事 例B>:純 収入 は平均754円/㎡ ・年で経年 的には増加 している。その理

由 として は、① 管理費を18年 間 に4回 値上げ して2,000円/戸 ・月か ら4,300

円/戸 ・月になった こと、②1979年 度か ら駐車場を有料化 した ことがあげ られる。

純支出は平均すると743円/㎡ ・年で、 うち委託管理費 と修繕費 の構成比率 は

ともに38%を 占める。修繕積立金の会計への繰入れを含んだ支出の合計 は、経年

的に増加 している。特 に1980年 度 に際立 って突出 しているのは修繕費 の増加 によ

るものであるが、その詳細 は不明である。また1982年 度の増加分 は、浄化槽か ら

下水道本管への直放流 に切換える工事 の費用 を修繕積立金会計 に繰入れた ことが

その大 きな理由であ る。下水道の本管 への付替え費用は、修繕積立金の会計か ら

支出 した。

<事 例C>:純 収入は平均す ると925円/㎡ ・年で経年的な変化 はない。各戸

か ら徴収 した管理費は、平均3,360円/戸 ・月であり、純収入 における構成比率

は60%で 一定 してい る。

純支出は平均す ると910円/㎡ ・年で、 うち委託管理費が46%、 修繕費が18%
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である。修繕費の構成比率が少 ないのは、エ レベータのない中層であることがそ

の理 由として考え られ る。 また駐車場の使用料は、その収入の16%が 毎年修繕積

立金会計 に繰入れ られている。

<事 例D>:純 収入 は平均すると714円/㎡ ・年で経年 的に増加 してい る。 こ

れ は管理費を16年 間に2回 の値上げ した こと(3,500円/戸 ・月か ら4,200円/

戸 ・月)や 水道料金 の差額(親 メータと各戸設置の子 メータの料金の差額 のこと)

や公衆電話の通話料等の雑収入の増加が影響 しているためである。

純支出は平均す ると714円/㎡ ・年 で、その内訳 は委託管理費が42%、 修繕費

が28%で あ り、支出における修繕費の構成比率 は経年的 に減少 している。 これは

委託管理費や水光熱費、特 にエ レベータを装備 しているので電気代がか さむため

である。

<事 例E>:こ の事例は、5年 間の短 い限 られたデータという制約があ る。

純収入は平均す ると963円/㎡ ・年で経年的に微増 している。管理費 は5年 間

で2回 の上げ(8,300円/戸 ・月か ら9,400円/戸 ・月)が 行なわれた。

そ して純支出は、平均864円/㎡ ・年で、その内訳は委託管理費が32%、 修繕

費が28%、 水光熱費が28%の 構成比率である。特 に水光熱費の構i成比率が高いの

は、高層 でエレベータの電気代が多 く必要 とされるためである。

<事 例F>:純 収入 は平均1,492円/㎡ ・年であり、経年的に微増 している。

それは、管理費を16年 間 に2回 値上げ(4,200円/戸 ・月か ら5,600円/戸 ・月)

しているためである。前期繰越金が管理開始後8年 目まで累積 しているのは、修

繕積立金のための特別会計がな く、それまで一般会計だ けで処理 したためである。

管理開始後9年 目に修繕積立金の会計を独立 させて、その後12年 目か らは駐車

場使用料の全額 を修繕積立金の会計 における収入 として いる。

純支出は平均1,103円/㎡ ・年で、特 に委託管理費が58%と 大 きな構成比率 を

占めている。大規模修繕 として管理開始後5年 目には鉄部塗装 を実施 している。

<事 例G>:純 収入 は平均1,578円/㎡ ・年であり、管理費 を16年 の問 に1,

092円/㎡ ・年か ら1,744円/㎡ ・年 と、順次値上 げを している。大規模修繕 に備

えて10年 目に修繕積立金の会計を管理費会計か ら独立 させて設 けている。

純支出は平均1,522円/㎡ ・年である。委託管理費 は管理開始後11年 目に値
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上げ されたが、それに見合 う管理費 の値上 げを行なわなか ったので、修繕費 に影

響 を与 え、その結果修繕額が減少 している。

<事 例H>:調 査事例のなかで唯一 、管理費会計のみで処理 して お り特別会

計 がない。純収入 は、平均1,857円/㎡ ・年であり、管理費を平均880円/㎡ ・年

か ら平均1,251円/㎡ ・年 と15年 間で1回 値上げ している。前期繰越金 は、累

積 カーブを描いてい る。

次 に純支 出は平均す ると1,538円/㎡ ・年である。管理費会計 と修繕積立金会

計に分れていないので、管理費会計か らの修繕費支 出がそのまま全修繕費 とな る。

図6-4の 修繕費の経年変化 をみると、4年 目、11年 目、13年 目、15年

目に山がで きていて、大規模修繕を実施 したことが明確 に表れている。

<事 例1>:純 収入 は平均す ると825円/㎡ ・年であ り、管理開始後10年 目

に一度 だけ管理費をわずか平均182円/㎡ ・年値上 げ している。管理開始後9年

目に修繕積立金 の会計か ら管理費会計へ繰入れを一度行 なってい る。 これは管理

費 の未収金が多いために管理費会計の不足額を補填 した ことによる。

次 に純支出 は平均821円/㎡ ・年 である。支出 も収入 と同 じように、経年 的な

変化 はほとん どない。事例Dと よく似た図 を描 く。ほ とん ど修繕を して こなか っ

た事例であるといえる。

<事 例J>:純 収入 は平均880円/㎡ ・年であり、10年 間の間に1回 も管理

費を値上げ していない。 しか し、11年 目に修繕積立金会計か ら平均454円/㎡ ・

年を管理費会計へ繰入れている。 これは、管理費が値上げ されなか ったため、管

理費会計 の支 出の増加 に対応 しきれなか った と考 えられる。

次 に純支出は平均783円/㎡ ・年であ る。修繕積立金 は、平均9,246円/戸 ・月

とかな り各戸徴収 してい る。住戸数が多い というスケ ール ・メ リッ トが働 いてい

るが、管理費会計ではほとん ど日常的な修繕を実施 していない。

<事 例K>:純 収入 は平均1,746円/㎡ ・年であ り、管理開始後10年 目まで

は、一般会計のみで処理 を していた。管理開始後9年 目の鉄部塗装工事を きっか

けに して、修繕積立金 のためゐ特別会計 を管理費会計 とは別 に設 けた。

純支出は平均す ると1,695円/㎡ ・年である。また管理開始後9年 目に委託管

理費 の見直 しの過程で管理会社を変更 したので、委託管理費が減少 している。 し
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か しその後の物価上昇 によ り委託管理費 も値上 げされたので、管理会社 を変更す

る以前の委託管理費 の額 に戻 っている。

<事 例L>:純 収入 は平均1,685円/㎡ ・年であ り、管理費は管理開始後5年

目に一度値上 げを しただけで、その後の調査時まで8年 の間 には値上 げを してい

ない。管理開始後4年 目、5年 目、6年 目に修繕積立金を増やすため管理費会計

か ら修繕積立金会計へ繰入れている。

次 に純支出は、平均す ると1,600円/㎡ ・年である。会計 の収入 が増加 しない

ので、委託管理費の値上げ とともに修繕費が減少 している。水光熱費 も年 々減 っ

ている。管理開始後11年 目に外壁塗装、屋上防水 、鉄部塗装 といった大規模修

繕 を実施 している。

<事 例M>:純 収入 は平均1,513円/㎡ ・年であ り、管理費を管理開始後2年

目に一度値上 げ したままで据え置 いている。純支出は平均1,510円/㎡ ・年 であ

り、前期繰越金 はまった くない。 また1989年 度か らは下水道が完備 したので直放

流 になり、そのため汚水処理経費の総額10,000,000円/年 が節約 され るので、

これを修繕積立金会計へ繰入れて いる。

そ して管理 開始後4年 目に実施 した鉄部塗装は修繕積立金会計 か ら管理費会計

へ一部繰入れて、管理費会計か ら修繕費を支出 している。同 じ支 出方法 で管理開

始後8年 目と9年 目にか けて2回 目の鉄部塗装工事を行な っている。 しか し管理

開始後11年 目に実施 した外壁塗装工事 は修繕積立金会計 か ら修繕費を支出 して

い る。

<事 例N>:純 収入 は平均2,187円/㎡ ・年であ り、管理費 は11年 間値上げ

していない。そ して駐車場収入 の一部(年 度 によ り異 なった金額 であり、決 まっ

た比率 はない)を 修繕積立金会計 に繰入れている。

6年 目に管理 の方法を管理会社 の全面委託か ら管理組合の自主管理に変更 して、

直接 に管理人を雇用 してい る。現在は、1人 の区分所有者が有給 で専業 として管

理人 を引受 けている。その結果、委託管理費 の支出が減少 して修繕費の構成比率

が高 くな っている。純支出は平均2,133円/㎡ ・年で ある。毎年、管理費会計 の

剰余金の中か ら平均1,000円/㎡ ・年 とかな りな金額を大規模修繕に備えて修繕

積立金会計へ繰入れている。
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(2)収 入 と支出につ いて

a.収 入 について

管理費会計の主 な収入費 目について、調査事例か ら明 らかになったことをまと

め ると以下のとお りである。

1)管 理費

管理費 は収入の63%か ら75%の 構成比率であり、年延床面積 当 りの管理費 の額

でほぼ次 のよ うに3段 階 に分類す ることがで きる。

① 低額 グループ:500円/㎡ ・年(事 例B;事 例C,事 例D,事 例1,事 例J)

② 中額 グループ:1,000円/㎡ ・年(事 例A.事 例E.事 例F,事 例H,事 例K,

事例M)

③ 高額 グループ:1,500円/㎡ ・年(事 例G,事 例L,事 例N)

各戸徴収額を毎年値上 げ している事例Gを 除 けば、各戸徴収額 は一定 の事例で

ある。管理費 の低額 な事例B,事 例C,事 例1は 中層であり、事例D,事 例Jは

高層である。

2)駐 車場使用料

駐車場使用料 は管理費会計の主要な収入源であ り、管理費の1/2を 占めて いる。

事例F,事 例G,事 例1は 、積立金の会計 に駐車場使用料を全額繰入れてい る。

一部の駐車場使用料 を修繕積立金会計 の収入に しているのは事例C(16%) ,事

例J,事 例Mで ある。

3)修 繕積立金か らの繰入れ

修繕積立金会計か ら管理費会計へ繰入れを した ことがあるのは、事例C,事 例

1,事 例J,事 例Mの4事 例である。 その理由 として、事例Cは 管理開始後8年

目と9年 目に管理費会計が不足 したために、修繕積立金の取崩 しを行な ってい る。

同様に事例1も 、管理開始後9年 目か ら15年 目に管理費会計 の不足のため修繕

積立金会計か ら繰入れている。

次 に事例Jは 管理費会計 の収入不足のため修繕積立金会計か ら繰入れた ことが

ある。事例Mは 管理開始後4年 目か ら10年 目まで、管理費会計か ら修繕積立金

会計へ繰入れを行な って いる。その理 由は、修繕積立金会計か ら支出す るべ き修
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繕費を一度管理費会計 へ繰入れてか ら、管理費会計か らの修繕費 と して支出 して

いたためである。その後、完全 に修繕積立金会計を管理費会計か ら独立 させて、

修繕積立金会計か ら修繕費 として支出 している。

4)前 期繰越金

現金資産の保有状況をみるために、前期繰越金の経年変化 を検討す ると次の3

つのパター ンに分類で きる。

① 一定 している。

② 直線的 に増加 している(累 積 しているため)。

③ 山形カーブを描 く(修 繕積立金会計 へ繰入れたため)。

このパター ンの形 に管理組合の会計運用の仕方 が以下 のように表 れて いると考

え られる。

〈① の型〉:管 理費 は実際 に管理費 として支出す る額以上 に徴収する必要 がな

い。繰越金 は少 しの額が予備金 としてあればよい。

〈② の型 〉:管 理費会計の剰余金が年 々累積 している。管理費 を値下 げせずに、

剰余金 はそのまま積立てておけばよい。

〈③の型 〉:剰 余金がある一定額以上 に増 えると修繕積立金を積立て るために

管理費会計か ら修繕積立金会計へ繰入 れている。修繕積立金を積

立てるために、管理費 の剰余金を繰入れた らよい。

b.支 出にっいて

管理費 の主な支出の費 目にっいて、調査事例か ら明 らかにな った ことを まとめ

ると次の とお りである。

1)組 合運営費

管理組合 の運営のために不可欠 な費用であ り、支出 の1%の 構成比率である。

2)水 光熱費

エレベータの有無で電気代が大 きく異 な っているが 、支 出の10%か ら20%の 構

成比率である。
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3)委 託管理費

委託管理費 の費用 の内訳 は、共用部分の清掃費 、管理人給与 、管理会社の本社

経費であ り、支出の30%か ら60%の 構成比率である。 そ して委託管理費 はその金

額 により次のように3分 類できる。

① 低額 グループ:300円/㎡ ・年(事 例A,事 例B,事 例D,事 例E,事 例H,

事例1,事 例J)

② 中額 グループ:500円/㎡ ・年(事 例C,事 例F,事 例K,事 例N)

③ 高額 グループ:700円/㎡ ・年(事 例G,事 例L)

経年 的に変動 があるのは6事 例(事 例F,事 例G,事 例H,事 例K,事 例L,

事例N)で ある。委託管理費 の値上げのため増加 しているのは事例G、 事例H、

事例Lで ある。そ して委託管理費が低額 になっているのは事例F、 事例K、 事例

Nで ある。その理 由は、① 管理会社の変更 、 もしくは② 管理方法 の変更(管 理

会社への全面委託 か ら管理組合が管理入を直接雇用す る)を 行 なったためであ る。

4)修 繕費

修繕費 は支出の20%か ら40%の 構成比率で ある。そ して修繕費の経年変化の型

は次のよ うに3種 類 に分類することがで きる。

① ほぼ一定額 のもの:事 例B,事 例C,事 例D,事 例E,事 例1,事 例J,

事例N。

② 山形 カーブを描 くもの:大 規模修繕 を管理費会計か ら支出 した事例A,事 例F、

事例H,事 例K,事 例M。

③ 低額へと変化 した もの:委 託管理費 の値上げのときに管理費 を値上 げ しな

かったため、修繕費 が低額 にな らざるをえな か った

事例G,事 例L。

修繕費 は平均 すると、500円/㎡ ・年 のところが多い。修繕費が平均200円/㎡ ・

年か ら平均300円/㎡ ・年 と低額 なのは中層 の事例B,事 例C,事 例Fと 高層の

事例D,事 例Jで ある。中層の事例B,事 例C,事 例Fは 修繕費が低額で ある。

しか し高層の事例D,事 例Jは 、エレベータの保守点検費が、1988年 度 で

780,000円/台 ・年 と要 していることや住戸数が多 いため単位当 りの修繕費が低

額 になることを考え合わせて も、修繕費が低額である。その理由 としては、 日常
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的な小修理 を していないためではないか と考え られる。

5)共 同生活費

共 同生活費 は、組合運営費 と同 じように管理費の会計 における支 出の1%の 構

成比率 に も満たないご くわずかである。

6)修 繕積立金会計へ繰入れ

修繕積立金の会計へ管理費の会計か ら繰入れを して いるのは、事例A,事 例B,

事例C,事 例F,事 例J,事 例K,事 例L,事 例M,事 例Nの9事 例であ る。 こ

れ らの事例 において修繕積立金の累積額 を少 しで も増やすための努力が うかがえ

る。 しか し本来管理費 とい うのは、B常 的な共益費 と組合運営費 を意味す る。 し

たが って修繕積立金の不足 を補 うために安易 に管理費 の剰余金 を修繕積立金会計

へ繰入れ ることは望 ま しい ことではない。

(3)管 理費会計の収支 パターン

管理費会計 は図6-5の ように収入 と支 出はそれぞれ、次 の3っ のパ ターンに

分 けられる。

管理費収入 のパ ター ンの分類 は、前期繰越金の累積額 の影響によることが多 い。

① パ ター ンa:毎 年度一定額の場合。

② パ ター ンb:年 々累積 してい く場合。

③ パ ター ンc:あ る年度 に修繕積立金会計へ繰入れ る場合である。

管理費支出のパ ター ンは、管理費の値上 げと修繕費 の関係が顕著 に表われてい

る。

① パ ター ンa:委 託管理費 と修繕費が ともに経年変化のない一定額 の場 合。

② パ ター ンb:管 理費が値上げ されないと修繕費 に しわよせが いってい る場合。

③ パ ター ンc:管 理費会計 として大規模修繕 を した場合。

次年度 に引継がれる次期繰越金 は、建築後 の経過年数が長 い事例 ほど累積額が.

増加 していない。 これ は、修繕積立金会計 へ繰入れたためであると考え られ る。
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5.修 繕積立金会計の収支実態

修繕積立金会計 の収支 における代表的な経年変化 の事例を図6-6に あげた。

修繕積立金会計を持たない管理組合は、調査時には1事 例である。 しか し2事 例

が当初、修繕積立金会計 を持たなか ったために、管理費会計 とは独立 させて別に

修繕積立金会計を設 けた経過がある。

(1)修 繕積立金の収入 と支出

修繕積立金を積立て る方法は、積立金によるもの と管理費か らの繰入れ による

もの と一時徴収金 によるものである。最近で は、ほとん ど行なわれているようで

あるが、調査対象 では購入時の一時金徴収 を行なった事例はない。そ して修繕積

立金 は、すべての事例で値上げを実施 している。その改定幅の最 も大 きい事例 は

450円/戸 ・月か ら1,000円/戸 ・月の ものが、2,500円/戸 ・月か ら5,000円/戸 ・

月である。修繕積立金における値上げは管理開始時の設定 された修繕積立金 の8

倍の徴収額 にな ってい る。

管理費会計か ら修繕積立金会計への繰入 れは9事 例であ り、その繰入れの理由

は以下 のとお りである。

① 大規模修繕 を契機 に修繕積立金 を定常的に積み立てるようにな ったため(事

例A、 事例B、 事例L)

② 将来に備えて毎年、駐車場収入 の一定率を修繕積立金会計へ繰入れているた

め(事 例C、 事例J、 事例M)

③ 修繕積立金会計を一般会計か ら分離 させたための一時的な繰入れ(事 例F、

事例K)

④ 大規模修繕 の修繕費不足の補填 のための一時的な繰入れ(事 例N)

また大規模修繕 の時に修繕費が不足 したために臨時徴収 を行 った事例 は4事 例

あ り、その修繕内容 と金額 は以下の とお りである。

① 事例B:屋 上防水の工事 のため25万 円/戸 を徴収 し、さらに外壁塗装 のため

に一律8.4万 円/戸 を徴収 した。
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また大規模修繕 の時に修繕費が不足 したために臨時徴収 を行 った事例 は4事 例

あ り、その修繕内容 と金額 は以下 の とお りであ る。

① 事例B:屋 上防水 の工事 のため25万 円/戸 を徴収 し、さらに外壁塗装 のため

に一律8.4万 円/戸 を徴収 した。

② 事例C:鉄 部塗装 の修繕 のために一律1万 円/戸 を徴収 した。

③ 事例D:屋 上防水 の工事 のために平均す ると8.2万 円/戸 徴収 した。

④ 事例L:11年 目に外壁塗装 、鉄部塗装 、屋上防水等 の工事 を一度 に実施 し

たために、中層 のA棟 、B棟 が一律13万 円/戸 、高層のC棟 が一律

15.1万 円/戸 を徴収 している。

(2)修 繕積立金会計の収支パターン

修繕積立金会計の収入 については、図6-7の よ うに3つ のパ ター ンに分 けら

れる。

① パター ンa:大 規模修繕をまだ実施 して いない場合。

② パター ンb:大 規模修繕を実施 した場合。

③ パター ンc:大 規模修繕のための工事費が不足 したために修繕積立金を値上

げ した場合。

パターンaは 、いまだ大規模修繕の工事を実施 していないため前期繰越金 が累

積 し、直線的に増加 してい る。

修繕積立金会計 における支出のパターンは、大規模修繕 を一度経験 したか2度

経験 したかによ りその実施時期 において分 けることがで きる。

① パターンa:鉄 部塗装 のような比較的早 い時期 に行 なわれた工事を持っ事例

の場合。

② パターンb:外 壁塗装工事 のような高額 な修繕を管理開始後10年 過 ぎたあ

た りに実施 した場合。

③ パターンc:早 い時期 の修繕 と管理開始後10年 を過 ぎたあた りの修繕 のそ

の両方 を経験 した事例の場合。
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6.修 繕費の支出の実態

(1)修 繕工事と修繕周期

表6-4の 実施事例 か ら修繕周期を検討す る。鉄部塗装 は、管理開始後3年 目

か ら5年 目に一度全面修繕を実施 し、その後、部分修繕を じている。鉄部塗装の

修繕周期 は決 まって いない。屋上防水は、早 いもので管理開始後8年 目に、通常、

10年 を過 ぎたあた りか ら全面修繕 を行 なっている。18年 間の間に2度 実施 し

たのは事例Aの みである。管理開始後10年 を過 ぎたか らとい って、屋上 防水 は

必ず しも全面修繕の項 目として出てこない。部分修繕 を繰 り返 している事例 もあ

る。外壁塗装 は、早 いもので管理開始後6年 目に、遅 い ものは17年 目に実施 し

た事例がある。 これ も一般的には10年 を過 ぎた ころか ら行なわれている。

(2)平 均の修繕費 につ いて

表6-1の 修繕費 の補正係数 によ り、修繕費を1988年 度 の価格 に換算 した事例

別平均修繕費は表6-5に 示す とお りである。

中層 の事例では、修繕費 の低額な事例で216円/㎡ ・年、高額な ところで725円

/㎡ ・年を要 している。平均す ると修繕費は479円/㎡ ・年 が費や されて いる。

層の事例では、修繕費 の低額 な事例で514円/㎡ ・年、高額 なところで

857円/㎡ ・年を要 している。平均す ると修繕費 としては670円/㎡ ・年が支 出さ

れている。

中高層の両方 の棟タイプがある事例の平均 の修繕費は、832円/㎡ ・年 と他の

事例よ り比較的高額 に支出 している。

高層 の方が中層の事例よ り高額の修繕費を支 出 している。 また中層 の事例のな

かには、事例Bの ような修繕に熱心 な管理組合 もある。高層 の事例の中には、ほ

とん ど中層 と変わ らない修繕費 しか費や していない事例H,事 例Jも ある。 これ

ら事例では、 この程度の修繕費で建物や設備、施設の維持管理をす るのは不十分

であろうと思われ る。
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次に表6-5、 図6-8に 示す中高層別にみた部位別修繕費 の検討 を行 な う。

年平均 の延床面積当 り修繕費 は、少ない もので216円/㎡ 多い もので は878円/

㎡である。

管理費 か ら支出 した修繕費をみると、年平均 の延床面積当 りの修繕費 は、少 な

い もので116円/㎡ である。修繕費の多いものでは611円/Ymで ある。管理費か ら

支出 した修繕費 は設備関係の修繕費 の占める構成比率が高 く、管理費か らの支 出

の約7割 か ら9割 程度を占めている。 そ して設備関係の修繕費の経年による差 は

ほとんど無い。施設関係の修繕費 も同 じよ うに毎年ほぼ一定の金額で支 出されて

いる。

修繕積立金か らの支出をみ ると、建築関係の修繕費が修繕積立金会計 の支 出に

占める構成比率が約7割 か ら8割 と高 く、かっ延床面積当 りの修繕費 も大 きい。

年平均の延床面積 当 り修繕費は、少 ないもので30円/㎡ 、多い ものでは469円/

㎡である。事例 による修繕費支出の差 は大 きく、 また経年 による修繕費支出の差

も大 きい。

このことか ら設備 ・施設関係修繕 における定常的でかっ少額の修繕費 は管理費

か ら支出 され、建築関係 の修繕 における多額 の修繕費は修繕積立金か ら支出 され

てい ることがわか った。

表6-5中 高 層 別 に み た 部 位 別 平 均 修 繕 費

円/㎡ ・年

規

模

修繕費 管理費会計からの支出 修繕稜立金からの支出 修繕費総合計
事例名 建築関係 設備関係 施設関係 ノlb十 建築関係 設備関係 施設関係 'le十 建築関係 設備関係 施設関係 合計

中

層

事例B 7 1 5 309 io 5 4 316 z 1 zs
事例C 2 S ea 83 1 16
事例F 3 S 281 2 3 32d 61
事例 【 3 i 7 z τ 3 i 07

高

層

事例A 3 3 9 28 a 1 3 90
事例D 25 34 a i 3 7 2 53
事例E z

z 68
事例G 1 33 3 57
事例H 9 i i i / 64
事例J z 63 1 372 14
事例K io z 0 261 971
事例N 8 0 28 640

複

合

箏例L 27 3 71 395 786
事例M 43 3 56 377 878

※ 事例Hは 修繕稜立金の会計がない事例である。

(1988年 度 価 格 の 換 算:値)
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(3)修 繕費の支出における経年変化

修繕費 の支出の経年変化 につ いて、表6-3の 修繕項 目コー ドによ り管理費か

らの支出 と修繕積立金か らの支出に分 けて分析 を行なった。分析 は延床面積当 り

の費用(円/㎡)を 用いた。(図6-9、 図6-10)

修繕費 の総額の経年変化をみると、竣工時か ら18年 程度 までで は修繕費支出は

単調 な増加を示す のではない。定常的な支出と、10年 を超 えるあた りか ら発生す

る高額な修繕費支 出との組合せの形で表示 される。

a.建 築関係の修繕

建築関係の大規模修繕 には、外壁塗装、屋根防水、鉄部塗装がある。

外壁塗装の修繕費 は大規模修繕 の工事の中で最 も高額で、建築関係の修繕費 の

約6割 を占める。外壁塗装の全面塗替 は、竣工後9年 目か ら17年 目で行なわれ

る。筆者が作成 した維持保全標準比較表(文83)の 平均8年 より事例で ぽ修繕 時期

が遅 く、竣工後10年 前後が多い。

屋上防水は、建築関係 の修繕費 の10～12%を 占め、竣工後10年 目か ら14年

目で実施 されている。維持保全標準比較表 の平均10年 と比べて、事例で は修繕

時期が遅 い。

外部鉄部の塗装 は、早 いもので竣工後4年 目に実施 されているが、通常 は10年

を経過 して行なわれ る。鉄製のベ ランダ等の有無で異なるが、維持保全標準比較

表 の平均4年 に比べてみると、事例では修繕時期が遅い といえる。

b.設 備関係の修繕

設備関係の修繕費支出と しては、取替 といった設備の更新 的な ものは修繕積立

金会計 か らの支 出であ り、定常的に実施 され る点検、清掃、部分修繕は管理費か

らの支出である。管理費会計か らの支出で構成比率 の高 いるものは、高架水槽,

給水 ポンプ,排 水管,浄 化槽な どの清掃および点検、消防設備,エ レベータな ど

の法定点検 であ り、設備関係の修繕費の約7割 か ら9割 を占める。

修繕積立金会計か らの設備関係の支出では、給水管 とその埋設管 の取替が竣工

後14,15年 目に事例Jで 実施 されている。 また同 じ事例 において、下水道へ

直放流す るために行な った下水道の本管 までの付替工事 と、テ レビ共聴 ア ンテナ
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の新設が修繕積立金 の会計か ら行なわれ ている。

c.施 設関係修繕

設備関係 と同 じように、管理棟や集会所の新設な ど改良 的な工事 は修繕積立金

か らの支 出である。管理費か らの支出では植栽の占める構成比率が大 きく、定常

的であ り、その構成比率 は施設関係の支出に対 して低い もρで40%、 高 い もので

100%を 占め、かっほぼ毎年実施 している。

(4)設 備関係の清掃 および点検費

表6-6か ら給排水設備の清掃 、点検費 は、戸当 り426円/年 か ら17,222円/

年 まで と大 きな幅があ る。最高額 の事例Hに は、点検費の中 に修繕に要 した費用

や排水管の清掃費 も含まれているものと思われる。調査事例において は、2,000円

/戸 ・年の費用の ところが多い。

年1回 の水槽内の清掃 は、戸当 り249円/年 か ら1,667円/年 が支払われている。

平均す ると1,300円/年 支出 している。

次 に排水管 の清掃費は共用部分 と同時に専有部分 も清掃す る場合が多 い。それ

は、専有部分の枝管 と一緒 に清掃 しないと効果が清掃 の期待で きないためである。

大体 、戸当 り2,500円/年 を費や している。

そ して表6-7の よ うに消防設備の点検費 は、年2回 の点検であ り、平均す る

と戸 当 り1,000円/年 を要 している。 また表6_gの よ うに浄化槽を保有 してい

る事例 は4箇 所であ り、年1回 の点検清掃費 に対 して、戸当 り7,0QO円/年 か ら

13,000円/年 を要 している。 しか し事例Mで は、下水道 が完備 したためにこの費

用を修繕積立金 として積立てている。

表6-9の ように自家発電設備を保有 している事例では、戸 当 り600円/年 の

費用を支出 している。

またエ レベー タの設備があるところは、表6-10の よ うに月2回 の点検 を実

施 して、76万 円/台 ・年 か ら163万 円/台 ・年 を要 している。 この金額 の差 はメ

ンテナ ンスフリー等の契約内容の違 いによるものと思われ る。調査事例 の中で建

物 の法定検査料(3年 に1回)を 記入 した例 は2事 例 あ り、表6-11に 参考 と

して示 した。
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表6-6給 排 水 設 備 の 清 掃 ・点 検 費
1988年 度 価 格

事例名

給水設備点検費 水槽清掃費 排水管清掃費

総額

(円/年)

(円/戸

・年)

総額

(円/年)

(円/戸
・年)

総額

(円/年)

(円/戸
・年)

事例A 555,000 937 Sao,000 1,237 1,608,000 2,763

事例B 519,000 3,348 168,000 1,083 521,000 3,366

事例C 240,000 2,400 135,000 1,350 120,000 1,200

事例D な し な し 200,000 714 な し な し

事例G な し な し 139,000 1,495 256,200 2,755

事例H 620,000 17,222 60,000 1,667 な し な し

事例1 72,00◎ 426 259,000 1,532 なし な し

事例J 555,000 461 300,000 249 な し な し

事例K 874,000 1,821 szs,000 1,308 1,361,000 2,835

事例L な し な し .95,000 742 294,000 Z,297

事例M 397,000 750 391,000 739 1,284,000 2,247

事例N な し な し 125,000 1,087 236,800 2,059

表6-7消 防 設 備 点 検 費

(年2回:外 観 ・機 能 点 検 、 総 合 点 検)

事 例名 総額(円/年) (円/戸 ・年)

事 例A 300,000 515

事 例B 116,000 748

事例c 110,000 i,ioo

事 例D 194,000 693

事 例E 225,000 1,223

事例G 90,000 968

事例H 59,000 1,639

事例K 138,000 288

事 例L 70,000 547

事 例M 300,000 567

.事 例N 99,000 861
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表6-8 浄 化 槽 点 橡 清 掃 費

1988年 度 価格

点 検 清 掃 賀
事 例名

総額(円/年) (円/戸 ・年)

事 例A 6,620,000 10.756

事 例B 650,000 6,989

事 例1. z,iso,000 12,781

事例M 422,000 798

法 定 検 査 料

事 例A:総 額364,000円/年

戸 当 り626円/年

表6-10エ レ ベ ー タ ー の 点 検 費

(月2回 定 期 点 検)1988年 度 価 格

事 例名 台数 点 検費総

額(円/年)

点 検 費

(円/台 ・年)

事 例A 9 8,201,250 911,250

事 例D 5 3,780,000 ass,ooa

事 例E 3. 3,383,000 1,127,666

事 例G 1 780,000 780,000

事 例H 1 784,000 784,000

事例J 12 io,aoo,000 900,000

事例K 5 8,160.000 1,632,000

事例L 1 780,000 780、000

事 例M 7' 10,332,000 1,416,000

事 例N 2 1,460,000 730,000

表6-9 自 家 発 電 設 備 の 点 検 費

1988年 度

事 例名 総 額(円/年) (円/戸 ・年)

事 例A 272,280 468

事 例E 182,000 989

事 例J 465,000 386

事 例K 125,000 2so

事 例N 107,5AO 935

表6-11法 定 検 査 料

(特 殊 建 築 物)1988年 度

事 例名 総額(円/年) (円/戸 ・年)

事例A asp,000 454

事例M 1,180,000 2,231
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7.大 規模修繕工事の実態

(1)修 繕計画 について

大規模修繕 は高額な修繕費用を要する修繕であ り、その修繕費用の調達方法が

重大な問題 とな るので、あ らか じめ修繕費 を積み立ててお ぐことが望 ま しい。そ

のためには、いっ、 どこの部位 を、 どの ぐらいの周期で、どの ぐらいの費用が必

要であるとい う修繕計画を立てて おく必要があ る。

住宅公団の1977年 の調査(文52)で は、長期修繕計画 を作成 して いるのは約70

%の 住宅であった。

本調査では、3事 例を除いた事例において、なん らかの修繕計画を作成 してい

る。11事 例について、管理 の開始時には修繕計画表 は無かったが、建物 の維持

管理 の重要性が うたわれ実際 に大規模修繕 を目の前に した時 に、予算 を組 んで修

繕計画表 を作成 されている。すなわち修繕積立金 を積立てるために、修繕積立金

を値上げす る根拠 と して修繕計画表が作 られた。

なお長期修繕計画 を作成 している11事 例の中で、長期修繕計画を収集 できた

のは9事 例である。

その修繕計画の作成時期は、竣工後事例Aが10年 目、事例Bが11年 目、事

例Cが10年 目、事例Dが12年 目、 事例Gが14年 目、事例Kが13年 目、

事例Lが9年 目、事例Mが5年 目、事例Nが5年 目である。事例D,事 例G,事

例Nは 、管理組合の議案書収集における調査時点以降に作成 して いる。

っま り、作成の時期は、早 いもので竣工後5年 目で、おおよそ10年 を越えて

大規模修繕が必要 とな った時期に長期修繕計画を作成 していることがわかる。

その修繕計画の期間は、事例A,事 例Bが5年 、事例Cが20年 、事例Dが

10年 、 事例Gが9年 、事例Kが11年 、事例Lが12年 、事例Mが30年 、

事例Nが20年 である。 このように事例A,事 例Bの ものは中期計画であ り、修

繕費 の検討を比較的綿密 にしてお り現実性 に富むが、目先 の修繕 にとらわれす ぎ

て予防的かっ長期 的展望 に欠 ける。その他の事例は、部位別の耐用年数を考慮 し

て、一定 の修繕周期を もっ長期的な計画 になっている。
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(2)大 規模修繕工事の種類

次 に修繕計画 にもとつ く大規模修繕工事の実施状況を表6-12の 一覧表か ら

検討を行 な う。ただ し事例D,事 例G,事 例Nの ものは、収集データ以降 の修繕

計画であるために分析か らは省 いた。

<事 例A>:修 繕積立金か らの支出で1982年 、1983年 に鉄部塗装を実施 している。

予算の範囲内で修繕費 がまかなわれた。

<事 例B>:修 繕計画 は立てたが実施の方がそれに追い付かない。修繕費 の見積

りもかな り低額である。

<事 例K>:修 繕計画である1983年 度 に給水設備の工事を実施 しているが、その

ほかの修繕工事 はしていない。 これはく排水管工事,高 架水槽工事

などで、予算額である総額23,203,000円 の約1/2を 費や し、残 りを

保守費 に使用 したためである。

1984年 には、前年度の計画工事である屋上および塔屋のパ ラペ ッ ト

の塗装工事 と、当該年度 の鉄部塗装を行な っている。修繕計 画よ り

も実施年 は遅 れ気味である。

<事 例L>=1984年 の計画上の修繕費である1,281,000円 を上回る、排水管清掃,

C棟 鉄部塗装,排 水管修理工事を実施 している。

1985年 度 には、修繕計 画上のテ レビ共聴設備一式取替は実施で きな

か ったが、19チ ャンネルアンプ取替 を工事 している。

<事 例M>:1981年 度 に2,400,000円 をかけて、鉄部部分塗装,植 栽,排 水管清

掃 を実施 したので、水道施設工事が見送 られた。

修繕計画上における建築後6年 目の鉄部塗装 の工事 は見送 られ、同

年 の計画上の外壁塗装 の工事 は、11年 目に実施 している。

大規模修繕 の建物関係では、ほぼ鉄部塗装、屋上防水、外壁塗装の順で工事 し

ている場合が多 い。 そ して事例Jが 設備関係 の給水管 の取替工事 を14年 目に

実施 した。同事例では、15年 目に給水管 の埋設管の取替 も実施 している。

以上のように調査事例における大規模修繕の費用は、竣工後数年の ころは管理

費か ら支 出 してお り、修繕費が不足 した時 には一時徴収を している。 しか しその
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表6-12事 例 別 大 規 模 修 繕 工 事

事 例
軽過
年数 工 事 名 実額(円) (円/㎡)

事例A 10年

12

13

14

15

17

is

管 理 棟 新 設
鉄 部 塗 装

〃

屋 上 防 水
浄 化 槽 塗 装
階 段 室 塗 装
外 壁 塗 装

〃

自転車 置 場 補 修

16,145,0001
17,395,000

16,400,000

67.100,000

s,soo,ooa

8,700,0001

115,000,000

27,000,000
1.100.000

299#
.322

304

1,242

65

isi

2,091

500
20

事 例B 10

11

12

15

屋 上 防 水
外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
屋 上 防 水
外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
浄 化 槽 直 放 流
集 会 所 建 設
鉄 部 塗 装

1,502,000

10.048.000

3,300,000

3,512,000
23,406,000

722.000

12.980.000

?,620,000

5.370.000

翻
271

288

1,919
59

1,064

595

440

事 例C s 鉄 部 塗 装 610.000 77

事例D 8
9

10
iz

14

屋 上 防 水
外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
ベ ランダ 改 修

7,400,000

24,490,000

8,655,000

20,705,000

26.457.500
s,ago.000

250

828

293

700

895
232

事 例F 5

12
13

14

15

鉄 部 塗 装.
鉄 部 塗 装
外 壁 塗 装
駐 車 場 増 設
管 理 棟 工 凄

23,664,000

2,T60,000

42,290,000
3,496,000

1,517,000

1,765*

209

3.200
264

115

事例G 11

14

15

内 外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
屋 上 防 水
TV共 聴アンテナ新 設
ベ ランダ 防水 改 修

22,403,000

3.500,000

1,780,000

550,000

6,510,000

2,499

390

198

61

725

事例H 4
11

13

15

外 壁 塗 装
外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
鉄 部 塗 装
屋 上 防 水
TV共 聴 アンテナ新 設
給 水 設 備

633,000

400,000

450,000
222,000

1,976,000

1,500,000

620.000

199

126

141
70*

622

472

195
事 例1 12 そ の 他 の 補 修 5,000,000 501

事 例J 11

13

14

15

屋 上 防 水
外 壁 塗 装
給 水 管 取 替
埋 設 管 取 替

54,740,000

450,704,000

20,500,000
si,ago,000

459
3,731

111
事 例K 9

12

13

鉄 部 塗 装
外 壁 塗 装 他
屋 上 防 水 他

8,365,000

12,503,200

1,490,000

201

301

36

事 例L it 外 壁 塗 装
鉄 部 塗 装
屋 上 防 水
フェンス張 替 え

一34
,841,000

一

3,680

廓 例M 4

11

鉄 部 塗 装
外 壁 塗 装
内 壁 塗 装

10,999,862
15,600.000

i,ooo,000

263#

357

23

事 例N 3 鉄 部 塗 装 1,900,000 239

(注)*は 、 管 理 黄 会 計 か ら の 支 出 。 た だ し 事 例H
は 積 立 金 会 計 は な い 。

一229一



後 は修繕積立金を積立てて大規模修繕を実施 している。

ここでの修繕計画 は修繕の 目標であ り、実際の工事が実施 された時期 は修繕計

画よ り遅 くな っている。実際に修繕 を実施す るには、建物 の傷みに対応 した5年

間位の中期修繕計画や修繕工事の実施計画 といえるよ うな短期的な修繕計画が必

要であろ う。

1987年 頃か らは、修繕積立総合保険 に加入す る事例 も3例 出て きてい る。修繕

積立総合保険 とは、火災 ・賠償責任保険 と修繕積立金の2種 類か らな り、大規模

修繕 の際に保険 の満期返戻金相 当額を借入れ、当該保険の満期時 に一括返済を行

なう方法であ る。 この方法 が有効であるか どうかは今後検討を要する事項 の一っ

である。

(3)設 備および施設の新設 と増設の工事

表6-13の よ うに設備関係では、小 さな ものであるがテ レビの衛星放送用の

共聴ア ンテナを新設 してい る。

また施設関係では、自転車置場 の増設 や駐車場の増設が最 も多 い。事例Bは 集

会所を15年 目に新築 して いる。管理棟を新設 したのは事例Aで ある。

集会所 は住民の交流や理事会等の集会の開催のために必要 な施設であ り、集会

所 を設 けていない ところで は新設 されている事例 もある。 どの事例 において も共

通 の問題 は、駐車場や駐輪場が不足 していることである。そのために、調査事例

のうち8事 例では、駐車場 と駐輪場を新設 もしくは増設 していた。

8.大 規模修繕 における資金の調達方法

調査事例における大規模修繕の資金調達の実態を把握 し、その資金調達の方法

の特色を類型化する。
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表6-13事 例 別 新 設 ・増 設 の 工 事 一 覧(実 額)

事 例 経過
年数

工 事 名 総額(円) (円/㎡)

事例A 8年

10

1玉

自転車置場増設
屋外灯増設
管 理 棟 新 設
自転車置場新設

.,

屋外灯増設

750,000

790,000

16,145,000
3,410,000

986,000

8,000

14

15

299

63

18
0.1

事例B 12

15

自転車置場新設
集 会 所 建 設

890,000

7,620,000

73

595

事例C 3

5
屋外灯増設
TV共 聴アンテナ新設

147,000
100,000

19
13

事例F 5

14

15

屋内灯増設
駐車場増設

滅ノ

29,000

520,000

3,496,000

2

39

265

事例G 14

15

TV共 聴アンテナ新設

屋内灯増設

550,000

26,000

61

3

事例H 11

15

屋内灯増設
駐車場増設
TV共 聴アンテナ新設

59,000

250,000

1,500,000

19

79

472

事 例J 9

12

TV共 聴アンテナ新設

自転車置場新設
1,300,000
3,332,000

11

2$

事例K 4

5
6

屋内灯増設
自転車置場新設

!ノ

TV共 聴アンテナ新設
屋内灯増設

104,000

4,000,000
5,000,000

820,000

109,000

3

96
120

20

3

事例L s

7

電気設備新設
電気設備新設

367,000

261,000

39

28

事例M 4
5

9

11

自転車置場増設
!ノ

屋内灯増設
自転:車置場増設
屋内灯増設
TV共 聴アンテナ新設

997,000
160,000

100,000

1,460,000

500,000

743,000

23
4

2

33

11

17

事例N 3

11
駐車場増設
駐車場増設

590,000

420,000

74

53

(注)*は 、 管 理費 会 計 か らの支 出。 た だ しrr_}例H
は積 立 金 会 計 はな い 。
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(1)大 規模修繕における資金調達の実態

表6-14の 大規模修繕 における資金調達 の実態を事例 ごとに述べ る。

<事 例A>:修 繕積立金か らの支 出で鉄部塗装、屋上 防水 、外壁塗装の工事

を実施 している。予算計画 の範囲内の修繕費 で処理 された。

<事 例B>:竣 工後10年 目に屋上防水 と外壁塗装の工事を一時金徴収 と修

繕積立金 で実施 した。修繕計画 より工事実施 の時期 は遅 れている。その後、① 毎

年定常的に発生す る修繕 のための普通積立金 、② 大規模修繕のための特別積立

金の2種 類の特別会計を設 けた。そ して特別積立金の額 を毎年1,000円/戸 ・月

ずっ値上 げ してい る。

<事 例C>:① 修繕積立金 の会計(修 繕積立金 の名 目で各戸徴収 した ものと

駐車場の使用料が収入の費 目)、② 特別修繕積立金 の会計(大 規模修繕積立金の

名目で各戸徴収)、 ③ その他の積立金の会計(共 聴テ レビア ンテナ設備積立金)、

に分 けて積 み立てている。鉄部塗装 は、総額610万 円の内、510万 円を修繕積立金

か ら支出 し、不足額 の100万 円を一時徴収 した。

<事 例D>:竣 工直後か ら雨漏 りが生 じていたので、竣工後8年 目の屋上 防

'水の工事には
、施工会社 と分譲会社 で560万 円を負担 し、残 り740万 円を管理組合

は、修繕積立金か ら支出 した。竣工後10年 目には浄化槽を廃 して下水道の直放流

に切換えたため、その保守 ・点検費 にあたる金額を修繕積立金 の会計へ繰入れて

いる。

<事 例F>:竣 工後5年 目の鉄部塗装は、管理費 の会計か ら支 出 したが、1

2年 目の鉄部塗装 は、修繕積立金の会計 に管理費の剰余金250万 円を繰入れて行

なってい る。13,14年 目の外壁塗装 と駐車場の増設 は、修繕積立金 のみで処

理 したが、15年 目の管理棟の工事 は、管理費の剰余金315万 円を修繕積立金の

会計へ繰入れて実施 している。

<事 例G>:竣 工後11年 目に実施 した内壁および外壁の塗装 は、修繕積立

金 と10ヵ 月の分割払いの一時徴収金で実施 した。その後 は、大規模修繕 の工事

を修繕積立金だけで実施 している。
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表6-14大 規 模 修 繕 の 資 金 の 調 達 方 法

経過 資 金 調 達 の 方 法事 例 年数 工 事 名 各 戸 徴収 修
繕 積 立金 零a

管 理 費 から繰 入 れ
*b 議 蟹,。

事例A 10年 管 理 標 新 設#d 一 一

12 鉄 部 塗 装 ● 一

is N 一

14
15 鴇晶 『嬢 =

階 段 室 塗 装 一

17 外 壁 塗 装 ● 一

is 〃

8
一

自転 車 置場 補修 一

事 例B io

瀦 鞍
●
●
●

=
2.5万 円/戸
8。4万 円/戸

一

ii 屋 上 防 水 ●
§

一

嚢 器 塗 蓑
●
● =

12 浄 化 槽 直放流 ● 一

15 集 会 所 建 設妃 ● 一

鋏 部 塗 装 ● 一

事 例C 6 鉄 部 塗 装 ● 一 1万 円/戸

事例D 8 屋 上 防 水#e ● 一 一

9
io 嚢 器 塗 嚢 8 乙

8.2万 円/戸
一

is

14 嚢 暴 塗 蓑
●

.● = =
ベ ランダ 改 修 ● 一 一

事 例F 5 鉄 部 塗 装 一 ◎ 一

12 鉄 部 塗 装 ◇250万 円 一

13 外 壁 塗 装 0 一

14 駐 車 場 増 設#d 0 一

15 管 理 棟 新-td ◇315万 円 一

事 例G 11 内 外 壁 塗 装 ● 0 6万 円/戸
is 鉄 部 塗 装 ● 0 io月 の

屋 上 防 水 ● 0 分割 払 い
TV共 聴 アン升 新 設#d ● 層 0 一

15 ベ ランダ 防 フk改 修 、 n n 一

事 例H 4

11 鼓
壁 塗 装.壁 塗 装

部 塗 装

● 一

40万 円
一

=
一

13 鉄 部 塗 装 一 一

屋 上 防 水 i80万 円 }

15 TV共 聴 アンテナ新 設*d 0 一 一

給 水 設 備 n 一 一

專例1 iz そ の 他 の 補 修 CJ n 一

事 例J ii 屋 上 防 水 0 0 一

13 外 壁 塗 装 ● 0 一

14 給 水 管 取 替 O 0 一

IS 埋 設 管 取 替 ● n 一

事 例K 9 鉄 部 塗 装 一 ◎ 一

12 外 壁 塗 装 他 ● 一 一

13 屋 卜 防 水 他 一 一

事 例L ii 外 壁 塗 装 ,a U 申層
鉄 部 塗 装 13万 円/戸

屋 上 防 水 高 層
フ1ン ス 張 替 え 噸 一 」 15万 円/戸

事 例M 9 鉄 部 塗 装#f 一 ◎ 一

io 汚 水 ホ'ンプ 取 替 ● 0 一

送 水 管 敷 設 ● 0 一

ii 外 壁 塗 装 ● 0 一

内 壁 塗 装 ● 0 一

is 駐 車 場 線 引 き 0 一

誘 導 灯 取 替 S 0 一

EVか ご敷居 取 替 n O 一

事 例N a 鉄 部 塗 装 o n 一

注 零aO

非b◎

OO

△

数 字
#C数 字:戸 当 り の 一 時 金 徴 収 の 平 均 の 金 額 を 表 示 。 一=該 当 し な い 。
ホd杢欝 騨 孫 びいが・鋤 が高額であり資鯛 達の旅 の参考

*e総 工 事 費 の 内 、 分 譲 ・施 工 業 者 が560万 円 を 負 担 。
*f総 工 事 費 の 内 、 分 譲 業 者 が937万 円 を 負 担 。

該 当 す る 。 ●:該 当 し、修 繕 積 立 金 の 鎮 上 げ を して い る 場 合 。該
当 しな い 。

管 理 費 の 会 計 か ら 全 額 支 出 し た 場 合 。

醗 繊 総 象蛎 籔 騰 鍛 欝 ある場合・
管 理 費 の 一 費 目 か ら振 替 え た 場 合 。
一 時 的 な 管 理 費 か ら の 繰 入 の 金 額 を 衷 示

。 一:該 当 し な い 。
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<事 例H>:管 理費の会計の剰余金を15年 の間に2回 繰入 れ、外壁塗装 、

屋上防水 を実施 している。修繕積立金の額 は、管理費の20%と 定めている。

<事 例J>:大 規模修繕のすべてを修繕積立金か ら支 出 している。設備関係

の給水管 の取替工事 を14年 目に実施 し、15年 目には給水用 の埋設管 の取替を

行 っている。

<事 例K>:竣 工後5年 目に長期修繕計画を作成 し、8年 目に建物診断を行

い、建物 の傷 みの状況に対応す るよ うに中期修繕計画を立案 した。竣工後10年

目に計画 していた外壁塗装 と屋上防水の工事を2年 遅れの12年 目に実施 した。

これは修繕費 が10年 目に準備で きなか ったためである。竣工後10年 目か らG

設計事務所 と月額15万 円のコンサルタン ト契約で建物を維持 しているなど、 こ

の事例 は維持管理に熱心である。

<事 例L>:竣 工後11年 目に実施 した外部塗装、鉄部塗装、屋上 防水等の

大規模修繕の不足額 は、一時徴収で調達 した。

<事 例M>:竣 工後4年 目に5,994,860円 を管理費 の会計か ら支出 して鉄部塗

装を実施 した。その後、外壁塗装の工事を している。修繕計画上 は竣工後10年

目の修繕工事である外壁塗装、内壁塗装を11年 目に実施 した。修繕計画 を作成

してか ら5年 を経過 した時点で、実際には計画修繕費の2倍 の修繕費用を要 して

いる。

<事 例N>:鉄 部塗装を修繕積立金で実施 してい る。竣工後10年 目に建物

の劣化診断 を実施 し、長期修繕計画を立案 し、 さらに具体 的な修繕計画書 をD設

計事務所に依頼 して作成 している。管理組合 を結成 した、翌年の1980年 度か ら管

理費 の剰余金である200万 円か ら500万 円を修繕積立金 の会計へ積 み立てている。

以上 のよ うに大規模修繕 の費用 は、初期 の ころは管理費か ら支 出 している。修

繕費 が不足 した時 には、一時金徴収を行ない、その後 は修繕積立金を積 み立てて

大規模修繕 を実施 している。修繕積立総合保険に加入 したのは、3事 例 である。

事例1は 、当該保険を利用 して借入れを行 い、屋根防水の工事を実施 した。

大規模修繕を経験 した事例は、その後必ず修繕積立金を大幅 に値上げ してい る

ことがわか った。本調査事例 において、大規模修繕における資金 の調達 の方法 に

は、委託管理か 自主管理か とい う管理 の方法 の違 いによる差 は見受 けられない。
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(2)大 規模修繕の資金調達の類型化

調査事例か ら大規模修繕 における資金の調達方法 の特色を類型化す ると、図6

-11の よ うになる。

(イ)積 立型:事 例A,新B,旧D,F,新G,H,旧1,J,K,M

(ロ)一 時金型:事 例 旧B,C,旧D,旧G,L

(ハ)借 入型:事 例 新D,新1,N

ただ しこの類型 は資金調達の方法 の変更 も表示 している。旧,新 の表示 は、調

査時 に一番新 しい資金調達 のタイプを新 とし、それより過去 の資金調達の タイプ

を旧とす る。

(イ)積 立型 は、① 修繕積立金のみで修繕費用をまかな う場合 と、② 修繕積

立金 と管理費 の会計か らの繰入れで修繕費を調達す る場合がある。管理費の会計

か ら修繕積立金 の会計への繰入 れには、定常的な もの と一時的な ものがある。

②のタイプのうち、定常的な場合は、管理費か らの剰余金 の繰入れで、一時的

な場合は、工事 の際に大規模修繕費 の不足額 を管理費 の会計か ら補填す るので、

事例Fの ように日常 的な修繕費が少 な くなるなど管理水準の低下 につなが ること

がある。

(ロ)一 時金型 は、① 修繕積立金 と一時金 を徴収 して修繕費を捻出す る場合 と、

② 一時金徴収 のみで修繕を実施す る場合に分け られる。

このタイプは、修繕積立金の積立額が少ないため、修繕費が不足 して も修繕時

期 を遅 らさないで工事 を実施で きる利点がある。 しか し一時金の額が大 きいと事

例Lの ように、各区分所有者の大 きな負担をまね くことになる。

(ハ)借 入型 は、① 修繕積立金 と金融機関か ら借入れをする場合 と、② 修繕

積立総合保険で資金を調達す る場合に分類で きる。

① の場合、管理組合が法入格 を取得 していれば、借入れが容易で ある。 しか し

個人名義の借入 れの場合は、公的な機関では一定 の資格があれば同一額を融資 さ

れ るが、民間の場合は個人の返済能力により融資額が異な る。

② の場合の保険 は、保険 と積立の2側 面を合わせた性格であり、満期返戻金の

相当額 まで借入がで き、大規模修繕費に充てる方法である。なおかつ修繕費が不
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(イ)[積 立 型] 團

(ロ)[一 時金型] 團 一時金 一時金

(ハ)[借 入 型] 團灘
修繕積立総合保険

簾
金による
掛 金 鰹

図6-11大 規 模 修 繕 に お け る資 金 調 達 の 類 型 化

足 した場合は別途に融資を受 ける。

金融機関か らの借入では、借入の利率が変動する可能性があるが、積立総合保

険の場合、積立額 は毎月一定で、資金計画が立てやすい。借入金で大規模修繕費

をまかな うか ら、修繕費 の負担額 より返済額が大 きくなる。

本調査 において、(イ)積 立型の方法 は10事 例、(ロ)一 時金型の方法は5

事例である。(ハ)借 入型 の方法 は3事 例で、すべて修繕積立総合保険 の加入

である。

大規模修繕 における資金 の調達方法 の類型 が変化 したのは、4事 例である。事

例B、 事例Gは と もに(ロ)一 時金型 か ら(イ)積 立型 へ、 とより修繕費 を充 当

しやすいタイプへ と変更 した。事例Dで は、(ロ)一 時金型か ら(イ)積 立型 へ、

その後(ハ)借 入型 へ変更 した。事例1は 、(イ)積 立型か ら(ハ)借 入型へ変

更 した ものである。
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9.修 繕積立金の算出

各事例における管理費および修繕積立金が、建物の維持管理 に見合 った適切 な

額であるかどうかを評価す る方法 として、次の4つ の方法が考 え られる。

① 区分所有者が住宅の管理 に満足 しているかどうか。 ン

② 管理水準 に見合 った管理費であ るか。

③ 建物 の修繕に見合 った修繕積立金であるか。

④ ほかの客観的な修繕積立金の算出額 と適合 しているか。

修繕積立金の金額 については、修繕項 目を設定 し修繕費の計算 といった算出方

法 と修繕積立金 の金額 の決定のことが らがある。そ して修繕積立金の積立方式 に

は、定額積立方式 と段階積立方式があり、前者の定額積立方式を行 なうとい う前

提で検討を行な う。

ここでは、修繕積立金が修繕費 として充分であ るか どうかにっいて、各事例 の

修繕計画表から大規模修繕 に必要な修繕費(計 画修繕費)を 算出 して比較検討 を

行 う。 ここでいう必要 な修繕費 とは、収集 した修繕計画表か ら筆者が下記の方法

で算出 した ものであり、算出する際の条件 は以下 の とお りである。

a.長 期修繕計画の期間はまちまちな場合が多いが、修繕費の総額 を算出す るため

に本研究では計画期 間を30年 とす る。

b.修 繕時期 は、修繕周期を単純 に くり返 し、周期の幅のあるものにっいて は、最

も短周期の ものを使用す るものとす る。

c.修 繕計画表 に工事費の記載のあるものを対象 とす る。

必要な修繕費を算出す るとともに、他の修繕積立金の算出方法 の試算額 と適合

しているかを検討す るために建設省の修繕積立金算 出マニュアルか ら調査事例別

に試算 した。

建物の概要にっいて、建物 の仕上げ,形 状,工 事 の種類,設 備および施設の状

況 とい う内容で表6-15に まとめた。なお建設省の修繕積立金算出マニュアル

か ら試算す る際は、調査事例 に対応す るようにそれぞれの項 目において補正を行

な っている。
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表6-15 調 査 建 物 の 概 要(そ の1)

建物の状態による補正/事 例 A B C D F

外

壁

修

籍

床面積の補正' t.os 1.03 t.ns 1.09 0.95

建物の雁行の有無 なし なし
.なし

なし なし

張り出しバルコニーの有無 あり あ り あり あり あり

仕上げ材料の種類 吹き付けタイル

ローラー押え

ア クリルエマル

ジョン塗り

マスチック塗り ゴム弾性塗料塗

り(車層)

吹き付けタイル

ローラー押え

バルコニーの床防水の実施 防水しない 防水しない 防水しない 防水する 防水しない

構造の種頬 SRC造 PC工法 PC工 法' SRC造 PC工法

鉄

部

塗

装

主要な闘欺り 3しDK 3しDK 3LDK 3LDK 3LDK

バルゴニー有無 ・手摺 の材質 あ り.全 て鉄製 あ り、全て鉄製 あり,全 て鉄製 あり,全 て鉄製 あり,全 て鉄製

廊下の有無 ・手摺の材質 あり,全 て鉄製 な し なし なし あり,全 て鉄製

修繕の仕様(旧 塗膜陰去,

錆止め塗 合成樹賭調合ペイ

ント塗

tOX以下,錆 止め

全面塗装(中塗,

上塗)

10似 下,錆 止め

全面塗装(中塗

上塗)

10似 下,錆 止め

全面塗装(中塗,

上塗)

19Z以下,錆 止め

全面塗装(中塗,

上塗)

銘止め

屋外共用階段の有無 鉄製の共用階段 なし なし 鉄製の共用F'6FA 鉄製の共用階段

屋上の手摺の有無 なし なし なし なし なし

屋

上

防

水

屋上の利用形態 非歩行型 非歩行型 非歩行型 非歩行型 非歩行型

建簗面積の補正 11.87 d.12 3.{6 5.49 4.89

建物の罐行の有無 セッ トバック な し なし なし なし

}棟当りの平均住戸数 116.40 22.14 33.33 93.33 34.00

修籍の仕様 露出アスファLト防水 露出アスファ辞防水 露 出アスファiFBf"i:水 露出7λファ匹ト防水 露出アスフtlF防水

屋上の外断熱エぶの有無 しない しない しない しない しない

修繕周期 }g年 is年 16年 16年 16年

そ

の

他

給水gの修繕の範囲 全部の給水管 全部の給水管 全部の給水管 共用答のみ 全部の給水管

廊下型か階段室型か 廊下型 階段室型 階段室型 廊下型 階超室型

団地型式か否か 団地形式 団地形式 囲地形式 団地形式 団地形式

下の階に店舗や事務所の有無 なし な し なし なし な し

エレベーターの有無 あり な し なし あり なし

団31."i位て受 水層を設置 設けている 言aけている 設けている 設けている 設けてい る

汚水処理施設の有無 あり なし なし なし なし
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表6-15 調 輩 建 物 の 概 要(そ の2)

G H 1 J K L M N

1.13 i.36 1.Ol 1.54 1.1 ag9 1.14 o.ss

なし なし なし なし なし なし なし なし

あ り あ り あり あり あり あ り あり あり

吹き付けタイル

0一 ラー押え

吹き付けタイル

ローラー押え

アクリルエマル

ジョン塗り

吹 き付けタイル

ローラー押え

afiき付けタイル

ローラー押え

ofiき付けタイル

ローラー押え

ofiき付けタイル

ローラー押え

吹き付けタイル

O一 ラー押え

防水する 防水しない 防水しない 防水しない 防水しない 防水しない 防水しない 防水しない

SRC造 SRC造 PC工法 S陀C造 SkC造 SRCi造 ㈹造 SRC造

3LDK 3LDK 3LDK 3LDK 3LDK 3LDK 3LDK 3LDK

あり.全 て鉄製 あり.全 て鉄製 あ り,全 て赦製 あり..全て鉄製 あり,ア ル ミ製 あり,ア ル ミ製 あり,全 て鉄製 あり.全 て鉄製

あり,全 て鉄製 あ り,]7ク リート製 なし あり,全 て鉄製 あ り1全 て銭製 あ り,コ フクリーt製 あり,全 て鉄製 あ り,全 て鉄製

全面塗装(上塗) 錆止め,全面塗

装

錆止め,全面塗

装

錆止め、全面塗

装く中塗 上塗)

tox以下,銘 止め

全面塗装(中塗,

上塗)

全面塗装(中塗

上塗)

1011y;下,全 面塗

装(中塗,上 塗)

錆止め,全面塗

装(中塗 上塗)

鉄製の共用階段 あり(非鉄製) なし あり(非鉄製) あり(非鉄製) なし 鉄製の薬用階段 鉄製の共用階農

なし なし なし なし なし な し' なし な し

非歩行型 歩行型 非歩行型 非歩行型 歩行型 非歩行型 非歩行型 非歩行型

2.79 o.ss 3.53 14.83 9.69 3.42 13.7 2.6ポ

セッ トバック セットバック なし なし なし な し なし な し

46.50 36.00 27.43 200.67 120.00 42.6? 75.57 57.50

露出アスファ`ト防水 塗膜防水 露出アスファsf防水 露出アxフ掛 防水 塗順防水 霊出ア肪L卜防水 壽出ηファif防水 霧出アスファbFl防水

しない しない しない しない しない しない しない しない

16年 30年 16年 16年 30年 16年 16年 16年

共用gのみ 全部の給水AY 全部の給水管 全部の給水管 全部の給水管 全部の0水 管 全部の給水管 全部の給水管

廊下型 廊下型 階霞室型 廊下型 廊下型 庖下型 廊下型 廊下型

団地形式 団地形式でない 団地形式 団地形式 団地形式 団地形式 団地形式 団地形式でない

なし なし なし なし あり なし あり なし

あり あ り なし あり あり あり あり あり

設けている 設けていない :,,け てい る
投けてい る 設けている 毅けている 設けている 投けていない

あり あり あり あり なし なし あり なし
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(1)修 繕積立金の算出

大規模修繕 とその資金調達の実態 を調査 した結果、修繕 に要する費用 に対 して

修繕積立金が不足 した場 合、一時金を徴収 をするか金融機関か ら借入れを してい

ることが明 らかにな った。

そこで、各戸徴収 している修繕積立金が、将来の大規模修繕 に対 して充分な額

なのか どうか検討するために、必要 となるであろ う大規模修繕費を算出 して、現

状 の修繕積立金 との比較 を表6-16に 行 なった。

事例A,事 例B,事 例C,事 例K,事 例M,事 例Nで は、実際の修繕積立金 の

徴収額が計画修繕費 の22.4%か ら91.3%で ある。

事例Aに おいて、修繕積立金が低額 にもかかわ らず 、計画修繕費 の91.3%の 割

合にな った理 由は、修繕計画表に記載 されて いる修繕費が低 く見積 られているた

めであろう。

事例D,事 例G,事 例Lで は、計画修繕費 の111.2%か ら165.8%と 修繕積立金

を上回 る額を徴収 してい る。 これは、修繕計画の項 目が建築関係だけであ り、設

備の取替 え等の修繕 は修繕計画の項 目にないために、計画修繕費が きわめて低額

に算出 されたためと思われ る。

特 に、事例Nの 計画修繕費が修繕積立金 の5.5倍 と高額 な理 由と して、修繕積

立金が他の事例 よ り低い こと、管理組合が設計事務所 に依頼 して建物診断 を行い、

建物 の傷みに対応 した詳細 な長期修繕計画を立案 しているためと考 え られる。

以上のよ うに、修繕積立金を値上げ したに もかかわ らず、調査時の修繕積立金

は、計画修繕費 の22.4%か ら91.3%に しかな らない事例があ る。計画修繕費 を算

出す るために使用 した各事例の修繕計画表 には不備があるので、なおさら将来的

にも大規模修繕時 に相当額 の修繕積立金が不足す ることが予測 される。

(2)そ の他の修繕積立金の算出方法

(財)マ ンション管理 セ ンター出版 の 「マ ンションの修繕積立金算出マニュア

ル」(文24)を もとに、標準 的な修繕積立金 を算出す る。

このマニ・ユアルは、中高層分譲共同住宅の建設後2年 か ら3年 の問 に、専門的
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知識 のない管理組合が修繕計画をたて、修繕積立金を算出す る目的で作成 されて

いる。修繕積立金の算出方法は、部材別、修繕工法別、補修 か取替かによ って修

繕周期 の年数 の幅を大 きくとって計画 されてお り、算出 したい建物の形態や設備

の状況で補正す るように決 められている。

月額 の修繕積立金 は、次 の算定式 による。

修繕積立金モデル値=修 繕工事費/修 繕周期 ×1.05/12

ただ し修繕工事費=標 準モデルの工事費 ×補正+特 別加算を示す。

修繕積立金モデル値 の算出の対象 とす る大規模修繕 の修繕項 目は、次 のとお り

である。

① 外壁補修 ・塗装修繕

② 鉄部塗装修繕

③ 屋上防水修繕

④ 給水管修繕

⑤ 雑排水管(流 し排水管)修 繕

⑥ その他(エ レベーター設備 ・団地内道路)

なお修繕積立金 モデル値を算出す る際 の標準モデルの条件 は、以下 の とお りで

ある。

a)建 物構造:鉄 筋 コンク リー ト、鉄骨鉄筋 コンク リー トの在来工法 によるもの

b)建 物形態;板 状廊下型 、張 り出 し型のバル コニー付

c)建 物規模:10階 建て、1棟80戸

d)住 戸 の床面積=専 有床面積が平均65㎡/戸

表6-17の ように建設省の修繕積立金算出の試算(以 下、試算額 と略称す る)

よ り各戸徴収 にお ける修繕積立金の方が高額であったのは事例Dの みで ある。そ

の徴収額 は試算額 の110%で ある。 その他 の事例 は、試算額 の18%か ら88%と 各

戸徴収額 は試算額 よりかな り低い。

ただ し試算例 は100戸 程度の住宅を対象であ り、建物や規模 の補正 を してか

ら事例の算出を している。
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表6-17建 設 省 の 修 繕 積 立 金 算 出 マ ニ ュ ア ル よ り試 算 した 結 果

住宅名. ①徴収額

(円/月 ・戸)

②算出値

(円/月・戸)

①一②の値 oio

<%)

事例A 4,794 9,656 一4
,862 49.6

事:例B 2,000 9,212 一7
,212 21.7

事例D 8,000 7,276 724 110.0

事例G 7,000 9,235 一2
,235 75.8

事例H 1,388 7,853 一6
,465 17.7

事例F 4,632 9,299 一4
,667 49.8

事例J 9,246 10,461 一1
,215 88.4

事例 工 1,900 9,006 一7
,106 21.1

事例K 4,740 8,081 一3
,341 58.7

事例L 6,440 8,740 一2
,300 73.7

事例M 3,800 10,050 一6
,250 37.8

事例N 2,800 8,494 一5
,694 33.0

事例C 4,006 8,219 一4
,213 48.7

各戸徴収修繕積泣 金は、1989年1月 に再調査したものである。

管理開始時か ら同一額の積立金の事例はまずない。すなわち管理開始時 は、積

立金 をごく低い額 に設定 してるため全ての事例で値上げを実施 している。

以 上、最新 の修繕積立金 のデータと比較 して、定額積立の算出方法において試

算額 より徴収額が事例Nを 除いた事例で低い結果になってい る。すなわち大規模

修繕時にかな り修繕積立金 が不足することがわか った。

10.大 規模修繕 における資金調達 の整備方 法

以上 のことか ら、適正な時期 に大規模修繕 を行 うために、管理組合が容易に資

金調達がで きることが必要である。 そこで管理組合の管理運営の面か ら資金調達

の方法 にっいて望 ま しいと思われ ることを以下 に述べ る。
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(1)調 査事例か らいえば・大規模修繕時における資金調達の方法の(イ)積 立型

で は、管理費の剰余金 の定常的な繰入れ は、恣意的に行わない。

(2)調 査事例か ら、(ロ)一 時金型 のタイプでは、不足す る修繕費 の戸 当 り負担

額が各家計 に無理のないように、修繕費 における修繕積立金の割合を高 める

こと。

(3)(ハ)借 入型 のタイプの場合、大規模修繕工事の不足額 に対する資金 の借入

計画、借入先、借入条件、借入額、返済額 とい う資金計画を、管理組合は詳

細 に立て ること、そ して区分所有者が個入で修繕費の不足額 の融資を受 ける

場合は、返済能力 も加味することが望 まれ る。

特 に(ロ)一 時金型 と(ハ)借 入型のタイプでは、大規模修繕の不足 に対す

る区分所有者 の負担額 や毎月の返済額 が、家計の重い負担にな らない ように

す ることは重要で、(ロ)一 時金型 と(ハ)借 入型のタイプの区分所有者 に

は、(イ)積 立型 のタイプの重要性を知 らせてお くことであ る。

11.ま と め

調査対象 は14事 例 と件数が少 な く、各事例の個別性が反映 されているために

必ず しも一般的 とはいえないが、以下のことが明 らかになった。

a.管 理費会計と修繕積立金会計の収支 につ いて

(1)管 理費 と修繕積立金 は、本来別会計であるべ きであるが、実際 には繰入れな

どにより相互運用 されている事例が多い。その理 由は、管理費会計 の不足に

よる積立金の取崩 しや、管理費 の剰余金 の積立金 への繰入れのためで あるこ

とが多い。

管理費か らの繰入れ は充分 に剰余金がある場合はよいが、管理水準 の引下

げにな らないよ うに注意す る必要がある。

(2)管 理費の支出は、委託管理費 と修繕費で6割 か ら7割 を占め るが、委託管理

費 、水光熱費 がほぼ定額 であるのに比べて日常的な補修であ る修繕費 の変動

が大 きい。管理費を物価の上昇 に見合 って値上げを しないと、小修繕 に影響

して修繕費が低 く押 えられがちになる場 合がある。
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b.大 規模修繕費について

(1)修 繕費の経年変化は、竣工後18年 まで単純増加を示すのではな く、3年 か

ら5年 目に一度 目の山(鉄 部塗装)と 、10年 目を越えた二度 目の山(外 壁塗

装、屋根防水,給 水管の取替,管 理棟 の新設な ど)を 持つ増加 の形を示す。

(2)修 繕費補正係数 により、修繕費 を1988年 度の価格 に換算す ると、中層 の事例

で は平均す ると479円/㎡ ・年であり、高層の事例では平均すると670円/㎡ ・

年であった。

(3)外 壁塗装 の全面塗替 は建築関係の修繕費の約6割 を占め、大規模修繕 の主事

の中で最 も高額 で、竣工後9年 目か ら17年 目で行なわれる。屋上 防水は、

建築関係の修繕費の10%か ら12%を 占め、竣工後8年 目か ら14年 目で実施

されている。外部鉄部塗装 は早 いもので4年 目に実施 され るが、通常 、10年

を経過 して行なわれ るものが多い。

(4)建 築関係の大規模修繕では、ほぼ鉄部塗装、屋上防水、外壁塗装 の順で工事

を行な っている場合が多い。設備関係における大規模修繕は、給水管の取替

工事を竣工後14年 目に実施 し、竣工後15年 目に給水管の埋設管の取替を

を行な った1事 例のみであ った。竣工後18年 までは、建築関係の大規模修

繕 がほとん どであ り、今後、設備関係の大規模修繕が行 なわれ るで あろ う

(5)修 繕工事だけでな く、改良工事 も年数を経 るに したが って多 く出て きている。

設備関係では、金額は低い ものであるがテ レビの衛星放送用の共聴 アンテナ

を新設 している。施設関係で は、自転車置場 の増設 や駐車場 の増設 とい う工

事 が最 も多か った。

c.大 規模修繕費の資金調達について

(1)調 査事例 における資金調達の実態 を調べた結果、竣工後、最初 の大規模修繕

には、修繕費 の全額を管理費の会計か ら支出す るか、 もしくは、積立金 の値

上 げと一時金徴収 を併用 してい る。修繕の後は、大規模修繕時 に一時金徴収

な しで資金 の調達 を行い、修繕積立金で実施 して いる事例が多 い。

(2)調 査 した範囲において、大規模修繕 の資金調達の方法を、積立型 、一時金型、

借入型 の3タ イプに類型化 した。
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(3)調 査事例 において調査時 の修繕積立金は、計画修繕費 の27.7%か ら165.8%

である。修繕積立金が、計画修繕費 を下回 るのは、6事 例であ る。計画修繕

費が低 く算 出された ことを考慮す ると、今後 の大規模修繕 の費用がよ り不足

す ることが明 らかにな った。

(4)調 査事例か ら大規模修繕の資金調達 の方法のタイプ別 に管理組合の望 ま しい

管理運営方法を述べた。

以上の結果か ら、比較的スムーズに大規模修繕工事を実施 し、 日常的修繕 も行

な うためには、次 のことが必要だと考 え られる。

a)長 期修繕計画を作成 している。

管理開始後、で きるだけ早 く計画的に修繕費 を積み立て るために長期修繕計

画を作成す る。

b)駐 車場の使用料を修繕積立金会計の一収入費 目とす る。

駐車場使用料の全額 を、積立金 の会計へ繰入 れているのは、事例F,事 例G,

事例1,事 例Mで あ る。 この一部 を積立金の会計へ繰入れているのは事例C,

事例J,事 例Nで あ る。

c)修 繕積立金の会計 を特別会計 として設 ける。

d)管 理費会計の不足のために修繕積立金 を取崩 さない。

管理費の会計の収入 が不足 しないよ うに、物価の上昇 に見合 って計画的 に管

理費の値上 げを準備 してお くことが望 ま しい。

e)最 後 に管理組合の理事会 が、維持管理 に積極的かっ計画的に取組 む。

中高層分譲共同住宅の維持管理 の重要性 を居住者 に対 して常に教育 してお く

こと。理事 に選 ばれた時には、大規模修繕や修繕積立金の値上 げとい った理

事会 の業務を先送 りに しないこと。た とえば、管理費を見直 して委託管理費

等 の財政基盤を点検す ることも重要な理事会 の仕事 になろ う。

なお、収集で きた管理組合の会計報告である予算書 、決算書 は、事例 のすべて

の年度 を網羅 している訳で はな く、その詳細な明細書が紛失 しているな どデ ータ

は必ず しも十分 に揃 っていない。今後、よ り調査が必要である。
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第7章 長期修繕計画による計画修繕費の算定とその分析

この章で は、中高層分譲共 同住宅 における長期修繕計画の内容 とその目的を明

らかに し、長期修繕計画における計画修繕費 はどれ ぐらい必要であ るかを個々の

事例 ごとに算定する。あわせて東京都,神 奈川県住宅供給公社,東 京都住宅供給

公社,(株)団 地 サー ビス,日 本電信電話公社[現 、NTT(株)],(社)高 層住

宅住宅協会(以 後、総称 して事業主体 とい う)に おける長期修繕の維持保全標準

を作成す る。

1.研 究 の 目的 と方 法

(1)調 査の 目的

中高層分譲共同住宅が都市住宅の一っ として定着 し始めてか ら、 まだ30年 を

経過 したに過 ぎない。中高層分譲共同住宅において快適な住生活 を過 ごせるよう

に建物を良好に維持管理 し、有効利用す ることは必要不可欠である。そのために

は、建物 の経年 によ る傷みに対応す るよ うに、適切な時期 に適切 な修繕 が実施 さ

れなければな らない。特 に、大規模修繕を計画的、合理的に行 なってい くには、

修繕計画を立てて予算的に準備 してお くこと、すなわち長期的な修繕予算の見通

しをっけることが要求 され るのである。

大規模修繕 の際に工事費が不足 した場合、その不足額 を一括徴収す ることは、

ファ ミリータイプの中高層分譲共同住宅が多い現状 において、個々の区分所有者

の家計状態を考えると容易 なことではないと思われる。

このように考 えると、大規模修繕 のために管理開始時か ら最 も適切 な額を積立

ててい くのが区分所有者の同意 を得 やすい方法 といえるであろう。 したが って、

合理的で科学的に裏付 けられた積立額を設定す るためには、建物 に見合 った修繕

計画が必要 となる。

しか し第1章 で述べたように、我が国において分譲共同住宅は、修繕計画を持

っ ことや修繕積立金 を積立てることは法的に義務付け られていない。
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そこで本章 では、中高層分譲共同住宅において実際に設定 してい る修繕計画の

内容を検討 し、長期修繕計画の役割 と範囲 を明 らか に し、その計画に もとついた

計画修繕費を算出 し、各戸徴収の修繕積立額を設定す るための基礎 資料を得 るこ

とを目的とす る。

「保全 ・耐久性向上 の経済評価手法」(文63)を 参考 に長期修繕計画 の目的をま

とめてみると、以下の とお りである。

1)長 期的な修繕予算 の概算を行ない、修繕費が年度 による突 出す るのを平準化

して、修繕費 の見通 しをっける。

2)建 物な ど各部分の修繕時期 を定 め、適切な時期 に修繕 を行な う。

3)修 繕の中期計画および実施計画を立 てるための大 まかな資料 とす る。

4)修 繕積立金の徴収額 の算出の基盤 とす る。

本章 における研究の フローは、図7-1の とおりであ る。

管理組合の修繕周期表の収集

修繕項目 修繕時期 修繕周期

長期修繕計画の
経営主体別維持
保全標準の比較

長期修繕計画

の特徴

修繕費の実積値と比較 計画修繕費

必要な修繕積立金の算出

図 『7-1研 究 の フ ロ ー
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(2)調 査の方法

中高層分譲共同住宅 における管理組合が、実際、使用 している長期修繕計画表

の実態調査 と東京都,神 奈川県住宅供給公社,東 京都住宅供給公社,(株)団 地

サー ビス,NTT(株),(社)高 層住宅住宅協会 において設定 してい る修繕計画の

比較調査を次の方法で実施 した。

a.長 期修繕計画 の実態調査

修繕計画表を作成 している中高層分譲共同住宅を対象 として限定 し、修繕計画

表を33箇 所か ら収集 した。その収集先は次のとお りである。

① 日本住宅管理組合連絡協議会(以 後、 日住協):17箇 所

② 関西分譲共同住宅管理組合協議会会員(以 後、関住協):10箇 所

③ 大阪市内のG設 計事務所(関 住協 との関係がある設計事務所):3箇 所

④ その他(関 西の中高層分譲共同住宅 における区分所有者 ら):3箇 所

修繕計画表の収集 とあわせて、管理組合役員 に対 して住戸数,階 数,棟 数,専

有部分の総面積,敷 地面積,竣 工年,構 造などの住宅概要にっいて郵送 による調

査 を行なった。

ただ し,協 力が得 られる中高層分譲共同住宅を対象 に したため、調査対象 の事

例数や抽出方法 は制約 されている。調査期間は1982年6月 か ら1984年1月 である。

b.事 業主体における修繕計画表の比較

調査対象 は、東京都,東 京都住宅供給公社,神 奈川県住宅供給公社,NTT

(株),(株)団 地サー ビス,(社)高 層住宅住宅協会の修繕計画表である。電信電話

公社 の基準 は住宅のみを対象 とした規定ではないが、社宅 も含めて扱 われ る基準

と して、また、(株)団 地サー ビスのそれは分譲住宅 を対象 にした比較 的整備 さ

れた ものとい う意味で とりあげた。調査時期 は1980年9月 である。

なお これは、 「中高層共同住宅の管理問題 に関す る調査研究一設計管理技術及

び住宅性能表示方法一」 日本住宅総合セ ンター報告書1981年2月 発行 の中で筆

者が研究分担者かっ共同執筆者 として参加 して、油谷寿壽氏 と協力 して維持保全

標準表 として作成 した ものである(文83)。
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(3)調 査対象住宅の概要

調査対象住宅 の分譲主体 は次 のとお りである。

① 日本住宅公団(現 、住宅 ・都市整備公団であ り、以後公団 と略称)の 分譲住

宅が17事 例。

② 大阪府,大 阪市,神 戸市 の住宅供給公社(以 後、公社 と略称)の 分譲 住宅が

4事 例。

③ 民 間の分譲会社(以 後、民間 と略称)の 分譲住宅が12事 例。

ただ し、調査対象の中で同 じ民間の分譲会社の事例は2箇 所である◎

調査対象の概要 は表7-1に 示す ように、建物の完成(入 居 または管理開始)年

は、1965年 か ら1981年 であ る。調査対象 において、公団分譲 と公社分譲iの事例 は

1965年 代 に、民間分譲住宅の事例 は、1970年 代 に建て られた ものが多 い。

住戸規模は、28戸 か ら1,663戸 まで、1棟 か ら団地形式の ものまで大 きな幅が

ある。公団分譲 と公社分譲の事例 は中層で棟数が多 い団地形式 のタイプであるの

に比べて、民間分譲 は高層で棟数 も少な く、住戸数 も小規模な ものか ら大規模な

ものまで とさまざまでなタイプを含 んでいる。

住宅の構造 については、中層 はRC造,PC造,高 層 はSRC造 であ り、中層

のRC造 が調査対象事例 の約6割 と最 も多 い。

2.修 繕計画の維持保全標準比較

ここでは、東京都,神 奈川県住宅供給公社,東 京都住宅供給公社,住 宅 ・都市

整備公団,NTT(株),日 本建築学会経済委員会,(社)日 本高層住宅協会、小林

清周氏の著書(文87,88)な どで定 め られている中高層共同住宅における計画修

繕周期の比較を行 なう。

計画修繕 とい うのは、年次計画を立 てて計画的に実施 され る保全工事であるか

ら、あ らか じめ建物のどうい う箇所は何年 目にどの程度 の工事を行 うか とい う修

繕行為の維持保全標準を策定 してお く必要がある。

維持保全標準 の指標 と しては修繕過程(修 繕方法 と修繕周期)、修繕率(修 繕周
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表7-1 調査 対 象住 宅 の概 要

事 例 分譲 主体 竣工年月

建築規模

戸 構造 腱 管理方法 専有床面積(㎡)棟 階

No.1 住宅 ・都市整備公団 ユ965.2 17 4,5 aoa RC 階段室型 一部委託
69.42^一78.54

No.2 " 1966.12 8 5 170 RC N 自主管理 57.24^一83.36

No.3 " 196T.4 18 4,5 436 RC 〃 一部委託 57.28^一81.36

110.4 " 1967.8 8 5 250 RC N N 61.00^77.00

No.5 " 1968.8
φ

9 S 300 RC 糊 N 45.00

No.6 " 1969.5 11 5 460 RC 階段室型 〃 56.37

No.1 " 1969.12 15 5 320 RC H 自主管理 55.47^一91.56

No.8

No.9

" 1970.12 23 5 720 RC ., 全面委託 不明

" 1971.7 19 5 660 RC 〃 一部委託 54.85

No.10 'ド 1911.8 51 5 i,osa RC29棟

PC22棟

N

"

全面委託 49.00

No.ll 〃 1972.5 27 5 680 PC 〃 櫛 委託 57.00

No.12 " 1972.12 不明 5 600 RC " 〃 59.88

No.13 " 1973.5 47 5 1,430 RC21棟

PC26棟

〃

〃

全面委託 98.85^一51.19

No.14 'P 1977.4 19 5 590 RC 〃 一部委託 48.99

No.15 " 1977 11 5 294 RC " 〃 66.17

No.16 〃 1977.8 io 5 250 ItC " " 650088.00

No.17 〃 1980.3 78

7

5,3,2 498

128

RC " 〃 不明

No18 大阪府住宅供給公社 1968.10 3 RC "

"

自主管理 72.00

No.19 大阪市住宅供給公社 1970.1 6 5 270 一部委託 54.00

No.20 神戸市住宅供給公社 1992.3 i

8

ld 439

RC

SRC

RC

片廊下型 " 56.00

No.21 大阪府住宅供給公社 1972 5 272 階段室型 自主管理 54.00

No.22 民 間 19T29

1973.3

14

z

5 415

zai

28

PC

不明

糊

RC

RC

SRC

RC

RC

SRC

KC

SI2C

SRC

不明

'ノ 全面委託

No.23

No.24

不明

5

不明 " 不明〃

〃 1973.it i 不明
◆

"

"

76.44

No.25

No.26

No.27

No28

No29

No30

No31

No32

No33

" 1974.6 3

3

4

5 63 片廊下型 7033

6383〃

'ノ

〃

,'

〃

'ノ

"

"

1915.11

19757

19187

7.5,5

11,12

8

5^一11

8,8,6

11

14

不 明

128

1,663

A80

529

99

43

688

不 明

7F片 廊下型

6F片 廊下型

中廊下型

不明

併用型

片廊下型

"

併用型

不明

"

"

◆

〃

,'

〃

"

"

"

"

マ085

7156

6463

7283

7i37

10288

不 明

1976.6

垂983

1976.12

1971,監0

1979d

197911

1981.4

三981.ll

不 明

a

7

3

i

不 明

不明
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期に もとついて行われる修繕の量の全体 に対す る比率 を示す)な どが考 え られ る。

したが って、 これ らの指標が建物の部位 ・工種別 に具体的 に標準化 されていなけ

ればならない。

そこで、維持保全標準に関するこれまでの学説 および公社,公 団などの各事業

主体 における計画修繕基準 を資料 と して とりまとめた。そ して共同住宅における

主な建物部位、主要工種 にっいて、維持保全標準 に関す るこれまでの学説 および

公社,公 団な どの各事業主体 における計画修繕基準か ら資料を表7-2の よ うに

抜粋 した。

計画修繕基準 を比較す るうえで注意すべ き点 は以下 の とおりであ る。

1)維 持保全標準の指標の一つであ る修繕率 は修繕周期 に もとついて行なわれ る

修繕 の量の全体 に対す る比率を示す。修繕率 には次のように2通 りの概念が

存在 している。

(A)修 繕率(物 量比率):1回 の修繕行為の工事量 と当該工事の種類 の部位

全体の工事量 との割合 〔修繕面積/部 位面積等〕

(B)修 繕率(費 用比率):1回 の修繕 工事費用 と当該工事 の種類 の部 位全体

の建設費用 との割合 〔修繕費/再 建築費〕

修繕率 は修繕量 の厳密性 を考慮す る意味 では物量比率で表示 されるのが理想

的である。 しか し設備関係や建具工事な どの修繕 においては物量的計測が困

難である工事の種類があ り、費用比率の方が妥当である場合 もある。いずれ

に して も修繕費 の算出の際に修繕率が物量比率で表示 されて いる場合は修繕

単価を、費用比率で表示 されてい る場合は再建単位をパラメー タにとれば常

に正 しい修繕率を与え ることにな る。

2)各 部位別工種の規格,形 状,寸 法,使 用頻度,環 境条件等が明確 に記載 され

て いない。(一 部記載 されているもの もある。)

3)各 指標 の数値 は必ず しも実験 ・調査 による実験的かっ理論 的根拠 に もとつ く

ものではない。多分 に現場経験 ・技術知識 に立脚 した経験値 あ り、いいかえ

れば物理的要素ばか りではな く経済的要素が大 きく影響 していること。

4)建 築材料 ・設備機器の改良、施工技術の進歩によ り維持保全 の標準指標のタ

イムラグは免れない。
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表 マ ー2 維持 保 全標 準比 較表(そ の1) UI

修繕周 朋 〔年 〕(修 繕率 〔%)w:物 侃比,{B}:費 用比)

区 分 工 種 別 修繕方法 注1 注2 電 電公 神奈川県 東 京 都 東 京 都
公団規準

高 住 協

学会標準 小林氏標準 社 規準 公社規準 公社頬.準 営 規 準 規 懲
,

CA) Ca) (B)

屋
アスフ7ル

ト防水
部分修理

全面取替

7(14)

20(葦00)

置o(is)

25(lOO)

10(10)

zs(ioo)

10(10)

25(100)

10(一)

ン

ia(一) 10(一)

●

CA) CB) (a) ※モN9 》 モル タ ※A型 工

根
モル$N仕

上
部分修理 5(】5) sCis) 5(15)

ル仕上

を含む

ル仕 上

を含む
法

全面塗替 15(100) 15(goo) 15(100)

st

外 リシン仕上

●

部分修狸

(a)

s<is)

(B)

8(30)

(s)

8(15)

吹寸10(⑳

sUo)

吹 付

io(ioo)

吹tt

l5(一)

吹付

10(一)

汚染の程
度によ り
全面改修

吹 付

8、

io(一)

全而塗替 25(100) 2s(ioo) zs(ioo)

CA) CB) (B)

壁 〆 イ ル 貼 部分修理 15(is) 10(5) 10(5) 10(10)

全面貼替 50(Boa) so(ioo) 60(100) 30(100)

CA) (s) (B)

天 モ ル9ノ レ 部分修理 7(12) 一 7(io)

騒鮒10(gym)
As面 塗替 35(100) 30100) 30(100)

築 (A) (a) (s)
●

井 ボ.一 ド 部分修理 io(20) io(10) 5(10)

全面貼替 25(100) 30(100) zs(ioo)

CA) (B) Cs)

部分修理 s(to) 部分吹付 5(10) s(io)
プ ラ スタ ー

全面吹村 7(goo) 10(20) 一 一

内
全面塗替 30(100) 30(100) 30(100) so(ioo)

(B) (B)

ク ロ ス 鮎 部分修理 一 s(io) 一

全面貼替 zo(ioo) 10(100) 5(100)

主 壁
Ca) (B) Cs)

合 板 貼 部分修理 5(IS) io(】0) 10(10) 5(10)

金面貼替 20(100) 30(100) 25(100) 且5(ioa)

(n) .(B) (n)
モ ル タル杜

部分修理 5(15) 5(5) s(is) 5(15)
上

全而塗替 20.(100) 2Q(10Q) Zo<ioo) 20(ioa)

(n) (n) Cn)

ビニル9イ ru分修理 s(is)
.

7(is) 6(10) s(is) 8^一10

(一)

ル貼 全而貼替 18(ioo) zo(ioo) 20(100) 15(lOO) REV
ホ ール

※ リノクイル
床

休 U) (n)
フ ロー リン

グ
部分修理 H(is) 10(15) 8(]5) s(is)

全而貼替 2s(ioo) Zs(ioo) 30(100) 30(100)

(n) (13) (D)

た た み
裏 返 し

奴 替X

床9え

2(100)

n(ioo)

zo(zao)

z(zs)

購}

z(ioa)

4(iaa)

20(ioo)

}

一

30(一)

、

'
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表7-2 維持 保 全標 準比 較 表(そ の2) Izl

修繕周期 〔年 〕(修 繕率 〔%〕 ω:物 量比,{B⊃:癒 用比)
.
区 分 工 裡 別 修繕方法 注1 注2 q£iC公 神奈川県 乗 京 都 棄京都

公団規準
高住協規

学会標準 小林氏標準 社 規 準 公社規準 公社規準 営規準 準

(s) CB) (B)

金具取替 6(18) s(a) 6(15) 部分修埋

ス チー ル ド 枠 修 理 is(20) ・95(15) is(ao) lp(15) .

7 建具修理 is(is) 15(is) is(is)

外 枠 取 替 so(izo) 一 40(100) 取替

廼 述貝取替 ss(ioo) 30(goo) soCioo) 20(ioo) 25(一) isC一)

(s) (s) Cs)
ま

金艮取替 6(]5) 5(5) 6(15) 部分修理

スチールサ 枠 修 理 is(zo) 20(10) is(20) io(15) 25年 目に 25年 目に
!

,

.

7シ 廼具修理 15(15) 15(15) 15(15) アルミツ'ッシ アルミ"1yシ
わ

枠 取 替 30(120) 一 ao(ioo) 取替 に取替 K取 替

●

処具取替 35(100) ao(ioo) so(ioo) zo(ioo)

(B)
り

金具取替 ●

雨がかり面
5,5(3) 部分修理

アル ミサ ッ 枠 修 理 20,10(io) io(ao)

築
建

シ 処具修理 so,ioCio)

枠 取 替 一 取替
・

鎚具取替 ao,zs(iou) 30(100)

貝 CA) (B) (s)
鉄 部 塗 装

(ツ ・ツ シ

。 ドア ・手

仕 上 3(100) s(so)
塗替
雨がかり副

a(100)

塗替

a(goo)

塗替

5(一)

塗替

S(一)

塗替

雨がかり面
3(一)

塗替

雨がかり面

2(一)

摺等) 防 錆 s(ioo)
」

iz(Boa) その他 ,

その他 その他

5(100) ●

6(一) 5(一)

(s) (s) (B)

内 金具取替 s(ta) s(zo) s(zo) 9

主 ま

わ

木 製 ドア
枠 修 理

鎚興修坦!

13(18)

io(zo)

15(20)

葦0(20)

is(20)

io(zo)

浴室の山

入口戸セ

アル ミ製

り
枠 修 坦llso(izo) 一 3U(100) 取絆 に収替
述具取替 28(ヨOO) 28(且OO) 30(IOU) 30(100)

o 述
<u) Cu> (u)

具 ふ す ま 部分修理 s(as) s(io)

取 替 15(ヨ00) 30(100) 15(100)

階
鉄製避難階

段
部分修phi

(u)

s(is)

(u)
Q

s(s)

(u)

io(z)

廊下型処
物K屋 外
避難階段

休 全iほi取替 30(120) soCioo) 一 を設 【r

(n> (u) (u)
鉄製避難階

段 部分r_3;c; 一 s(zs)
段塗装

i而 蛾磐 3(100) io(ioo) 4(100) 4(goo) 5(一) 3(一) 3(一) 2(一)

(n) (u)
・

雑 樋 部分修理 s(zo) 5(10) s(io)
idi4Y及 び

取替
燭

取 替 no(goo) 30(100) zs(ioo) is(一)

注1)臼 木 建 築学 会 処築 経 済 委 員会:両1火 建築 物 の 維持 保全 に 閃 す る研究,G木 述 築 学会,1955.

注2).'∫ ・林 溜 ∴1':ビ ル のuFL,森 北 出 版,!975.分 譲wシ 。ンのす べ て,alas出ht会,1980.
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表7「2 維持 保 全標 準比 較 表(そ の3) (3)

修繕周期 〔年,(修 繕率 〔%〕(A):物 量比,(B):費 用比).

区 分 工 種 別 修繕方法 電 電 公 神奈川県 東 京 都 第 京 都 高住協規
学会標準 小林氏標準

,

公団規準
社 規 準 公社規準 公社規準 営 規 準 準

Cs) (B)

塗 装 s(z) 10(1) ,

変 圧 器 補足修理 3(3). 3(3) 改修 改修

電
●

解体修4 io(2s) io(2s) 一 轄

取 替 25(100) zs(ioo)

Ca) (s)

塗 装 io(z) 10(1) 榔分修理 部分修理

建
気 配 電 盤 補足修理 1(05) 3(OS) 3(15) 改修 改修 2(一)

解体修理 io(io) io(io) 一 一

取 替 2s(ioo) zs(ioo) 15(]00)

(s) Cs)
兜

設 屋内配線配 塗 装 s(i) 3(])

管 補足修理 5(3) 5(3) 露出管内

取 替 20(goo) 20(100) .15.zoGao) 30(=) ao(一)

(B) (s)
照 明 器具

備
(自 熱灯)

補足修理 1(7) 1(7)

取 替 15(100) 15(goo) 取替 ヨ5(一) 15(一)
築

(s) (B)
照 明 器具

「

(螢光灯)
補足修理 z(z> 1(7) io<一)

取 替 ioCioo) 10(goo) 10(一) 10(一) 10(一) s-io(一)

(B) (B)

塗 装 3(1) 3(1) 部分修理 改修 部分修理

給水ポンプ 補足修理 3(20) 3(10) 5(30) 3(一) 5(一)

解体修理 T(50) 7(20)
給

取 替 IS(100) 15(goo) 15(ioo) 15(9一) s-io(一)

設
(s) (B)

排 塗 装 3(1) 3(1)

排水ポンプ 補足修理 z(so) z(zo) 改修 部分修理

水 解体修理 5(50) s(20) 3(30) 3(一) 3(一)

取r is(ioo) !5(goo) 12(100) isC一) 8～ ユ0(一)

衛
III) (B)

塗 装 s(z)
給7k管 .

補足修理 5(30) 5(10) 5(30)

生 取 替 zo(ioo) zo(ioo) 12(且OO) is(一) is(一)

伽
(B) (n)

設 塗 裟 a(a) 3(2) 2(一)

排 水 管
補足修理 5(30) s(20) 7(20) dSC43 改修

4.a
取 替 18(Boa) 18(goo) 25(100) 『 一

(II) (n)

受 水 糟
塗 装 z(i) タll齢雪

補足争鋤! 7(a) 7Ca). 7(30) 内部塗毅

取 谷 20000) zo(ioo) zo(ioo)
G(一)

is(一)
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表7-2 維 持 保全 標 準比較 表(そ の4) 14)

修繕周期 〔年)(修 繕率 〔%〕w:物 量比,IBI:費 用比)

区 分 工 種 別 修繕方法 電 電 公
.

神奈川県 東 京 都 東京都営 高住協規
学会標準 小林氏標準 公団栽準

社 規 準 公社規準 公社規準 規 準 準

(s). Ca) ,

塗 装 3(1) 3(1) 供給事業 供給事業
ガ ス 管

補足修理 7(30) 7(10) 7(30)
者から要.請のある 者から要

謂 のある
給

取 替 zo(ioo) 20(100) Zo(ioo)
場合 場合

建
排 Cs) CB)

水 便 器 補足修理 sCzo) s(Zo)

衛 取 替 zs(ioo) ZsCioo) zo(ioo)

生 CB)
パ ス

設 ユ 昌9ト
補足修理 s(io) s(io)

備
「 取 替 zo(ioo) 20(100)

(B)
シンク(ス

テンレス)
補足修理 s(io) 5(10)

取 替 zo(ioo) 20(ioo) zo(一) is-m← う

(B) (s)

築
消

感 知 器
補足修理

解体修理

iC1)

s(20)

i(1)

s<zo)

改修

一

改修

一
臨

防 取 替 zo(ioo) zo(ioo)

(s) (B)
設

塗 装 3(3) 3(ユ) 部分修理 解体修理 改修 部分修理 部分修理
消火ボンブ

備
モ ー タ ー

補足修理

解体修理

z(i)

8(ユ5).

2(1)

aCis)

7(20)

取 替
zo(ioo)

3(一) 一 5(一)
8-10(一)

取 替 20(100) zo(ioo) ※消火栓

てB) (u)

塗 装 ■一 s(o.i)

設
昇

機 械装 置 補足修型匹 s(io) s(z)

解体修理 10(12) io(zo) 部分修圧!艦全般鮒 こ 全般Kわ た

取r.fi 18(:00) zoCioo) 5(lU) って改修 って改修 30(一)

降
(B) (u)

塗 装 s(on) s(on) 11'1r; 一 一

機
扉 。 カ ー 補足修理 5(0.4) s(z) 20(Boa)

解休修理 10(12) io(zo)

取 替 20(Boa) 20(100)' is(一)

(u) (u) ●

4.8

雑

工

TV

共 聴 装G'i
輔足倦理

取 替

s(z)

15(100)

3(隆0)

7(100) to(一)

アンテナ
改争聾
一 3(一)

作 Cn) (ii)

物 ヨ珪 でB針 補足修理 1(i) S(OS)

取lei zs<ioo) 20(goo) zo(ioo) 20(一) zo(一) zo(一)
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これ らの観点を踏 まえて、計画修繕基準を比較す ると次のことがいえる。

a)建 築学会経済委員会では、修繕を 「建物の滅耗を回復 して、建物 の原形 に近

づか しめ るために実施す る工事」 と定義 されてお り、修繕に伴 う改良,模 様

替,改 造,改 築等を除外 している。

それに対 し、各事業主体 の計画修繕は修繕以外 の改善、新設、増設等の工

事が計画修繕 の範囲に含まれてい る。たとえば、建具工事 において木製建具

および鉄製建具をそれぞれアル ミ製建具 に取替(改 良工事)を 行 な うとか、

屋根 防水工事でアスファル ト防水の改修時 にテ レビ共聴装置 を設置(新 設工

事)す るとい った ような工事が計画修繕で行 なわれている。

b)本 来、計画修繕 は予防保全(PreventiveMaintenance)的 性質の ものであ る。

にもかかわ らず、各事業主体における計画修繕の基準 では修繕率が明確でな

い ものや、修繕周期を規定 していないものが少な くない。 したが って実際の

計画修繕行為は一般修繕すなわち事後保全(CorrectiveMaintenance)的 に

取 り扱われてい る面 が多分 にあると推察 される。た とえば事業主体によって

は屋根防水工事 では雨漏 りの程度、徴候のあるもの、老朽化 の状態に応 じて

優先順位を設 けて おり、また、外壁 は汚染の程度 に応 じて改修を実施す ると

している。

c)各 事業主体の計画修繕基準で計画修繕 として比較的明確に取 り上げ られてい

る工事 には、建築関係では屋根防水工事、外装工事、鉄部塗装工事 の3種 類

があ り、 これに建具工事が加 わるところ もある。設備関係で は電気配線配管、

照明器具、給排水 ポンプ、給水管、避電針等が修繕周期の確立 している主 な

ものである。

d)居 住者 の負担部分 にっいて も計画修繕基準 に組み入れているところがあるが、

これは維持保全標準の指標を参考的に示 しているにとどまり、居住者負担修

理区分 を別 に定 めている。居住者の負担区分 は、事業主体が賃貸住宅を経営

しているので このよ うな基準 が決め られている。
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3.修 繕計画の作成

長期修繕計画を立案 している中高層分譲共同住宅の比率 にっいてみると既存の

調査[日 本住宅公団管理部による調査であ り、対象 とな ったのは、1970年 度か ら

1974年 度 に首都圏、中部圏、関西 圏および北九州圏に供給 きれた2,472団 地の う

ち回収 された民間住宅285団 地、公社住宅20団 地、公団住宅16団 地 の計321団 地で

あ り、その調査時期 は1977年8月 か ら同年10月(文53)](以 後、公団調査 とす る)

では、45.3%、 筆者 らが行な った調査[(社)高 層住宅管理業協会 および関西分

譲共 同住宅管理組合協議会における会員 の中か ら、大規模修繕 の経験 のあ る管理

組合49箇 所を調査対象 と して、管理業務 の分担,長 期修繕計画の問題点,修 繕

工事 の費用の調達方法等 の内容で、アンケー ト調査 と聞取 り調査を1982年9月 か

ら10月 に行な った(文83)](以 後、総合 センター調査 とす る)で は、73.3%と 長

期修繕計画を作成 している比率が、時間の経過 とともに高 くな ってい るといえる

であろ う。

本章で の調査対象 は、修繕計画を作成 している事例 を対象 と して限定 している

ので、全事例の修繕計画で何 らかの修繕周期、修繕箇所についての取決 めがある。

しか し、その修繕計画の内容 は異な ってお り、たとえば中期や短期の修繕計画 も

含んでいる場合や長期修繕計画 といえない もの もあ った。

(1)作 成時期

修繕計画の作成時期を表7-3で みると、古い もので1974年 であり、1976年 お

よび1982年 に多 くな っている。分譲主体別には公団分譲の事例が作成時期が早 く、

民間分譲 の修繕計画の作成時期が遅 い ことがわかる。

竣工後何年 目に修繕計画 を作成 したかを表7-4で みると、竣工後1年 目に作

成 した事例か ら竣工後13年 目に作成 した事例まで大 きな幅がある。竣工後4年

目までに修繕計画を作成 してい るのが8件(36%)あ り、竣工後5年 目か ら9年

目が10件(45%)、 竣工後10年 目か ら13年 目が4件(19%)で ある。
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表7-3修 繕 計 画 の 作 成 時期

(件)

分 譲 主 体1公 団1公 社 民 間1合 計

1974年

1975年

1976年

1977年

1978年

1979年

1980年
'1981年

1982年

1983年

不 明

i

3

s

4

3

1

2

1

1

1

1

4

3

2

1

3

6

1

0

1

0

2

10

4

5

1合 計1・7i・
12 33

表7-4長 期 修 繕 計 画 作 成 時 期

(件)

購 籔1・1・1・1・1561・1・1'・ 卜・1・・1・21・3圏 合・+

公 団1313111617 幡,
公 社11114

民 【1"1112・11512

合 唄itil・1・i・ll・1・1・111・ 口 ・1・・133
一..
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長期修繕計画 を作成す る動機 は、大規模修繕の実施時期 によ り次のように分類

で きる。

① 雑誌、テ レビ、新聞等のマスコミのニュースにより必要性 を感 じてか ら、修

繕計画を作成 し、その後大規模修繕工事 を実施す る場合。

② 外壁 の汚 れが 目立 った り、雨漏 りな どで大規模修繕工事を検討す る過程で作

成す る場合。

③ 大規模修繕後 に計画修繕の必要性 を認 めて作成す る場合。

本調査では、33事 例 のうち8事 例にっいては、第6章 で大規模修繕の実施時

期を明 らかに した。その結果、大規模修繕の時期 と相前後 して修繕計画を作成 し

ていることが明 らかにな った。

筆者の調査で は、管理会社の5件 の うち4件 が中高層分譲共同住宅の管理開始

後4年 目を経過す るまでに長期修繕計画を作成 している。そのなかで は、管珪会

社 による全面委託の方が管理組合 による自主管理 より早 い時期 に修繕計画表を作

成 して いることがわか った。

さらに第3章 の管理会社の調査で明 らかに したよ うに、管理開始後1年 を経過

した時点で管理 会社の側か ら長期修繕計画案を管理組合の理事会 に提示 している

場合がある。 この調査 か らも同 じよ うに、管理会社へ委託 している管理の方法の

ほ うが自主管理のそれよ り修繕計画 の作成時期が早 くな ってい ることが推 測 され

る。

(2)修 繕計画期間

修繕計画表の計画期間は、図7-2の ように5年 以上10年 未満が12件(43

%)と 最 も多 く、次に10年 以上15年 未満が7件(25%)で ある。30年 以上

が2件 であ り、そのうち最 も長期間の修繕計画表は竣工後か ら60年 間 にわた っ

ている。60年 間 とい う修繕計画期間 は、税法上の建築におけるRC造 の耐用命

数 に起因す るのではないか と考え られ る。

このよ うに、長期修繕計画 とい って も、5年 間 とい う中期 のものか ら60年 間

とい う長期な ものまで計画期間に大 きくバ ラつ きがある。
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そ して分譲主体別 に修繕計画を比較す ると、公団分譲 の ものが公社分譲 、民間

分譲 の事例 のそれよ り比較的短期間 の修繕計画表であ ることがわかる。

次 にその修繕計画の作成内容を検討す ると、表7-5の ように修繕箇所,修 繕

周期,修 繕規模,工 事費 の見積 りを定めている事例 は25件(76%)と 修繕箇所,

修繕周期だけを決めてい る事例 は3件 や・修繕箇所・修繕周期・修繕規模 まで記

載 してい る事例は4件 と比べて最 も多い。分譲主体別 にみると、民間分譲の事例

において修繕計画が修繕工事費 まで算出 している長期修繕計画が10件(84%)

と、公社、公団分譲の事例 より圧倒 的に多 い。 このよ うに長期修繕計画 における

内容 は事例により大 きくば らっいていることが明 らか にな った。

(3)修 繕計画の作成者

修繕計画の作成者は、表7-6の よ うに管理組合の理事会が単独で作成 した事

例が19件(61%)と 多 く、次に設計事務所へ依頼 した事例が7件(23%)で あ

り、他の事例 は分譲業者 と管理会社 が作成 した場合が各 々2件 ず つである。

筆者がお こな った総合セ ンター調査 に比 べると、管理会社 による修繕計画の作

成が極端 に少 な く、管理組 合による修繕計画の作成が多 い。かっ設計事務所が作

成 した長期 修繕計画が少なか らずあ る。それは資料収集 の対象を、 日住協 および

関住協 の会員 などの中か ら協力が得 られる管理組合に限定 したためであ る。 さら

に、管理会社や分譲業者を通 じて多 くの長期修繕計画表 を収集 し、分析す る必要

があろ う。管理組合 は、長期修繕計画を作成す る時の問題点 を次のよ うに回答 し

ている。

① 設計 の詳細図がないので どのような設計 になっているのかわか らない。

② 各部位 の数量表がないので部材数 の拾 い出 しができない。

③ 修繕周期がわか らない。

④ 相談する人がいない。(自 主管理 の1事 例)

⑤ その他(工 事業者 の選定が困難、工事費用の積算が難 しい)。

以上の問題点の①、② は竣工図面の引渡 し、も しくは保管を施工業者 もしくは

分譲業者 に義務づけることが必要であ ろう。長期修繕計 画の作成 における第3章

で指摘 したように、管理会社の果たす役割 は大 きい と思 われる。
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表7-5長 期 修 繕計 画 の作成 内容 (件)

＼ 、_分 譲主体＼
作成内容

公 団 公 社 民 間 合 計

修 繕 個 所、周 期

修 繕 個 所、周 期、規 模

修繕個所、周期、規嵐 工事費

そ の 他

2

4

11 4

1

xo.

1

3

4

25

1

合 計`171・ ・i・21.33

表7-6長 期 修 繕 計 画 の 作 成 者(件)

.分 譲 主 体1公 団1公 社1民 聞i合 計

管 理 組 合

設 計事務所

分 譲 業 者

管 理 会 社

そ の 他

不'明

17

3

1

2

4

2

2

2

19

7

2

2

1

2

合 計1・7 4(J.2(33
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(4)長 期修繕計画の修繕周期表

計画修繕は、あ らか じめ年次計画をたてて計画的に実施 される修繕工事である。

そのためあらか じめ建物 の どうい う箇所 は、何年 目にどの程度の工事を行 な うか

とい う修繕行為の標準的な基準 を決めてお く必要がある。最 も古い作成年度の修

繕周期 の標準 は日本建築学会の ものであ った(文126)。

本調査 において収集 した資料を主な工事の種類別 に比較 して表7-7に ま とめ

た。調査対象 における修繕周期表 の問題点 は次 のとお りである。

① 修繕率 の概念 は、物量比 と費用比があ るが、その どち らかの区別がないだけ

でな く、修繕率が明記 されていないのがほとん どであ る。

② 各部位別工種 の規模、形状、寸法 、使用頻度等 も記載 されていないのが多い。

③ 修繕計画 といいなが ら、修繕以外 の改善,新 設,増 設等の工事が計画修繕 に

含 まれている。

④ 修繕項 目に清掃や点検 も含んでい る場合が あり、修繕 の概念が統一 されてい

ない。

⑤ 各指標の数値 は、実験的あ るいは理論的根拠に もとつ くものではない。

⑥ 建築材料、設備機器 、施工技術の;進歩を反映 していない。

以上の観点か ら、長期修繕計画表 を検討す ると次の ことがいえる。

a)計 画修繕 は、予防保全 的性質 の ものであ るが、修繕率 や修繕周期が明 らかで

な く、事後保全的に取 り扱 われている面 もあ る。

b)調 査事例のなかで比較 的多 く取 り上 げ られているのは、建築関係で は屋根防

水,外 壁塗装,鉄 部塗装,建 具工事であ る。設備関係で修繕周期 の明記 されて

い るものは、照明器具,給 排水 ポンプ,給 水管,テ レビ共聴ア ンテナな どである。

c)修 繕計画の事例 について、修繕周期はまった く同 じか、 もしくは類似 してい

る。 これは長期修繕計画 を作成す る時の問題点で指摘 した とお り、修繕計画を

作成 にあたり参考 と した修繕周期表 が同一 のためではないかと考 え られる。
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表7-7主 要 工 種 別 修 繕 周 期 比 較 表(そ の1)

単位:'年 度

分譲共同 公 団 分ss
住宅番号

工 種 1 2 3 4
'5

6 7 8 9 io ii 12 13 14 is is 17

甦
屋 根 防 水 io 10 5 io 10 一 一 io 工0 io io is

・
is is io 10 一

物
外 壁 塗 装 10 is is 10 10 一 一 7 10 10 10 io ii io io 10 10

関
鉄 部 塗 装 3 3 3 5 3 一 一 3 3 4 3 4～5 4 4 3 4 3

係
建 具 工 耶 3 3 3 一 s 一 一 3 6 s 5 4～5 5 9 6 s 6

内 部 壁 塗 装 5 10 一 一 一 一 一 一 一 一 s 一 一 一 6
け

一 一

照 明 器具取替 一 一 15 io T 一 一 io 10 is 10 10 一 一 10 一 iz

設 TVア ンテナ取替 s 7 一 一 8 一 一 5 6 5 7 8-15 s 一 s 8 7

ポ ン プ 類 取 替 一 適時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20 一

備
受 水 槽 取 替 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

関
高 架水 櫓取替 .一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

給 水 管 取 替 一 適時 一 一 一 -一 一 一 一 一 20 一 一 一 一 一 20

係 排 水 管 取 替 一 適時 一 一 一 一 一 一 一 25 20 一 一 一 一 一 20
,

・

エ レ ペ ー ク ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7一 一 一 一 一 _辱 一 一

翻 ・・… 職
3 適時 一 一

:一

一 一 一 一 一 15 一 一 3 io 8 3

0

一aa入 なし 融エ レペー クー あり .

(そ の2)
()部 分修繕周!幌 他1ま全而修繕取赫周期

分譲共同 公 祉 分 譲 風Utl住宅藩号

:〔 租.1819202取2223242526

分

27128

`P
an 延 築

29・ 一3233・ 辮

物

関

係

農 根 防 水

外SP娩 装

鉄 部 燈 装

u具 工 那

内 部 壁 娩 装

is

10

3

s

is

s

3

3

(s)18

iz

3

3

G

is

iz

6

G

s

10

一i-iiz

-i-iiz

-1-13

-1-ltAllO

-1-132

is

io

3

3

㈹20

10

3

Pdz5

10

5

5

io

1G

10110

Gi3

3

-110

10

io

J

81-

817.

GI3
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(5)長 期修繕計画の修繕項 目

修繕計画表の中か ら修繕項 目として掲載 されてい るものをあげると、表7-8

の とお りであ り、明 らかになったのは次の3点 であ った。

① 調査対象33件 中30件 以上 において、長期修繕計画 に詑入 のある修繕項 目

は外壁塗装 のみである。

②20件 以上 に長期修繕計画に記載 がある工事の種類 は、屋根防水,テ レビ共

聴ア ンテナ,共 用灯取替,雑 排水管,廊 下や階段内の塗装である。

③10件 以上に長期修繕計画に記載 されているのは、廊下 や階段の手す り,道

路舗装,高 架水槽,外 部施設 と外構 のフェンスな どである。

以上 のことか ら、記載 のあ る項 目が計画修繕 と して取 り扱われていること、記

載 の件数が多いのは重要度、緊急度 の高い修繕工事で あると考 えられる。逆 に修

繕項 目にあげ られていないのは、支障があればその都度修繕するか、 もしくは記

入 もれのためであ ると考 え られる。

4.長 期修繕計画 による修繕費

長期修繕計画を作成する目的の一っ は、大規模な修繕 を行なった年度 に大 きく

修繕費が突出す るのを平均化 して、将来の修繕費を算出 してあ らか じめ修繕積立

金を積立て ることである。

修繕計画の内容 、程度がバ ラっいてお り、費用の記載 のない もの もあ るが、竣

工時か らの修繕費 の概算 を知るとい う目的で計画修繕費(長 期修繕計画表 により

算出 され る将来の大規模修繕のために必要 とされ る修繕費をい う)を 積算 した。

ここで は以下の条件で、修繕費 の合計金額を算出 し、屋外労働者職種別賃金調

査の各年の平均値 と日銀卸売物価指数の建設材料を用いて公団賃貸住宅の修繕成

績 より0.68:0。32の 比率で、表7-9に 示す ように修繕費補正係数を作成 し、大

規模修繕 に必要 とされ る修繕費を1982年 度価格 に修正 した。
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表7-8修 繕 項 目一 覧 表

部矧 修 繕 項i ,PUL11

屋 根 防 水 29 , 高 架 水 槽 14

屋 ・
避 雷 針肩馳 ρ

10
給 受 水 ・槽 8

マ ン ホ ー ル 2 設 揚 水 ポ ン プ 9

出 入 口 2 給 水 ポ ン プ 6

建
上

フ ェ ン ス

平 場

3

2 水
給 水 管 等

メ ー タ ー

13

5

点 検 口 z
備 給 水 塔(場) 5

外 外 壁 塗 装. 33
排 雑 排 水 管 23

タ.イ ル 貼 り 4 汚 水 ・排 水 ポ ン プ 7

目 地 コ ー キ ン グ 2 水 浄 化 槽 3

物 壁 建 物 コ ー-Tン グ 2 関 孟 換 気 ・ 排 気 ・ 2

バ
手'す り'

南 板

12

12

気
竪 樋

汚 水 処 理 場

4

2

ル

二
1

物 手 金 物

天 井 ・床 塗 装

9

10
係 電

TVア ン テ ナ

芝 用X7

28

24

関
非難 用梯子 ・脱出口 3 配 電 盤 7

手 す り 19

気 変 電 設 備 5

廊
郵 便 受 箱 6 自 転 車 置 場 15

下 天 井 ・床 ・壁 塗 装 zi '施 道 路 舗 装 17

階
ノ ン ス リ ッ プ s フ ェ ン ス 15

係 段
.ダ ス ト シ3一 ト他

掲 示 板

7

3
設

■

ゴ ミ 置 場

駐 車 場

5

12

'

建

具

玄 関 ド ア

各戸 メーターボックス

10

4

外
遊 戯 施 設

溝

塀

14

5

4
関係 面 格 子

電気室 ・ポンプ室建具

2

3

櫓 立 札 ・案 内 板

焼 却 炉

3

3

1盤1修 繕 項 目 陣

表7-9修 繕 費 補 正 係 数

年 度 ・1修 繕 費 補 正 篠 数
.

層

1974年 度 ・

1975年 度

1976年 度

1977年 度

1978年 度

1979年 度

1980年 度

1981年 度

1982年 ・度

165

155

143

134

125

114

zos

103

100
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各管理組合で異な る計画修繕費を比較するための前提条件は、次のとお りであ

る。

① 長期修繕計画の期間の実態 はバラついているので、修繕費の総額を算出す る

ために、 ここでは30年 と統一 した。

②30年 間は,修 繕計画 に記載 されている修繕周期を単純 に くり返 した。周期

の幅のある ものは、早い年度に統一 した。

③ 工事費の記載のある修繕計画のみを対象 とした。

④ 調査時以降の年次別 の物価上昇 を見込んでいない。

以上の条件の もとで、30年 間に各分譲共同住宅が修繕計画表の記載内容 を

100%工 事す るものと仮定す る。

(1)計 画修繕費の総額

計画修繕費の30年 間の総額は、図7-3の とおり戸当 りは最小24,000円/戸

か ら最大3,223,000円/戸 まで大 きく幅がある。延床面積当 りの計画修繕費は、

30年 聞の総額 において、3400円/㎡ か ら360,000円/㎡ まであ るが、事例NO.31

を除けば、計画修繕費 はかな りま とま った金額 にな ってい る。

分譲主体別 に検討す ると、公団分譲 の計画修繕費は低額 のところに集中 し、民

間分譲 の計画修繕費 は高額なところに、公社分譲 の計画修繕費 はその中間に位置

していることがわか る。

公団分譲の計画修繕費が低額なところへ集中 しているのは、建物形態が中層で

あ り、建物 の種類が多 くないことがその理 由として考 えられる。竣工年別の計画

修繕費の総額をみると、1972年 、1973年 度竣工の事例の金額が比較的低 い。

次に、調査対象の住棟形式 を階段型,片 廊下型,階 段 と片廊下の併用型に分類

して、計画修繕費の総額を分析す る。

その結果、エレベータが設置 されている片廊下型 における修繕費の総額が最 も

高額 であ り、階段型の事例は計画修繕費が低 い場合が多 く、併用型の事例の計画

修繕費 はその中間に位置す ることが明 らかにな った。
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竣2後30年 間 の 計 画 修 繕 費 の 総 額 、(換算値)
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戸当 り

住戸規模別 に30年 間の修繕費の総額を検討す ると、住戸数の多い ものほど戸

当 り計画修繕費は低額であ り、'1棟 当 りの戸数規模の小 さい ものほど計画修繕費

は高額であることがわかる。その理由と しては、住戸数が多 いと戸当 りにす ると

大規模修繕に要す る負担額は低 くなり、住戸数が少 ないと大規模修繕 に必要 とさ

れる計画修繕費 の戸当 りにおける負担割合 は高 くなるか らである。

(2)部 位別修繕費の構成比率

各分譲共同住宅における建物の部位別修繕費 の構成比率を図7-4に 示 した。

修繕費 の総額 に占める建物の部位別修繕費 の構成比率を検討す ると、修繕費 を最

も多 く必要 とす るのは外壁塗装であり、次いで屋根 の補修や屋上 防水、廊下 や階

段 の補修や塗装、排水や通気設備 の取替え、外部施設、給水設備 の取替 えと補修

の順 に多 く費用がかか ることがわか った。

事例別 にみると、事例NQ4、 事例NQ11の ように、外部施設 の修繕 に力を入れ、

外壁塗装、屋根防水 と屋上の補修等の計画修繕費の構成比率が極端 に少 ない もの
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がある。 これはまった く修繕を しないとい うわけでな く、小修繕を短周期 で くり

返す とい う方針であるためであ る。

分譲主体による違 いにっいて、民間分譲 の事例 は、ほぼ外壁塗装,屋 根の補修

や屋上防水,廊 下や階段,排 水 と通気設備の取替 え,外 部施設等 の順 に計画修繕

費を多 く必要 としている。30年 間 における戸当 りの修繕費が高額であるのは、

事例N425,事 例NQ30,事 例No31で あり、その理 由として は、外壁塗装,屋

根防水 に計画修繕費 として多 くの費用 を見積 もっているか らであるといえよう。

次 に、長期修繕計画表 より算出された公団分譲 の計画修繕費 について は、外部

施設や外構の修繕費 の構成比率が高 いものか、もしくはまった く外部施設,外 構

の修繕費を計画 していないものに大 き く2種 類 に分け られる。外部施設や外構の

修繕費 の構成比率が高い ものは、戸当 り計画修繕費の比較的低額 な事例 に多い。

この理 由としてζ公団住宅の中で初期に建設 されたものは中層の団地形式のタイ

プが多いため、戸当 り計画修繕費は低額 な事例が多 く、かっそれ らの事例では、

外構が重要視 されていることがあげ られる。

(3)計 画修繕費の経年変化

ここでは、調査事例を分譲主体別に分類 し、その計画修繕費 の経年変化 を検討

す る。ただ し計 画修繕費の算定方法は、調査時以降の物価の上昇壷見込 んでいな

いので、実際 には年数 の経過 とともに修繕単価が値上 るので、算定 した計画修繕

費では修繕費が不足する場合がある。 また建物 の傷 みに対応す るよ うに修繕計画

の途中で計画の見直 しが必要である。

公団,公 社,民 間の分譲主体別 にみた事例の計画修繕費の経年変化を図7-5

に示 した。

a.民 間分譲の場合

民間分譲の事例は5年 目、10年 目、15年 目、20年 目、25年 目といった

5年 周期 の大規模修繕 の時期を計画 している。特 に高額な計画修繕費を見積 もっ

ている事例No.26、 事例Na32を 別にすれば、年当 り4,000円/㎡ か ら8,000年/

㎡の ところに多い。
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b.公 社分譲の場合

民間分譲の修繕周期のよ うに5年 ごとに集中す るよ うな明確 さは、公社分譲 に

おける事例の修繕周期にはない。公社分譲の事例の場合は、12年 ごとに年 当 り

の計画修繕費が高 くな る事例(No.20>、6年 ごとに修繕費が高 くなる事例(N(L

19)、 年度 によるきわだ った計画修繕費の差がない事例(No.18,No.21)に 分

け られ る。

事例KQ20は 高層住宅 なので、計画修繕費が12年 目、24年 目に年 当 り8,000

年/㎡ の時期が ある。 しか し他の事例 は、年当 り2,000円/㎡ か ら5,000円/㎡ と

計画修繕費が算定 された。調査対象 の うち公社分譲 の計画修繕費 は、民間分譲 よ

りも低額である。 これは事例の建物形態が中層であ るため と考 え られる。

c.公 団分譲の場合

公団分譲 における計画修繕費 は、民間分譲や公社分譲の事例 と差がない。高層

住宅の事例 は、30年 間の大規模修繕 に必要 とされ る修繕費を算定 し、年当 りの

平均を とると7,000円/㎡ か ら8,000年/㎡ と高額である。 しか し中層 の事例 は、

年当 り3,000年/㎡ 以下の ところに集中 していた。

以上のよ うに、分譲主体 による計画修繕費 の額の差 はほとん どない。当然の こ

となが ら中層 は高層住宅の計画修繕費 より低額であり、どの事例 も30年 間の大

規模修繕 に必要 とされ る修繕費 を算定す ると、年当 りの平均が4,000年/㎡ 以下

となった。 また高層住宅の場合は、年当 り5,000円/㎡ か ら8,000年/㎡ の修繕費

を計画 してい ることが明 らかになった。

5.計 画修繕費 と修繕費の実績値

ここでは、第4章 で管理組合の会計調査 および第5章 で修繕実態を調査 した民

間分譲 と公社分譲の事例を取上 げて、修繕費 の実績値 と長期修繕計画表 よ り算定

された計画修繕費 との比較検討 を行な う。

a.民 間分譲 の場合

第4章 の維持管理費の実態で取 り上 げた ものと同 じ対象である民間の事例 は、
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事例No.25(事 例J),事 例No.26(事 例O),事 例No.28(事 例P),事 例No.29(事

例M)で ある◎

長期修繕計画の作成時期は、事例No.25(事 例J)が1983年3月(竣 工後9年 目),

事例No.26(事 例O)が1983年3月(竣 工後8年 目),事 例No.28(事 例P)が1981年

1月(竣 工後5年 目),事 例No.29(事 例M)が1981年12月(竣 工後5年 目)で ある。

以下 、図7-6に 示す計画修繕費 と修繕費 の実績値の経年変化を事例 ごとに説

明す る。

<事 例No.25(事 例J>〉:長 期修繕計画よ り算定 した計画修繕費 よ り修繕費 の

実績値の方がかな り多 く要 している。かっ修繕時期は、

計画のそれよりも遅れがちであ る。 これ は、15年 目

に鉄部塗装、バル コニーの防水などの大規模修繕を実

施 しているためである。設備関係の計画修繕費 は、竣

工後20年 を過 ぎてか ら必要 とされている。

〈事例No.26(事 例0)〉=修 繕 の実績値の方が計画修繕費 の2倍 以上費や して

いる。 これは、竣工後11年 目、13年 目に外部塗装、

鉄部塗装、屋上防水な どの大規模修繕工事を実施 した

めである。計画修繕費 の方 は、建築関係がほとん どで

あり、設備関係や施設関係の修繕費 は計画修繕費のわ

ずかな構成比率に しかす ぎない。

〈事例No.28(事 例P)〉:竣 工後10年 目に計画 していた外壁塗装、屋上防水の

工事 を2年 遅れの12年 目に実施 してい る。他の事例

は、長期修繕計画 より算定 される計画修繕費よ りも修

繕費 の実績値 の方が高額に費や しているけれ ども、 こ

の事例は、ほぼ計画修繕費 と合致 してい る。建築関係

の計画修繕費がほとん どであり、10年 、15年 、

20年 、25年 、30年 といった5年 周期で修繕 を計

画 している。
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〈事例No.29(事 例M)〉:竣 工後10年 目の外壁塗装、内壁塗装 の修繕計画を

翌年の竣工後11年 目に実施 してい る。 しか も修繕計

画を作成 してか ら5年 の経過で計画修繕値 の2倍 の修

繕費用を実際に要 してい る。

b.公 社分譲の場合

第4章 で調査 した事例 と同一対象 は、事例No.18(事 例1),事 例No.19(事 例

K),事 例No.20(事 例R),事 例No.21(事 例L)で ある。

長期修繕計画の作成時期 は、事例No.18(事 例1)が1982年3月(竣 工後14年

目),事 例No.19(事 例K)が1982年12月(竣 工後12年 目),事 例No.20(事 例R)

が1983年12月(竣 工後11年 目),事 例No.21(事 例L)が1981年4月(竣 工後9年

目)で ある。

以下、図7-7に 示す計画修繕費 と修繕実績値 の経年変化を事例 ごとに説明す

る。

〈事例No.18(事 例1)〉:竣 工後14年 目に修繕計画を作成 して いる。 これは

ほかの事例 と比べてかな り遅 い時期であ るといえる。

修繕計画では、20年 目、25年 目、30年 目に建築

関係の工事を計画 している。実際 には、竣工後9年 目

に鉄部塗装、15年 目と16年 目にわた って屋上防水

を実施 している。

〈事例No.19(事 例K)〉:こ の事例 も修繕計画を作成 した時期は竣工後12年

年 目と比較的遅 く、実際の修繕 の実績値 は、計画修繕

費の1/4位 しか実施 していない。その理 由 としては、

次の ことが考え られる。

① 計画修繕費を高額に設定 した とい うよ り、修繕計

画は立てた けれど実際 には工事 を実施 しなかった。

② 各戸徴収 の修繕積立金の値上げのために大規模修

繕の目標 として見積 りを作成 した。
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〈事例No.20(事 例R)〉:高 層住宅住宅の事例なので高額な計画修繕費を積算

してい る。 ところが竣工後11年 目まで大規模修繕工

事 を経験 していない。すなわち竣工後12年 目以降 に

大規模修繕 として初 めて、外壁塗装,屋 根防水等 を実

施す る目的で修繕計画を立案 してい る。

〈事例No.21(事 例L)〉:管 理組合による自主管理の事例で、竣工後10年 を

過 ぎたあた りか ら大規模修繕を実施す るために、竣工

後9年 目に修繕計画を作成 している。

6.ま と め

33件 の分譲共同住宅の修繕計画を比較検討 して明 らかになった ことをまとめ

ると以下 のとお りである。

a.修 繕計画 について

(1)修 繕計画の作成時期 は、竣工後4年 か ら9年 の事例が約半数 と多 い。調査事

例の中では、民 間分譲における修繕計画の作成時期 よ り公団分譲の事例 にお

ける修繕計画の作成時期が早 い。 これ は公団分譲の事例は竣工後早い時期に

修繕計画を立てているためである。

(2)修 繕計画の計画期 間は、5年 間か ら10年 間未満が多 く、長期修繕計画 と一

律 に呼んで も中期 の もの もあ り、長期修繕計画の期間には幅がある。

(3)修 繕計画の内容 も、修繕箇所 と修繕周期だけの もの、修繕規模や工事費 の見

積 りまで定 めてい るところと、その内容 は異な っている。

(4)修 繕計画で取上げ られているのは屋根防水 、外壁塗装 などであ り、主要部位

での修繕周期 は、各工事 の種類 ともほぼ一定 している。

b.修 繕計画の作成者と修繕の概念

(1)修 繕計画の作成者は、調査対象 の選択 の仕方 によるが、管理組合の理事会単

独であ ることが多い。 この場 合、素人集団では修繕計画 の作成 は困難である

ので、修繕計画 の作成 には区分所有者 の うちで建築 に造形の深 い人や管理会

社 の援助があ った と考 えられ る。
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(2)長 期修繕計画表 は、修繕 といいなが ら修繕以外 の改善、新設、増設 などの工

事 も含んでいることがある。

(3)長 期修繕計画表で計画 され る修繕 は、計画修繕であ り予防保全 的性質 の修繕

であるが、修繕率や修繕周期が明 らかでない工事 も含 まれていた。

(4)修 繕項 目については住棟形式や階高 によって若干の差異 が見受 けられた。

c.計 画修繕費について

(1)長 期修繕計画 よ り算定 された30年 間の修繕費 の総額 は、24,000円/戸 か ら

3,223,000円/戸 の事例まであ り、分譲主体別、住棟形式別 、竣工年 、規模

などによ り違 いを生 じていたが、明確 な傾向 は見 られない。 これは、管理組

合における組合運営の担当者の個人的な能力や性格による組合運営 の大 きな

違いが、その理由 として考 え られる。

(2)30年 間の修繕費 を月戸当 りで平均すると9,000円 とな り、事例により大 き

く異 なる。 これ は、管理組合の担当者 の個人的な能力や性格が組合運営に影

響す るため と思われ る。 しか し各戸徴収の修繕積立金の算出 には、 この値 は

参考資料 となるであろう。ただ し、実際に修繕工事 を実施す る時 には、本研

究の修繕計画 には物価上昇を見込んでいないので、算出 した計画修繕費以上

の修繕費が必要 となる可能性がある。
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第8章 結 口A

1.要 約

2.提 案
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第8章 結 口口

本研究は、中高層分譲共同住宅の適正な維持管理 システムを整備することを目

的として、居住者の維持管理費に対する意識調査ならびに管理会社による委託管

理費の算定方法を検討 し、さらに諸外国における維持管理め組織と管理実態を調

査 し、管理組合の会計報告書から管理運営と大規模修繕の実態を分析 した上で、

長期修繕計画表から必要な計画修繕費の算出を行ないぐ各戸徴収の修繕積立金の

額が大規模修繕を実施するために充分に足りているか、あるいは不足 しているか

を検証した。

本研究の特色は、中高層分譲共同住宅における居住者の維持管理に対する意識

の側面と、管理会社の管理業務と委託管理費の算定方法という管理を委託 される

側の側面から、管理組合の会計報告書 という管理主体側からの管理運営の実態 と、

大規模修繕の実態を把握 し、長期修繕計画から大規模修繕に対 して必要 とされる

修繕費の検討ならびに諸外国の維持管理の組織や実態を把握 して、中高層分譲共

同住宅の維持管理 システムを総合的に考察 した点である。

1.要 約

以下、本研究の成果 を各章 ごとに要約すると次の とおりである。

第1章 では、中高層分譲共同住宅の維持管理 システムの整備 を目的 として、維

持管理の重要性を明 らか にす るた めに、共 同住宅の成立過程 とその管理体制 の変

遷、中高層分譲共同住宅の管理 に関する法律、研究 の意義、社会的背景 、関連す

る既往 の文献か ら、研究の目的、研究 の方法、論文の構成、用語の定義 を述 べた。

第2章 では、中高層分譲共同住宅の居住者を対象 として、管理水準や修繕程度

を決定す ると考 え られる維持管理費にっいて、居住者の意識 を明 らかにす るため

にアンケー ト調査を行ない、維持管理費に対する居住者 、特 に区分所有者の認識

および評価をクロス集計およびm×n分 割表 におけるX2検 定、多変量解析(数

量化理論皿類)で その意識 の しくみを明 らかにした。

その結果、住宅の選定理 由としては、場所,価 格,間 取,管 理の順に多 く、住
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宅の選定 に際 し、区分所有者は場所 を重視 して住宅を選 んでいる人が多い ことが

わか った。新築入居 の人の方が、途中入居 の人よ り永住意識が高 く、当然 の こと

なが ら区分所有者 は賃借人 よりも永住意識が高 い。住宅に満足 している人か、家

族人数 の少ない人か、世帯主年齢の高 い人は永住意識が高 いことを明 らかに した。

住宅 に対 して満足 している人 は、区分所有者,賃 借人,社 宅居住者 の順 にその

構成比率が高 い。住宅に対 して満足 している人は、永住意識があるか、住居 の管

理 もよ くしていると意識 しているか、世帯主年齢が高い人であることがわか った。

住居 の管理 にっいては、世帯主 が高年齢層の人か、 また子供 のいない入は管理

をよ くしているとい う意識がある。専業主婦の方の方が、共働 きの主婦 より管理

をよ くしていると意識 していることを述 べた。

管理費の額をち ょうどよい と思 って いるのは、区分所有者では、居住年数 が長

い人か、永住意識 のある人か、世帯主年齢 の高 い人に多い ことを明 らか に した。

修繕積立金 をち ょうどよい と思 ってい るのは、区分所有者では、居住年数 が長

い人か、住宅 に満足 していている人 に多い。管理費 と同 じように修繕積立金 をちょ

うどよいと意識 されていることを分析 した。

管理費、修繕積立金 の額に対 して高 い、低い とい う居住者の意識は、実際 の徴

収額 と必ず しも関係 していないことがわか った。実際の修繕工事 に対 して現在の

修繕積立金 の額を充分 でない としなが ら、各戸徴収 における修繕積立金の額 を

「ちょうどよい」 と評価す るなど、維持管理費 に対す る意識は低い といえ る。

数量化理論皿類 を用 いて、区分所有者 の維持管理意識 は、① 諦念的先行不明

層、② ど うで もいい層 、③ 消極的居住層、④ 積極的居住層の4分 類 に分け ら

れ ることを明 らか に した。

第3章 では、中高層分譲共同住宅 において管理を委託す る際 の管理会社 の役割

と委託管理費の算定方法を明 らかにす ることを目的 として、管理会社 を対象 と し

て、管理会社の業務内容、委託管理費の算定方法および修繕積立金の考え方、長

期修繕計画の作成 にっいて、管理組合に対す る提案 の仕方等を聞取 り調査によ り

明 らか にした。また、区分所有者が主体的 に管理に携わ っている事例 にっいて、

管理組合の理事長を対象 としたア ンケー ト調査 と聞取 り調査により維持管理費の

設定 と改定方法 を分析 した。
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その結果、委託管理費の算出に際 し、数式 による算定方式を用いてい る管理会

社 と経験的な算定方式 を採用 している管理会社が半数ずつであ った。委託管理費

の算出に際 し数式 による算定方式を用 いているところは、合理 的で算出根拠が明

快である。 しか し経験的な算出を している場合、管理組合 の側 か らみれば これ ら

の管理会社は、管理費 の積算 に対 して科学的でない といえよう。

中高層共同住宅における分譲時の管理費、修繕積立金の積算 にっいて、管理を

委託 される予定の管理会社はあ らか じめ分譲業者か ら依頼 されているが、分譲業

者 は、住戸の販売上の問題 か ら修繕積立金 を管理会社 の提案額 よ り低額 に設定す

ることが多いようである。そのために、将来の大規模修繕 に際 し修繕費 の不足を

引起 こす ことになるので、住宅の管理開始後す ぐに管理組合に対 して修繕積立金

の値上 げを、管理会社 は提案 してい ることが明 らかにな った。

また、管理会社 における委託管理費 の算定の方法 および住宅 の維持管理 に要す

る費用 の積算方法 にっいて統一的な基準が少ないことがわか った。

最近 の修繕積立金の徴収方法 は、住宅の販売時に一時金 として戸当 り15万 円

か ら20万 円を集 めて、月額の各戸徴収費を低額に している。 これは住戸 の購入

者 に修繕積立金 の負担感を抱かせないとい う観点か らは有効 な徴収方法 であろ う。

コーポ住宅における管理費 と修繕積立金の各戸徴収額 は、区分所有者が相談 を

して決 めている。 またその改定 の場合 もスムーズに値上 げ してい る。その理 由と

しては、区分所有者同志 で充分 に話合 う下地が作 られていること、修繕 に関 して,

設計者 とい う相談者がいること、戸数が少ないので意志疎通 を しやすいこと、 日

常的に清掃 などで顔 を合わ していること、協同建設組合の時か ら入居者 の性格や

収入まで も知 っていることがあげ られ る。

第4章 ではまず、中高層分譲共同住宅の維持管理 に関す る管理組合等 の組織、

維持管理の方法 を明 らかにすることを目的に、中高層分譲共同住宅の管理経験の

ある諸外国 において管理会社 と管理人、管理 に関す る組織を対象 として、直接、

聞取 り調査 によ り維持管理の実態 を把握 して、我が国に取入れ るべき維持管理 の

方法 を提案 した。

その結果、管理組合等 における組織 の現状 は、大 きく理事会型 と管理者型 に分

けられた。

一286一



① 理事会型:〈 アメ リカ〉,〈 日本 〉,〈 韓国〉

② 管理者型:〈 旧西 ドイッ〉,〈 フランス〉,〈 イタ リア〉

③ その他:〈 イ ングラン ド〉,〈 スコッ トラン ド〉,〈 香港 〉

理事会型は、区分所有者が集 まって管理組合を結成 しているが、区分所有者 の

代表者か らなる理事会が、実際の執行機関である。委託管理 の場合、管理会社 は

管理 を委託 されているだけであ り、委託管理 および自主管理 ともに管理 の主体は

理事会 にあ る。区分所有者による意志決定 は管理組合の総会で行 ない、管理の代

表者 としての管理者 には、理事会 の理事長が就任す る場合が多か った。

管理者型 は、中高層分譲共同住宅 は法律 により必ず管理者 をおかねばな らない。

ここでい う管理者 とは、共 同住宅を管理す るために設 け られる管理 の責任者 の こ

とであ り、建物 の維持管理 は もとよ り資金の運用 、管理組合等の組織を運営 する

ことを主 な業務 としている。管理者 になるには資格が必要 とされる国 もあ り、住

戸の所有者 の代理人 として不動産 の管理 を している管理会社 のなかで、管理者 の

資格 を持 った者がな る場合が多か った。

〈フランス〉で は、管理会社の倒産 や不正 な支出 とい う事故か ら管理組合を保

護す るために管理会社 に対 して保証金制度を設けていた。 これは管理会社が管理

している管理戸数 にかか る管理費 の総計 を上回 る保証金を 日計で計算 して管理会

社が預託す る制度の ことである。

維持管理費にっいて、 カ リフォルニア不動産局が委託管理費や修繕積立金 に関

して詳細 で標準的な積算マニュアルを作成 していた。

日常の管理費 の金額 は、調査 した対象 において国による差 はほとん どない とい

える。管理費の徴収方法は、① 月決め前納、② 年3回 か ら4回 の分納、③ 年

1回 の一括徴収、④ 請求書 が くる度 に計算 して各戸徴収 とさまざまである。管

理費の未納問題 にっいて、最終的 には未納者の責任であるが、理事会 もしくは管

理者 には滞納者を出 さないようにする責任を伴 うであろう。調査 した旧西 ドイツ

の管理会社を除いて、我が国 と同 じよ うに管理費の未納問題が生 じていた。

修繕積立金制度 にっいて法律で定 めている例は、カ リフォルニア州法、韓国の

共同住宅管理令である。 しか しスコッ トラン ドを除いた他の国で は、すべてなん

らかの修繕積立金 を積立てていた。
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最 も整 った形で修繕の部位、費用等の修繕計画を法律的に決めているのは、 カ

リフォルニア州不動産局である。また制度 的に厳 しく定 めているのは韓国の共同

住宅管理令であり、その内容 は建物 の竣工後1年 を過 ぎると修繕積立金 を強制的

に韓国住宅銀行 に積立て、大規模修繕以外でそあ修繕積立金 を銀行か ら勝手 に取

崩 せない取 り決めにな っている。

中高層分譲共同住宅における生活 トラブルの内容 には、国別 による差異が見受

けられないが、生活 トラブルに対す る対応の方法 が異な っていた。調査 した国に

おいて、生活 のルールが守れない人 は住宅か ら退去す ることが法律や規定書 で決

め られており、実際上 も裁判で処理 している場合があ った。我が国は、建物 の区

分所有法(第58条 使用禁止 の請求、第60条 占有者 に対す る引 き渡 し請求)

で、共同生活 の秩序を守れない入を退去 させる条項が一応決 め られているが、暴

力団の追出 しに使用 される目的の条項 と思われ、生活の トラブルや管理費等 の滞

納者 に対 して この条項は使用 されないで、情緒的対応がなされていることが うか

がえる。

調査 した国における管理組合等 の組織 は、管理会社か ら経営指導 を仰 ぎ、管理

会社 は、管理組合に対 して主 にコンサルティング業務、金融管理を行ない管理手

数料を受 け取 っている。 いわゆるマネー ジメン トが管理会社 の主な仕事であ った。

その結果、管理会社の業務 は総合管理型 とコンサルテ ィング型 に分けることが

で きた。

① 総 合 管 理 型:〈 日本 〉,〈 イングラン ド〉

② コンサルティング型:〈 アメ リカ〉,〈 旧西 ドイツ〉,〈 スコッ トラン ド〉

〈フランス〉,〈 イタ リア〉,〈 韓国 〉

総合管理型 の管理会社 は管理のすべてを委託 されて、管理組合 と委託契約 を締

結す る。 コンサルテ ィング型 の管理会社 は、我が国のよ うに本社の管理担当員か

ら現場の作業員 まで抱 えた形態はない。 あ くまで コンサルティング業務 という分

業化の中で管理業務を行 なっている。 これは、管理責任問題 の保証 を保険でまか

な うので、保険料金の支払負担が大 き くなるのを恐れて分散化 していることがそ

の理由の一 っと考 えられ る。

中高層分譲共同住宅 の維持管理 は、調査 した国で もなかなか スムーズにいかな
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いようで あり、維持管理の経験を蓄積 してい くなかで解決 していかなければな ら

ないので あろ う。

第5章 では、中高層分譲共同住宅 において大規模修繕 のための修繕費を積立 て

ることを目的 として管理組合の財政的基盤である管理費,修 繕積立金 の会計 の運

用状況 を明 らかにす るために、管理組合の会計報告書や管理規約か ら、管理費 と

修繕積立金の費目構成 や管理規約 の内容、会計報告 の書式および会計 の運用 のタ

イプを分析 した。

その結果、管理会社 と管理組合の間で締結す る管理委託契約書の中では、契約

事項の取 り決 めが少 な く、詳細な事項 にっいては文章で取交わ されないで口頭で

決 め られていることを指摘 した。た とえば管理人の勤務形態 は契約事項の一 っで

あ るが、その業務 内容に関 しては契約事項で決 めていない ことであ る。

また、管理費の構成す なわち費用項 目の名称 および範囲は、各事例 において異

なっていた。そこで、管理費,修 繕積立金 の標準的な金額を他の管理組合 と比較

で きるように、各費 目の実状 に合致 した標準費 目を作成 して提案 した。

管理組合 における会計報告の書式 にっいて調査 した事例では、一般会計だけで

特別会計 がない場 合や数種の特別会計 を持 っている場合がある。 そ して修繕積立

金の会計は、支 出 した金額だ けの記入 など不完全な事例がみ られた。 また貸借対

照表 のない事例や貸借対照表の形を していないものがあった。

調査 した範囲において、管理組合における会計 の運用を、丼勘定型,積 立変動

型,名 目型,取 崩型,相 互運用型,積 立型,独 立型の7タ イプに類型化 した。

調査事例の中で会計 のタイプが変化 した例 として は、① 名目型か ら積立変動

型へ、② 丼勘定型か らいったんは取崩型へ、その後独立型へ、③ 積立変動型か

ら積立型へ、④ 丼勘定型か ら独立型へ と管理費会計 と積立金会計の二本立会計

へ、独立 した会計の タイプへ とよ り整備 されたタイプへ変更 した ものがある。

また調査対象 の管理会社 における会計 の処理方法 は、① 本社や支社で一括計

算処理 、② 住宅別 に常駐管理人 による記帳の2種 類 に分け られた。

管理組合の会計 に対 して、これ らの管理会社 は基本的には管理費会計 と修繕積

立金会計 は別であるべ きと考 えている。 しか し管理組合の要請があれば、積立金

会計以外の特別会計の種類を増や している管理会社があ った。
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また管理組合 の会計報告 について、複式簿記は不要であると述べていて、貸借

対照表を作成 していない管理会社 があり、管理組合か らの要求 があれば貸借対照

表を作成す るなどの処理 を していた。

管理組合の理事および理事 の経験者は、各事例の会計運用の問題点を認識 して

おり、原則的には管理費会計 と修繕積立金会計は相互運用せずに独立 させ るべ き

だと思 っている。 しか し実際は、管理壷、修繕積立金が不足 した場 合、他会計か

らの繰入れを して会計運用 してい るのがみられた。

第6章 では、中高層分譲共 同住宅の修繕の実態 を把握するために、管理組合の

会計報告書を対象に して、管理費,修 繕積立金の収支報告か ら次 のことを明 らか

に した。ただ し、事例調査のため各住宅 の個別性が反映 されている。

管理費,修 繕積立金は別会計であるが実際は繰入れなどにより相互運用 されて

いる。管理費か らの繰入れ は充分に剰余金がある場合はよいが、管理水準 の引下

げにならないよ うに注意す る必要がある。

管理費の支 出は、委託管理費 と修繕費で6割 か ら7割 を占め るが、委託管理費、

水光熱費がほぼ定額であるのに比 べて修繕費 の経年変動が大 きい。各戸徴収 の管

理費 を物価の上昇に見合 って値上 げ しないために、修繕に影響 して修繕費 が低 く

押え られがちになっていた。

調査事例 における大規模修繕時の修繕費の不足は、修繕積立金の値上げ、臨時

徴収や管理費か らの繰入れで資金調達を していることを明 らかに した。

修繕積立金 を積立て る主な手法 としては、① 名目を変えた積立金の会計を設

ける、② 管理費 の剰余金 を定常的 に積立金の会計へ繰入れる、③ 駐車場等 の施

設使用料を積立金の会計へ繰入れる、④ 下水道が整備 されたために不用 とな っ

た浄化槽の保守,点 検の費用 を積立金の会計へ繰入れていることがあげられる。

修繕費 の経年変化のパターンは、竣工後18年 までは単純増加を示す のではな く、

3年 目か ら5年 目に一度 目の山(鉄 部塗装)と 、10年 目を こえた二度 めの山(外

壁塗装,屋 上防水,給 水管の取替,管 理棟の新設)を 持っ増加の形を示す。

修繕費補正係数により修繕費を1988年 度 の価格 に換算すると、中層 の事例で は、

平均す ると479円/㎡ ・年であ り、高層の事例では、平均すると670円/㎡ ・年で

ある。中高層の両方がある事例の平均の修繕費は、832円/㎡ ・年 と中層,高 層
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の事例 より比較的高額であ った。

大規模修繕の建築関係では、ほぼ 「鉄部塗装」、「屋上 防水」、「外壁塗装」の

順で工事 してい る場合が多 く、 「外壁塗装」の全面塗替 は9年 目か ら17年 目で

行なわれ、10年 前後 が多い。 「屋上防水」の実態 は、8年 目か ら14年 目で実

施 されて、建築関係の修繕費の10%か ら12%を 占めて いることを明 らかに した。

「外部鉄部塗装」にっいて、早 いもので4年 目に実施 され、通常 は10年 を経過 し

て行なわれ るものが多い。 このように大規模修繕の時期 は、修繕計画よ り遅れが

ちであ ることがわか った。修繕工事だけでな く、建築後年数を経 るにしたが って

改良工事 も種 々出てきている。設備関係では、小 さな ものであるが テレビの衛星

放送用の共聴 ア ンテナを新設 してい る。施設関係で は、自転車置場 の増設や駐車

場 の増設が多かった。

以上の ことから、大規模修繕 の資金調達がスムー ズであった ところは、修繕 を

計画的 に行 ない、資金調達が容易で なか った ところは大規模修繕を実施 して はい

るが、 日常的な小修理がな されていない と思 われ る。

最後 に第7章 では、中高層分譲共同住宅 において大規模修繕 に必要 とされる修

繕費 を算定す るために、長期修繕計画表 よ り修繕計画の作成時期 とその内容を検

討 し、長期修繕計画の期間を30年 間 とい う前提条件で、長期修繕計画の記載 さ

れている修繕項 目か ら、竣工後30年 間で必要 とされる計画修繕費を算定 した。

調査対象 におけ る修繕計画の作成時期 は、竣工後4年 か ら9年 を経過 してか ら'

作成 されているものが多 い。公団分譲 の事例 における修繕計画の作成時期が早 く、

民間分譲 の事例のそれ は遅 い。 これは公団の事例 は、竣工年が古 くなおかっ竣工

後早い時期 に修繕計画を立てているためである。 そ して その修繕計画は、5年 か

ら10年 未満 の計画期間が多 く、長期修繕計画 と一律に呼称 して も中期 の もの も

あ り計画期間には幅があ ることがわか った。

修繕計画の内容 も、修繕箇所 と周期だけの もの、工事 の規模や工事費 の見積 り

まで立案 しているところと、その内容 が大 きく異な っていた。

さらに長期修繕の計画表 は、修繕 といいなが ら修繕以外の改善、新設な どの工

事 も含んでいた。長期修繕計画表 は、本来計画修繕であ り予防保全的性質の もの

であるが、修繕率や修繕周期が明 らかでな く、適時行なわれている修繕工事 を含
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んでいる修繕計画 もあること明 らかに した。

修繕計画で立案 しているのは屋根 防水、外壁塗装 などであ り、主要部位での修

繕周期は各工事 の種類 ともほぼ一定 している。修繕項 目は住棟形式、階高 によ っ

て若干の項 目の差異が認め られた。

必要 とされる竣工後30年 間における修繕費 の総額を長期修繕計画表か ら算:出

す ると、24,000円/戸 ・年 か ら3,223,000円/戸 ・年 となり、その金額 は分譲主

体、住棟形式、竣工年、規模な どによ り違 いがあった。

修繕計画に もとついて算 出 した30年 間の修繕費 を月戸当 りにすると、2,000

円か ら8,953円 と事例 により大 きな差がある。30年 間 における修繕費の総額を

積算す る際、物価上昇 を見込んでいないので工事を実施す る時には、 これ以上 の

修繕費を要することもある。

このよ うに筆者 が作成 した修繕計画の期間 は30年 と統一 したが、計画 の実態

は5年 間の修繕計画であった り60年 と長 いもの もあり、修繕項 目等の内容 もさ

まざまであった。そ して、管理組合の会計報告書 における維持管理費の実態 と長

期修繕計画か ら算定 した必要 とされ る修繕費 と比較 して、修繕費が不足す ること

がわか った。

以上の結果、本研究で は居住者の意識調査おいて、区分所有者 は大規模修繕 の

費用 として修繕積立金を充分で はない と意識 しているが、家計 にとって各戸徴収

の修繕積立金の額 をちょうどよいと思 っていることを明 らか にした。 これは、中

高層分譲共同住宅を修繕す る時に必要な額 と区分所有者が家計 の負担面 か ら考え

た金額に対する意識の違 いを表わ しているといえよう。

また、管理費 に関 しては、管理会社による委託管理費の積算根拠が合理 的でな

いことを指摘 した。 しか も特 に中高層共同住宅 における分譲時の修繕積立金の設

定額 は最初か ら低めにきめ られていること、管理開始時 まもな く修繕積立金を値

上げせ ざるをえないこと、修繕積立金の値上げに対 して住民の合意が行われない

と修繕が実施できなか った り、遅 れがちになること等を明 らかに した。ただ し、

コーポ住宅の場合は、管理費,修 繕積立金の値上げがスムーズであった。 これ は、

区分所有者同士の コミュニテ ィが良好であ ることがその要因 の一っ と考え られ る。
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管理組合の会計報告にっいて、管理費,修 繕積立金 は別会計であ るが実際 は繰

入れなどによ り相互運用 されている。調査事例における大規模修繕時 の修繕費不

足 は、修繕積立金の値上げ、臨時徴収や管理費か らの繰入れで調達 していた。長

期修繕計画か ら必要 とされる計画修繕費を算定 し、各戸徴収の修繕積立金 と比較

す ると、徴収額 はかな り低い額であることがわか った。そρために、大規模修繕

時には今後 も修繕費 が不足す ることが予測 された。

今後 ます ます中高層分譲共同住宅は増加傾向にあるので、区分所有者の維持管

理に対する意識 を発展 させるとともに、区分所有者 の要求す る管理水準 に見合 っ

た適正な維持管理費 を合理的に科学的 に積算す る方法が さらに必要 となろう。

2.提 案

本研究か ら得 られた以上 のよ うな結果を通 して、よ りよい中高層分譲共同住宅

の維持管理 システムを整備す るために次の点を提案す るものである。

(1)管 理会社の業務 内容 とその役割につ いて

中高層分譲共同住宅 における管理 の専門家 としての管理会社 の社会的役割は大

きい。 しか し我が国での管理会社の社会的地位 はヨー ロッパの国に比べて低い。

管理の歴史が短 いの も理由の一っであろう。すなわち管理会社 の成立過程で述 べ

たよ うに、親会社 との関係か ら、管理会社 として独 自な立場をとりに くいこと、

管理技術、管理の運営方法の歴史が浅い こと、管理 の現業員、社員 の採用が容易

ではないこととも関連 していると思われ る。

管理人 は、住宅の現場 で日常的な管理業務に従事 し、居住者 と直接関わ ってい

わゆる管理会社の出先機関の役割を果た している。 しか し管理入の社会的地位は

低 く、定年退職者 を採用 してお り、管理会社での待遇 は嘱託社員である場合が多

い。待遇面か らいえば給与所得があると厚生年金か らその給与分を減額 された り、

常駐型 の場合の勤務形態は、24時 間の間管理人室 に拘束 される場合が多 く、休

暇が取 りに くいとい う労働条件が、なお さら管理人を採用 しに くくなっている。

管理人 と して管理会社 は管理 に関 しては全 くの素人を採用 し、その後、管理会

社が講習会な どで教育 している状況があ り、管理人の業務 は前職の影響を受ける
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ことが多 くな りがちであ る。また管理組合 と管理会社 の間で締結する管理委託契

約の内容が大 まかであり、管理人の管理業務 の仕様や範囲のことで管理組合 と管

理会社 は トラブルを起 こす ことも多い。

委託管理費の積算 も明確 な根拠がない管理会社 もあ り、委託管理費 の問題がま

す ます複雑化 してい る。そ して事例の住宅 において委託先zあ る管理会社 を変更

した ところもあ る。管理手数料 とい う管理会社 の本社経費を区分所有者が理解 し

に くい とい う面 も指摘で きる。

以上の点 か ら管理会社 に対 して次のことを提案する。

① 委託管理費 の積算基準が曖昧な ところがあるので積算の根拠を持たせる。

② 管理委託契約の内容 を詳細 に管理組合 と文章で取 り決めてお くこと。

③ 管理技術、管理運営の方法 の効率化 、発展を常 に計 る。

④ 管理人の管理面 での教育を さらに実施す ることにより、現場 における管理 の

質 をあげる努力を常に行な う。

⑤ 管理会社の作成す る会計報告書を整備す る。

管理会社の役割 として、管理主体である管理組合を育成す るとい う観点が必要

である。また管理水準をあげるために資格制度を充実 させるのが望 まれ る。そ し

て我が国の管理会社 は、従来の建物管理か ら維持管理費 の資金運用や居住者の生

活面 において種 々の生活 サー ビスを提供 し、 コ ミュニテ ィを育成 してい くなど、

管理 の補助的役割か ら管理の指導者 としての企業姿勢が必要であると考える。

(2)管 理組織 と制度につ いて

区分所有法 は、管理者を共用部分の管理責任者 として置 くことを定 め、管理組

合の理事長 の他に管理会社が管理者に選任 されることが多 い。

我が国 においては、中高層分譲共同住宅 において区分所有者 の管理責任 として

建物を管理すべ きことが区分所有法で定め られている。 しか しなが ら、賃借人の

増加、住戸の事務所化、区分所有者の不在化が進み、特に東京圏の中高層分譲共

同住宅では区分所有者 や理事 の集 まりが悪 く、管理組合の総会や理事会が成立 し

な くな って きている状況がある。

以上の ことか ら、今後建物 を適切 に維持管理 してい くためには、よ り強力な管
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理組織を設 けることが必要であると考え る。現行の 「管理者」の役割を再検討 し、

議決機関である管理組合 より管理者の権限を強めるよ うに法律的に義務 と責任範

囲を明確に して、理事会 と管理組合を議決機関に し、管理者を実質的な中高層分

譲共 同住宅 の執行機関 とすることを提案する。旧西 ドイッの 「管理者」のよ うに

管理規約でその責任 と業務 を制限で きないよ うに法 律的 に強化す ること、す なわ

ち共 同秩序の策定、遵守 といった権限を拡大す ることである。管理者の権限を強

化す るとともに、管理組合に対す る安全対策 のために、管理者が扱 う管理費 の総

額以上 の保証金(預 託金)を 管理者 に義務付 けることを提案す る。実際、管理 に

素人である区分所有者 に中高層分譲共 同住宅 を任せ るのではな く、管理 の専門家

として管理会社は 「管理者」 として、管理の指導者を 目指す ことが望ま しい。

(3)管 理組合の会計運用について

管理組合の会計 は営利 を目的 とは しないが、少 な くとも会計状態 を明確 にす る

必要があ り、管理組合の会計 か らみた望ま しい管理組合の管理運営 のあ り方を次

のように提案す る。

① 管理組合における円滑 で合理的な会計 の管理運営 を行な うためには、以下の

よ うに管理規約を整え ることが望 ま しい と思われ る。

a.積 立金 の収入会計 を一般会計 である管理費会計か ら独立 した特別会計 とし

て持つ。

b.一 般会計 と特別会計 の会計間の資金流用を原則 と して禁ず る。そ して、流

用 の場合の手続 きを管理規約上で明確 にす る。

c.積 立金会計の種類を自然発生的に増 やす ことは、修繕積立金を抵抗な く増

加 させ る一っの方法ではある。 しか し、大規模修繕の際に積立金が不足す

る時 は、実質上の値上げであ るため名称を変えた積立金を作 るのは望 ま し

いことではない。

d.管 理費の剰余金を定常的に修繕積立金会計へ繰入れ ることを恣意的 には行

なわない。駐車場の使用料を修繕積立金の会計 へ繰入れ る場合には、その

使用料の全額 なのか、その何%な のか、修繕積立金会計へ繰入れる比率 を

決めてお く必要があろ う。
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e.管 理規約 を整備す るための具体的な方法 については、(イ)丼 勘定型 、

(ロ)積 立変動型、(ハ)名 目型、(二)取 崩型、(ホ)相 互運用型 、

(へ)積 立型 、(ト)独 立型 の7タ イプ別 に第5章 で述 べた。基本的にな、

上述 のa～dを もとに して提案 している。

② 管理組合の会計報告 における書式 の リス ト(表8-1)と そのモデル案(表

8-2か ら表8-13)を 次に示す。

通常、会計の報告 は、管理組合の総会議案書の一部 と して提 出 されなけれなら

ない ものであ り、会計報告の内容 としては、当該年度 の決算報告 と次年度 の予算

案がある。決算報告 は、一般会計 としての管理費会計 と、将来の大規模修繕のた

めの修繕積立金会計 に分 けられる。それぞれの会計は、現金資産 の状況を示す貸

借対照表を備えている。一般会計 と修繕積立金会計の資金運用先等をまとめた も

のを財産 目録 とす る。そ して管理組合の購入備品の一覧表 を決算報告 として付け

加える。表8-1は 、それ らの書式のモデル案を示 した ものである。

表8-1管 理組合の会計報告 における書式 のモデ ル

100年 度決算報告

(1)○ ○年度一般会計決算報告書
a.収 入の部
b.支 出の部
c.貸 借対照表
d.月 別支出項 目内訳明細表

(2)○ ○年度修繕積立金会計決算報告書
a.収 支計算書
b.貸 借対照表

(3)財 産 目録
(4)管 理組合備品一覧表

200年 度予算(案)

(1)○ ○年度一般会計予算(案)
a.収入 の部
b.支 出の部

(2)○ ○年度修繕積立金会計予算(案)
a。収入 の部
b.支 出の部
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以下 、各書式の詳細 にっいて述べる。

まず、一般会計の決算報告の収入の部 にっいては、下表 図8-2の とお りで ある

が、特 に管理費会計 の繰越金 として未収金 の額 を正確 に記入 してお くことが重要

である。収入 としての費 目は、各戸か ら徴収す る管理費が主であ るが、それ以外

の収入 た とえば、駐車場 、駐輪場、集会所等の施設使用料がある場 合はその金額

を記入す る。雑収入 の内容 も欄外へ記入 して説 明 してお く。

図8-2

収入の部

一 般 会 計 決 算 報 告 書 の 収 入 の 部

(平成..～..)

(単位:円)

費 目 予 算 額 実 績 額 対予算増減

前 期 繰 越 金

(含未収入金) ()

管 理 費

施設使用料(駐 車場)

〃(駐 輪場)

〃(集 会所)

〃(そ の他)

利 息

雑 収 入

合 計

雑収入の内訳 計 円

㎜ 円

㎜ 円㎜ 円
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次に、一般会計 の支出 についてであるが、下表8-3に おける支出の費 目は標

準費 目として提案 した ものである。標準化す ることで、他の中高層分譲共同住宅

の支出額 と比較が容易 にな り、管理費 の支出が妥当な金額 かどうかの点検が行な

えるとい う利点が生 じる。管理会社へ委託管理を しない場合には委託管理費の費

目が不用 になる。 この支出の部では、予算額 に見合 った支出の実績額 であるかど

うかが検討 される事項であろう。それぞれの金額は、消費税3%を 含んだ価格で

算出 された ものを記入す る。

ただ し、費 目の設定を他 の中高層分譲共同住宅の一般会計 と比較 しやす いよう

に大 まかに分類 してあるので、詳細 な支出の内訳 は、表8-5の 月別支出項 目内

訳明細表を利用 して説明することが肝要であろう。

図8-3一 般 会 計 決 算 報 告 ・書 の 支 出 の 部

支出の部(単 位:円)

費 目 予 算 額 実 績 額 対 予 算 増 減

組 合 運 営 費

税 金 保 険 料

水光熱費(水 道料金)

〃(電 気料金)

〃(ガ ス料金)

委 託 管 理 費

設備保守点検費

小 修 繕 費

共 同 生 活 費

雑 支 出 費

予 備 費*

計

次期繰越金

(含未収入金)

合 計

※ 修繕積享金会計へ繰入れる時には、この項目が必要になる。

ただし、駐車場収入の○%と か○円とかを管理規約で取 り決めておくこと。
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次 に貸借対照表にっいてであるが、第5章 の実態調査で述べた ように、 この表

がない場合や、あって も形 を呈 していない場合があ った。そこで中高層分譲共同

住宅の資産状況を明確 にす るために、下記の表8-4に 示す貸借対照表を提案す

る。

ここで重要なことは、管理費 の未収金の内訳 を記載 してお くこと、業者への未

払金 を記載す ることで、現金の資産 の額を提示す ることである。一般会計の会計

が健全 に運営 されているかどうかを計 る大切な表 といえよう。なお、参考 として、

決算 の時点での未収金および未払金 の内訳を記載す るとよい。

図8-4一 般 会 計 決 算 報 告 書 の貸 借 対 照 表

(平成..現 在)

(単位:円)

資 産 の 部 負 債 の 部

費 目 金 額 費 目 金 額

前 受 金

普 通 預 金

定 期 預 金

貸付信託預金

未 収 金

未 払 金

次 期 繰 越 金

合 計 合 計

参 考

(1)未 収金内訳

管理費前年度

○○年度

円

円

計 円

(2)未 払金内訳

円

円

計 円
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月別支出項 目内訳明細表は、あま り詳細な ものはかえって会計の支出状況をわ

.か りに くくするので、表8-5程 度 にとどめてお く方が よいと思われる。そ して、

一般会計 の支 出の大 きな費 目については
、 この表で説明 してお くと、区分所有者

にとって は理解 しやすい ものとなろう。
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修繕積立金会計 は、累積額が大 き くなる性格の もので あるので特 に収入 と支 出

の費 目は、標準費 目の設定 にあげた ように統一 して記載す る。そ して、 さらに重

要な ことは貸借対照表 の作成である。なぜな らこの表 により、修繕積立金の運用

先、利息等 を把握で きるか らである。修繕積立金 は文字 どお り大規模修繕 のため

に積立てていくものであり、安全で有利な投資先への積立てである ことが管理組

合の運営面か らも重要であろ う。

図8-6 修 繕 積 立 金 会 計 決 算 報 告 書 の 支 出 計 算 書

(平成..～..)(単 位:円)

支 出 の ・ 部 収 入 の 部

費 目 金 額 費'目 金 額

次 期 繰 越 金 前 期 繰 越 金

(含未収入) (含未収入)

9 積 立 金
.

利 息

雑 塚 入

駐車場使用料
繰入金

合 計 合 計

図8-7修 繕積 立金 会 計 決算 報告書 の貸 借対 照表

(平成..現 在)(単 位:円)

資 産 の 部 負 債 の 部

費 目 金 額 費 目 金 額

前 受 金 次 期 繰 越 金

貯 金()

C)

()

C)

c>

未 収 金

合 計 合 計
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下表8-8は 財産 目録であ り、一般会計および修繕積立金会計 における管理組

合の現在 の資産状況を説明す るものである。財産 目録 は、管理組合の財政面 の経

営状況を把握 し、効率 的な資金運用のために重要であると思われ る。

図8-8管 理 組 合 の 財 産 目録

資産の部(平 成..現 在)(単 位:円)

費 目 摘 要 管 理 費 修繕積立金 合 計

預 託 金 預 け 金

普通預金 銀行 支店
!'♂ ヴ

小 計

定期預金 銀行 支店

小 計

有価証券

積立保険

小 計

未収金

小 計

合 計

負債の部 (単位:円)

費 目 摘 要 管 理 費 修繕積立金 合 計

前 受 金

未 払 金

敷 金 等

小 計

差引財産 次期繰越金

合 計

・預け金は管理会社等に預けているものをいう。
・前受金は管理費,修繕積立金,施設使用料,水道料等の敷金
の預り金や前納金を記入する。

・有価証券,積 立保険の摘要欄は証券番号等を記載する。
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下表8-9は 、管理組合の備品台帳にあたるもので、今年度 の購入備品名を追

加 して記載す る。現在 の管理組 合の備品を正確 に把握 して、管理す るには必要な

一 覧表 といえよ う
。

図8-9 管 理 組 合 備 品一 覧 表

(平成..現 在)

品 名 数 量 品 名 数 量

事 務 机 ナ ンバー リング

椅 子 計 算 機

キ ャ ビ ネ ッ ト 物 置

書 庫 エ ア コ ン 装 置

ロ ッ カ ー ク ー ラ ー

長 テ ー ブ ル 柱 時 計

折 た た み 椅 子 電 気 掃 除 器

座 卓 天 幕

レ タ ー ケ ー ス ホ ー ス

手 提 金 庫 植 栽 道 具

管 理 組 合 印 鑑 電 子 複 写 機

自 転 車 ス コ ッ プ

座 布 団 植 木 刈 込 機

ガ ス ス ト ー ブ その他

ハ ン ド マ イ ク o● ● ● ● 層o

梯 子 ..

ガ ス コ ン ロ ● ● ● ● ● ●

消 火 器 ● ●o■ ● ●

扇 風 機 ● ● ● ●o●
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次 に、予算案 について述べ る。予算案 も一般会計,修 繕積立金会計 に分け られ、

それぞれ収入 と支出か らなる。一般会計 および修繕積立金会計の予算案 は、計画

的に管理組合を運営 してい くためには重票であ り、物価上昇を考慮 して作成す る。

費 目にっいて は、第5章 において標準費 目を設定 したよ うに、決算書の費 目と類.

した もの となる。

表8-10の よ うに収入 の部の費 目としての管理費 は、住戸 のタイプ別 に分 け

て月額 の戸 当 り管理費 に、そのタイプの戸数 に12箇 月を乗 じた ものを備考欄 に

記入 してお くと会計報告 としてわか りやすいといえよ う。予め見込 まれ る雑収入

にっいて は、欄外 にその内訳を記載 してお く。

図8-10

収入の部

一 般 会 計 予 算(案)の 収 入 の 部

(平成..～.・.)

(単位:円)

項 目 予 算 額 備 考'

前 期 繰 越 金

(未 収 金)

、管 理 費 円 ×.戸 ×12カ 月
,

卜

円 × 戸 ×12カ 月
'

円× 戸 ×12ヵ 月

施設使用料(駐車場)

〃(駐 輪 場)

〃(集 会所)

〃(そ の他)

利 息

雑 収 入

そ の 他

合 計

雑収入の内訳

・上下水道料差額収(私設メータの場合) 円
・電気料料差額収(私設メータの場合) 円
・公衆電話料収入 円
・そゐ他 円
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次 に、表8-11の ように一般会計予算案の支出の部 は、特に会計報告の もの

と変 らない。ただ し、予算額 には消費税の3%を 上乗 せ した金額 を記入す る。

図8-11一 般 会 計 予 算(案)の 支 出 の 部

支出の部

費 目

組 合 運 営 費

税 金 保 険 料

水光熱噴(水道料金)

〃(電 気料金)

〃(ガ ス料金)

委 託 管 理 費

設備保守点検費

小 修 繕 費

共 同 生 活 費

雑 支 出 費

予 備 費*

合 ・計

予 算 額 月 額 内 容

※ 修繕積立金会計へ繰入れる時には、この項 目が必要になる。

ただし、駐車場収入の○%と か○円とかを管理規約で取 り決めておくこと。
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次 に、修繕積立金会計の予算案を表8-12,表8-13に 示す。

収入 の部の費 目において、駐車場か らの繰入金がある場合は費 目と して予算 に

記載する。支出の部 は、いわゆる修繕積立金の取崩 しとなるので、管理組合の総

会時 に議案 として会計報告書 とは別 に提出 しなければな らないが、大規模修繕 を

予定す る時 にこの表を使用するとよい と思 われ る。

図8-1

収入の部

2修 繕 積 立 金 会 計 予 算(案)の 収 入 の 部

(平成..～..)

(単位:円)

費 目 予 算 額 備 考

前 期 繰 越 金

積 立 金

利 息

雑 収 入

駐車場使用料
繰入金

合 計
.

図8-13修 繕 積 立 金 会 計 予 算(案)の 支 出 の 部

支出の部(単 位:円)

費 目 予 算 額 備 考

次 期 繰 越 金

合 計
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(4)管 理費 の収支 とその保管方法 について

管理費 の年間の予算案 は、理事会 で作成 し管理組合の総会で案件 として提 出 し、

区分所有者の承認を得て初 めて成立 する ものである。管理費の支出 について、管

理業務を管理会社に委託 している場 合は、委託管理費が適正か どうか、な らびに

支 出が適 当であるか どうかを監事がチ ェックす るシステム1ζな っている。

管理費 は、中高層分譲共同住宅の適正な維持管理のた めに、管理費の費 目構成

が実状に合い、かっ合理 的な内容を持 っように第5章 で管理費の標準費 目を提案

した。調査 した時点 に、管理会社 と管理組合の両者か ら維持管理費の運用上 の問

題 として指摘 されたのが、管理費の保管 とその運用 にっいてである。 この ことは

本文中で直接 に分析 していないが、管理費の保管 とその運用上次 のようにす るこ

とが望ま しい と考える。

管理費 は、 日常の共用部分の管理をす るため に月 々区分所有者 か ら徴収 してい

る。 そこで管理費を安全 に保管す るには、管理組 合における理事長 の名前で銀行

に口座を開 く場合が通常である。 その場合の通帳の保管先、銀行 の取引印が問題

になる。通帳は管理会社の本社、銀行の取引印 は管理組合の理事長が保管す る場

合が多い。 しか し、複数の理事 の認め印がなければ銀行か ら支出できないように

す ることが事故を未然 に防 ぐ一っの方法 となろう。

(5)大 規模修繕の資金調達の方法について

管理組合 は、管理費か ら建物の 日常の維持管理をす るとともに長期的に、計画

的な修繕 によって維持管理 しなければな らない。それには、将来 どの程度の修繕

費が必要であるのかを見積 もり、あ らか じめ積立ててお くことが重要である。

大規模修繕における資金の調達方法 としては、次 の方法が考 えられる。

① 修繕積立金のみで修繕費用 をまかな う。

② 修繕積立金 と一時金を徴収 して修繕費 を捻 出す る。

③ 修繕積立金 と管理費 の会計か らの繰入れで修繕費 を調達す る。

④ 修繕積立金 と銀行等か らの借入金で修繕費 をまかなう。

⑤ 一時徴収金のみで修繕資金 を調達す る。

⑥ 修繕積立総合保険で資金を調達す る。
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調査 の結果か ら、大規模修繕は、修繕積立金、一時徴収金、借入金で実施 して

いた。そ して駐車場の使用料 を修繕積立金に充当 している管理組合 も多い。現段

階では、まだ必要 な修繕積立金の額 は低 いといえる。将来にわたって修繕 に必要

な額をあ らか じめ積立 ててお くことは、重要かっ困難な ことである。 その点か ら

いえば、大規模修繕の資金運用にっいては、① の方法、③ の方法、① もしくは③

の方法に⑥ の保険の掛 け金 と併用す る仕方で修繕積立金を積立て ることが望 ま し

い と思 われ る。

また、事例における各戸徴収の管理費 および修繕積立金が建物の維持管理 に見

合 った適切な額であるか どうか評価の方法 として、次 の3方 法が考え られ る。

① 管理水準 に見合 った各戸徴収管理費であるか。

② 建物の修繕に見合 っ#各 戸徴収 の修繕積立金であるか。

③ 他 の客観的な修繕積立金の算出方法 とも適合 しているか。

修繕積立金の適正化 とい う問題 にっいて、新築 の住宅では、i暇疵保証期間が

1年 か ら2年 であるので、管理組合 と して特別に修繕 をす ることがない。 しか し

3年 を経過す ると鉄部塗装な どの修繕が必要 とな って くる。大規模修繕 に必要 と

される費用 より修繕積立金が低額であ るために、修繕積立金 の積立て られていな

い状態で大規模修繕 を準備することにな り、理事 によっては任期中は面倒な こと

は避けたいとい う意識が働 き、工事の実施を先送 りにす る場合 もでて くる。大規

模修繕を実施す るために修繕積享金を充分 に積立ててお くことが望 まれる。

次に管理費 と異な り、修繕積立金 は月々積立てる費用であるので建物の竣工後

か ら年数 の経過 とともに累積額が大 き くなる。そのために、修繕積立金 を安全 に

保管,運 用す ることが大切であ り、管理組合の理事長の名前で銀行 に口座を開 く

場合が通常である。 その場合の通帳 と銀行 の取引印の保管先が問題 になる。管理

費 と同 じよ うに、通帳 は管理会社の本社、銀行の取引印は管理組合理事長が保管

す る場合が多いようであ る。 しか し、複数 の理事の認め印がなければ銀行か ら支

出で きないようにす ること等が事故 を未然 に防 ぐ一っの方法 となろう。

そ して、多額 な修繕積立金をどのように運用 して修繕計画にあ った支 出と修繕

積立金の徴収予定額 とのバランスを とるかいう金融問題 の処理 も重要な ことの一

っである。修繕積立総合保険、金融債権、銀行等の大口定期等 もその運用先 と考
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え られる。

大規模修繕が計画 より修繕 の時期が後 にずれていた り、修繕時期が きて も工事

が実施 されない原因 は修繕積立金 の不足ゆえである場合が多い。 しか も調査で明

らかに したよ うに分譲時 の修繕積立金の設定額が非常 に低額である。最 も大切 な

ことは長期修繕計画 にもとついて、修繕積立金の金額 を最初か ら大規模修繕 に必

要 とされ る金額 に設定 してお くことであろう。

(6)長 期修繕計画の考え方 について

長期修繕計画は、大規模修繕 に要す る費用 の概算,修 繕時期,修 繕工事 の内容

を決めた ものである。長期修繕計画表 は大規模修繕 の必要性 を区分所有者が理解

す る資料であ り、修繕積立金の額 を設定 し改定す るための重要な説得材料 といえ

る。

実際 の建物 の劣化 および損傷 に対応 して、建物を修繕で きると限 らないので、

適正な修繕周期で工事を実施す るには、建物 の傷みの実態 にあった中期計画 を立

てることが求 め られる。すなわち緊急度に応 じて建物の劣化診断 を行ない、実施

計画をたて、長期修繕でカバーで きない部分を維持管理す ることが必要であろ う。

それ には現状維持 だけをを目的 とせず に、テレビの衛星放送の受信設備等 、常 に

居住水準向上 の指標 を入れることも重要であると思われる。

長期修繕計画を実際 に作成する際に必要 なものは、竣工図面(詳 細図、部位 の

数量表等)で あ り、施工会社の倒産 があるため管理組合で保管 してお くことが望

ましいであろう。

ここでは、管理組合を設立する時に、建物の物件書な どと一緒 に長期修繕計画

を分譲業者が管理組合に引 き渡す ことを提案する。

そ して、長期修繕計画に対する考 え方をまとめると以下 のことが課題 となろ う。

(1)建 物 、設備 の耐用年数 を明確化 し、修繕周期の基準を作成す る。

(2)修 繕費用を建築費 との関係で算出 し、 ライフサ イクル コス トとい う面 か ら検

討を要する。

(3)修 繕項 目として原状回復だけを 目的 とせず に居住水準向上の指標を入れ る。
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(4)修 繕計画の内容、形式 をある程度統一 し、他の事例 と比較 しやす くす る。

(5)長 期 的に建物を維持管理 してい くには、修繕計画の内容を高め る。

(6)緊 急度 に応 じて建物の劣化診断 を行ない、実施計画を立て、長期修繕でカバー

できない部分を維持管理する。

(7)長 期修繕計画は、修繕積立金の算出の根拠や修繕 目標 として作成 し、修繕 を

実際に実施す る時 に建物診断を行ない、損傷状況に対応 した中期計画を立て

る。損傷度 に応 じて工事の実施計画を立てるという、段階的用意をす る必要

がある。

(8)長 期修繕計画を実際、作成す る上で必要な ものは、竣工図面(詳 細図、部位

の数量表等)で あ り、管理組合で保管 しておくことが必要である。

(7)居 住者の維持管理費への理解について

適切な時期 に建物 の適切な修繕をお こた ると、ひいては資産価値の低下 につな

が ることになる。当然の ことなが ら、大規模修繕 は区分所有者の合意 と負担で実

施す るものであ り、区分所有者の理解が不可欠である。 また日常的な管理水準を

決定す るの も区分所有者であ る。

修繕積立金 に対す る区分所有者 の認識が修繕の基準 を決める場合が多い。すな

わち大規模修繕の必要性 は、区分所有者 に浸透 していると思われるが、大規模修

繕を実施す るために積算 される修繕費を修繕積立金でまかな うには不足 している。

その不足額を是正す るために修繕積立金の値上げを行 っているが、まだ大規模修

繕のためにその額 は充分ではない。

修繕費 の不足額 を一時徴収 で処理す ると支払えない人がでて くる可能性 が大 き

いので、必要な額 はあ らか じめ積立ててお くことが、一番望 ましい積立て方法で

あると考え る。

それためには 「管理主体は管理組合にあ る」、 「自らの資産は自らで維持す る」

「管理責任は管理主体 にあ る」 と区分所有者の維持管理意識を変 えてい くことが

大切であ る。

実際、分譲会社 は販売時 に各戸徴収 の管理費、修繕積立金 に関 してあまり説明

を しない という状況があり、理事会は、区分所有者 の修繕積立金 に対す る意識の
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低 さを背景 に大規模修繕 の工事 を実施 していかなければな らない。

「修繕積立金 は何 のために必要か」、「長 く住 むっ もりはない」、「大規模修繕

の不足額 は一時金で徴収すればよい」、「急 な修繕積立金の値上げは困 る」 とい

う意見が区分所有者 か ら多 く出てい る。そのためには 日常 的に区分所有者の啓蒙

活動 とPR活 動が必要であろう。

(8)管 理組合の運営 と大規模修繕に対する情報の整備につ いて

維持管理の問題 を解決す る方法 として、管理組合の運営 と大規模修繕 に対す る

情報 の整備の問題 がある。

一 つ目は、維持管理 の費用 について、算定額 の妥当性、合理性を計 るには、実

際の中高層分譲共同住宅における管理組合の会計報告が統計 的、定期的、継続 的

に処理 され、公表 される必要がある。

しか し、これ らの ことは現実 にほとん どないに等 しい状況である。 この ことが

実現す ると管理組合に とって は、事例 の比較が容易 にな り、費 目別 の妥当性 を明

らかにす ることがで きる。管理会社に とって も管理費に対す る区分所有者 か らの

意識 を変 え、委託管理、すなわちサー ビスの購入 に対する区分所有者か らの理解

が得やすい利点がある。

二 っ目は、同様 に修繕積立金の問題 がある。いっ どのよ うな修繕 をどれ ぐらい

の費用で実施すればいいか、 どの工事業者を選定すればいいかの情報が区分所有

者に不足 している。事例の情報を行政機関が集積 して希望者 にすす んで公開で き

るようにす ることが必要である。

大規模修繕の時期 が きた事例において管理組合の運営体制の整 っていない とこ

ろが見受け られた。それ らは管理組合が管理主体になっていて、理事会がその執

行機関であるところに原因があ ると思われ る。現状 においては管理組合の運営基

盤を整備す る管理組 合の運営方法 の情報 を収集 し、閲覧に供す ることが望ま しい

と考 える。
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本研究では、中高層分譲共同住宅における管理組合の会計報告書、総会時の議

案書、修繕計画書 を中心 として居住者 の意識調査、管理会社 の聞取 り調査、諸外

国において管理会社の聞取 り調査をすすめた。 しか し事例による調査研究 で、居

住用の家族向けのタイプを対象 としており、調査対象を選定す る際の制限があり、

したが ってすべての中高層分譲共同住宅の事例を網羅 してし)るとはいえない。 ま

た分析方法に関 して も事例調査である限界、すなわち定量的分析 というよ り定性

的分析 にかたよりがちであ る。また実態調査の結果か ら述べているので、理論的

分析 に欠 けた きらいがある。

そ こで、以下の ことにっいて は今後 の研究課題 と したい。

① 本研究 の結果 を踏 まえて今後 も調査事例を増やす とともに、提案 した点を ど

のように実際の現場で実現 してい くか とい う手法の開発。

② 中高層分譲共同住宅の維持管理において、居住者の管理参加の方法,居 住者

の意志をどのように反映 させるかとい う手法の開発。

③ 維持管理の面か らみた中高層分譲共同住宅の適正規模の検討。

④ 高齢者用,リ ソ㌧ ト用,単 身者用等の新たな種類の中高層分譲共同住宅 にお

ける維持管理 のシステムの検討。

⑤ その他、本研究の不備な点。

最後 に、中高層分譲共 同住宅を どのよ うに維持管理 してい くかということは、

建物の寿命 にも関係す ることである。中高層分譲共同住宅を建てる段階か ら傷み

にくい材料,傷 んだ時 に取替やすい材料,修 理 しやすい材料を用 いる等、維持管

理 の容易なように中高層分譲共同住宅を設計 してお くことを考慮すべきであろう。
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